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研究所長　　魚 住 　 孝 至

　研究所年報第18号をお届けします。

　今年2013年に、本学は創立30周年を迎えます。今年度から、学科も武道学科と体育学科に再編成さ

れ、カリキュラムも大きく変更されました。少人数でのきめ細かな指導を目指し、初年次教育を充実させ、

総合教育も複数の教員で担当する科目を大幅に増やし、学士力の増強に力を入れることになりました。

　2012年度は、新カリキュラムの開始を控えて、長期的な展望が見通しにくい状況だったので、プロ

ジェクト研究も単年度としました。一般公募のものも含めて全ての研究が単年度となりましたが、それ

ぞれ充実した研究成果が投稿されました。中でも「現代武道の諸問題」のプロジェクトは、過去5年間

の研究を総括する座談会の記録を載せています。柔道・剣道・弓道・空手道・合気道・なぎなたの専門

家が一同に会して論じられるのは、本学ならではのことです。これによって武道界全体の動向を見通す

ことが出来るかと思います。

　また本号には、2012年度に研究所編集で刊行した英文版の IBU BUDO SERIES Vol.2 “BUDO in the 

Global Era” の紹介を載せています。さらに2012年度長野県教育委員会から内地留学で派遣され、当研

究所の客員研究員となられた山田良徳氏の研修成果報告書も載せています。合わせて御覧下さい。

　今年は、本学創立30周年ですので、研究所全体の紹介し、合わせて研究所のこれまでの研究活動を

総括するとともに、今後の研究の展望も語る座談会なども載せた小冊子を作成しようと企画しています。

今後ともご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

　最後になりましたが、本年報の刊行にご補助いただきました日本武道館に心より感謝申し上げます。

2013年６月

はじめに
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本プロジェクトは、2009年以来、毎年共通の

テーマを設定して、各武道の立場から、それに関

する論稿をそれぞれ書いてきた。今年度は、それ

らを総括するために、一同に会した座談会を行い、

共通理解を深めるとともに、さまざまな問題につ

いてより議論を深めることにした。

座談会は、司会から提起されるそれぞれの問題

について、出席者が、各武道の立場から、各連盟

の動向を踏まえながら個々人の責任において話す

ことにした。質問や意見も出されて別の方向の話

しにも及び、約３時間にわたって熱心に話し合わ

れた。

本記録は、井下が座談会の録音を文字に起した

上で、テーマごとに整理して発言内容をまとめ、

各発言者が確認したものである。発言の「です・

ます」調は、「である」調に換えている。

座談会日時；�2013年２月14日（水）16時〜18時50分

場　　　所；国際武道大学９号館会議室

出　席　者；�柏崎克彦（柔道）、矢﨑利加（柔道）、�

大矢稔（剣道）、松尾牧則（弓道）、�

井下佳織（空手道）、立木幸敏（合

気道）、木村恭子（なぎなた）　�

司会　魚住孝至

はじめに

柏崎：　我々のプロジェクトは、これまで毎年、

共通のテーマで各武道の取り組みや問題などを、

それぞれに書いてもらってきた。今年度は、六年

目になるので、今までのものも含めて、座談会の

形で話し合うことにした。魚住先生に司会をお願

いして、様々なテーマについて話し合い、現代武

道の現状と問題点が浮かび上がることを期待して

いる。

魚住：　指名により司会を務めさせていただく。

先生方には、それぞれの専門の武道の現状と問題

点をお話ししていただくが、その場合、各連盟の

動向を踏まえながら、基本的には個々人の捉え方、

考え方を語っていただくことにしたい。発言の順

番は、武道協議会の順にという慣例にしたがって、

柔道・剣道・弓道・空手道・合気道・なぎなたの

順を基本とするが、内容によってその都度自由で、

質問や意見なども出していただいて、活発な座談

会にしたいので、よろしくお願いしたい。

１．�2012年度から実施された中学校武道必修化

への対策および課題について

魚住：　では、まず今年度、2012年度から始

まった中学校の武道の必修化について、各武道の

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

現代武道の諸問題　Ⅵ
各武道の現状と問題点（総括）

研究代表者：柏崎克彦（国際武道大学）
共同研究者：�魚住孝至　大矢稔　松尾牧則　立木幸敏　矢﨑利加　井下佳織（国際武道大学）

木村恭子（国際武道大学客員教授）
　　　　　　アレキサンダー・ベネット（関西大学）　金野潤（日本大学）
　　　　　　山田利彦（了徳寺大学）
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「現代武道の諸問題　Ⅵ」各武道の現状と問題点（総括）

現状について、話していただきたい。

柏崎：　﨑実施される以前は柔道を実施予定校

は全体の約７割と多かった。ところが、直前にな

り学校現場での柔道による事故例が明らかにされ、

柔道には危険が伴うという認識が強くなったこと

から、実際に柔道を採用した学校数は61.4%に

減少した。教科体育での事故と部活動の事故を区

別されていなかったのではないかと思われる。授

業内での柔道での事故はそれほど多くない。24

年度実施した結果の事故件数などはまだ発表がな

いため現時点では把握していない。

大矢：　剣道では、安全指導の問題に関しては、

防具をそろえるための予算確保の問題がある。教

育委員会は予算が低ければ低い方がよい。通常授

業で使う防具は12〜15万円程度だが、防具店か

ら１万円程度の防具の販売をするという現状があ

る。しかし、生地が薄く安全性の高い素材とはい

えない。

その対応策として防具の開発は難しく、固い竹

刀を柔らかくしようという考えから、全日本剣道

連盟医科学委員会では、実際に使われている素材

ではなく当たってもいたくない柔らかい素材の竹

刀を開発した。今後は指導要領の問題である。

松尾：　現状では実施校は少なく、全国で20

校以下とみられる。国際武道大学では中学校武道

必修化にあたり、平成21年７月に指導参考書と

して『中学校保健体育における武道の指導法―武

道の必修化を踏まえて―』を作成した。全日本弓

道連盟でも中学校武道必修化対策特別委員会が設

けられ、平成23年11月に DVD付き指導参考書と

して『弓道授業指導の手引』を出版している。

全日本弓道連盟では、弓道授業の実施希望校に

対して授業用弓具を贈呈するという制度を設けて

いる。その制度を活用して、実際に授業を実施し

ている中学校が岩手県や福岡県などに数校ある。

中学校は高校と比較して部活動においても未だ盛

んとは言えず、授業となるとまだまだこれからの

課題といわざるを得ない。

今年度、高校部活動で弓矢の事故が発生（静岡

県、長野県）した。今回はいずれも軽症で済んだ

が、１本でも誤った方向に矢が飛んでいくと大き

な事件として扱われる。矢の当たりどころによっ

ては生命に関わることもあるため、飛び道具であ

る弓矢を使用する授業の採用には消極的な教員や

学校も多いと考えられ、安全面から授業では取り

扱いにくい種目に見られがちである。

教材としてはおもしろい特性を持っており、指

導者の問題、安全に関する対策等を十分に解決で

きるならば、弓道を授業で扱う学校が増える可能

性もある。現在、体育教員で弓道の指導ができる

者は少ないため、弓道を授業で取り扱っている学

校では、多くの場合は外部指導者と体育教員のチ

ームティーチングによる授業を展開している。弓

道の授業となると、まだまだ解決しなければなら

ない課題が多い。

井下：　空手道は、全国で空手道授業実施校が

200校になることを目指している。平成24年度（沖

縄県のデータは平成23年度）の空手道授業を実施

している中学校は141校（平成24年度中学校武道

授業（空手道）指導法研究事業９月７日〜９日資

料から：2012.8.29全日本空手道連盟調べ）である。

北海道北広島市、熊本県葦北町では市・町内全中

学校で実施している。その他、沖縄、高知、富山

などで実施されている。３年前から全国の中学・

高校教員を対象とした指導者研修会を実施し、中

学校での空手道授業実施のための講習会を実施し

ており、毎年60〜90名が参加している。

立木：　報告では、創始者植芝盛平ゆかりの地

である和歌山県や、茨城県笠間市を中心に全国で

30校余りが合気道を実施しており、中高一貫の

女子高などで採用されやすいようである。2012

年に合気道指導の手引き（を発行し、内容は安全
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に講義が出来るように受身の指導に重点がおかれ、

指導法が構成されている。

また毎年、文部科学省と公益財団法人合気会の

共催で全国学校合気道指導者講習会が実施され、

当初は外部指導者、経験者の教員が多かったもの

の最近では武道初心者の体育教員合気道初心者の

参加が少しずつ増えつつある。

木村：　伊丹市がなぎなた発祥の地、なぎなた

の町ということで、市内全中学校でなぎなたを実

施している。初心者の先生の参考になるように

DVD付きの指導書を作成した。用具・場所・指

導者の問題で採用されるには問題が多い。

２．�各武道で、現在直面している問題、一番話題

になっていることは何か？

魚住：　中学校の武道必修化については、ここ

数年各連盟でも精力的に取り組まれていた結果だ

と思う。今、各武道で現在直面している問題、あ

るいは一番話題になっている事柄は何か？

柏崎：　柔道界で問題なのは、柔道人口の減少

である。これは、怪我の発生率の高さも大きく影

響していると考えている。全日本柔道連盟では、

より安全で質の高い指導ができる指導者の育成の

ために全柔連公認柔道指導者資格制度を平成25

年度から完全導入することとした。これは、指導

者を３ランクに分けて継続的に研修を義務づける

ものである。

大矢：　剣道でも直面している問題は多い。昇

段審査の際に、男女の体力・骨格差等があるにも

かかわらず、男女が一緒に実施してよいかどうか

という問題である。女性だけを対象にした指導内

容の必要性の意識が高まりつつある。女性は、男

性と対等に段審査を受審することに対し、ステー

タスを感じている。

矢㟢：　柔道では、段位自体、講道館女子柔道

初段というふうに男女で区別されている。審査内

容（形・制度）等でも男女は異なる。女子柔道の

段位は男子と比較して厳しいとの声も聞かれるが

徐々にではあるが改正が行われているようである。

立木：　合気道は、審査は男女分けて行われる

が、男女同じ段位である。

井下：　空手も合気道同様である。

松尾：　弓道では、審査において男女で分けら

れてはいない。試合は男女別が多いが、場合によ

っては男女を分けず、段位別、錬士・教士・範士

など部門別のみで行う大会もある。女子が優勝す

ることもあるが、それも珍しいことではない。

大矢：　柔道では、直接組み合うことから、男

性と女性の違いによって、技能が違ってくるとい

うことが明確になっているからではないか。

人口減少の問題もあるが、こどもの人口を増や

そうという動きがある。剣道道徳教育論として、

親からはしつけ・教育的期待が大きいのに対し、

現実には道場での競技化思考強いことで問題にな

っている。親の願いと道場の方針に、ギャップが

大きいことが問題である。

近年競技性が先攻していることも課題である。

全剣連では、技術だけを伝達している。講習会に

おける受講者の要望を記述式で調査をし、そこか

ら課題を見つけ出し講習会の指導内容の質向上・

講習会の充実に向けた取り組みを行っている。

松尾：　弓道登録人口は、約13万６千人。う

ち高校生は約６万５千人。中学校・高校・大学・

一般とも、男女それぞれにおいて登録人口は、ほ

ぼ横ばい状態である。強いていえば、一般女子に

おいて若干の増加がみられる程度である。しかし、

18歳以下人口の減少と武道離れが叫ばれる中、中

学校・高校の弓道登録人口が減少していないこと

は、部活動としては盛んに行われていると解釈で

きる。

井下：　空手道では、全空連登録者数は減少し

ていないが、各空手流派・会派と全空連との二重
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登録が必要となるため、全日本空手道連盟会員数

がイコール空手道人口といえない。2012年オリ

ンピック正式種目化に向けた世界連盟・国内でも

注目されている。中学校武道必修化で採用される

ことにより会員拡大につなげるような動向がある。

立木：　合気道は人口の年齢分布が特殊で小学

生までの少年部以降は大学生以上がほとんどであ

り、30才以上から始める人も多くいる。おそら

く合気道が少子化の影響を受けるのは十数年後と

予想される。

高校は連盟ができてまだ日は浅いが、全国77

校の高校に合気道部がある。体育教員が顧問とな

っている高校はその結果、指導者が移動してしま

うと合気道部自体が消滅している。修行者人口に

ついては国内人口は横ばい、海外では増加してい

るようである。

昨年、合気会が公益財団法人化したことで、全

国都道府県連盟を強化し、都道府県連盟単位で、

講習会・演武会を開催、中学・高校への指導者派

遣等の体制を整えることなどが始まっている。

木村：　なぎなたはインターハイ、国体の正式

種目であるが用具が必要で、高価なことから長く

続けることが困難である。長いものをとり扱うた

め広い会場が必要であり、学校で場所の確保が難

しく、活発に普及していくという状況ではないの

が事実である。女性が人口のほとんどのため出産、

育児、介護などで指導者の継続が難しい。男性の

競技参加者は横ばいである。

柏崎：　柔道では、小学生の競技人口は多いが、

中学に入学すると辞める生徒が多い。これは、中

学校での指導者が不足しており、柔道部を創るこ

とのできない学校が多いのもその原因と言われて

いる。本学も含め体育系大学で柔道を学ぶ学生に

は、将来教員採用試験に合格できるようにしっか

りと学ばせることが必要である。

３．勝利至上主義と武道の特性について

魚住：　各武道の人口のことを考えると、指導

者の問題と関わるが、現在の各武道のあり方、特

に競技大会の開催などが大きく関係していると思

う。そして競技会になれば、勝利至上主義の問題

も出てくると思うが、そのあたりはどうか。

柏崎：　柔道はオリンピック種目のため、武道

のなかでは一番勝ち負けに拘る種目であると思わ

れる。フランスでは、柔道人口60万人いるが、そ

の多くは試合の無い小学生である。フランスでは、

明らかに柔道を教育として使用している。フラン

スにおける少年柔道の位置づけを在仏日本人に聞

いたことがあるが、基礎教育を行っている日本の

学習塾「公文」に似ていると言う。柔道を通して

人間としての基礎を教え、人としての土台を作る

という役割を柔道クラブが果たしていると聞いた。

ところが、いつのまにか日本では、小学生でも

全国大会がある。それもひとつだけではなく、多

くの大会が開催されている。子供たちの気持ちを

勝ち負けだけの試合で引きつけているような傾向

もみられる。保護者の中には、より強い道場に子

供を移す者もいると聞く。日本の柔道は、あまり

にも勝利至上主義が強い。価値を目指すことは悪

い事ではないが、それに偏った教育は問題である。

矢㟢：　女子柔道でも、基本的なことをしない

で小手先の技術で勝つことに拘りすぎている子供

が出てきているという現状がある。今回、柔道界

での暴力問題が出てきていることも受け、再度嘉

納治五郎の教えを見直し、基本に立ち返る必要が

あると感じている。

大矢：　剣道はオリンピック種目化を推進しな

い、むしろ否定的な見方が強い。また、メダルの

色を競うという考え方もない。ところが、親が子

供にたくましく育ってもらいたいという思いで剣

道の道場に入れるが、指導者がどうしてもよりよ

いメダルの色をほしがるという現状がある。勝負
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の結果に満足しないからやめるという風潮もある。

松尾：　大学生などは、中には大会での好成績

を最大目標にして、日本一を目指すことに大きな

意義を見いだしている者もいる。年齢の若い層に

は試合で勝ちたい、好成績を残したいとの気持ち

が強い者も多く見受けられるようだ。大学生の大

会では、的中しさえすればよいという風潮もかつ

てはあったが、近年は改善されてきている。きち

んとした指導者がいない一部の大学では、依然と

してその風潮も残ってはいるが、ごく一部に限ら

れ、全体的には射技・体配（射技に伴う動作や作

法）ともに向上しているといえよう。勝ちたいと

いう意欲を持って稽古に取り組むことは、すべて

が悪いことではないが、あまりに勝ち負けに拘り

すぎて、勝ってガッツポーズをしたり、負けて思

慮分別を欠いた態度をとったりしては、武道の本

質から外れてしまう。

井下：　空手道ではとくに最も心の育成が必要

な小学校から高校・大学までにかけて勝利至上主

義が強すぎると感じている。空手道指導者のなか

では日本体育協会の指導者資格取得者が多い。し

かし、このような指導者講習会におけるプログラ

ムのなかで、武道性や武道人としての姿勢、指導

者の基本的役割など心の教育について触れる指導

者養成プログラムはほとんどみられない。指導者

の認識を変革する必要があるのではないか。

立木：　合気道は試合を行っておらず、高校、

大学の連盟も年一回の全国大会を開催しているが

同じである。その代わり演武会や昇段審査をひと

つの目標にして日々の稽古をしている。問題とし

ては中・高校で行われている部活動が競技中心で

あるため、合気道の演武会に出張するときにメダ

ルが取れない（競技がない）種目に出張費をだせ

ない、あるいは出張許可はできないというような、

学校側の理解が得られにくい現状がある。勝敗や

順位をつけてくれればという顧問の先生からの意

見も聞くが、現実的には難しい。

木村：　２年前の世界大会の折に、海外の方か

ら日本から学ぶものなしといわれた。それは日本

があまりに勝利至上主義で、武道を目指している

海外の選手からみると学ぶものが欠けているとい

うのがなぎなたの実情である。全日本大会でも基

本に則った競技者が勝つのではなく、勝つための

テクニシャンが勝つ傾向にある。そして、それを

高校生などがビデオなどを見直してまねをする。

なぎなたは、約60年経つが技などいろいろな面

で行き詰まっている。形の方は、基本どおりしな

ければならないが、審判のレベルが高くない。そ

のため、好みで審判しているように見える状況が

ある。審判育成もできていないという反省がある。

４．武道の技の特性について

魚住：　武道の技のレベルとともに、技につい

ての考え方が関係するようだが、その点について

はどうか。

柏崎：　日本柔道は、技術的には海外に比べて

優れているが、それ以外のところは、さほど学ぶ

ことはないという雰囲気が海外にはあるように感

じる。現在、国際柔道連盟が中心となってルール

改正を行っている。そのなかで日本の武道文化を

リスペクトしての改正もある。例えば、試合の最

初と最後は礼を正しく行い、後の握手は禁止する

とか、試合場でコーチは必要以上にアドバイスを

せず闘う選手に任せると云ったルールの提案は海

外から出されている。それは、本来の武道日本の

武道がよく理解されているからだ。しかし、その

一方、オリンピック種目に残る為には、誰が見て

も勝負の判定が解り易く、ダイナミックな技の応

酬がいいとの考えから、安全性とは別に本来の柔

道技術に制限が加えられるようになってきている

ことは大きな問題と言える。日本は国際的な舞台

での政治力が不足している。
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大矢：　剣道では、心技体の統合とその発揮に

よって有効打突を求めるという考え方がある。剣

の理法の修練を積んでいく中で、技術的に高いレ

ベルの人の動きは無駄が無い。

木村：　なぎなたでは、一本の考え方は、手打

ちではない技。当たったら勝っただけでは一本に

ならない。

立木：　合気道の修行者は合気道の修行に対し

て自己修練の意識が強い。技術的には投げたり、

押さえたりの柔術の技法であるが、最終的には相

手と調和することが目標とされている武道である。

技の修練の最後に消失点がある点などは武道的で

あると言える。

また、海外では演武がかなり華美になっており、

音楽を流して実施されるなどショーアップされて

いる演武会も散見される、武道感の違いを感じる。

松尾：　伝統的なことを守るために、ルール設

定は大切である。弓道は、他の武道と異なり、対

人で行うものではない。距離、的の大きさ・高さ

が決まっている。その条件のなかでの修練となる

ため、競技に特化した技術が開発されてしまって

いないかという懸念がある。競技には必要がない

ために、忘れ去られた弓道の技術もあるかもしれ

ないし、今の競技のかたちであるからこそクロー

ズアップされている技術もある。

現在の弓道競技では、多くの場合、的中によっ

て判定をしている。本来であれば、より強く、貫

徹力のある矢を目標物に飛ばすということが重要

であり、目標物も静止物だけではなかった。現在

の競技において現実には、貫徹力は問われること

なく、距離は一定であり、多くの場合、的に当た

ったかどうかだけを判定の対象としている。極端

な例でいうと、的に矢が向いていなくても特別な

操作を行えば、矢が的へ当たることもある。その

競技ルールに特化した特殊な技法を編み出す者が

出てきてしまう可能性もある。現実的には、貫徹

力を評価するルール設定は難しいのであるが、将

来的には現在のルールの見直しも必要になってく

るに違いない。

大矢：　柔道の有効というポイント、なぎなた

は防具をつけてやるよりも形がいい。杖道も形が

すばらしい。形が残している、残っているところ

に、武道の本質性を考えてみることが大事である。

柔道では日本人の技は切れ味が違う。

柏崎：　日本人だから特別皆柔道が上手いとい

うわけはない。総じて技の上手い人が多いと思う

が、技の上手さに国境はない。日本の技は我々が

良く理解している技であるため、みていると分か

りやすい。外国の選手の中には、我々が想像もし

なかった技術を使ってくる選手もいる。そうする

と違和感を覚えるのも無理はないが、オリンピッ

クレベルにおいて、基本的には合理性がなければ

人を投げることはできないし、力だけでは人は投

げられない。効果を成した技には、計り知れない

合理性がある。オリンピックに出場するようなレ

ベルの選手間には大きな技術的差があると私は考

えていない。

５．形試合について

魚住：　先ほど大矢先生が形について言われた

が、決められた形があるのは、武道の特色である

と思う。形については、どうか。

大矢：　最近、剣道の形試合がはじまっている。

井下：　空手道では形の試合を以前から実施し

ている。とくに複数人で攻防に分かれて演舞する

分解形では、大げさに演じること、よりアクロバ

ティックな技が取り入れられるようになり、技の

本質が変化し、武道性が薄れつつあるように思う。

過去にバック転が使われ、その後回転技は禁止と

なった。

大矢：　剣道でも形の重要性が注目され、形の

試合を始めようとしていたころに、競技剣道、竹
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刀のなかで木刀による歯筋、間合いなどに気をつ

けながら技のやりとりをする。

木村：　演技競技といって、「しかけ応じ」（基

本の組み合わせ）か「全日本の形」から３本選ん

で演武し、優劣をつける形式である。

柏崎：　柔道は、2009年より形の世界選手権

大会が開催されている。形の試合では、華やかな

動きや、動作を大きく見せる傾向がある。これは、

技の理合いよりも見た目の良さに高得点を入れる

審判がいるからである。審判員のレベルアップが

必要である。さもなければ、形を競技化すること

によって形の本質からは離れてなれたものができ

あがっていくという可能性があることを私は危惧

している。

矢㟢：　形の試合が始まったことで、柔道の普

及がさらに進むと思う。形は、少人数でも練習が

可能であり、強化にもお金がかからない。これま

でメダルに縁のなかった国でも形の練習に力を入

れ形の大会で活躍しようとしている国があること

を耳にしている。特に女性の柔道家には、激しい

試合よりも形の試合に興味を示す人が増えるので

はないかと思う。

木村：　なぎなたの演技競技では、華美になが

れることはみられず、正しく実施するようにして

いる。選手は髪型などで工夫しているが、内容重

視で行われている。

立木：　合気道の演武大会は優劣を争わないの

で、順位がつくわけではないが、近年、国内にお

ける演武会でも派手な技を演じた方が観客が沸く。

技の理合いなどを突き詰めて、華美のことはやら

ず地味にやっては注目が集まりにくいという傾向

を感じる。

６．国際化の問題

魚住：　現代の武道を見ると、国際化にともな

って大きく変容し、展開してきたと言える。我々

のプロジェクトでも第１回に国際化の問題を論じ

ているが、改めて各武道の国際化に関して、最近

の動向も合わせて伺いたい。

柏崎：　柔道は国際化の先陣を切ったが、様々

な問題に直面している。現在、柔道は200カ国で

行われている。国際化は、多くの物をもたらした

が、一方で失ったもの大きい。柔道が国際化され

たいくつかの理由の中に、オリンピック種目にな

ったことが大きい。やるスポーツから、観ても楽

しめるスポーツに変化した。観ても楽しいという

ことが求められると、それに応じてルールが変化

していった。2013年から立ち技においては帯か

ら下に触っては行けないというルール改定が行わ

れたが、現在使われている66種類の技のうち約

１割の技が禁止となり、使えなくなる。目の前に

脚があっても、脚を掬うこともできない。グレコ

ローマンスタイル柔道と揶揄する人もいる。

柔道の技が制限され単純化すると華やかな大技

が決まりやすくなる。武術としての側面は大いに

削がれたと言える。

他に組織の問題もある。どれだけ国際柔道連盟

に対して、日本が発言力・政治力を発揮できるか

という問題である。国際柔道連盟に対してどれだ

け委員・理事を送り込めるかということが重要で

ある。現在日本の理事は、会長推薦で１名しかい

ない。組織自体は、ヨーロッパで固められている

ことから、日本の発言権は大変弱い。

矢㟢：　ルールの度重なる改定は、世界の柔道

選手に大きな影響を与えている。近年の改定は無

差別で戦うことが可能な柔道の魅力を視野に入れ

ていないように思う。

あくまで柔道は体重別で行うという前提に立っ

ている。そのことによって柔道の技術に大きく制

限を加えているが、柔道の魅力が半減するといっ

た指導現場での不満も多い。また、国際的な立場

の弱さか、日本にすら正確な情報がとどかないこ
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とが多い。

大矢：　剣道は、オリンピック種目化は考えて

いない。国際化を積極的に推進するという立場で

はなく、剣道を外国の方に知ってもらうという意

識である。外国からの指導養成があれば国際剣道

連盟から日本剣道連盟に依頼がきて、当該国へ行

くという形式である。ところが、韓国では剣道が

国技だという動きがある。各国に韓国剣道連盟の

支部をおいて南米、アフリカ、中国などに普及活

動をしている。ヨーロッパでは日本の剣道に価値

をおいている。米国も日系人が多いことから日本

からの剣道が伝えられている。

松尾：　国際弓道連盟が2006年に設立され、

国際大会が開催されているが、積極的に海外に普

及しているという状況ではない。ヨーロッパへの

普及が比較的進んでおり、そこから他の新たな国

へ普及活動が行われている（日本からではない）。

アメリカ大陸にも普及はしているが、ヨーロッパ

が中心である。アジアでは韓国・中国ともにまだ

連盟もなく、修練している人も少ないが、近年台

湾で愛好者を増やしはじめている。

国際弓道連盟には現在18カ国が加盟している

が、競技として普及するのか、どういう形で普及

するのかまだ不明確である。競技として普及する

にはドーピング問題等まだ課題が残っている。今

のところは外国人の中で日本に関心が高い人によ

る修練・普及がなされてきているため問題はない。

しかし、さらに普及する国・地域が増加するにつ

れ、弓道を正しく理解し、純粋に伝達する困難度

は増して行くに違いない。

海外では、用具は基本的には日本からの輸入と

なるが、現在少しずつ現地で生産されるようにな

ってきている。ハンガリー製、イタリア製の弓が

すでに製作されている。現地で安価に道具が調達

できるようになることは、普及・発展のためには

重要な要素である。弓の長さは、２ｍ21cmを標

準として、若干の長短が認められている。「若干」

とは日本では２ｍを下回らない程度というふうに

理解されているが、曖昧さを残しているのは問題

である。国際化にはルールの整備も求められるで

あろう。今後、中学生さらには小学生への普及を

考えていく時代となるだろうが、それには、２ｍ

以下の弓の採用も検討していく必要がある。現在

生じている問題として、２ｍを超える長さの弓を

航空機に搭載する場合の運賃問題である。航空機

での移動の際に、特別に運搬費が必要となるなど

の問題がある。

ちなみに、オーストリアではスキー板は無料に

しているが、弓は料金が必要になる。

木村：　なぎなたは２ｍ10cm〜２ｍ25cm、移

動に高いコストがかかり国際化における大きな問

題である。長さについては海外の方でも、男女問

わず同じ長さで行われている。

立木：　合気道は、現在でも日本人指導者が海

外に呼ばれることが多く、合気会を中心に派遣が

行われている。日本人が初めて海外に渡って合気

道を広め、普及の第一世代が高齢化を向かえ世代

交代の時代を迎えている。連盟を設立するための

基盤を作った方々が少しずつリタイヤする中で、

国ごとの組織が分裂したりと言うことが起こって

いる。

またフランスは独自の段位を発行し、韓国は異

なる内容であるが、同じ文字の「合気道（パプキ

ドウ）」を用いる種目がある。日本発の合気道と

して、スポーツとしてではなく、武道文化として

広めるという視点でこれからも日本の合気道の立

場を発信し続ける必要を感じている。

井下：　空手道では、オリンピック正式種目化

をめざしたルール改正が行われた。見て分かりや

すい、見て楽しいという点が重視されている。上

段回し蹴り、倒してからの攻撃などは３ポイント

と高得点が与えられる。体格の小さな選手が大き
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な選手に勝つことが困難になってきている。

７．これからの展開について

魚住：　時間も迫ってきたので、各武道のこれ

からの展開についての展望を語っていただきたい。

柏崎：　柔道は最初に国際化が進められてき

た。そして、いつのまにか政治的にも力を失った

が、大切なことは、日本の柔道家が技術的にも人

間的にも他国から尊敬される立場を持ち続けるこ

とだと思う。そのためには、優れた指導者の育成と、

指導環境の整備が必要である。オリンピックのメ

ダルに一喜一憂するのではなく、嘉納師範が提唱

し、本学の創立者松前重義博士が理想とした教育

的価値を前面に押し出した柔道指導とは何か、さ

らに検討を加え実践していくことが重要であると

考える。もちろん、国際的な政治力も必要である。

国際的に通用する人材の育成も大きな課題である。

矢㟢：　確かに外国人選手が来たときに、日本

人よりもマナーのよいと思うことが多々ある。私

たちも学生指導に当たっては日本の良き伝統的な

行動様式守り、人を思いやる心を大切にした指導

を心掛けたいと思う。

大矢：　剣の理法に則って修練をしていくなか

で、自分の在り様を求めていくことが高い境地（考

え方）である。松尾先生の文中にある「射は正し

きを己に求む。」の「射」を「剣」に変えたらす

ばらしいと思う。剣の理法の信念を通じて、自

分の有り様を追求していくことが剣道の究極的な

ねらいである。これを外国の方に理解をしてもら

うことが重要である。しかし、民族・文化の違い

を超えて剣道のねらいを標榜していくことである。

寒川氏の言葉で、ハンバーグはアメリカで作られ

たものだが、日本に来たらてりやきバーガーにな

ったではないか。という。文化は伝達していく中

で少しずつ変化することがある。

松尾：　矢羽根に猛禽類の羽根が使われている

ということが問題になっている。これについては、

平成24年７月、国際弓道連盟では国際弓道連盟

公認の大会において、ワシントン条約に抵触する

羽根を使用した矢羽の使用を禁止することとなっ

た。国内ではまだ動きはないが、今後対応してい

かなければならない問題である。

国際化においては、日本では当たり前のことを

再度見直して、どういう形で国際化すべきなのか

を国内で論議しておく必要がある。用具の問題、

弓道と宗教の関わり、指導者の問題等、日本の弓

道としてはどういうスタンスでいくのかを明確に

しておかなければならない。

井下：　空手道は、すでに世界的に普及されて

いる。今後は日本人がイニシエイティブをとって

日本の文化を伝え、技術やルールの変化を考えて

いかなければならないと考える。そのためには、

子供たちに単に技術を教えるのではなく、心の教

育を充実してくこと、指導者の育成プログラムの

改善をすることが必要だと思う。

立木：　合気道では先にも述べたように、スポ

ーツとしてではなく、武道文化として広め、発

展させることが重要であると考える。これから

は海外の人が日本の合気道の立場を学ぶ機会を

Internet による情報発信や、国内の受け入れ稽古

環境を充実し続ける必要があると思う。

木村：　今の日本は勝利至上主義に流れている

が、武道としての正しいものは海外の方が大事に

育てているのは事実のように思う。謙虚に日本の

自分たちを見直して、よりよいなぎなたになって

いけばよいと思う。

おわりに

魚住：　では、最後に研究代表者の柏崎先生に、

まとめの言葉をお願いしたい。

柏崎：　それぞれの武道で、内容も状況もまっ

たく違うので、まとめなど出来ないが、こうして
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同じ国際武道大学に勤め、我々は六年間プロジェ

クトで、それぞれの枠を越えて話しができたこと

は貴重なことだと考える。内容は、それぞれの武

道では当たり前のことで目新しいことではないか

も知れない。けれども今後各武道は同じような課

題や問題に対処していかなければならない。した

がって、他の武道の経験や対応の仕方が大いに参

考になるはずである。この座談会で、一応の総括

とはするが、今後もこうした話し合い機会を持ち

続けていきたい。
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井下（空手道）

木村（なぎなた）

松尾（弓道）　

大矢（剣道）

柏崎（柔道）

魚住（司会）

矢㟢（柔道）

立木（合気道）

座談会
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要旨　アントノフスキーが提唱する首尾一貫感

覚（SOC）の発達は、いかなる要因が関与するのか、

自己決定動機づけ理論とトランスセオレチカルモ

デル（TTM）からアプローチを試みた。本研究は、

18歳から24歳の大学生を調査対象とする横断的

研究である。対象者は一般学生、武道系学生、ス

ポーツ系学生の三群から構成され、東北地方、関

東地方、関西地方の総合大学および体育系大学か

らデータが収集された。

自己決定動機づけ理論のアプローチでは、健康

維持活動に対する自己決定動機づけの低い「非動

機づけ」段階にある者は SOC が低いこと、積極

的に健康維持活動に動機づけられている「内発的

動機づけ」段階にある者ほど、SOC が高いこと

を明らかにした。動機づけは動機づけだけの問題

ではなく、向社会的行動、主観的幸福感、社会活

動への積極的関与など肯定的な社会的行動や態度

と関連があることが従来の研究で明らかにされて

おり、SOC の発達に対する積極的な関与が明ら

かになった。

TTM のアプローチでは、武道スポーツ系学生

における TTM の体験的・認知的プロセス得点、

および行動的プロセス得点が一般学生よりも高い

ことが明らかにされた。これは武道スポーツ系学

生が普段から競技上のストレスに曝されているた

めに、ストレスに対抗する能力を高めたためであ

ろうと考えられる。また SOC は自己効力感と正

の相関があり、自己効力感の高い者ほど SOC が

高い。さらに SOC が高い学生アスリートは、ス

トレスマネジメント行動継続のための変容プロセ

スにおいて、行動的プロセスをより多く行ってい

ること、SOC が高い大学生アスリートは、スト

レスマネジメント行動による恩恵知覚、体験的・

認知的プロセス、自己効力感から、ストレスマネ

ジメント行動の変容ステージが規定されているこ

とが明らかとなった。

１．「武道健康論」研究

　　―健康生成論を手掛かりに―� （小林啓三）

２．�自己決定動機づけ理論による青年期の首尾一

貫感覚（SOC）の研究� （石塚正一）

３．�大学生アスリートのストレスマネジメントに

与える首尾一貫感覚（SOC）の影響について

―多理論統合モデル（TTM）からの検討―

� （園部　豊）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「武道健康論」研究
―健康生成論を手掛かりに―

研究代表者　　石塚正一（国際武道大学）
共同研究者　　小林啓三（国際武道大学）
　　　　　　　園部豊（日本体育大学）
　　　　　　　阿久津洋巳（岩手大学）
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環境の変化とともに健康に対する考え方も変わり、

1980年代には、欧米では Wellness（ウエルネス）

と表現した健康の考え方が現われてきた。これは、

健康を把握するためには、肉体的な状況のほかに

精神的な状況も含める必要性を説くとともに、健

康を単に病気の有無という身体状況で二分するの

ではなく、連続的なレベルがありそのレベルが生

活習慣（個人のライフスタイル）と密接にかかわ

っているという考えである。

この「健康にはレベルがある」とする考えのう

ち、アントノフスキーは、「健康―健康破綻の連

続体」（health�ease/dis-ease�continuum）という

新しい健康論（健康生成論）を提唱した１）。つま

り、この「健康―健康破綻の連続体」の軸上の何

処かに我々の健康が位置する（健康状態）。しか

し、この軸上には常に健康破綻状態（病気）側へ

の力（リスクファクター）が働いているとしてい

る。彼は、このリスクファクターを心理社会的要素、

物理的および生物化学的要素を含めて「ストレッ

サー」と呼んだ。しかし、必ずしもこれらのスト

レッサーが人を病気側に押しやる訳ではなく、基

本的にはストレッサーに出会った主体（個人）に

緊張（tension）が生じるものの、この緊張の処

理（management）に失敗したときに、初めて病

気側に健康レベルの位置が移ると説いた。�つまり、

「健康生成論」では、ストレッサーが創出する緊

張の処理に成功するか否かによって、より健康側

に傾くか、あるいは、より病気側に傾くかが定ま

るとしている。

２）「健康生成論」の中の２つの要素

「健康生成論」では、ストレッサーによって生

じる緊張を処理する能力を重要なものとしてい

る。この処理に関わる要素として、「汎抵抗資源」

（GRRs�:�Generalized�Resistance�Resources）と「首

尾一貫感覚」（SOC�:�Sense�of�Coherence）と呼

１．「武道健康論」研究
　―健康生成論を手掛かりに―

� 小林啓三

はじめに

私達は2006年度からの本プロジェクト（「武道

と健康」）開始以来、アントノフスキー（Aaron�

Antonovsky［1923–1995］）が提唱１）した「健康

生成論」（「salute�genesis」“salus” ラテン語の「健

康」、“genesis” ギリシャ語の「発生」である。小

田博志によって「健康生成論」として紹介された

［1996］２））を基盤とした調査手法を用いて研究を

行なってきた。

2012年度の本研究の報告を行なうのにあたっ

て、再度当該プロジェクトの基盤として利用して

きた「健康生成論」を、私達著者自身が再認識す

るとともに、「健康生成論」になじみの薄い読者

の方々への研究結果をご理解して頂くための論を

記すことにした。

１）「健康生成論」とは

「健康」という単語の存在は別として、健康は

古代から人類の願いであった。自然科学の立場か

ら健康を考える場合、「死」からの回避の手段と

しての自然科学の利用、いわゆる医学を中心とし

た自然科学の総合力としての英知による死への対

応であった。医学による死への対応は、古代エジ

プト・ギリシャ・ローマ・インド・中国の時代か

ら行われてきた行為である。古代エジプト・ギリ

シャ・ローマに起源をもつ西洋医学、特に人類へ

の貢献度の大きいと評価できる近代西洋医学では、

古くから生物医学的概念としての「疾病」との戦

いであった。事実、公衆衛生を重視した健康政

策によって、1970年代後半までに感染症は激減

し、平均寿命も飛躍的に延長した。しかし、社会
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んでいる２つ要素を提示している。

「汎抵抗資源」とは、ある特定されるストレッ

サーではなく、多種多様なストレッサーに対応す

る種々な資源をいう。また、「首尾一貫感覚」とは、

これらの汎適抵抗資源を駆使して、多様なストレ

ッサーによって生じた緊張を処理していく能力を

いう。

アントノフスキーは「汎抵抗資源」と「首尾一

貫感覚」について以下のように示している。「汎

抵抗資源」は、ストレッサーによって生じた緊張

の処理に優れた人々では、不特定のストレッサー

に対して効果的な抵抗資源が利用されていると考

え、この抵抗資源（GRRs）の具体的な例として、

モノ・資金・知識・知力・自我・社会的紐帯・社

会との関係・宗教・哲学・芸術・保健予防の志

向性などの心理社会的 GRRs のほかに遺伝や体

質・気質的な GRRs を挙げている。一方、「首尾

一貫感覚」については、「その個人に浸みわたった、

ダイナミックではあるが持続する確信の感覚によ

って表現される世界（生活世界）規模の志向性の

ことである。それは第１に、自分の内外で生じる

環境刺激は秩序づけられた、予測と説明が可能な

ものであるという確信、第２に、その刺激がもた

らす要求に対応するための資源はいつでも得られ

るという確信、第３に、そうした要求は挑戦であ

り、心身を投入しかかわるに値するという確信か

ら成る。」と述べている３）。

この少々難解な定義に関して、きわめて簡易に�

具体的事例を提示している岩井と山崎の研究４）

からその部分を抜粋して記載する。彼らによる

と『SOC（首尾一貫感覚）は、問題を理想的に

なめらかに超えていく人の心を想像すると理解し

やすい。我々の作成した例を提示する。有能な軍

士になったと仮定する。日ごとに部下が指示を仰

ぎに来る：「東の戦線がもたない」「塩が不足して

いる」「疫病が発生した」。答え方は落ち着いてい

る：「使者を出して友軍に支援させよ」「山脈寄

りの進路に変えて岩塩を採れ」「資金を投じ、薬

師を集めて教えを仰げ」。軍師には、自信がある。

問題が報告された時、それが解決されていく様が

彼には見える。静かな確信をもって冷静な命令を

出し、その成功によりさらに自信を深める。失敗

してもうろたえず、次の策を思い巡らす。以前成

功した手段にも固執せず、臨機応変かつ意欲的で

ある。この軍師の中心にある、成功を目指す浸透

した持続的かつ動的な心が SOC である。すなわ

ち、SOC とは、問題解決を試みる彼の心を想像し、

そこにある使者、友軍、山脈、岩塩、資金、薬師、

あるいは�命令、依頼といった概念を取り除いて

いった結果、最後に残る「うまくいく」という確

信であると我々は考える。�問題解決の具体的成

功によって、この感覚はさらに強まる。（中略）」

例の軍師にとっては、友軍との信頼関係、地理の

知識、資金等は GRRs である。これを適切に使用

し、問題を解決することによって、SOC がより

強まるためである。』と記している。

つまり、「健康生成論」における「汎抵抗資源」

（GRRs）とは、個々人を取巻くありとあらゆる環

境（生物学的・社会学的・経済学的等など）であ

り、「首尾一貫感覚」（SOC）とは個々人の行動や

思考を決定する価値基準ということもできる。ア

ントノフスキーが「健康生成論」を見出すきっか

けとなったのは、彼がイスラエルに住む女性たち

のうち、強制収容所からの生還者群と強制収容所

には収容されたことのない一般のイスラエル女性

の情緒的な健康度に関する研究からであった。情

緒的な健康度が保たれている女性の割合は、対象

者群では51％、生還者群では29％であったという。

この時彼は、対象者群に焦点を当てるのではなく、

強制収容所からの生還者の29％の人々が精神的

な健康が良好と判定されたことの意味について検

討したのである３）。これらのことから、別な表現
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を用いるのであれば「健康生成論」での「首尾一

貫感覚」（SOC）�とは「生きる力」ともいえるも

のと理解してもよいものであろう。

３）武道健康論になぜ「健康生成論」を用いるか

2006年度から始まった本研究は、武道と健康

の関連性を客観的な視点から評価することから始

まった。

多くの人々が望んでいる健康には、様々な側面

が存在する。その背景には、健康の定義や解釈が

多様であるからでもある。しかし、多くの定義や

解釈の根本には世界保健機関（WHO）が提唱し

た「健康とは、身体的、精神的および社会的に完

全に良好な状態であり、単に病気あるいは虚弱な

状態が存在しないということではない。」とする

概念が存在する。実際に、身体活動が健康におよ

ぼす影響に関する研究は数多く、しかもそれら研

究の結論は、身体運動の影響は「健康に対して『好

ましいもの』」として記述されている。このよう

な身体活動の効果を肯定して、運動を手段として

健康の維持・増進を求めている。健康の維持・増

進のための身体活動には、多くの動作や種目が存

在するが、武道種目もその一つといえる。

しかし、身体運動の健康に対する影響を検討す

る場合には、人々が要求する健康の維持・増進の

要素には身体的側面、精神的側面および社会的側

面などがあることを認識しながら行わなければな

らない。特に武道に注目して健康との関連性を検

討する場合、文部科学省や日本武道館が強調する

「我が国固有の文化に触れるための武道の指導は、

伝統や文化を尊重する態度を養うとともに、自分

を律し、相手を尊重するなど人間性を培う上で有

効であり、その専門的指導を行うことができる人

材を確保することは重要である。」あるいは「武

道は、日本固有の伝統文化として術から道に発展

し、心と体を一体として磨くものである。武道は

よく「心・技・体」といわれるが、心も体も鍛え

なければ強くならない。（中略）このように、武

道は人づくりのために大変意義がある。（中略）

武道は「礼に始まり礼に終わる」というが、「礼」

とは単なる挨拶ではなく、相手に対する感謝と敬

意の念を表すものである。このように、武道の振

興は大変意義深いものであり、人間形成に不可欠

な伝統文化である。」といった、いわゆる欧米か

ら展開されたスポーツとは異なった観点からのア

プローチが必要となる。

このような視点から今までの本研究プロジェク

トの成果５、６、７、８、９）を概略すると、以下の２つ

の観点からまとめることができる。一つは、武道

の実践が SOC の向上に貢献しているか否かであ

り、他の一つは武道実践の目的の違いによって

SOC への影響が異なるという点である。前者に

ついては、2007年度から2009年度の大学生、外

国人の武道家、並びに日本国内の武道高段者を対

象とした調査で、武道を含めた身体活動の継続的

な実施が SOC 得点を向上させるものであり、し

かもその向上のためには５年〜10年の継続が必

要であると述べた。しかし、SOC 得点は少なく

とも20年以上の長期間の実践継続によっても得

点が向上し続けるものではないことも確認した。

一方、後者については、外国人武道家を対象とし

た調査（2008年度）では、武道実施の目的は「人

間形成を求める」「健康を求める」「日本文化の理

解を求める」と「礼儀作法の修得」の４つの考え

に対する肯定的な意見が強く、逆に武道を「競技

スポーツとして」あるいは「護身術として」との

考えを肯定する割合は低いものであった。さらに、

武道の高段者への調査（2009年度）でも、「修行

として人間形成を求める」、「手本として礼儀作法

の修得を求める」、「手段として健康を求める」と

の考えを肯定する意見が多く、「競技スポーツと

して勝敗を求める」や、「格闘技として強さを求
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める」とする考えには否定的な意見が多かった。

このように、武道の実践者が武道に求めているも

のが、いわゆる身体的な強さではなく精神的な強

さと表現できるものとして客観的な数値として捉

えることができた。さらに興味ある結果として、

このような武道を実践する目的によって SOC 得

点が影響されるのか否かについては、武道を競技

スポーツとしてとらえている傾向が強い場合には

SOC 得点が低くなり、これとは逆に、武道を健

康獲得のために行っているとする考えの強い場合

は SOC 得点が高くなるという結果である。

このように、これまでの研究で、武道の実践が

「健康生成論」のいう「汎抵抗資源（GRRs）」と

なり得ることを確認し、また、その実践の継続が

「首尾一貫感覚（SOC）」に好ましい影響を及ぼ

していることも確認した。つまりこれらの結果は、

武道の特徴を記述している内容を、「健康生成論」

という考えを用いて客観的に明らかなものとして

評価できると自負することができる。

そこで、今年度は、次なる研究の段階として、

アントノフスキーが述べている『強い SOC を発

達させようとするのであれば、個人の経験群は全

般的には予測可能でなくてはならず、（問題解決

の結果として本人が）「価値ある」（すなわち、喜

ばしいと感じられるような）経験群でなければな

らない［下線は筆者］。しかし、（幾分かは、問題

解決の失敗としての）挫折と罰（という経験）を

も含んでいなくてはならない。�一度形成され設

定された SOC は、変化しにくい。』４）とする記述

の特に下線部分に注目し、さらに武道実践の目的

に違いが SOC に影響を及ぼしている研究成果か

ら、武道実践者の練習への取り組み姿勢（意欲・

やる気）に注目して、研究を展開することにした。

このような視点からの研究は、先に記した文部科

学省が求めている「武道の専門的指導を行うこと

ができる人材を確保すること」あるいは「武道を

指導する際の指導方法のあるべき姿」に何らかの

示唆を与える結果をもたらすことを期待するもの

である。
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２．�自己決定動機づけ理論による青年期の�
首尾一貫感覚（SOC）の研究ⅰ

� 石塚正一

Ｉ．はじめに
武道実践がいかなる影響を及ぼすのだろうか。

健康生成論の立場から検討してきた小林らの研究

は、「武道実践が SOC（首尾一貫感覚）を向上さ

せている」ことを明らかにした。だが「武道を競

技スポーツとしてとらえている傾向が強い場合に

は SOC 得点が低くなり、武道を健康獲得のため

に行っているとする考えの強い場合には SOC 得

点が高くなる」と小林が指摘するように、武道実

践とは言っても武道の稽古、トレーニングといっ�

た身体活動が SOC を高めるわけではないことは、�

同様の身体活動の伴うスポーツ競技の実践者よ

りも武道実践者の SOC が高いことが示してい

る。身体活動ではないとすると何が武道実践者の

SOC を高めているのだろうか。武道とスポーツ

の違いを武道憲章に見ると、そこには「心と体を

磨く」、「人間性を培う」、「自分を律する」、「伝統

文化」、「感謝と敬意」といった価値が強調されて

おり、欧米のスポーツとは一線を画している。こ

うした武道特有の価値観が、アトノフスキーのい

う汎抵抗資源として機能するからであろうと考え

られる。

スポーツと同様に武道もまた実践と継続には動

機づけが関与する。ひとは身体活動に動機づけら

れなければ身体活動をやろうとはしない。動機づ

けの初期段階においては自己決定が重要である。

自発的に自己決定して活動するのか、命じられて

するのかで、動機づけの高さはことなる。自発的

な自己決定はその活動に対する自我関与の程度を

高め積極性を生む。積極性は多大な努力を生み、

努力した分だけその活動に価値を見いだす。その
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活動が本人にとって価値あるものならば、その活

動を継続しようとする自己決定を生む。ここには

自己決定→自我関与→努力支出→価値の高まりと

いう正の循環が生み出される。その間の体験を通

じてひとは自己有能感、自己効力感が高まるので

ある。運動継続を通じて個人の心理的状況は変化

するのであり、この変化を心の成長と言っても良

いであろう。

動機づけは、学習や運動技能の獲得、スポーツ

パフォーマンスの向上といった課題達成領域で従

来から関心が持たれてきた。しかし近年ではそう

した領域ばかりではなく、社会の様々な領域に

おける適応的行動との関連が明らかにされている。

岡田（2005）は、友人関係への動機づけ尺度を

作成し、友人関係の動機づけが自己決定的である

ほど、向社会的行動の頻度が高くなることを明ら

かにした。またカップルの共同生活への動機づけ

を研究した Blais,�Sabourin、�Boucher�&�Vallerand

（1990）は、自己決定的な動機づけが主観的幸福

感と関連することを明らかにしている。その他、

スポーツへの参加や職業決定、投票行動などにお

いても自己決定的な動機づけを持つ者は積極的に

関与することが明らかにされている。『外から動

機付けられるよりも自分で自分を動機付けるほう

が、創造性、責任感、健康な行動、変化の持続性

といった点で優れていた。正しい質問は「他者を

どのように動機付けるか」ではない。「どのよう

にすれば他者が自らを動機付ける条件を生み出せ

るか」と問わなければならない』（デシ＆リチャ

ード、1999）と、動機づけは単に動機づけにと

どまらず、自律性、有能感、社会の関係性にも及

んでいると指摘した。

こうした研究の背景になっている理論が自己決

定理論（Deci�&�Ryan,�1985,�2000）である。自

己決定理論では、動機づけの状態を「非動機づ

け」、「外発的動機づけ」、「内発的動機づけ」の３

つを想定する。さらに外発的動機づけを自己決定

性の程度から「外的調整」、「取り入れ的調整」、「同

一化的調整」、「統合的調整」に分ける。自己決定

理論に基づく動機づけ尺度には、学習に対する動

機づけと向社会的行動に対する動機づけを測定

する Ryan�&�Connell（1989）の Self-Regulation�

Questionnaire や既述の友人関係への動機づけ尺

度など研究対象の状況に合わせた尺度が工夫され

ている。運動やスポーツに関しては「自己決定理

論に基づく運動継続のための動機づけ尺度」（松

本ほか、2003）、「スポーツ動機づけ測定尺度（SMS）

日本版」（杉山、2005）、「自己決定理論に基づく

体育実技用動機づけ尺度」（藤田ほか、2010）が

公表され、信頼性と妥当性が確かめられている。

本調査では、回答の負担の低さ、運動継続という

本研究内容との一致から、松本ほかの「自己決定

理論に基づく運動継続のための動機づけ尺度」を

用いて、運動への動機づけの高さが SOC にどの

ような効果を及ぼすのか検討することにした。

Ⅱ．方法
１．調査対象者と調査方法

本調査は関東圏の私立体育系大学２校および関

西圏の体育大学１校、東北圏の国立総合系大学１

校において、授業時に調査を実施した。実施に当

たっては、調査の目的、個人情報の扱いと保護に

ついて説明し、調査用紙への記入を以て了承と見

なされることを公表し、確認した上で調査を実施

した。

集められた調査用紙から、未記入がある調査用

紙、回答に著しい偏りがある調査用紙を分析の対

象から外した結果、601名分の回答を得た。その

うち男性は385名、女性は216名である。年齢は

18歳から24歳まで分布するが、18歳から21歳が

全体の96％を占めている。さらにスポーツ系大学

生を専門競技別にふたつのグループに分け、総合
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系大学の学生を対照群とした。内訳は武道群66名

（男性50名、女性16名）、スポーツ群353名（男性

254名、女性93名）、統制群185名（男性81名、女

性104名）である。武道群の武道経験年数は平均

10.47年（σ＝4.280）、平均段位2.52（σ＝ .778）

である。スポーツ群のスポーツ経験年数は平均

8.39年（σ＝3.936）であった。武道群のサンプ

ル数が少ないが、調査実施の授業は特定の武道ス

ポーツ種目に限定されていないことを考慮すると、

武道群のサンプルの少なさは武道人口の減少を反

映していると思われる。

２．調査時期

2012年12月から１月の２ヶ月間にわたって数

度実施した。

３．調査内容

質問紙の内容は基本的属性、健康維持のために

実施している活動内容、その活動が健康維持に役

立つ主観的効能感、自己決定に基づく運動継続の

ための動機づけ尺度、SOC 尺度、TTM に基づく

尺度で構成される。対象者の回答に要する時間は

およそ12分から15分である。

基本的属性では、性、年齢およびスポーツ系大

学生には専門種目（具体的な武道スポーツの種目）、

経験年数、武道種目を専門とする場合には段位の

記入を求めた。

自己決定に基づく運動継続のための動機づけ尺

度は、16項目の尺度で構成される。通常これら

の尺度に対して「あてはまる」から「あてはまら

ない」の５件法で回答を求めるが、本調査では回

答者の負担を考慮してあてはまる項目にのみチェ

ックを入れることを求めた。

SOC 尺度は山崎（1999）が作成した短縮版

SOC13を用いた。把握可能感５項目、有意味感

４項目、処理可能感４項目からなる。このほかに

本調査では TTM に関する調査項目が含まれてい

るが、本報告では分析対象としていないので、園

部の報告を参照されたい。

４．分析方法

表１は、本調査で採用した自己決定動機づけ尺

度の下位尺度と質問項目である。対象者には当て

はまる質問項目すべてにチェックを入れてもらっ

た。自己決定動機づけ尺度では、各質問項目に対

して「まったくあてはまらない、もしくは該当し

ない（１点）」から「かなりあてはまる（５点）」

の五段階評定で、点数化する方法が一般的である。

しかし本調査は全体の質問項目が多く、対象者の

負担を考慮して、あえて「あてはまるか否か」の

判断を求め、あてはまる場合にチェックを入れる

ことを求めた。

表１　自己決定動機づけ尺度と質問項目
下位尺度 質問項目

内発的動機づけ �1. その活動をすること自体が楽しいか
ら。

�6. その活動中はそれだけに没頭できる
から。

11. その活動は自分を満足させる活動だ
から。

16. その活動を習得する喜びがあるから。
同一視的調整 �3. その活動は良いと思うので行うべき

と思うから。
�8. その活動をすることが自分自身を高

めるための良い方法だと思うから。
13. その活動をすることが私にとって重

要だと思うから。
18. その活動をすることで自分が良くな

っていくと感じることが出来るから。
取り入れ的調整 �4. その活動をしないと罪悪感を感じる

から。
�9. その活動をしないと墜落していくよ

うな気がするから。
14. その活動を続けられなかったら駄目

な人間だと思うから。
17. その活動をしないと自分を悪く感じ

るから。
外的調整 �2. 私が活動することで周りの人（家族、

友人、医師等）が満足するから。
�7. 周りの人（家族、友人、医師等）が

その活動を取り入れるべきであると
言うから。

12. 私がその活動をしないと周りの人（家
族、友人、医師等）が良く思わないから。

非動機づけ �5. なぜその活動をしているかわからな
い。

10. その活動をする理由がわからない。
15. その活動をする理由は何もない。

松本他（2003）を参考にしたが、調査内容にあわせて語句
の一部を改変した。
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自己決定動機づけ尺度に対する対象者の回答を

概観すると、ある特定尺度の４項目もしくは３項

目すべてにチェックを入れている対象者や、隣接

する下位尺度にチェックを入れている対象者など、

下位尺度の独自性や下位尺度間の順序性、隣接す

る尺度間の相関の高さを示すと思われる回答パタ

ーンが認められた。

自己決定動機づけ尺度の信頼性係数（クロンバ

ックのα）を算出すると、

α＝ .712

であった。クロンバックのαは .80以上がのぞま

しいが、近い値が得られた。

松本ほか（2003）の「自己決定論に基づく運動

継続のための動機づけ尺度」は、Ryan�&Connell

（1989）の Self-Regulation�Questionnaire を参考に

していると思われるが、「あてはまる」から「あ

てはまらない」の５件法で回答を求める。自己決

定理論では回答者の自己決定性の程度を示す方

法として Relative�Autonomy�Index�（RAI）があり、

個々の回答を数値型データとして扱い RAI ＝（－

２×外的調整）＋（－１×取り入れ的調整）＋（１

×同一化的調整）＋（２×内発的動機）と算出す

る。あるいは非動機づけから内発的動機づけの６

下位尺度に対して、それぞれに－３、－２、－１、

１、２、３の重みづけをして、算出する方法もあ

る。しかし本調査では、「あてはまる」「あてはま

らない」の２件法で回答を求めた名義型データで

あるため、上述の方法を適用できない。

そのため個々の下位尺度内において、あてはま

ると回答した項目数から「すべてあてはまる」、「３

項目あてはまる」、「２項目あてはまる」、「１項目

あてはまる」、「すべてあてはまらない」の５カテ

ゴリーの順序尺度に変換して、分析することにし

た。外的調整尺度及び非動機づけ尺度は、３項目

で構成されるので「すべてあてはまる」、「２項目

あてはまる」、「１項目あてはまる」、「すべてあて

はまらない」の４カテゴリーである。

SOC に自己決定動機づけが及ぼす影響の検証

が目的であるので、一般化線型モデルによる多元

配置分散分析およびカテゴリカル回帰分析法を

中心に分析を行った。分析ツールには IBM�SPSS�

Statistics21を使用した。

Ⅲ．結果
性別とグループ別の SOC 値を検討するために

一般化線型モデルによる２要因分散分析を行った。

結果を表２に示す。性別に関しては、有意確率�

p ＝ .039で帰無仮説が棄却された（d.�f. ＝（1,586）;�

f ＝4.272、p<0.05）。 男 性 の SOC は 平 均51.28�

（σ＝8.258）、女性は平均48.22（σ＝8.191）で

ある。女性の SOC 値は有意に低い。グループ別

の SOC に関しては、有意確率 p ＝ .001で帰無仮�

説が棄却された（d.f. ＝（2,586）;� f ＝7.440,�p<�

0.01）。武道群の SOC は平均51.42（σ＝7.734）、

スポーツ群の SOC は平均51.27（σ＝8.132）、統

制群の SOC は平均47.76（σ＝8.508）である。

下位検定（Tukey の HSD）は、統制群が有意水

準５％でスポーツ群および武道群よりも有意に

SOC 値が低いこと、スポーツ群と武道群の間に

は有意差はないことを示している。

表２　一般化線型モデルによる２要因分散分析

ソース タイプ�III�
平方和

自
由
度

平均平方 F�値 有意
確率

修正
モデル 2278.510a 5 455.702 6.848 0

切片 727757.868 1 727757.868 10936.841 0

性別 284.244 1 284.244 4.272 0.039

group 990.095 2 495.048 7.44 0.001
性別�*�
group 62.81 2 31.405 0.472 0.624

誤差 38993.538 586 66.542

総和 1532694 592
修正
総和 41272.047 591

aR2乗＝ .055（調整済み R2乗＝ .047）
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健康の維持改善のために行っている活動につい

て回答を求めた（表３）。運動ではなく活動とし

たのは、食事内容の改善や散歩、エレベーターを

利用しないで階段をあがる、電車ではなく自転車

で通学するなど、一般の社会生活では運動以外に

健康維持改善のために実践している例が数多ある

からである。回答は自由記述で求め、既述内容か

ら５つのカテゴリーに分けて表示した。武道群、

スポーツ群とも自己が専門としている競技が健康

維持、改善に役立っているとの回答が最も多い。

その他に専門競技以外の武道・スポーツが役立っ

ていると考えるものを含めると、運動が健康維持

改善に役だつとするものは、回答者全体で52.2％

である。カテゴリー「生活習慣の改善」には「食

事内容の改善」、「野菜を多くとる」、「食べ過ぎな

い」、「睡眠を多くとる」、「出来るだけ歩く」、「運

動を心がける」などの回答で構成され、これら回

答は統制群に多い。「特別な健康活動を行っている」

には「リラクセーション法」や、息抜きのための「ソ

フトボール」「バレー」、また「ボランティア活動」

をあげる回答があった。

表３　健康維持改善のために行っている活動

武道群 スポーツ
群 統制群

専門競技が役立つ 40.9 57.9 0
専門競技とは異なる武道ス
ポーツをしている 7.6 10.1 23.8

生活習慣の改善 4.5 3.2 18.9

特別な健康活動を行っている 30.3 21.3 17.9

その他 0 0 3.8

何もしていない 16.7 7.5 35.7

＊数字は群内の割合（％）を示している

回答者が健康維持改善に役立っていると考えて

いる活動であるが、その活動に対する動機づけは

多様である。内発的動機づけや非動機づけ、その

間に位置づけられる調整段階かもしれない。自己

決定動機づけ理論によれば調整段階には、物的報

酬や罰の回避を目的として、親や指導者など外的

要因の統制による調整（外的調整）、行動の目的

が不安や恥の感情の低減にあって、自己価値を守

り、内面的には被統制感から動機づけられている

調整（取り入れ的調整）、または行動の価値を自

己と同一化し、個人的な重要性から自律的に行動

している調整（同一化的調整）がある。

表４　�運動継続のための自己決定動機づけ尺度に
対する反応の分布（％）

下位尺度 すべてあ
てはまら
ない

１項目あ
てはまる

２項目あ
てはまる

３項目あ
てはまる
＊

すべてあ
てはまる

内発的動
機づけ 19.0� 16.4� 18.2� 20.4� 26.1�

同一視的
調整 8.5� 17.2� 20.0� 22.2� 32.1�

取り入れ
的調整 59.0� 22.0� 11.9� 4.6� 2.4�

外的調整 70.5� 18.4� 8.0� 2.8�
非動機づ
け 93.5� 4.6� 1.0� 0.8�

(n=497）
＊「外的調整」、「非動機づけ」に関しては項目数は3である。
　したがって「3項目あてはまる」が「すべてあてはまる」となる。

表４は、健康維持改善のために行っている活動

があると答えた497名の、その活動に対する自己

決定動機づけ尺度に対する反応である。内発的動

機づけ尺度に対しては「すべてあてはまる」、「３

項目あてはまる」で46.1％に達していて、内発的

に動機づけられた回答者の多いことがわかる。逆

に非動機づけでは「３項目（すべて）あてはまる」

「２項目あてはまる」回答者は1.8％、外的調整の

「３項目（すべて）あてはまる」「２項目あてはま

る」の回答者は10.8％と少ない。

運動継続に関する自己決定動機づけが SOC に

いかなる影響があるかを検討するために、SOC

を従属変数とし、運動継続に関する自己決定動機

づけの下位尺度を独立変数とするカテゴリカル回

帰分析をおこなった。この他に独立変数として

活動が健康維持改善の目的に効果があるかどう

か、回答者の主観的評価も独立変数に加えた。活
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動が健康維持改善に役立つか否か、その効果の主

観的評価は、回答者自身の体験に基づいた、ある

いは周囲からの進めや社会常識など、その情報源

は様々であろう。しかしその評価は将来の結果の

予測と密接に関連し、高い評価を得る活動は実践

するに価値ある確信として関与すると思われるか

らである。保健予防の志向性として心理社会的

GRRs となりうると考えられるからである。

運動継続に関する自己決定動機づけ下位５尺度

およびその活動の効果の主観的評価の計６尺度を

独立変数とし、SOC を従属変数とするカテゴリ

カル回帰分析を行った結果、以下の回帰式が得ら

れた。

　SOC ＝��.057×（内発的動機づけ）＋ .091×（同

一視的調整）－ .203×（取り入れ的調整）�

＋ .122×（外的調整）－ .360×（非動

機づけ）＋ .117（効果の主観的評価）

多重 R ＝ .446、R ２乗＝ .199、調整済み R ２

乗＝ .175であった。多重Ｒ、Ｒ２乗は１に近い

ほど説明率が良いと考えられている。したがって

SOC の分散を十分に説明し切れていない。しか

し帰無仮説（求めた関係式は予測に役立たない）

を検定する分散分析は、有意確率0.001で帰無仮

説を棄却している（d.� f. ＝（14,474）、f ＝8.397、

p�<�0.001）。したがって、求めた回帰式はこれら

６変数では十分ではないものの、予測に役立つと

解釈される。

カテゴリカル回帰式では標準回帰係数の大きな

独立変数が従属変数に大きな影響を与える。本研

究で標準回帰係数の絶対値の大きい尺度は「非動

機づけ」である。非動機づけ３項目にあてはまと

答えた者は４名、２項目あてはまると答えた者５

名、１項目あてはまると答えた者23名である。図

１に示されるように非動機づけ尺度にあてはまる

と答えた者は、SOC 値が低い。ただし一元配置

分散分析では、有意差はなかった（d.f. ＝（3,487）、

f ＝1.750、p�>�.05）。同一的調整、取り入れ的調整、

外的調整においては、逆の傾向が見られ、あては

まる項目が多い回答者ほど SOC 値が高い。これ

は非動機づけ尺度とはことなり、同一的調整、取

り入れ的調整、外的調整、内発的動機づけの各尺

度では、あてはまる項目数が多いほど動機づけの

高さを示すからである。内発動機付け尺度に関し

ては、各項目に対してすべて当てはまる（すなわ

ち動機づけが高い）回答者は、いずれも当てはま

らない（すなわち動機づけが低い）回答者に比べ

SOC 値が有意に高い（d.�f.. ＝（4,486）、f ＝3.344、

p�<�.01）。

Ⅳ．考察
健康維持改善のために行っている活動に対し

て「その活動をすること自体が楽しい」「その活

動中はそれだけに没頭できる」「その活動は自分

を満足させる」「その活動を習得する喜びがある」

と内発的動機づけ尺度に対して４項目すべてにあ

てはまると答えた者の SOC 値（SOC 平均52.13）

は、４項目すべてにあてはまらない者より有意に

SCO値

あてはまる項目数

非動機づけ
外的調整
取り入れ的調整
同一視的調整
内発的調整

あてはまらない 1項目 2項目 3項目 すべてあてはまる

54

52

50

48

46

44

42

40

図１　項目数と SOC の平均



24

「武道健康論」研究　―健康生成論を手掛かりに―

高かった。また「なぜその活動をするかわからな

い」「その活動をする理由がわからない」「その活

動をする理由は何もない」と非動機づけ尺度３項

目にすべてあてはまる者の SOC 値（平均41.25）は、

すべての項目にあてはまらない者（平均50.56）

の SOC 値と比べて、平均値は9.21低く、内発的

動機づけ尺度すべての項目にあてはまる者と比べ

て10.88低い。このことから健康維持改善活動に

ついて内発的動機づけられた者ほど SOC 値が高

く、非動機づけの者ほど低いと見なせる。

自己決定動機づけ理論に基づくこれまでの研究

は、内発的動機づけが社会の諸領域における適応

行動、すなわち向社会的行動や主観的幸福感、社

会活動への積極的関与と密接に関連していること

を明らかにしている。さらに本研究で首尾一貫感

覚（SOC）に関しても自己決定動機づけとの密

接な関連が明らかにされた。そもそも SOC とは

「生きる力」と理解されるのであれば、「生きる力」

は適応的行動として社会生活において重層的に重

なり合っているはずである。したがって自己決定

動機づけが密接な影響を及ぼしていることは理解

しやすい。

SOC 値は性差があり、男性よりも女性の SOC

値が低い。性差は石塚ら（2011）の研究が示す

ように、青年期に限らず老壮年期においても見い

だされる。これは男性の首尾一貫感覚が高いと

言うよりも標準化の問題であって、山崎（1999）

の SOC13尺度は性に固有な反応を取り除けてい

ないと思われる。

活動が健康維持改善に役立っているか、その効

果の主観的評価は SOC 値に重要な影響を与えて

いないことをカテゴリカル回帰式は示している。

しかし武道実践者の SOC 値がなぜ高いのか、そ

の一因として自己決定動機づけが関与しているこ

とが明らかになったことは、今後の研究を進めて

いくうえで有益であった。また自己決定動機づけ

の尺度化において、従来の RAI や数値による重

みづけの方法に加え、カテゴリカル回帰分析法に

よる数量化の有効性を明らかに出来た。また自己

決定動機づけの18項目すべてに５段階評価する

方法に比べ、あてはまる項目にチェックを入れる

二件法を採用したことで、回答者の負担を少なく

し、有効回答用紙の回収率を高めることに役だっ

た。

本調査では武道実践する武道群のサンプル数が

11.0％に過ぎなかった。武道人口の減少を反映す

る事態ではあるが、その減少の大きさに戸惑いを

禁じえない。今後は壮年者、老年者に調査対象を

広げ、武道のある生活がなぜ首尾一貫感覚を高ま

るのか、自己決定動機づけ理論に基づく向社会活

動、適応活動の視点からの研究が望まれる。

ⅰ�本研究は武道大学研究倫理部会において2012

年９月18日に倫理規定に基づいて承認された。

審査番号12013、研究課題名「武道健康論研究

―健康生成論を手掛かりとして」。
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３．�大学生アスリートのストレスマネジメン
トに与える首尾一貫感覚（SOC）の影響
について

　―多理論統合モデル（TTM）からの検討―

園部豊（日本体育大学）

１．諸言

大学生アスリートの心身に関わる諸問題として、

スポーツ外傷・障害などの身体的、学習性無力感

などの精神的、ドロップアウトなどの行動的な問

題が挙げられている（岡ら、1998）。それらの諸

問題にはストレスが密接に関わっているとされて

いる。例えば、ライフストレスの存在がスポーツ

傷害の発生に大きな影響を及ぼしている（Holmes�

and�Rahe,�1967）。また、競技成績の不振はスト

レス反応を生み出し、学習性無力感へと繋がる（保

坂・杉原、1985）。

これらストレスに対抗するための手段の一つに

ストレスマネジメントがある。ストレスマネジメ

ントとは、ストレッサーに対処するために用いら

れる認知的技法や行動的技法の総称（富永・山中、

1999）であり、大学生アスリートにおいてもそ

のプログラムの開発と有効性が確認されてきてい

る（石原ら、2012）。

しかしこれらのストレスマネジメントの目的

は、主にストレス反応を軽減することである。ス

トレス反応が軽減されれば、先に挙げた大学生ア

スリートが抱える諸問題に対しての解決の一端を

担うと考えるが、決して根幹に関わる解決では

ない。熊谷（2007）によれば、人々の健康の病

的な側面や疾病の発生・重症化を促す危険因子の

低減、除去に関心を集中させてしまうと、健康の

犠牲者や被害者がなぜ改善しないのか、その社会

的背景には何があるのか、という視点が欠如しや

すいことを指摘している。また山崎（1999）は、
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否定的な側面に与える影響を軽減または除去した

としても、それだけでは健康な方向への心身の改

善は促されない。ストレスを疾病発生の因子とし

てのみ捉えるのではなく、自己を成長させる因子

としても捉える必要があることを指摘している。

このように、ストレスをポジティブなものとし

て捉え健康に導く概念として近年、首尾一貫感覚

（Sense�of�Coherence:�SOC）と呼ばれる概念が注

目されている。この SOC は Antonovsky（1987）

によって体系化された健康生成論注）の中核概念

の１つであり、社会環境や個人的経験からその個

人に蓄積されるありとあらゆる資源（汎抵抗資源）

の中から、直面するストレッサーに見合った抵抗

資源を動員し、緊張状態の緩和を図る能力のこと

である。SOC の考えによると、ストレッサーは

生きていくうえで避けられないものであり、必要

なものでさえある。そして人生のアクセントや

成長の糧にもなり、いわば積極的なストレス対処

能力である。SOC が高い人はストレスに対して

自動的に適応できる、あるいは良質なものとして

みなすことができる（山崎、1999）とされ、人

間が健康に生きる力を得ていくためにも SOC を

形成・発達させていくことは重要である。山崎�

（1999）は SOC の形成・発達について、幼少期

から20代の青年期までの人生経験の質が重要で

あり、そこではストレッサーによってもたらされ

た緊張状態の処理に成功した場合、その成功体験

を通して SOC が強化されるとしている。運動・

スポーツ活動も SOC を高める人生経験の一つと

考えられ、これまでに大学生における過去の運動・

スポーツ経験年数が SOC の形成に寄与すること

（園部ら、2012）、大学生運動部員においてスポ

ーツ場面における困難への対処が SOC の強化に

関連していること（遠藤ら、2012）、などが先行

研究によって明らかにされている。

さらにもう一つ考慮しなければならない問題と

して、ストレスマネジメントに対する個人の実施

状況と実施意図がある。過去と現在におけるスト

レスマネジメントの実施状況は個人によって異な

り、またストレスマネジメントを必要とする者と

必要としない者の意図も異なる。これらは直接的

にストレスマネジメント実施の継続性にも繋がる

問題である。

これらを解決する策の一つに多理論統合モデル

（Trance�Theoretical�Model:�TTM）がある。TTM

は、喫煙やアルコール依存などの不健康な行動の

変容過程を説明するために発展してきたモデル

（Prochaska�and�Velicer,�1997）である。近年では

ストレスマネジメント行動（津田ら、2010）や、

運動行動の変容過程（Marcus�and�Simkin,�1994）

にも応用されている。

TTM は介入を前提としているため、研究で得

られた結果は行動変容を促す必要のある現場に対

して有効なツールとなる。TTM は単一理論では

なく、「行動変容ステージ」「意思決定バランス」

「自己効力感」「変容プロセス」の４つの独立モデ

ルから成り立っている包括的モデル（上地・竹中、

2008）であることが特徴である。

TTM の中核となるのは行動の変容ステージ

であり、効果的なストレスマネジメント行動

に対する準備状態をさしている。変容の過程

を「前 熟 考 期（precontemplation）」、「熟 考 期

（contemplation）」、「準 備 期（preparation）」、「実

行 期（action）」、「維 持 期（maintenance）」 の ５

つの変容ステージに分類している。TTM はこれ

らの変容ステージに応じた介入を行うことが前提

である。

意思決定バランスは、Janis�and�Mann（1977）

によって構築された意思決定理論の構成要素の一

つであり、行動の意思決定に関する恩恵と負担の

知覚のバランスを示す。津田ら（2010）によれば、

変容ステージが後期へ移行するに伴って行動に対
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する負担の知覚が軽減し、恩恵の知覚が増加する

ことが示されている。

継続性に関わる変数である自己効力感は、「あ

る結果を生み出すために必要な行動をどの程度う

まく行うことができるかという個人の確信の程

度」であり、社会的認知理論の構成要素（Bandura,�

1977）である。自己効力感が高いということは、

特定の行動を継続できるということであり、スト

レスマネジメント行動の継続性に置き換えると、

ストレスマネジメント行動が健康の維持増進に効

果的で、健康づくりのためのストレスマネジメン

トを定期的に行うことができると強く感じている

者ほど、ストレスマネジメント行動の継続が促さ

れる（津田ら、2010）ということになる。

行動の変容プロセスは、効果的な行動を開始

し、その行動を継続するために必要な方略もしく

は方法（津田ら、2010）のことで、体験的・認

知的プロセスと行動的プロセスの�２つに分けら

れる。現在の変容ステージとそのステージで固有

に使用されるプロセス間に関係性が認められてお

り（Prochaska�and�DiClemente,�1983）、変容支援

に際し初期ステージでは体験的・認知的プロセス、

後期ステージでは行動的プロセスを用いたアプロ

ーチが有効とされている（津田ら、2010）。

以上のように、大学生アスリートにおけるスト

レスマネジメントを効果的に介入していくために

は、健康生成論的視点によって危険因子の除去だ

けでは解決できない問題への対処、さらに TTM

からの視点によって大学生アスリートに必要なス

トレスマネジメントの方略を包括的に検討するこ

とが必要と考える。

そこで本研究では、大学生アスリートのスト

レスマネジメントに与える SOC の影響を、TTM

から検討することを目的とした。

２．方法
１）対象

関東および関西圏の私立体育系大学にて体育学

を専攻している大学生アスリート（以下：体育専

攻群）475名、東北圏の国立大学にて教育学を専

攻している一般大学生（以下：統制群）197名を

対象として質問紙調査を行った。調査は講義の時

間を利用し、協力は任意であることを口頭およ

び書面にて説明したのちに調査を実施し、その場

で回収した。この内、回答に不備のあったものを

除き体育専攻群392名（男性285名、女性107名：

20.0±1.1歳）であり競技経験年数は平均8.71（±

4.0） 年、 統 制 群169名（男 性78名、 女 性91名：

19.8±0.8歳）から得られた回答（全有効回答率

83.5％）を調査対象とした。

２）測定項目

⑴　SOC

Antonovsky（1987）によって開発された SOC

質問紙を基に、山崎（1999）が作成した短縮版

SOC13を用いた。このスケールは「個々人が人

生における様々な出来事をどのようにとらえ対処

しようとするのか」という志向性を測定するもの

であり、SOC の下位因子である把握可能感５項目、

有意味感４項目、処理可能感４項目の３因子から

構成されている。

把握可能感とは「自分の直面する出来事や状況

などを、少なくともある程度は予測できると感じ

ることが可能な感覚」で、有意味感とは「たとえ

困難な問題に出会ったとしても、最終的には自分

の人生におけるひとつの挑戦であり、それに打ち

勝つために最善を尽くそうとする感覚」で、処理

可能感とは「どんな出来事に対しても自分ならな

んとか切り抜けられる、何とかやっていけると

信じられる感覚」（本江ら、2009）のことである。

３因子の合計得点をもって SOC とした。
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SOC13の信頼性および妥当性は、Togari�et�al

（2008）の研究において確認されている。質問項

目に対する回答は、それぞれ１から７の７段階

から選択させた。得点が高いほど強い SOC を持

っているということになる。また本サンプルに

おける SOC スケールの信頼性を検討するために

Cronbach のα係数を算出したところ、α＝ .71で

あった。

⑵　ストレスマネジメント行動の変容ステージ

ストレスマネジメント行動の変容ステージ・ア

ルゴリズム（Evers�et�al,�2006）の日本語版（堀

内ら、2009）を用いて、ストレスマネジメント

行動の実践および実践への意図を、前熟考期、熟

考期、準備期、実行期、維持期の５つのステージ

を評価した。

対象者に、ストレスマネジメント行動の説明を

し、「あなたは日常生活の中でストレスマネジメ

ント行動を実施していますか」という教示文を提

示し、５つの変容ステージと「ストレスがありま

せん」の６つの選択肢の中から１つを選択させた。

ストレスマネジメント行動の変容ステージ・アル

ゴリズム日本語版の信頼性および妥当性は、堀内

ら（2009）の研究において確認されている。

⑶　�ストレスマネジメント行動の意思決定バランス

Pro-Changeʼs� decisional� balance�measure� for�

stress�management（PDSM）日本語短縮版（堀内ら、

2010）を用いた。この質問紙は、ストレスマネ

ジメント行動の変容による恩恵（「自分をもっと

良く思える」など）３項目および、負担（「時間

が足りなくなる」など）３項目の合計６項目２因

子から構成されている。

対象者に「ストレスマネジメント行動の及ぼす

影響について、どのように感じたり考えたりして

いますか？」という教示文を提示し、各質問項目

に対する重要性の程度を、１（全く重要でない）

から５（非常に重要である）の５段階から選択さ

せた。

PDSM 日本語短縮版の信頼性および妥当性は、

堀内ら（2010）の研究において確認されている。

また本サンプルにおける PDSM 日本語短縮版の

信頼性を検討するために Cronbach のα係数を算

出したところ、恩恵下位尺度はα＝ .78、負担下

位尺度はα＝ .70であった。

⑷　ストレスマネジメント行動の変容プロセス

Pro-Changeʼs�processes�of�change�measure� for�

stress�management（PPSM）日本語短縮版（堀内

ら、2010）を用いた。この質問紙は、効果的な

ストレスマネジメント行動を開始したり、継続す

るために必要な方略プロセスを測定するものであ

り、体験的・認知的プロセス（意識化の高揚、環

境の再評価、感情的な体験、自己の再評価、社会

的開放）５項目および、行動的プロセス（自己の

解放、強化マネジメント、拮抗条件づけ、援助的

関係の利用、刺激コントロール）５項目の合計10

項目２因子から構成されている。

対象者に「ストレスマネジメント行動を実践す

るために下記に挙げる方法をどれくらい用いまし

たか？」という教示文を提示し、各変容プロセス

項目の実施頻度を、１（全くなかった）から５（非

常によくあった）の５段階から選択させた。

PPSM 日本語短縮版の信頼性および妥当性は、

堀内ら（2010）の研究において確認されている。

また本サンプルにおける PPSM 日本語短縮版の

信頼性を検討するために Cronbach のα係数を算

出したところ、体験的・認知的プロセスはα＝ .69、

行動的プロセスはα＝ .77であった。

⑸　ストレスマネジメント行動の自己効力感

Pro-Changeʼs� self-efficacy�measure� for� stress�

management（PSSM）日本語短縮版（堀内ら、

2010）を用いた。この質問紙は、ストレスマネ

ジメント行動の実施が困難な状況においても、習

慣として続ける自信の程度を測定するものであり、
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ストレスマネジメント行動の実施が困難になる状

況（「落ち込んでいるとき」など）が示されており、

５項目１因子から構成されている。

対象者に「下記項目に示すような状況でも、ス

トレスマネジメント行動を行う自信があります

か？」という教示文を提示し、実践できる自信の

度合いを、１（全くやれる自信がない）から５（必

ずやれる自信がある）の５段階から選択させた。

PSSM 日本語短縮版の信頼性および妥当性は、

堀内ら（2010）の研究において確認されている。

また本サンプルにおける PSSM 日本語短縮版の

信頼性を検討するために Cronbach のα係数を算

出したところ、α＝ .80であった。

３）分析方法

本研究は２つの視点から検討を行った。具体的

には１つ目として体育専攻群と統制群における群

間の検討であった。ここでは最初に、各尺度得点

における群間比較には独立２群間の t 検定を行

った。続いて、尺度得点間の関連にはピアソン

の相関係数を用いた相関分析を行なった。最後

に SOC 得点と変容ステージの関連を検討として、

変容ステージおよび群を独立変数、SOC 得点を

従属変数とした２要因分散分析を行ない、交互作

用および主効果が認められた場合、下位検定とし

て単純主効果検定および Tukey HSD による多重

比較を行った。

２つ目に体育専攻群における群内の検討であっ

た。ここでは最初に、体育専攻群の SOC 得点と

標準偏差からから T-score を算出し、SOC 高低の

２群に区分けした。続いて、TTM の各尺度にお

ける因子得点の差異を検討するために、独立２群

間の t 検定を行った。最後に、ストレスマネジメ�

ント行動習慣を規定している TTM の各尺度にお

ける因子得点の影響を検討するために、ストレス

マネジメント行動の変容ステージを従属変数、そ

れ以外の TTM の各尺度における因子得点を独立

変数としたステップワイズ法による重回帰分析を

行なった。また、独立変数間の多重共線性を確認

するために、VIF（Variance� Inflation�Factor）を

用いた統計量の検討も併せて実施した。VIF が

５以上であれば多重共線性の疑いがある（内田、

2006）とされている。

尚、統計解析には SPSS�11.0�J�for�Windows を

用い、統計的有意水準を５％未満とした。�

３．結果と考察
１）体育専攻群と統制群における検討

⑴　SOCと TTM各尺度における比較

変容ステージの分布は、ストレスなし89名

（15.9％）、前熟考期175名（31.2％）、熟考期83

名（14.8％）、準備期55名（9.8％）、実行期41名

（7.3％）、維持期118名（21％）であった。なお以

下からは、ストレスなし89名を除いた472名（体

育専攻群：男性239名・女性85名、統制群：男性

62名・女性86名）を分析対象とした。

まず、群における変容ステージ間に分布の偏り

があるかを検討するため、x�2�検定を行った。そ

の結果、有意な偏りは認められなかった（図１）。

前期ステージ（前熟考期、熟考期、準備期）に

属するものが、両群ともに60％を上回っていた。
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80％
70％
60％
50％
40％
30％
20％
10％
0％

体育専攻群

前熟考期
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熟考期
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準備期

40

15

実行期

29

12

維持期
※グラフ中の数字はn数

74

44

統制群

図１．�ストレスマネジメント行動の変容ステージ
の分布
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特に前熟考期に属する者が最も多いことについて

は、堀内ら（2009）の日本人大学生を対象とし

たストレスマネジメント行動の変容ステージの分

布と類似している。つまりストレスマネジメント

行動の準備性や意図については、本研究対象の大

学生アスリートは特有の分布は確認できなかった。

続いて、SOC 得点と TTM の各尺度における

因子得点を群間で比較するために、独立２群間の

t 検定を行った。その結果、SOC 得点【 t（470）

＝4.23、 p <.001】、体験的・認知的プロセス得点

【 t（241.04）＝3.24、 p <.01】および行動的プロ

セス得点【 t（245.76）＝4.42、p �<.001】において、

統制群に比べ体育専攻群の平均得点が有意に高い

ことが明らかとなった（表１）。

表１．各変数の平均得点および標準偏差

変数
体育専攻群 統制群

t 値
M ± SD M ± SD

SOC 52.15 8.78 48.38 9.43 4.23 ***

恩恵 11.19 2.41 11.52 2.47 －1.36

負担 8.63 2.45 8.43 2.52 0.82
体験的・
認知的

プロセス
13.00 3.48 11.71 4.24 3.24 **

行動的
プロセス 13.20 3.90 11.26 4.64 4.42 ***

自己効力感 13.71 3.76 13.55 3.99 0.42
**p＜.01,�***p＜.001

SOC13を用いた遠藤ら（2012）の研究では、

大学生運動部員の SOC は平均51.7点と報告さ

れており、本研究における大学生アスリートの

SOC 平均52.15点と大差はない。このことから、

大学生アスリートが持ち合わせている SOC の評

価にある程度の妥当性が認められたことになる。

また統制群との差が認められたことについては、

大学生アスリートは、身体的、精神的、行動的ス

トレス（岡ら、1998）を日々受けている。そのため、

ストレスを対処する場面も多々あり、対処に成功

した経験も多いため、SOC が高値を示した可能

性がある。また、体験的・認知的プロセス得点、

および行動的プロセス得点が統制群よりも高い値

を示した。体験的・認知的プロセスは対象者がス

トレスマネジメント行動の変容ステージを上昇さ

せるために行う思考や感情の変化であり、行動的

プロセスはストレスマネジメント行動の継続を促

すために行う活動や行為である。前述したように、

大学生アスリートが受けるストレス場面は多々あ

るため、対処するための方略をより多く動員する

必要があると考える。そのため、変容プロセスも

多く用いている可能性がある。

⑵　SOCと TTM各尺度間との相関関係

SOC 得点と TTM の各尺度における因子得点

の関連を検討するために、ピアソンの相関係数を

群ごとに算出した。なお本研究では、結果の煩

雑さを避けるため、田中・山際（1989）に従い、

相関係数が±2.0以下の場合は有意であっても「相

関なし」とみなし、考察対象から除外した。その

結果、体育専攻群では SOC 得点と自己効力感得

点（r ＝ .22、p�<.001）との間に、統制群におい

ても SOC 得点と自己効力感得点（r ＝ .24、p�<.01）

との間に有意な正の相関が認められた（表２）。

表２．各変数間の相関行列

TTM 変数
SOC

体育専攻群 統制群

恩恵 .12 .03

負担 －.05 .00

体験的・認知的プロセス .06 －.06

行動的プロセス .14 .10

自己効力感 .22 *** .24 **
**p＜.01,�***p＜.001

大学生アスリート特有の結果は得られなかった

が、ストレッサーによってもたらされた緊張状態

の処理の成功体験を通して SOC が強化された者

は、ストレスマネジメント行動を継続することが

望ましい結果をもたらすと思い、うまく行動を継
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続できる信念であり自己効力感も高くなると考え

る。これまでの先行研究によっても SOC と自己

効力感の関連性が示唆（戸ヶ里、2009）されている。

⑶　SOCと変容ステージとの関連

SOC 得点と変容ステージの関連を検討するた

めに、変容ステージおよび群を独立変数、SOC

得点を従属変数とした２要因分散分析を行なった。

その結果、群【F（1,462）＝16.92、p <.001】の

主効果が認められたが、変容ステージの主効果お

よび、交互作用は認められなかった。

大学生アスリートも一般大学生もどのステージ

に所属していようとも、ステージ間の SOC に差

異はないことが明らかとなった。これは、ストレ

スマネジメント行動の準備性や意図は、対象が異

なっても同じであり、それに伴う SOC、つまり

ストレス対処能力も同等であると考える。

２）体育専攻群における検討

⑴　SOC得点での群分けにおける比較

体育専攻群の SOC 得点を高低の２つに区分け

した。本研究では、遠藤ら（2012）の区分け方

法に従い、SOC13の平均得点および標準偏差か

ら T-score を算出し、50以上を SOC が高い（High�

SOC: 以下 HS）群194名、50未満を SOC が低い

（Low�SOC: 以下 LS）群130名とした。その結果、

各群の SOC 得点は HS 群57.6±5.6点、LS 群44.0

±5.8点であった。

以上により得られた２群から、TTM の各尺度

における因子得点の差異を検討するために、独立

２群間のｔ検定を行った。その結果、行動的プロ

セス得点【 t（322）＝－2.11、p�<.05】と自己効

力感得点【 t（322）＝－2.99、p�<.01】において

有意な差が認められた（表３）。

表３．�SOC ２群における各変数の平均得点およ
び標準偏差

変数
HS 群 LS 群

t 値
M ± SD M ± SD

恩恵 11.39 2.38 10.90 2.44 －1.79

負担 8.52 2.33 8.80 2.62 1.01
体験的・
認知的

プロセス
13.05 3.53 12.93 3.41 －0.29

行動的
プロセス 13.57 3.81 12.65 3.98 －2.11 *

自己効力感 14.21 3.66 12.95 3.78 －2.99 **
*p＜.05,�**p＜.01,�***p＜.001

SOC が高い大学生アスリートは、ストレスマ

ネジメント行動を継続するための変容プロセス

に、行動的プロセスをより多く行っていることが

明らかとなった。行動的プロセスには、自己選択

や宣言などの自己の解放、他者支援などの援助的

関係の利用などがある。遠藤ら（2012）は、高

い SOC を持ち合わせている大学生運動部員の特

徴の一つに、目標設定などの自己の変容、友人や

親からの激励などの他者の存在を挙げている。す

なわち行動的プロセスに類似した対処を行ってい

る。このことからも、SOC を構築してきた過程

が行動的プロセスであった可能性もある。

⑵　�SOCの高低からみたストレスマネジメント

行動習慣を規定している要因の検討

ストレスマネジメント行動習慣を規定している

TTM の変数の探索と、SOC の影響とを検討する

ために、ストレスマネジメント行動の変容ステー

ジを従属変数、それ以外の TTM の各尺度におけ

る因子得点を独立変数とした強制投入法による

重回帰分析を、HS 群および LS 群ごとに行った。

その結果、HS 群においてはストレスマネジメン

ト行動の変容ステージへの有意な説明力が見られ

た変数として、恩恵得点（β＝ .22、p <.01）、体

験的・認知的プロセス得点（β＝ .18、p <.05）、�

および自己効力感得点（β＝ .20、p <.01）であ

り、決定係数は R�2＝ .16【 F（5,188）＝7.369、
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p <.001】であった。また、VIF は1.05から1.70の

間であり、HS 群における独立変数間に多重共線

性は認められなかった。LS 群においてはストレ

スマネジメント行動の変容ステージへの有意な

説明力をもった変数が認められず、決定係数は

R�2＝ .10【 F（5,124）＝2.69、 p <.05】であった。

また、VIF は1.05から1.66の間であり、HS 群に

おける独立変数間に多重共線性は認められなかっ

た（表４）。

表４．�変容ステージを規定している TTM 各変数
の結果

独立変数
HS 群 LS 群

β値 β値

恩恵 .22 ** .13

負担 －.11 .02

体験的・認知的プロセス .18 * .15

行動的プロセス －.03 .11

自己効力感 .20 *** .06

R2 .16 .10

F 値 7.37 *** .269 *
*p＜.05,�**p＜.01,�***p＜.001

このことから、SOC が高い大学生アスリートは、

ストレスマネジメント行動による恩恵知覚、体験

的・認知的プロセス、自己効力感によって、現在

のストレスマネジメント行動の変容ステージが規

定されていることが明らかとなった。本研究は横

断的検討のため、因果関係には強く言及すること

ができないが、ストレス対処の成功経験を多く持

つ大学生アスリートは、ストレスマネジメント行

動を継続させるためには行動的プロセスは既に行

ってきていると思われるため、ストレスマネジメ

ント行動に関する考えや感情の変化について再認

識する必要性を感じているのかもしれない。それ

らの再認識によってストレスマネジメント行動の

恩恵を知覚し、自己効力感を高めている可能性が

ある。

４．総合論議
本研究は、大学生アスリートにおけるストレ

スマネジメントを効果的に介入していくために

は、健康生成論的視点によって危険因子の除去だ

けでは解決できない問題への対処、さらに TTM

からの視点によって大学生アスリートに必要なス

トレスマネジメントの方略を包括的に検討するこ

とが必要と考え、大学生アスリートが実施してい

るストレスマネジメントに与える SOC の影響を、

TTM から検討することを目的とした。

まず、大学生アスリートと一般大学生の比較で

あるが、SOC 得点、体験的・認知的プロセス得点、

および行動的プロセス得点において、一般大学生

に比べ大学生アスリートの平均得点が高いことが

明らかとなった。これは、大学生アスリートは

身体的、精神的、行動的ストレス（岡ら、1998）

を日々受けている。そのため、ストレスを対処す

る場面も多々あり、対処に成功した経験も多いた

め、SOC が高値を示した可能性がある。体験的・

認知的プロセス、および行動的プロセスでは、大

学生アスリートが受けるストレス場面は多々ある

ため、対処するための方略をより多く動員する必

要があると考える。そのため、変容プロセスも多

く用いている可能性が示唆された。SOC 得点と

TTM の各尺度における相関係数の検討では、大

学生アスリートと一般大学生共に、SOC 得点と

自己効力感得点との間に正の相関が認められた。

大学生アスリート特有の結果は得られなかった

が、ストレッサーによってもたらされた緊張状態

の処理の成功体験を通して SOC が強化された者

は、ストレスマネジメント行動を継続することが

望ましい結果をもたらすと思い、うまく行動を継

続できる信念であり自己効力感も高くなると考え

る。SOC 得点と変容ステージの関連を検討では、

大学生アスリートも一般大学生もどのステージに

所属していようとも、ステージ間の SOC に差異
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はないことが明らかとなった。これは、ストレス

マネジメント行動の準備性や意図は、対象が異な

っても同じであり、それに伴う SOC、つまりス

トレス対処能力も同等であると考える。

次に大学生アスリートのみにおける検討では、

SOC が高い学生アスリートは、ストレスマネジ

メント行動を継続するための変容プロセスに、行

動的プロセスをより多く行っていることが明らか

となった。行動的プロセスには、自己選択や宣言

などの自己の解放、他者支援などの援助的関係の

利用などがある。遠藤ら（2012）は、高い SOC

を持ち合わせている大学生運動部員の特徴の一つ

に、目標設定などの自己の変容、友人や親からの

激励などの他者の存在を挙げている。すなわち行

動的プロセスに類似した対処を行っている。この

ことからも、SOC を構築してきた過程が行動的

プロセスであった可能性もある。大学生アスリー

トの SOC の高低からみたストレスマネジメント

行動習慣を規定している要因の検討では、SOC

が高い大学生アスリートは、ストレスマネジメン

ト行動による恩恵知覚、体験的・認知的プロセス、

自己効力感によって、現在のストレスマネジメン

ト行動の変容ステージが規定されていることが明

らかとなった。本研究は横断的検討のため、因果

関係には強く言及することができないが、ストレ

ス対処の成功経験を多く持つ大学生アスリートは、

ストレスマネジメント行動を継続させるためには

行動的プロセスは既に行ってきていると思われる

ため、ストレスマネジメント行動に関する考えや

感情の変化について再認識する必要性を感じてい

るのかもしれない。それらの再認識によってスト

レスマネジメント行動の恩恵を知覚し、自己効力

感を高めている可能性がある。今後、大学生アス

リートのストレスマネジメントの問題を深く検討

していくためには、いくつかの点に留意する必要

がある。

まず、前述したように本研究は横断的検討であ

る。とくに TTM の各変数がどのような時系列的

変化をともなってきたのかの検討はしていない。

つまり、結果の解釈が前後する可能性も否定はで

きない。また SOC においても、TTM を用いてき

た経験によって SOC が高まる、つまり TTM を

独立変数、SOC を従属変数としたモデルも考え

られる。今後は縦断的研究による検討が必要であ

る。次に、大学生アスリートの SOC に関連する

交絡因子を設定する必要がある。本研究では競技

経験年数を尋ねたのみである。大学生アスリート

の SOC が構築される過程には様々な要因（遠藤

ら、2012）が存在している。変容ステージの分

布に一般大学生との偏りが認められなかったのも、

交絡因子を設定しなかったことに原因がある可能

性が考えられる。岡ら（1998）も、アスリート

がどのような内容のストレッサ―を経験している

のか検討する必要性を述べていることからも、今

後は大学生アスリートの SOC を規定している要

因を加味した検討が必要である。

注）戸ヶ里（2008）によれば、疾病の発生要因で
あるリスクファクターの軽減と除去に関する
知見を蓄積していく従来の近代医学の理論を
疾病生成論と呼び、その一方で、健康の保持・
増進に関わる要因であるサリュタリーファク
ター（健康要因）の解明と、健康の保持・増
進のメカニズムを解明していく理論を健康生
成論と呼んだ。
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今年度のプロジェクトにおける研究内容とその

要旨は以下の通りである。

Ⅰ．研究の内容
１．清の軍隊武術の形態と武科挙の発展変化�

（清軍の武器装備とその訓練の実態、武科挙の変化）

２．民間武術の発展変化（民間宗教・秘密結社に

よる武術の伝播と発展、武術と「運気」を合わせ

た練習方法の成立、武術門派の多様化、民間武術

家の活動）３．代表的な武術著作、４．少林武術

の発展、５．盛んな相撲活動（清における相撲活

動と善撲営の設立、モンゴル族の相撲）

Ⅱ．研究要旨
清代前期は明代の後を受けて民間武術の発展が

新しい段階を迎えた時期である。

満洲民族は弓矢によって天下を定めたため、騎

射を最も重視していた。八旗は騎射を本務とし、

併せて長槍・ ・長刀・大刀などを訓練した。

一方、緑営における訓練内容は非常に雑多で、民

間武術が軍隊武術に与えた影響の大きさを窺い知

ることができる。

また、この時期は民間宗教と秘密結社の活動が

盛んで、これらの組織では拳棒の練習と気の鍛練

が共に行われた。これらのことは明代から発展を

始めた民間武術の伝播と発展を促進する役割を果

たしただけでなく、武術家が導引行気を併せて行

うようになる契機ともなり、民間武術の内容はさ

らに豊富なものとなった。

この時期の民間武術は門派の形成とその体系化、

理論化、套路化がより一層進んだことに加え、道

教が大衆化したことによって気の鍛練を兼ね備え

ることが重視されるようになり、拳術や武器の鍛

練と気功を併せて行うことが一般化した。こうし

た変化は中国の民間武術が多彩な鍛練形式を有し、

健康増進、護身防御、演武娯楽等の作用と功能を

備えた民族体育・スポーツに発展、昇華したこと

を示していると言うことができる。

また、清朝が騎射、相撲等の北方民族の伝統体

育活動を重視し、特に相撲が非常に盛んに行われ

た点は注目に値する。軍中に「善撲営」が設けら

れ、民間にも高い技術を持った相撲選手が存在し

た。相撲活動は聖節御宴の表演項目であっただけ

でなく、民間でも試合や演武が盛んに行われ、そ

の人気は廃れることがなかったのである。

今年度のプロジェクトにおいては研究の企画、

史料の収集、考証検討などを研究者全員が共同で

行い、最終的に代表研究者が研究報告書を作成し

た。

� （林　伯原）

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

清代前期（1644-1840）における武術の実態に関する研究

代表研究者　林　伯原（国際武道大学）
共同研究者　周　佩芳（静岡大学）　　　　野田昭彦（国際交流基金）
　　　　　　佐藤秀明（株式会社技藝社）　林　一周（JALホテルズ）
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はじめに

1644年、清が強大な軍事力を以て明の首都で

ある北京に乗り込み、中国全土を三百年近く支配

した明王朝は滅亡した。以降1840年に起こった

阿片戦争に至るまでの歴史段階を清代前期（1644-

1840）と呼ぶ。この時代は封建社会の性質が変化

せず保たれたため、古代中国最後の歴史段階と定

義されている。

清帝国は中国史に空前の大領土を形成し、かつ

未曾有の人口を擁していた。さらに明代における

生産増大の後を受けて成立したこともあって、言

葉や生活様式が異なる多くの民族、あるいは各地

域における社会・経済・文化の交流・吸収・融合

に有利な条件が整っていた。そして、武術もこの

ような背景の下で多種多様な形態に展開していっ

たのである。

一方、山海関から侵入した満洲族は武力による

中国全土征服の過程においてしばしば虐殺を繰り

返したため、各地で様々な勢力が立ち上がり、清

朝の専制統治及び各民族への苛酷な迫害に対して

武力による反抗を試みた。清朝政府は各地の反政

府活動や農民反乱を防止すべく度々禁令を下し、

民間における武術訓練を厳しく取り締まった。だ

が、このような厳格な統制と反乱鎮圧は結果的に

より多くの民間宗教や秘密結社が組織される原因

となり、さらにそれらの支派が林立することによ

り清朝に対する反抗活動はむしろ活発化すること

になった。こうした組織はそのほとんどが宗教や

結社としての活動に武術の修練を関連付けて行っ

ていたため、清代前期において民間武術の発展は

大いに促進されたのである。

さらに十八世紀になると特権を享受する官僚や

地主がほしいままに土地を併合するようになり、

土地所有の集中化が著しくなると同時に税金・地

租・高利貸による苛酷な収奪・搾取が日増しに

激しくなり、社会矛盾が深刻化していった。当時、

社会の動揺は極限に達しており、民衆はやむを得

ず武器を手に敵と戦うことを選択したため、各地

で民衆蜂起が相次いで起こった。このような状況

下で民間武術はさらに幅広く普及するようになっ

たのである。

以上のように、清代における民間武術の発展は

明代と比較して著しく異なった様相を呈すことと

なった。本研究では、清の軍隊における武術の形

態、民間武術の発展、武術教育などの状況を当時

の社会的背景との関連の中で把握し、その全体像

を明らかにしていきたい。

第一節　�清の軍隊武術の形態と�
武科挙の発展変化

清代は中国において旧来の武器（銃砲類の兵器

に対する槍・刀・剣・斧類の武器、「冷兵器」と

呼ばれる）が戦場で主に使用された最後の時代で

あった。清軍は入関前にすでに明の降兵から大砲

鋳造の技術を学んで大型の大砲を製造し、砲兵部

隊を成立させていた。また、清朝創業の際に八旗

という軍団を編成しており、八旗には満人からな

る満軍八旗、蒙古人からなる蒙軍八旗、漢人から

なる漢軍八旗があった。八旗のうち鑲黄（黄地紅

清代前期（1644‐1840）における武術の実態に関する研究
林　伯原
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を用いる「技勇」の各項目が加えられ、武勇に優

れた勇猛な人材の選抜が期待されていた。

　１．清軍の武器装備とその訓練の実態

満洲人は南下する以前、騎馬民族の伝統により

軍事では騎射を本務とし、天下を統一した後も依

然として騎射を軍事訓練項目として重視し続けて

いた。その弓矢の種類は極めて多く、皇帝用・皇

帝の護衛用・王公用・官兵用に分かれ、さらにそ

れらが各々異なる用途と形態に細分されていた。

また、満洲人の格闘用の兵器は主として三種類に

分かれていた。第一は、満洲人が宋以来使われて

いた武器に基づいて自ら製造した長槍・大刀・大

叉・ ・短剣・腰刀・藤牌・斧・戟・鞭・錘な

どの武器である。これら満洲族の武器は入関以前

から清軍の主要な武器として使われていた。第二

は、明代の各種武器である。北京入城後、明代に

使用された武器が次第に清軍に採用され、あるい

は改良を加えて使用されるようになっていた。第

三は、清が全国を統一した後で歴代の武器を基礎

に新たに創製した武器である。このような武器は

満洲の武器や明代の武器とも異なっていたために

満漢両民族の「同化兵器」と呼ばれた。これらの

他にも各民族から献上された武器や外国から舶来

した武器などがあった。清の八旗と緑営は装備す

る武器を各々の部隊が独自に裁量していたため、

八旗が満洲族の伝統的な武器を中心に用いる一方、

緑営はほとんど宋明以来の武器を使用し、また各

地の緑営では地域の状況によって用いる武器が異

なるなど、清軍は非常に複雑かつ多様な武器体系

を有していたのである。

　１．１　歩射・騎射の訓練

清は女真族の一部族である建州女真（後金天聡

辺）・正黄（純黄）・正白（純白）の各色の軍旗を

奉ずる部隊を上三旗、鑲白（白地紅辺）・正紅（純

紅）・鑲紅（紅地白辺）・正藍（純藍）・鑲藍（藍

地紅辺）の各色の軍旗を奉ずる部隊を下五旗とい

う。また、中国を征服する過程で投降してきた明

朝の軍隊や漢族からの募兵により編成した軍隊が

あり、それらは緑色の旗を軍隊の標識としたので

緑営と呼ばれた。当時、清軍における操練のうち

火器の訓練が相当の割合を占めていた。康煕12

年（1673）、漢軍には騎射の技能を持たない者が

多かったため、漢軍八旗に火器の訓練を増加する

ことが決定され、同19年（1680）には毎年定期

的に「紅衣大砲」（大型砲の別称）を訓練するこ

とが定められて八旗にそれぞれ「槍営」と「炮営」

が設置された。また、康煕30年（1691）には八

旗の中に専ら銃砲の訓練を行う「火器営」（内外

の二つの営に分かれる）が設置された。これらの

改革に加え、清朝の前期には大砲の生産自体も重

要視されており、当時の先進技術であるヨーロッ

パの鋳砲技術が取り入れられていた。しかし、こ

れに続く長期の鎖国状態によって、大砲や銃器は

軍隊の中に残りはしたものの発展の条件を奪われ

てしまうことになった。清朝中期以降、各省の軍

隊の装備における銃器の数はわずかに弓箭を上回

る程度に留まったのである。

当時、中国の火器はほとんどが前装式（発射前

にあらかじめ火薬や弾丸を砲口や銃口から装填し

ておく形式）であったため、接近戦用の冷兵器に

取って代わることができなかった。このため、清

朝の初期から火器以外にも武術が接近戦において

重要視され、冷兵器もまた戦場において主要な役

割を担い続けた。すなわち、武術と冷兵器の発展

は戦場に火器が登場した後も継続していたのであ

る。また、清代の武科挙は明代の制度を受け継ぎ

つつも、さらに改変されて発展し、特に外場試験

（実技試験）では騎射と歩射に加えて弓・刀・石
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ていた。八旗兵は騎射をその本分とし、中でも皇

帝直属の正黄旗、鑲黄旗、正白旗は騎射の訓練を

毎月二回、歩射の訓練を毎月四回実施していた。

近衛軍の一つである八旗驍騎営は射を毎月六回実

施し、「都統」（八旗の各旗における最高長官）以

下の各官がこれらを自ら監督した。春と秋には各

旗で時期を定めて鎧を身につけて歩射訓練を行い、

また各臣が時期を定めて鎧を身につけて騎射訓練

を行った。同じく近衛軍の一つである前鋒営、護

軍営等はすべて歩射を毎月六回、春と秋には鎧を

身につけた状態での騎射を毎月二回訓練した。各

営の官僚には毎月部下の弓箭の技量を試験するこ

とが義務づけられていた。また、火器を専門に扱

う火器兵営においても歩射を毎月六回、騎射を毎

月六回、馬上技芸を毎月六回訓練することが定め

られていた３。

清軍の訓練には各兵営ごとに訓練する「分操」

の他、各兵営を集めて訓練する「合操」があり、「合

操」においては各兵営の訓練状況に対する検閲が

なされた。毎月の「合操」には弓箭が含まれてお

り、優劣に従って賞罰が行われた。また、軍隊の

射の技術を高め、戦闘力を強化するために、清朝

政府は様々な方法を考案しては繰り返し強化訓練

の指令を下した。

順治７年（1650）、全国の将軍に対して「たと

え平時にあっても弓馬の訓練に励み、武備を怠っ

てはならず、また精良な弓矢を製造しなければな

らない」という布告がなされた。順治11年（1654）、

訓練状況に応じて毎年賞金を支給すること、並び

に騎射の演習を兵種ごとに時期を定めて行うこと

が決定された。雍正５年（1727）、満洲兵は一貫

して騎射を重視すべきであるとし、鳥槍（火縄銃）

ばかり訓練して弓箭を廃れさせてはならないとの

理由から馬上槍、馬上箭に精通した者に対する優

遇措置が取られた。雍正９年（1731）、八旗の官

兵のうち訓練不足で武芸が一定の水準に達してい

９年、女真は満洲と改名した）によって建てられ

た政権である。女真族は中国の東北部に居住し、

主に狩猟によって生活する遊牧民であった。かつ

て女真族は狩猟を行うのみで農耕の術を知らなか

ったが、明代中期以降次第に定住して農耕生活を

営むようになり、狩猟のみの生活を改めた。や

がて生存の手段としての狩猟はその意義を失った

が、騎射は騎馬民族の伝統として重視され続け、

満洲八旗の訓練においても重要な課目として実施

されていた。徐珂の『清稗類鈔』には次のような

記録がある。「八旗兵の弓は力が八力（一力は十

斤、八力は約47.2kg）、矢の長さは三尺、矢尻の

長さは五寸で『透甲錐』と呼ばれ、相手に命中す

れば必ず穴を穿ち、人間二人を貫通してもなお余

力があった。」１また、清の光緒皇帝の時に編纂さ

れた『大清会典図』によれば、一般の官兵用の弓

には練習用のものと戦争用のものの二種類があ

り、その全長は約四尺九寸（156.8cm）、矢は樺

あるいは柳の木で作られており、その長さは三尺

（96cm）、矢尻の長さは三寸（9.6cm）であった（図

１）２。

清軍は弓を以て天下を制覇したことから騎射を

最も重要視し、また騎射及び歩射の訓練を強化す

べく定期的な訓練体制を整えていた。これは『清

史稿』の「兵志・訓練」の記載にも見ることがで

きる。

当時の軍隊において射の訓練は定期的に行われ

図１．清代の弓矢　��『皇朝礼器図式』より
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降、遠射武器の訓練の中では火器（大砲・銃器を

含む）が一貫して多くの比重を占めていたことが

わかる。八旗、緑営を問わず火器を専門に扱う兵

士が存在し、検閲の際にも弓箭と火器の双方が検

閲されていた。清朝中期以降、銃器が各省軍隊に

おける軍器編成に占める割合は次第に弓箭を上回

るようになっていったのである。このことはやが

て弓箭が戦場から淘汰されてゆく歴史の必然を予

示した事象と言えるだろう。

　１．２　清代の長槍と

清代の長兵器（長柄の武器）はほぼ宋朝及び明

朝時代のものを受け継いでおり、軍中で用いられ

ていた長兵器には長槍・長刀・大刀・ （叉）・

戟槍などがあった。

清軍が装備した槍の種類は明代より多く、かつ

形状も多様化していた。清の呉宮桂（あるいは袁

宮桂）の『 百金方』（乾隆年間刊本）によると、

満洲人は南下する以前、明の長槍とは多少異なっ

た形状の鏃形槍・筆形槍・矛形槍・鈎形槍・三眼

槍を製造していた（図３）４。その後、次第に形状

の変化やバリエーションの増加が見られるように

なった。

ない者を集め、騎射ができない者で一営（清代

の兵制の名）を、ややできる者でもう一営を設け、

各営につき千人とし、それぞれを統率する司令官

が訓練に精励させて弱兵を強兵にすべしという詔

が下された。乾隆14年（1749）、莽阿納が乾隆皇

帝に辺境の各省に駐屯する軍隊の章程を整理する

ことに関して次のように建議した。「歩射（に使

用する弓）は五力以上のものに改め、騎射も歩射

と同様とします。また、騎兵には騎射と長槍の二

つの技を兼ね習わせ、長槍兵にも弓矢を兼習させ、

その技の優劣に応じて賞罰を行うこととします。」

乾隆38年（1773）、各軍営における演習（実戦を

想定して行う訓練）の際に騎射を四回追加するこ

とが定められた（図２）。乾隆44年（1779）、各

省の緑営に対して、訓練で五矢を放ち、三本命中

させた者を一等とするという指令が出された。嘉

慶９年（1804）、各統兵官に対して射の訓練は六

力の弓を標準とする旨の指令が出された。道光５

年（1825）、満洲八旗及び蒙古八旗に対して「騎

射の演習は春と秋の二回、歩兵統領と左右翼総兵

が検閲し、三年後、皇帝が自ら各営の訓練を検閲

する」との指令が出された。

以上の史料から、清朝は八旗軍における騎射伝

統の維持と各兵種の射（弓矢）の技術向上のため

に、その技術的要求や訓練時期、検閲方法、賞罰

の条件等を明確に定めていたことが理解できる。

しかし、清朝前期の文献によると、康煕年間以

図２．�八旗将軍の弓矢訓練�
『中国古代史参考図録』より

① ② ③ ④ ⑤

図３．
①鏃形槍　②筆形槍　
③矛形槍　④鈎形槍　
⑤三眼槍
『中国兵器史稿』より
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いた。その他の槍にもそれぞれ用途があり、例え

ば鈎鎌槍は挨牌と共に使用され、釘槍は戦船の上

で用いられた。

歴代の長槍部隊の訓練はすべて「刺（刺す動作）」

を主体として行われており、「刺」の回数と正確

さを以て訓練水準の目安としていた（図５）。清

代も例外ではなく、嘉慶９年（1804）、各兵総官（緑

営兵の高級武官）に命令が下され、槍の訓練では

「以迅速命中為度」すなわち迅速に刺突して相手

に命中させるべきことが基準とされた６。

清朝後期に至ると長槍の形状は次第に簡略化さ

れてゆき、統一こそされなかったものの、平たく

て薄い鏃形（鋭利な先端から両側に刃が延びて稜

形になる）の刃を持ち、円形の底筒（多数の銅の

圏、日本の槍の「逆輪」にあたる）を付けた槍先

が一般的となり、末端には鉄鐏が取り付けられて

いた。この種の長槍は冷兵器が戦場から淘汰され

た後も武術用の器具として現在に至るまで受け継

『皇朝礼器図式』『欽定大清会典図』によると、

八旗及び緑営で使用された槍の種類には虎槍・長

槍・火焔槍・鈎鎌槍・双鈎鎌槍・虎牙槍・蛇鎌槍・

雁翎槍・十字鎌槍・火鎌槍・梨花槍・手槍・釘槍・矛・

戟があった（図４）５が、虎槍と長槍以外はほと

んどが緑営に装備された武器であった。また、各

種の槍の形状や長さは各部隊ごとに決定して製作

されていた。例えば、虎槍は八旗虎槍営（康煕23年、

1684年に設置、清代の近衛軍の一つ）で用いら

れ、その全長は八尺三寸（265.6cm）、刃は九寸

（28.8cm）、柄は七尺四寸（236.8cm）であった。

また、清軍が常用した長槍には三種あり、八旗健

鋭営（乾隆14年、1749年に設置、清代の近衛軍

の一つ）用の長槍は全長が一丈三寸（329.6cm）、

刃は九寸（28.8cm）、柄は九尺（288cm）、末端の

鉄鐏（柄の後端につける円錐形の金属套、日本の

槍の「石突き」にあたる）は四寸（12.8cm）で

あった。満洲八旗の精鋭騎兵である護軍驍騎（清

初設置、清代の近衛軍の一つ）が用いた長槍は

全長が一丈三尺七寸（438.4cm）、刃は一尺一寸

（35.2cm）、柄は一丈二尺二寸（390.4cm）、末端

の鉄鐏は四寸（12.8cm）であった。また、緑営

用の長槍は全長が一丈四尺（448cm）、刃は七寸

（22.4cm）、柄は一丈三尺（416cm）、末端の鉄鐏

は三寸（9.6cm）であった。

八旗と緑営どちらにも長槍の部隊は編成されて
図５．�清勇士の阿玉錫持槍蕩冦図　『文物中国史』

より

図４．清代の長柄槍　『皇朝礼器図式』より
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このうち中央の刃は長く突出して主に相手を刺突

するために用いられ、その横に備わる枝状の刃は

敵を刺す他、敵の武器を受け止めて防御する役割

を果たした。その全長は一般に２ｍを超えてお

り、例えば馬叉はその全長が六尺六寸（211.2cm）、

三つ股の刃を持ち、中央の刃の長さは一尺二寸

（38.4cm）、両側の刃の長さは一尺（32cm）であ

った。また、鳳翅 の全長は七尺一寸（227.2cm）、

その刃は十字形であった。五歯 の全長は馬叉

と同じ六尺六寸（211.2cm）であり、通天 は

全長が七尺（224cm）、左右に伸びた枝刃に各々

三本の鉄歯が備わり、鉄歯の長さはそれぞれ一

寸四分（4.48�cm）であった。月牙 は の中

で最も短い武器であり、その全長は四尺三寸八

分（140.16cm）、中央の刃が四寸八分（15.36cm）、

横に伸びた両刃は半月のような形状を持ち、それ

ぞれ二寸五分（８cm）であった。

　１．３　清代の刀

清代の武器の中で最も重視され、軍中に必ず装

備すべきとされていたものは刀であった。このた

め、清代の刀にはその用途等によって多くの種類

や形状が存在し、非常に複雑な多様性を備えてい

た。清代の刀を分類することは、その呼称の紛ら

わしさや定義の曖昧さによる例外の存在も手伝っ

てなかなかに困難である。本論では清代における

呼称で各種の刀を紹介しつつも、読者の便宜のた

めに現代の分類・用語で補足・説明してゆくこと

にしたい。

最初に紹介するのは両手で柄を握って使用する

大刀である。清代に大刀と呼ばれた刀類は基本的

に刃部よりも柄の方が長く、近代においては「長

柄刀」に分類される武器であった。逆に、柄より

刃部が長いものは清代には長刀（後述）と呼ばれ、

近代ではこれが「大刀」に分類されている。

がれている。

清代の長兵器のうち、
さすまた

に類する武器は満洲

軍及び緑営双方の装備の中にかなりの比重を占め

ていた。その形状には明代の に基づいて作られ

たものもあれば、満洲軍が新たに創製したものも

あった。

満洲軍が独自に創製した は中央の刃の長さ

が一尺（32cm）、刃先は菱形で、その両側に二本

の刃が半月形に突き出していた。柄の長さは八尺

（256cm）であり、馬上で使用するのに便利な武

器であった。また、満洲民族が常用した大きな三

叉 もあり、中央の刃は長くて鋭く、 の形状は

半円形を呈し、柄の長さは七尺から八尺（224〜

256cm）であった。清軍が中原に入った後、この

三叉 は次第に広く使われるようになった。これ

らの他にも排叉と呼ばれる武器が存在した。明代

の三叉に似て三本の刃が十字形を呈し、中央の刃

は比較的短く、その両側の刃は敵の攻撃を受け止

めるために波形に作られていた。

清の緑営で用いられていた 類の武器で主な

ものとしては馬叉・鳳翅 ・五歯 ・月牙 ・通

天 等（図６）があった。これらは基本的に明代

の に基づいて作られていたが、明朝の頃と比

べて形状などに変化が見られる。これらの は

騎兵及び歩兵の主要武器として使われたが、柄の

先端に三つ股あるいは五つ股の刃を持っていた。

図６．清代の 　『皇朝礼器図式』より
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で末端に鉄鐏が取りつけられていた。

寛刃大刀は偃月刀のような形状だが、鎬の部分

に突き出ている刃がなく、全長は六尺九寸二分

（221.44cm）、刃の長さは二尺五寸（80cm）、先端

から前部までの刀身の幅は三寸（9.6cm）、�後部の

幅は一寸五分（4.8cm）、柄は四尺（128cm）であ

った。

また、緑営には片刀と呼ばれる大刀があったが、

刀身の先端が鋭く、やや反り身になっており、清

以前にはあまり見られない形状の刀であった。そ

の全長は七尺一寸二分（227.84cm）、刃の長さは

二尺（64cm）、幅は一寸三分（4.16cm）、柄は四

尺七寸（150.4cm）であった。

一方、清代に大刀と呼称された刀の中には現

代における「長柄刀」の定義に当てはまらない

例外も存在していた。例えば、船尾刀は柄より

も刃部の方がかなり長く、その全長は三尺四寸二

分（109.44cm）、刃の長さは二尺二寸（70.4cm）、

幅が一寸（3.2cm）、柄の部分の長さは一尺二寸

（38.4cm）であった。

また、虎牙刀と寛刃扁刀という大刀は刃部と柄

の長さがほとんど変わらなかった。虎牙刀は寛刃

大刀の形状に類似するが刃部の先端がやや鋭く、

全長は五尺四寸二分（173.44cm）、刃の長さは二

尺七寸（86.4cm）、その幅は一寸一分（3.52cm）、

柄は刃部の長さに等しく二尺七寸（86.4cm）で、

末端には鉄鐏が取りつけられていた。

寛刃扁刀の全長は四尺六寸二分（147.84cm）、

刃の長さは二尺四寸（76.8cm）、柄は二尺二寸

（70.4cm）、刀身の前部と後部で幅が違い、刀身

の中心部から切っ先までの刀身の幅は約二寸四

分（7.68cm）、後部の幅はやや細くなって一寸四

分（4.48cm）、末端には鉄鐏が取りつけられていた。

この寛刃扁刀は刃と柄の長さがほぼ同じでバラン

スが良く、両手で力いっぱい振り回すことができ

たため、接近戦に使用された武器であったと思わ

満蒙八旗兵は当時すでに大刀すなわち「長柄刀」

を用いなくなっていたが、漢軍の緑営と藤牌営で

は依然として挑刀・偃月刀・寛刃大刀・寛刃扁刀・

片刀・虎牙刀・船尾刀・割刀・繚風刀などの大刀

が用いられていた（図７）。それらの形状は偃月

刀が宋・明代のものと同じであった以外、すべて

簡略化されていたと言うことができる。

挑刀は藤牌営（雍正２年、1724年、漢軍八旗

に設置され、また各省緑営に「藤牌兵」が編成さ

れた）及び各直省緑営用の武器の一つである。そ

の全長は七尺六寸二分（243.84cm）、刃の長さは

二尺二寸（70.4cm）、幅は一寸五分（4.8cm）、刀

身の先がやや反り身になっており、刃と柄の間に

は持ち手を保護するために「 」と呼ばれる厚さ

二分（0.64cm、 の規格は共通のため以下略す）

の鉄盤（日本の「鍔」にあたる）が装着されてい

た。柄の長さは五尺（160cm）、太さ（棒の周囲

の長さ）は四寸六分（14.72cm）、末端の鉄鐏は

四寸（12.8cm、鉄鐏の規格は共通のため以下略す）

であった。

緑営で用いられた偃月刀は全長が七尺（224�

cm）、刃の長さが二尺四寸五分（78.4cm）、その

刀身は切っ先から大きな波形が鎬の中央部にかけ

て立ち上がり、鎬の中央部では龍が口を開いたよ

うな形に突き出していた。刀身と柄の間には が

装着され、柄の長さは四尺二寸八分（136.96cm）

図７．清代の長柄刀　『皇朝礼器図式』より
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刀の影響を受けていたが、清代の刀はこれらと異

なり、刀身が直線的で切っ先のみやや湾曲してい

るのが特徴であった。

まずは佩刀型の刀について解説する。清代の

佩刀には王公の佩刀、護衛用の佩刀、官兵の佩

刀などの種類があった。その中で最も長いもの

は皇帝護衛用の佩刀であり、その全長は三尺

（96cm）であった。また、貝勒（皇族）・入八分

公（清宗室貴族）・親王郡王の佩刀は全長が二尺

七寸（86.4cm）であった。軍隊においては八旗

健鋭営が特に「雲梯刀」を装備し、その刃の長さ

は二尺三寸（73.6cm）、柄の部分の長さは三寸二

分（10.24cm）であった。清軍官兵の一般的な佩

刀は全長が二尺六寸四分（84.48cm）、刃の長さ

は二尺二寸（70.4cm）、幅が一寸三分（4.16cm）、

鍔の厚みが二分（0.64cm）、柄の部分は長さ四寸

二分（13.44cm）であり、形状的には明軍の長刀

に似ていたが、それより若干短かった。

二種類目の剣体型とは八旗前鋒営が特に装備

していた「順刀」と呼ばれる武器であり、その

形状は短剣に似ていた。前鋒左翼順刀は全長一

尺二寸（38.4cm）、剣の鎬のように刀身の中央を

貫いて走る稜があり、刃の長さは八寸（25.6cm）、

幅が一寸（3.2cm）、柄の部分の長さは四寸

（12.8cm）であった。前鋒右翼順刀は全長一尺一

寸（35.2cm）、刀身には鎬がなく、刃の長さと幅

は前鋒左翼順刀と同じであるが、柄の部分の長さ

は三寸（9.6cm）であった（図９）。短剣のよう

な刀は清以前にはあまり見られない。斬るよりも

むしろ刺すために用いられた接近戦や護身用の武

れる。

これらの船尾刀・虎牙刀・寛刃扁刀（図８）は、

清代における大刀すなわち「長柄刀」に含まれ、

形状も他の大刀に類似するところがあるものの、

近代における定義では後述する「大刀」により近

く、いわば「長柄刀」と「大刀」の中間的な武器

であると言うことができる。

ところで、周緯の『中国兵器史稿』（1957年刊行）

によれば、上述の大刀とは別に刃部が木の葉のよ

うな形状をした「長柄刀」が二種類存在していた。

一つはその鎬から突出した三箇所が波のような形

状を持ったもので、その刃部は非常に重く、三十

斤から四十斤（約17.7〜23.6kg）を超えるものも

あった。これは大力の将軍や兵士に用いられただ

けではなく、各地において武科挙に応じる武生の

練習用の武器としても使用されていた。もう一つ

は刃部が切っ先から立ち上がる四つの小さい波形

と鎬の中央部にある大きな鈎形から形成されたも

ので、この長柄刀は各地の民団及び武生により広

く使用されていた７。

一方、上述してきた長い柄を両手で扱う大刀に

対して、柄の短い刀にもまた様々な種類が存在し

た。これらの刀はその形状により佩刀型・剣体

型・大刀型の三種類にさらに細分することができ

た。ちなみに、明代の刀である腰刀や短刀は日本

図８．緑營船尾刀等　『皇朝礼器図式』より

図９．清代の佩刀と順刀　『皇朝礼器図式』より
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馬刀や長刃大刀はその類である。

斬馬刀も形状は佩刀に似るが切っ先がやや湾曲

していた。その全長は四尺八寸（153.6cm）、刃

の長さが三尺四寸（108.8cm）、刃の幅は一寸五

分（4.8cm）、鍔の厚みが二分（0.64cm）、柄の部

分の長さは一尺三寸八分（44.16cm）であった。『皇

朝礼器図式』には「斬馬刀」について次のように

ある。「王應麟の『玉海』に『熙寧五年（1072）、

作坊（兵器工場）は斬馬刀を作った。その長さは

三尺余で柄頭に大環がつけられていた。神宗が（涇

原路の将軍）蔡挺にそれを見せ（斬馬刀の性能に

ついて下問した）ところ、蔡挺は「この武器は精

巧に作られさえすれば格闘戦に便し、戦争の利器

となることは間違いありません」と奏上した』と

ある。本朝の定めでは緑営用の斬馬刀は鉄製で、

その形状は佩刀と同じである。」こうした記述に

よれば、清代の斬馬刀は宋の斬馬刀の名を借りて

製造されたものであることがわかる。

長刃大刀は斬馬刀よりさらに長く、その切っ

先は斬馬刀と同様にやや湾曲していた。『皇朝礼

器図式』には「長刃大刀」について次のように

記されている。「茅元儀の『武備志』に『長刀は

倭奴によって作られた兵器である。甚だ鋭利に

して徒歩戦で用いるに有利であり、その刃の長

さは五尺（159cm）である』とある。本朝の定め

では緑営用の長刀は鉄製で、その全長は五尺一

器であったと考えられる。

三種類目の大刀型は清代には長刀と呼ばれてい

たものであり、近代の定義では「大刀」に分類さ

れる柄よりも刃部の方が長い比較的大型の刀のこ

とである。この大刀型には窩刀・斬馬刀・長刃大

刀・双手帯刀・背刀・藤牌営の扁刀など多くの種

類があった（図10）。これらの長刀すなわち「大刀」

の全長は短いものが60cm強、長いものは160cm

以上とかなりの開きがあったが、片手でも両手で

も扱うことができるようになっていた点が共通し

ていた。

窩刀は前述の佩刀に似た形状をしていたが、そ

の刀身はわずかに湾曲していた。全長が三尺四寸

二分（109.44cm）、刃の長さは二尺六寸（83.2cm）、

刃の幅が一寸（3.2cm）、鍔の厚みは二分（0.64cm）、

柄の部分の長さは八寸（25.6cm）であった。『皇

朝礼器図式』（1759年成立）には「窩刀」につい

て次のような記述がある。「緑営用の窩刀は茅元

儀の『武備志』に記されている倭刀の形と大体同

じであるが、倭刀より短くかつ重かった。また、

程宗猷は『少林棍法闡宗』で『倭刀と竹節鞭は同

類の兵器である』と述べている。」８また、中国語

において「窩」と「倭」の発音は同じであること

から、窩刀はおそらく明代の倭刀の形状を真似て

作られたものであったろうと考えられる。

大刀型の中には刃部が非常に長い刀があり、斬

図10． 清代の大型刀　『皇朝礼器図式』より
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鍔の厚みは二分（0.64cm）、柄の部分の長さは四

寸九分（15.68cm）であった。

また、藤牌営には藤牌と合わせて使用する武

器である扁刀があった。形状は佩刀に似てお

り、全長が二尺八寸（89.6cm）、刃の長さは二尺

二寸（70.4cm）、刃の幅が一寸（3.2cm）、鍔の厚

みが二分（0.64cm）、柄の部分の長さは五寸八分

（18.56cm）であった。『皇朝礼器図式』には「扁刀」

について次のように述べられている。「茅元儀の

『武備志』に『近世の南兵は皆圓牌（藤牌）を持ち、

合わせて腰刀を用いた』とある。」こうした記述

によれば、清代の藤牌営で使われた扁刀は明代の

腰刀を真似て製造されたものであると考えられる。

大刀型の刀は片手でも両手でも使用することが

できたが、中には主に片手で使用するごく短い大

刀も存在していた。大刀型の中で最も短いものが

撲刀である。柄が短く、片手で用いる接戦用の武

器であり、その全長は一尺九寸二分（61.44cm）、

刃の長さは一尺四寸（44.8cm）、刃の幅は先端か

ら前部までが二寸四分（7.68cm）、後部の幅は前

部の半分で一寸二分（3.84cm）、鍔の厚みは二分

（0.64cm）、柄の部分の長さは五寸（16cm）であ

った。

周緯の『中国兵器史稿』によれば、清代に最も

多く使用されていた歩兵用の大刀である寛刃大刀

も主として片手で使われる短い大刀であった。寛

刃大刀は一般にその全長が72cmであり、刀身は

ほぼ真っすぐに作られ、切っ先は鋭く尖っておら

ず、やや湾曲して斜めになっていた。刃の先端の

幅が大きく、手許に向かって徐々に細くなってお

り、しかも刀身が厚くて相当の重量があった。こ

のような大刀は突き刺すこともできたが、主とし

て叩き切るために用いられた。寛刃大刀も大きな

力が必要な場合には両手で使用できるようになっ

ていたが、片手で用いられるのが一般的であった。

鞘が使われることはほとんどなかった。その形状

寸（163.2cm）、刃の長さは三尺三寸（105.6cm）、

刃の幅が一寸五分（4.8cm）、柄の部分の長さは

一尺八寸（57.6cm）である。」９この記述によると、

長刃大刀の刃の長さは明代の腰刀とほとんど変わ

らないが、その全長は明代の長刀（206.7cm）と

比べてかなり短かったことがわかる。

斬馬刀よりやや短い大刀は「双手帯刀」と

呼ばれた。双手帯刀の全長は四尺二寸二分

（135.04cm）、刃の長さは二尺七寸（86.4cm）、

刃の幅が一寸五分（4.8cm）、鍔の厚みは二分

（0.64cm）、柄の部分の長さは一尺五寸（48cm）

であった。

以上のような清代の長刀すなわち「大刀」は明

代の長刀や腰刀と形状的によく似ているが、明代

の刀は刀身の反りが高く刃元で強く張って鋩が小

さく鋭かった反面、清代の刀は刃部がほぼ真っす

ぐに作られ、切っ先のみがやや湾曲していた点が

異なっている。このことは清代の窩刀・長刃大刀

などが明代以来の倭刀の影響からすでに脱してい

たことを示している。すなわち、明代の長刀や腰

刀があくまで日本刀の複製であって日本刀法を基

礎とした倭刀術で扱われたのに対し、これら清代

の長刀は明代に受容された日本刀が時代を経て変

容・発展することによって生まれた新たな武器で

あり、その使い方もすでに中国流の刀術になって

いたと考えることができるのである。

また、大刀型の中には緑営で用いられたもの

として背刀があり、その形状は斬馬刀に似てい

た。背刀の全長は三尺二寸二分（103.04cm）、刃

の長さは二尺三寸（73.6cm）、刃の幅が一寸三分

（4.16cm）、柄の部分の長さは八寸（25.6cm）で

あった。

同じく緑営で使われた滾背双刀は、左右の手に

一振りずつ同じ長さの刀を持って戦う武器であっ

た。その全長は二尺一寸一分（67.57cm）、刃の

長さは一尺六寸（51.2cm）、刃の幅が一寸（3.2cm）、
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製造を開始された武器で、節の多い竹のような形

状をしており、全長は二尺三寸五分（75.2cm）、

柄の長さは六寸（19.2cm）、片手で用い、叩きつ

ける武器であった。

八旗前鋒営の使用した斧には刃が曲線的なもの

と直線的なものの二種類があった。同じく八旗前

鋒営が使用した鎌の形状は農具の鎌とほぼ同じで

あった。これらの斧・鎌の柄の長さは一尺二寸

から一尺三寸（38.4〜41.6cm）であった。緑営の

装備していた斧には長柄斧及び双斧・双鉞があっ

た。長柄斧の柄の長さは四尺（128cm）であった。

双斧・双鉞は共に左右の手にそれぞれ一挺ずつ持

って使用する武器で、一挺の重さは一斤（590g）

余り、柄の長さは一尺六寸（51.2cm）であった。

これも緑営で使用された双鉞は左右の手に一本ず

つ持って戦う双武器の中では比較的長い打撃用の

武器であり、全長は二尺七寸一分五釐（86.88cm）、

柄の長さは六寸（19.2cm）、片方の重さが約一斤

六両（944g）であった。双椎は柄の先端にやや縦

長の球形をした錘のついた武器であり、一本の重

さは一斤三両（767g）余り、柄の長さは一尺三

寸（41.6cm）であった。犁頭鏢と鉄頭鏢はどち

らも敵に投擲する武器であり、刃部が短く柄が長

かった。犁頭鏢の刃部はその長さが五寸（16cm）、

農具の犁のような三稜形で刃先は鋭く尖り、そこ

は上述の撲刀に似ており、この種の大刀は清朝末

期及び民国初期の軍隊においても多用された（図

11）10。

　１．４　清代の雑式兵器

清代には雑式兵器と呼ばれる雑多な武器の種類

も多く、八旗健鋭営の鞭、八旗前鋒営の斧・鎌、

緑営の長柄斧・双斧・双鉞・双 ・双椎・犁頭鏢・

鉄斗鏢・棒・虎頭棒・連枷棒・鈎など（図12）が

あった。これらの雑多な武器には宋の時代から受

け継がれたものもあれば、満洲や蒙古民族が新た

に創製したものもあった。鞭・斧・鎌などの兵器

は特に満洲人が好んで用いた武器であり、例えば

八旗健鋭営の使用した鞭は乾隆14年（1749）に

図
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図12．清代の雑多な武器　『皇朝礼器図式』より



49

武道・スポーツ科学研究所年報・第18号・平成24年度

内容として縮小されてしまった。これら接近戦用

の武器を訓練し、その技術を習得する本来の目的

は白兵戦で身を守り敵を倒すためであったが、実

際の訓練においては火器の台頭とは別に深刻な問

題が存在していた。すなわち、明朝中期以降、民

間武術の内容が軍隊内に浸透しつつあり、陣形を

用いた訓練は形式だけの見せかけで、実戦からは

遠く離れて、その実用性が極端に低下していたか

らである。特に各地の緑営は大刀・長槍・ ・

藤牌・偏刀・短刀等、その地方の文化・風土に合

致したものを選んで士卒に教えていたが、これら

の武器を扱う技術の教授法はほとんどが明朝以来

の非実戦的な訓練法だったのである。

清の康煕帝（1661‐1722）の時代以降、清朝

の勢力が拡大して平和が続いていたため、軍隊

の訓練も次第に廃れてしまい、乾隆帝（1735‐

1796）の中後期になると、その腐敗は一層明ら

かになった。嘉慶帝は即位前に乾隆帝に従って南

巡した際、清軍の主力である満洲八旗の疲弊を目

の当たりにして次のように語っている。「軍隊の

騎射すべてを見たところ、矢は的に命中せず、騎

兵は馬から転落する有様であった。」11かつての

猛々しく戦に長けた満洲八旗の伝統はすでに過去

のものとなっていたのである。

さらに、清軍の緑営兵はほとんどが民間から募

集された者たちで、明朝から引き継がれた旧式の

訓練法及び民間の套子（形の稽古）を採用してお

り、軍隊の訓練では陣形を組むにも形の訓練を行

うにも実戦には何の役にも立たない花法ばかりが

多く現れていた。これは次の史料にも見ることが

できる。

乾隆50年（1785）、陝甘総督（陜西・甘粛の軍

隊を統率した長官）であった福康安が上奏して緑

営の訓練状況に関して次のように述べている。「緑

営の訓練法はすべて前朝（明朝）から伝わってい

るもので、平時に訓練する際には見応えがあると

から両側に広い刃が伸びていて、容易に敵に致命

傷を与えられるよう作られていた。鉄斗鏢は刃部

の長さが四寸（12.8cm）、鏃のような形で、投擲

した時の空気抵抗を減らすために先端を鋭利にし、

さらに両側の刃を内側にやや湾曲させてあった。

二つの鏢の柄の長さは共に三尺（96cm）であった。

各地の緑営で使用された棒には一般的な棒と虎頭

棒と呼ばれた棒の二種類があった。虎頭棒はその

長さが五尺四寸（172.8cm）、太さ（棒の周囲の長�

さ）が四寸六分（14.72cm）であり、棒の両端に

は鉄製の金具が先端を包むように嵌められていた。

また、漢軍八旗に装備されていた双武器として連

枷棒があり、これも左右の手にそれぞれ一本ず

つ持って使用する武器であった。連枷棒は長短の

二節の棒を鉄の鎖で連結したもので、長い方を棒、

短い方を枷と呼び、片手で長い棒を握り、短い棒

を振り回して攻防するのが一般的であった。

　１．５　清軍の凋落

清軍の訓練は主として陣形によって行われてい

た。崇徳８年（1643）、清軍は東北の瀋陽の北郊

外で大閲兵を行った。当時、前列は漢軍の砲兵、

次が満洲の歩兵と蒙古歩兵、その次に騎兵、城守

の応援兵、城守の砲兵の陣といった順序で延々二

十里も軍列が続いた。各陣は空砲の砲声によって

合戦を行った。当時の戦術としては互いに接近す

る前に砲隊によって遠方から砲撃したり弓矢を用

いて射かけたりすることで有効に敵を殺傷してか

ら、騎兵や歩兵が密集隊形を組んで前進し、敵の

本隊を突き崩すのが一般的であった。大刀・長槍・

などは接近戦で使われる武器であった。

雍正帝（1722‐1735）の頃になると、清の軍

隊で使用される武器の60％程度を火器（火砲、鳥

槍等）が占めるに至り、専ら大砲・烏槍・弓矢が

訓練され、大刀・長槍・ 等の訓練は二次的な
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対象とした試験のことではない。武童試は三年

に一度開催され、まず県試と府試を経てから学

政（清代に省の学務・教育を監督した官吏）主催

による院試と続いた。武童試は内外三場に分けて

行われたが、郷試や会試と比較して内容が簡略化

されていた。最初の試験（首場という）は馬箭で

あり、馬を走らせて三矢を放ち、命中しなかった

者は次の試験に進むことができなかった。次いで

二場で歩射と技勇を試験した。この二つを外場と

言った。歩射では五矢を連発し、一矢しか命中し

なかった者は次の試験を受けることができなかっ

た。技勇の試験は清代から初めて実施された科目

であり、まず弓の試験、次は刀と石の試験であっ

た（後に詳述する）。三場では策二篇、論一篇の

試験が行われ、これは内場（筆記試験）と呼ばれ

たが、後に『武経七書』を暗記して記述するだけ

の試験に改められた。順治２年（1645）、京衛（北

京）の試験は兵部によって春と秋に行われ、年ご

との合格者は100名が定員とされた。一方、各省

では合格者数に定員がなかった。ところが、康煕

３年（1664）、順天府（北京を含む）の学政によ

って試験が実施された際、年ごとの合格者は100

名が定員とされ、地方でも府は20名、大きな州と

県は15名、小さい州と県は７、８名と定められた。

郷試、会試もまた三年に一度開催され、子・午・

卯・酉の年に「郷試」が、辰・戊・丑・未の年に「会試」

がそれぞれ行われた。以上の点は文科とまったく

同様である。郷試は毎年十月、直隷（河北省の旧称）

と奉天（遼寧省の旧称）地域は順天府（北京地域

の旧称）において、各省では布政司（清代に各省

の財政と人事を管理した官庁）にてそれぞれ実施

された。郷試に合格した者は「武挙人」と呼ばれた。

また、会試は京師（北京）で行われ、その合格者

は「武進士」と呼ばれた。郷試、会試の内容はほ

ぼ同じであった。最初の試験（首場という）は馬

箭（騎射）であり、その的は氈毬と呼ばれ、樹を

はいえ、敵とぶつかって戦う時にはまったく役に

立ちません。」12

また、嘉慶９年（1804）７月、嘉慶帝は詔を

出し、軍隊訓練における弊害を次のように述べて

いる。「今、緑営は訓練を積んでいるものの、あ

らゆる技芸は身のこなしや架式（套子及び見せか

けだけのポーズ）を重視しており、（中略）すな

わち陣式雑技であって、見た目にはきらびやかで

あっても実戦という点では何の効果もない。」13

以上の例はいずれも当時の軍隊の訓練に装飾が

多く、実戦から離れており、訓練内容が見せかけ

だけの「花法」になっていたことを指摘したもの

である。これは明以来急激に増えてきた民間の「套

子武芸」が軍隊の訓練に大きな影響を与えたこと

が反映されている。

上述してきた大刀・長槍・ といった諸武器

はもともと戦場において火器に次ぐ作用を果たす

にすぎない二次的な存在であった上、その訓練方

法が明代の非実戦的な手法をそのまま受け継いで

いたことも災いして実際の戦場に応用できなくな

っていたのである。これまで述べてきたような軍

隊における武器装備の雑然とした無秩序ぶりと実

際の戦闘に無益な花法の充満は、当時、民間武術

がより一層軍隊に浸透したことによって軍隊本来

の頗る素朴で実用的な訓練を変容させていったこ

とを示しているのである。

　２．武科挙の変化

清朝における官吏登用制度である文科と武科

（武科挙）は世祖（順治）初年に時を同じくして

設けられた。武科は文科と同様に「童試」「郷試」

「会試」と「殿試」の四つの試験に分けられ、合

格者には武生、武挙人、武進士等の称号が与えら

れた。

武童試とはすなわち初試の意味であり、児童を
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騎射と歩射の試験に合格した者は続いて弓・刀・

石の順で技勇の試験を受験した（図13）。弓・刀・

石はその重量によって三号・二号・頭号に分か

れており、すなわち弓の三号は八力（約47.2kg）、

二号は十力（59kg）、頭号は十二力（70.8kg）、刀

の三号は八十斤（47.2kg）、二号は百斤（59kg）、

頭号は百二十斤（70.8kg）、石の三号は二百斤

（118kg）、二号は二百五十斤（147.5kg）、頭号は

三百斤（177kg）であった。それぞれ、弓を引き

切ること、刀を胸の高さで前後に自在に振り回せ

ること、石を地上から一尺（膝の高さまで）持ち

上げられることが合格の基準とされた。順治17

年（1660）には技勇の試験が一時停止されたが、

康煕13年（1674）から再び実施されるようにな

り、また、他人の名を騙って替え玉を受験させる

ことを防ぐために、当初は合格者の頬に烙印が押

されていたが、以降は上腕部への烙印に改められ

た。乾隆年間、三項目のすべてで三号しかできな

かった者は不合格とされ、また弓・刀の二つの試

験で二号あるいは頭号ができなかった者は第三場

の石の試験に進むことができなかった。この点は

武科挙が続く限り変わることはなかった15。

内場では当初、策二篇、論一篇（策、論はいず

蘆で包んでから蓆を巻き、さらに赤い布で覆った

円筒状のもので、その高さは五尺（160cm）、大

人一人が両手で抱えるほどの大きさであった。こ

のような標的が馬道（受験者が馬を走らせる道）

の脇に三十五歩（56m）の間隔を置いて三本設置

された。受験者は馬を三回走らせて九本の矢を的

に放った。初期は二本以上命中させたら合格とさ

れ、その後、四本あるいは三本以上が合格の基準

とされた時期もあった。次いで二場での歩箭（歩

射）試験が行われた。その的は高さ七尺（2.24m）、

幅が五尺（1.6m）の「布侯」と呼ばれるもので、

初期には標的からの距離を八十歩（128m）とし、

九本の矢を放って三本以上命中させた者を合格と

すると定められたが、康煕32年（1693）、射程が

八十歩では遠すぎて射を得意とする者でも命中さ

せることができなかったことから五十歩（80m）

に変更され、また九本の矢を放って二本以上命中

させた者を合格とするように改定された14。

乾隆25年（1760）、馬箭と歩箭の試験において

放つ矢の数が九本から六本に減らされた。また、

歩射における標的までの距離が三十歩（48m）に

変更され、高さ五尺（160cm）、幅が二尺五寸（80cm）

の標的に六本中二本以上が命中すれば合格とされ

た。また、騎射においては地上の球を射る試験が

付け加えられた。球は斗の様な形をしており、そ

の直径はおよそ二尺（64cm）、皮または氈で作ら

れていた。球は馬道の脇に土を盛って作られた高

さ一尺（32cm）、広さ三尺（96cm）余りの台座

の上に置かれ、矢が当たって台座から落ちた場合

にのみ命中と判定された。仮に矢が当たっても球

が台座から落ちなかった場合は命中と認められな

かった。球を射る矢の矢尻は木製で楕円形をして

いた。当時、騎射は三力（17.7kg）、歩射は五力

（29.5kg）の弓が標準とされ、それより力の弱い

弓を用いても合格とは見なされなかったが、逆に

標準よりも力の強い弓の使用は自由であった。

図13． 武科挙の弓・刀・石　『皇朝礼器図式』より
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にも10名ずつ計20名が増員され、両地の定員は

各50名となった19。その後も時代によって多少の

増減があった。

郷試に合格した武挙人は翌年京師にて会試に参

加し、これに合格すると武進士と呼ばれた。会試

における合格者数は順治から康煕の初年までは定

まらず、200名の時期もあれば、100名あるいは

150名の時期もあった。康煕18年（1679）に初め

て定員100名と定められたが、その後に変更も見

られた。武科挙の会試で不合格となった者は試験

の成績によって兵部が三等に分け、一等及び二等

は営千総、三等は衛千総に任官された。また、各

地の軍職に携わることを希望した者は兵部から各

省の標協営に派遣されて勤務できることになって

いた。

順治２年（1645）、会試の後、十ヵ月以内に殿

試を行うこと、その日時は兵部が定めること、殿

試の成績は一、二、三甲の三等に分けられること、

一甲三名を「武進士及第」、二甲若干名を「武進

士出身」、三甲若干名を「同武進士出身」とそれ

ぞれ呼ぶことが定められた。一甲の上位三名の首

席は武状元、次席は武榜眼、三席は武探花と呼ば

れ、武進士は成績に応じて武官として登録任用さ

れることなどが定められた。

清代、武科挙の合格者が任官される官職はその

時期によって異なっていたことが史料から見て

取れる。順治３年（1646）、一甲第一位には参将、

第二位には游撃、第三位には都司、二甲には守備、

三甲には署守備の官職が与えられることが定めら

れた20。順治12年（1655）には初の殿試が実施さ

れ、于国柱等二十三名の武芸に優れた者を皇帝が

自ら合格と認定した。雍正元年（1723）、一甲第

一位の武状元には一等侍衛、一甲第二位の武榜眼

と第三位の武探花には二等侍衛の官職が与えられ

た。二甲の十三名には三等侍衛が授与されると共

に下賜された冠に孔雀翎（クジャクの羽）が飾ら

れも文体の名）が試験されていた。順天府で開催

された武郷試及び武会試の試験問題は内場の試験

監督によって、各省の武郷試の試験問題は各省の

巡撫によって出題された。康煕帝の時、筆記試験

に『武経七書』の『孫子』『呉子』『司馬法』のみ

が出題されたことが不適切とされた。このため、

康煕49年（1710）の武童試では論二篇の試験に

変更され、第一問目は『論語』『孟子』から、第

二問目は『孫子』『呉子』『司馬法』から出題された。

また、武郷試と武会試は策一篇、論二篇と定めら

れた16。また、乾隆24年（1759）、御史であった

戈涛の「内場は武経を重んじなければならず、試

験の内容から四書を除いていただきたい」という

奏請により、試験内容が『武経論』一篇、策一篇

に改められた17。これ以降の筆記試験では論述す

る能力があまりない者も合格させるようになった

ため、学問は次第に軽視されるようになった。嘉

慶12年（1807）、応募者の大半に学問がないこと

から策と論の試験を完全に省略し、『武経』を暗

記して記述するだけの試験に変更された。一段落

の百文字あまりの文章を筆記させる試験が課され、

書けない者、でたらめな者は不合格とされた18。 

この時から内場は完全に形骸化して騎射と技勇の

みが重視されるようになり、こうした傾向は以降

基本的に変化することがなかった。

郷試における合格者数は康煕26年（1687）に

定められた。基本的に文科挙の半分ほどであ

り、その定員は順天で108名（そのうち漢人40名）、

奉天と錦州ではそれぞれ３名、江南62名、江西

57名、福建と浙江で各54名、湖広50名、河南47名、

山東46名、広東43名、四川と雲南は各42名、山

西40名、広西30名、陝西・甘粛・貴州は各20名

であった。康煕49年（1710）に陝西・甘粛がそ

れぞれ10名増員されたが、同地には壮健な人材

が多く、かつ弓馬にも優れていたことから、さら

に雍正４年（1726）と乾隆元年（1736）の各年
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政府による弾圧によって民間宗教及び結社組織は

分散して地下活動を行うようになり、各地の教祖

や結社首領が秘密裏に分派を組織しては独自に力

を蓄えたため、白蓮教や天地会などは多くの支派

が林立して様々な名称の会派が生まれた。例えば、

聞香教・大乗教・龍華教・混元教・無極教・無為

教・先天教・収元教・八卦教・天理教・清水教・

園教・三陽教・善友会などはすべて白蓮教から分

派したもので24、小刀会・合義会・龍華会・三点会・

三合会・洪蓮会・紅銭会・双刀会・仁義会・保家

会などは天地会から分かれ出たものであった25。

これら数多くの民間宗教と秘密結社はほぼ例外

なく武術と密接な結び付きがあった。武術の修練

と宗教結社及び農民一揆とは明代以前から関連が

あったのであるが、清代に入るとこの種の結び

付きはより普遍的かつ強固なものとなっていった。

こうして清代における民間の武術活動は空前の活

況を呈し、明代とは異なる独特な様相が現出した

のである。

順治２年（1645）、清の建国当初、山西省朔県

一帯で張四を首領とした善友会と称する宗教的秘

密結社が一揆を起こしたが、善友会は同時に武藝

を修練する組織でもあり、会衆の多くが槍・刀・

弓矢に精通した農民たちであった26。康煕年間以

降、このように武術の修練と結社の結び付く例は

さらに多くなっていった。山東や河南などを中心

に白蓮教、天門教、神拳会といった組織が夜半に

集っては夜明けと共に解散する活動を行った。会

員たちは武器だけでなく、拳法をも身につけてい

た27。雍正５年（1727）、山西で一揆を起こした

翟斌如、焦明山等は白蓮教の首領であり、同時に

拳棒（武術の意味）の師範であった28。

雍正６年（1728）の一通の詔書では以下のよ

うに述べられている。「卦子匪（八卦教徒）の類

は江南の廬・鳳及び河南・山東・直隷の山岳地帯

に籍を置き、男女を問わず皆、拳法、棒術などの

れた。また、三甲の三十六名には藍翎侍衛の官職

が与えられた。雍正５年（1727）、新たに武科挙

の任官例が定められ、一甲には侍衛、二甲のうち

十名に三等侍衛、三甲のうち十名に藍翎侍衛の官

職が与えられることとされた。また、武官の職に

欠員がある場合、上述の侍衛等級及びその銜（俸禄）

に準じた待遇で補充された。三甲の武進士は兵

部に登録され、武職に欠員がある場合、一等と二

等は営守備、三等は衛守備の官職に任官された21。�

乾隆元年（1736）、兵部に登録された武進士に再

試験を課して選抜することが定められた。その成

績によって三等に分けられ、一等及び二等は営守

備、三等は衛守備の官職に任命されると共に各省

の軍隊に派遣されて試用されることが決まった。

さらに営守備として五年勤続すると守備の官職に

任命され、衛守備として三年勤続すると転勤して

営千総の官職が与えられることが定められた22。

第二節　民間武術の発展変化

　１．�民間宗教・秘密結社による武術の�
伝播と発展

満洲族が中国を支配した期間は軍事力を支柱と

した専制統治の色合いが強かった。また、清代に

は土地所有の集中化と満洲族の特権階級化が著し

くなったために民衆の不満が高まり、各地で様々

な勢力が立ち上がると同時に農民一揆が絶え間な

く起こった。とりわけ、北方の山東・河北・河南・

安徽沿いの広大な地域では白蓮教23などの教徒が

率いる蜂起が頻発し、秘密結社であった白蓮教・

天地会・大刀会・順刀会・神拳会などが相次いで

清朝の専制統治と異民族への苛酷な迫害に対して

武力反抗を試みた。清王朝はこれら民間宗教団体

と秘密結社に対して厳格な制裁措置を取り、様々

な手段を用いて弾圧を繰り返したのである。清朝
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て戦っています。農民軍が所持している武器は主

として短い柄の槍・順刀・撲刀などでした。」33

乾隆帝の頃、清代実録と上奏文の中にはすでに

義和拳の名前が多く見られる。乾隆43年（1778）

11月、山東巡撫であった国泰の上奏文では以下の

ように述べられている。「山東省冠県の楊という

者が大衆を集めて義和拳という邪教を起こし、村

人に300から500銅銭（清代に使われた貨幣）を出�

して邪拳を学ぶよう勧誘を行っております。」34

また、乾隆48年（1783）福長安は以下のよう

に上奏している。「直隷南宮県魏家荘の李存仁等

はかつて白蓮邪教徒で拳法を行っていましたが、

乾隆46年（1781）には義和拳と改称し、各人縄

鞭などを隠し持っていると言われています。（中略）

李存仁等が拳法を行っていることは徹底して追求

し、処罰しなければなりません。」35

これまでに発見された資料からも義和拳とは武

藝の修練を中心とする秘密結社と白蓮教の結合を

基に発展して成立したものであることが判ってい

る。義和拳は拳法だけでなく刀・棒・縄鞭といっ

た武器の訓練も行っていた。また、義和拳は村・

鎮・県など自然地理上の区域に分かれて広く分布

し、それぞれ異なった伝承を持って独自に活動し

ていたため、民間における拳法と武器の流派はま

すます複雑化、多様化していった。当時、同じ地

方で行われた同一の拳法においてすら、様々な形

でその練習方法に相違が生じていたのである。

乾隆51年（1786）頃、河北の元城県（現在の

河北省大名県）及び山東の単県の一帯に「八卦会」

が広まり、単県の劉洪がその教主であった。入会

した信者は皆呪文を唱えながら「拳棒」を練習し

ていた36。

嘉慶10年（1805）、左都御史であった英善の上

奏によれば、山東の 州に「虎尾教」と呼ばれる

民間宗教組織があり、その活動について次のよう

に述べられている。「張家楼で民衆を集めて宣教し、

武術を身につけている。」29

乾隆帝以来、民間宗教と結びついた武藝の修

練団体が大挙して騒乱を起こす事件が各地で頻

発した。乾隆22年（1757）５月、山東巡撫（清

代、各省の最高長官）であった鶴年がその奏上の

中で以下のように述べている。「近頃、当地（河

南・江南・山東などの地方を指す）では姦徒（民

間結社の首領）どもが大衆を集めております。順

刀（刀の一種）一柄さえあれば仲間に入ることが

でき、仲間を次々と増やしては狂暴をほしいまま

にし、脅迫などを行っております。」30この記述か

らは順刀会が刀術の鍛練を中心とした民間武術結

社であったことを窺い知ることができる。

乾隆36年（1771）、その頃、河南一帯で宗教を

唱えた首領張百録は拳棒を教え、同時に運気法の

伝授も行っていた31。乾隆39年（1774）、山東省

寿張県の王倫に率いられた清水教が臨清で一揆を

起こした。これについて山東巡撫であった楊景素

が再び奏上している。「王倫は大衆を集めて良か

らぬことを行っております。まず挙げられるのは

邪教の布教で、白蓮教・白陽教・清水教などにわ

たっております。まずは読経から始まり、それか

ら拳棒（武術の意味）の修練が行われて謀反に至

ります。」32

王倫を始めとする白蓮教の反乱は山東省の臨清

から直隷まで広がった。山東の寿張・陽穀・堂邑・

臨清などで官軍と戦ったが、わずか数日で二千人

が集まり、彼らは頗る高い戦闘力を持っていた。

この反乱については当時の楊景素の上奏文から窺

い知ることができる。「私は九月七日に軍隊を率

いて王倫の農民軍と交戦しました。我々の戦陣に

突入してきた者は両手に二振りの刀を持ち、低い

姿勢で飛び込んできて、まるで猿のように敏捷で

した。ついてきた民衆はまったく死を畏れず、銃

砲の攻撃も避けず、その中に少なくとも百人以上

の拳棒に優れた者たちがおり、彼らが先頭に立っ



55

武道・スポーツ科学研究所年報・第18号・平成24年度

されている。「河南は中牟県の劉順義は嘉慶15年

（1810）に 川県の翟和を師として拳棒を学びま

した。（中略）彼が習った拳法は『神拳』と呼ば

れます。彼は『この拳法を学べば自分の身も家族

も守ることができる』と言い、また『星（神）出

世（現世に現れる）して天上の人々がこれに呼応

し、刀槍を持って振り回すことができる』などの

語句を作って民衆に広めました。（中略）こうし

た宣伝により神拳を練習する者の数は次第に多く

なってきました。」40

上述の史料からは、当時の民間において、神霊

による加護を謳うことが武術訓練に対する民衆の

意欲を引き出すのに一定の役割を果たしていたこ

とがわかる。

清王朝の支配階級は民間宗教及び秘密結社の発

展を無視できず、清初から再三にわたって布告を

出すことで一貫して厳しく取り締まり、かつ鎮圧

にまで踏み込んでいる。例えば、雍正11年（1733）

冬11月には次のような詔書が発せられた。「各省

督撫、地方官は拳棒については厳重にこれを取り

締まり、さらに教師と自称する者、または師につ

いて学んでいるという者があれば厳しくこれを追

及するべきである。」41

乾隆年間に入ると、清朝は民間組織活動に対し

て寸毫の容赦もしない態度を明らかにした。地方

でもそれに応じて民間組織の指導者及び参加者を

厳しく処断するよう命じている。例えば、乾隆22

年（1757）、乾隆帝は河南・江南・山東の省境地

帯にまたがる順刀会に対して厳しく追及すること

を命じている42。

乾隆31年（1766）、乾隆帝は浙江省寧波府の上

奏文にあった呉卜元等が民衆を集めて神拳や刀を

練習していたという事案を書面で速やかに審理し、

死刑に処すべしという指示を与えた。まもなく呉

卜元等の死刑が執行された43。乾隆39年（1774）

には邪教を広める輩及び拳棒を学び、呪文を唱え

また槍や刀の訓練が行われ、男女を問わず皆加入

しました。」37

嘉慶13年（1808）、給事中（清代の行政を監察

する官庁であった都察院所属の官僚、監察・弾劾

を任務とする）の周廷森が匪徒を厳重に処罰する

ことを求めた上奏文の中で当時の民間宗教・結社

組織の状況について以下のように述べている。「消

息によれば、近頃、江南の穎州府・亳州府・徐州

府、河南の帰徳府、山東の曹州府・沂州府・ 州

府といった地方では無頼の輩が刀を以て大衆を集

めて順刀会を設立し、また虎尾鞭、義和拳、八卦

教などを名目として村々で横柄に振る舞い、善良

な者を圧迫しております。」38

当時、民間宗教団体や秘密結社は戦場における

加入者の士気を鼓舞するため、道教の護符・呪術・

服餌などの手段を用いて神霊から超自然的な力を

得たと唱え、さらにこうした神力によって「金甲

罩身」（神霊により作られた金の鎧で身体を被っ

て守ることができる）や「刀槍不入」（刀も槍も

身体を傷つけることができない）といった神秘的

な効能が得られるといった内容が吹聴された。

嘉慶21年（1816）、祟録の上奏の中で「金鐘罩」

について次のように述べられている。「坎卦教の

劉玉隆は符呪書を所有し、それが『金鐘罩』なる

拳棒術を学ぶために用意されたものであると言い

立てております。（中略）符には甲（よろい）を

身につけた人の形が描かれ、その中に金甲や鎧袖

といった文字が書かれていました。咒は神仙や教

祖に対して祈祷する内容で、加護や神秘的な力を

与えるよう願うものですが、その中には金甲護

頂（金の胄を頭に被る）、甲領甲袖（鎧襟や鎧袖）、

金甲罩身（金甲で身を守る）、刀剣鉄尺不能傷身

（刀・剣・鉄尺などでは傷つけることができない）

などの語句がありました。」39

また、道光元年（1821）、河南巡撫であった姚

祖同の上奏文には「神拳」について次のように記
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首領として八卦の全教徒を統率していた。その教

徒は数万人に及んだ。」47

嘉慶18年（1813）、震卦の李文成、坎卦の林清

及び離卦の馮克善は河南・直隷・山東の八卦教徒

を組織して反乱を起こし、八卦教の中に文卦（教

徒は呪文を唱え、運気を行う）と武卦（拳法と武

具の技を練習する）という二つの役割分担を作

り出した。河南省滑県の人である馮克善は武卦の

総頭目で、幼少より勇猛果敢にして腕力があった。

彼は滑県朱召村の人である唐恒楽より武藝を学

び、騎射に優れ、槍にも精通していた。嘉慶２年

（1797）、山東済寧の王祥は馮克善に拳法を教えた。

克善はその術を身につけ、素手で戦って数十人を

寄せつけなかった48。また、離卦教首で山東は城

武の人である張景文は、その父と祖父が紅拳の使

い手であり、本人もまた運気と拳棒に通じていた49。

宗教や結社の各派は互いに独立し、それぞれ独

自に拳法を伝えていたため、往々にして一つの地

域に異なる拳法を伝える幾つかの教派が並存して

いた。これについては嘉慶19年（1814）10月の

左都御史慶溥の上奏文に見ることができる。「山

東の臨清では梅花拳教・義和拳教・大紅拳教・二

狼拳教・五祖拳教などの各派がそれぞれ別の村落

に集まって武術を練習しています。梅花拳の劉四

だけでも三千余の弟子がおります。」50

こうした各派の活動は武術流派の専門化と多様

化を促進し、一部の地域が特定の流派の発祥地と

なるなど、近代武術の成立に多大な影響を与えて

いる。

また、この時期の民間宗教と秘密結社はその発

展の過程において多くの武術の達人を仲間に加え

ていった。さらに各教主同士も互いに交流し、伝

授し合うという現象があった。山東省徳州の宋躍

隆はかつて徳州の劉屯村の離卦教首郭維楨から拳

棒を学び、徳州一帯で相当の勢力を維持していた

人物であるが、『靖逆記』巻上「馮克善」には次

る者を速やかに逮捕・処刑すべしとの詔書を発し

た44。乾隆43年（1778）及び乾隆48年（1783）に

もこのような詔書が繰り返して下された。

また、嘉慶18年（1813）、離卦教首であった張

景文は山東の城武県において「紅磚会」という組

織で拳棒や運気を広める活動を行った際に逮捕さ

れ、死刑に処された45。

嘉慶20年（1815）、嘉慶帝は「山東省の 州・

沂州・曹州の三府、江蘇省の淮安・徐州・海州の

三府及び河南・安徽・湖北省において刀を用いて

練習する人々は例外なく厳重に取り調べて厳罰に

処すべし」46との命令を下した。同年９月、刀を

練習していた張自有等を捕縛して死刑に処した。

嘉慶期以後、清王朝の腐敗が一層進み、秘密宗

教と結社の活動が活発化すると共に武藝を修練す

る風潮もますます盛んになっていった。各地の教

祖は秘密裏に分派を組織し、それぞれが独自に力

を蓄えようとした。例えば、当時最も盛んに武術

の修練を行っていた八卦教は、八つの各卦に応じ

て坎・乾・坤・艮・巽・兌・離・震卦の各卦主が

おり、かつ卦主は各々が武術の達人であった。證

諦山人の『靖逆記』には八卦教について次のよう

に記されている。「斉（山東）と豫（河南）の民

衆は集まって組織を作った。すなわち虎尾鞭、義

和拳、紅磚会、瓦刀社などであり、中でも最大の

組織は八卦教であった。（中略）当時、林清は坎

卦の教首として北方に向かって宣教し、乾卦の教

首は山東定陶の人で張廷挙、坤卦の教首は山西岳

陽の人で邱玉、巽卦の教首は山東城武の人で程百

岳、艮卦の教首は河南虞城の人で郭泗湖、兌卦の

教首は山西岳陽の人で侯国龍、離卦の教首は山東

城武の人で張景文であった。これら各卦の教首は

皆震卦の教首の命令に従わなければならなかった。

なぜなら、震卦が他の七卦の首であり、帝王は震

卦から出ると見なされていたからである。教徒も

また皆震卦の首領の命令に従い、李文成が震卦の
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古代中国において「気」は人体のエネルギーと

見なされ、このエネルギーが意識に導かれて経絡

を疏通させ、内臓機能を調整したり病気を抑えた

り払ったりすることで体力の向上や健康増進に役

立つとされた。また、特定の条件下では人体の生

理機能に大きな変化を生じさせ、超常的な力を得

る可能性があるとも考えられてきた。漢方医学に

おいては鍼・灸・按摩等の治療に活用され、また

道教が不老不死の修行法に取り入れて吐納・導引・

行気・煉気・内丹・周天・断食・胎息・座禅・運

気などが「気」を練るための方法として広く行わ

れた。このような運気法と武術を併せて練習する方

法が清代に至って出現したことは単なる偶然ではな

い。その理由は以下の二点にあると考えられる。

第一の理由としては、道教の修練・方術が社会

の下層にまで浸透し、発展を始めたことが関わっ

ていると言うことができる。

道教は中国固有の宗教であり、後漢（２世紀頃）

より始まって次第に中国の一大宗教として発展し

てきた。道教は主として不老不死の達成を目的と

する宗教であったため、迷信的な色彩が濃く、護

符・斎戒・祈祷・呪術などに加えて外丹・内丹・

辟穀・存想・導引・房中・服餌などの修行法を持ち、

さらに様々な医術などがその宗教活動に取り入ら

れていた。また、道教は多神教であると同時に幾

つかの教派に分かれており、各地の自然的・社会

的環境や伝統的文化の影響を受けつつ長期にわた

って展開してきたため、民間におけるその信奉者

は他宗教と比較しても圧倒的多数を占めていた。

明代中期以降、それまで明朝の王室及び官僚の

支持者から優遇されてきた正一道52の上流社会に

おける地位が次第に凋落しつつあったのに対し、

支配階級には重視されなかった全真道53の活動が

民間において活発化してきた。清代に入ると全真

道を始めとする様々な民間宗教が著しい発展を示

したことに伴い、道教の運気法も民間に急速に広

のような記事がある。「嘉慶17年（1812）頃、馮

克善が宋躍隆と拳棒（武術の意味）の腕比べをす

るため、河南省滑県から山東省にやってきた。宋

躍隆は馮に匹敵せず、息子宋玉林を馮克善と対戦

させたが、これもまったく馮に敵わなかった。こ

のため、二人は馮克善を師として拳法の上盤（上

肢の打ち方）、中盤（胴体の動き）、下盤（下肢の

蹴り方）法について交流を行った。」51こうした交

流は地域的な垣根を取り払い、拳法や武器術の伝

播と拡散を促進したのである。

各派の組織は大衆を集めて男女を問わず槍・刀

を伝授したため、その参加者は極めて多く、大衆

的な基盤を有していた。清の時代、秘密結社と民

間宗教の道場において門弟への伝授、試合、武者

修行などを通じて伝承された拳法には大紅拳・八

卦拳・六 拳・陰陽拳・義和拳・梅花拳・神拳・

太子拳・二狼拳・金竜照拳・五祖拳など数十種類

があり、さらに刀術・棒術・剣術・槍術・縄鞭な

どの武器術もあった。これらは明朝以来発展して

きた武術をさらに複雑かつ多様な方向に発展させ

たものであり、近現代における多くの武術流派の

形成と発展に大いに寄与した源流とも言うべき流

派であった。

　２．�武術と「運気」を合わせた練習方法の
成立

明代における各派の拳法はその技術体系に偏り

があり、また実戦のみを重視していた。しかし、

清代に至って武術家は （蹴る）、打（打つ）、跌

（投げる）、拿（関節技）といった各種の技術を併

せて訓練するようになり、さらに「気」を練ると

いう「運気」（20世紀初頭から「気功」と呼ばれ

るようになった）を武術の訓練に取り入れるよう

になった。このため、清代を通じて武術と運気が

結合していくようになったのである。
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に大きな影響を与えていた。

当時の民間宗教団体は分派が林立してその修行

法も極めて複雑かつ多様ではあったものの、思想

面及び組織面ではいずれも道教に深く関わるとこ

ろがあった。道教の秘文・護符・護り札・斎戒・

祈祷・呪術及び内丹・断食・存想等の運気法、さ

らに按摩等の医療術はほとんどそのすべてが民間

秘密宗教の行儀及び修練方法として採用されたの

である。このことはまさに武術と運気法が併せて

行われるようになった契機であると言うことがで

きる。当時、民間において「内練一口気、外練筋

骨皮（体の内側においては気を練り、外側におい

ては筋肉、骨格、皮膚を練る）」55という言い回し

が流行したが、こうした俗諺がこの時代に生まれ

たのも偶然ではないと思われる。

第二の理由としては、運気法によって得られる

効果が武術訓練への導入を促進した面を挙げるこ

とができる。

運気法は体力が増したり、疾病を取り除くだけ

でなく、ある一定の条件の下において人体の生理

機能に著しい変化を生じさせ、常人を超えた力を

獲得させる可能性があると考えられている56。『清

稗類鈔・技勇類』には当時の民間武術家が修得し

た運気法の実態に関して次のような記載がある。

「乾隆年間（1735‐1796）の人、唐階元は運気（気

の力を身体の特定の部分に導き集中させること）

に熟達しており、運気を行うと、その部分が固く

桃の種子のように盛り上がり、刃物や石を以てし

てもこれを傷つけることができなかった。」57

「乾（乾隆）嘉（嘉慶）の時代に鍛治屋の卞某

なる拳術と運気法を訓練している者がいた。彼が

巨大な石碑を持ってきて、構え、運気してこれを

打つと石碑は真ん中から二つに割れてしまった。

彼に挑戦しに来た者は驚き謝って、その場から逃

げていった。」58

また、『清史稿・甘鳳池伝』には次のような記

まっていった。同時に運気法に関する理論もより

一層社会・文化の各方面に浸透していったのであ

る。

明末以前にも中国道教における修練方法として

の運気法に関しては大量の資料が残されていたが、

それぞれに精緻な定義が存在し、また修練方法に

関する語句の意味が非常に曖昧かつ晦渋難解、深

淵で奥深く、一般の人々にとっては非常に難解

なものであった。しかし、明末の陸西星（1520‐

1606）及び全真道の重要な伝承者であった伍守

陽（1565‐1644）、王常月（1522‐1680）、柳華

陽（1736‐不詳）、劉一明（1734‐1821）等の人々

がこれらの資料に詳細な注釈を施し、かつ平易な

言葉を用いて解説したことによって秘儀的な内容

が一気に通俗化、明瞭化された。このため、内丹（運

気法の一種）に関する理論は社会・文化の各方面

に広く浸透し、一般化していったのである。清初

の大思想家である王夫之（1619‐1692）は内丹

に関する造詣が深かった。その著作である『愚鼓

詞』は内丹の鍛練を通じて自らの思想や心情を記

したもので、彼の内丹に対する理解の深さを物語

っている。康熙年間の進士であった仇兆鰲（1638

‐1713）は知機子と号し、性命の学や修養の秘旨

を研究していた。彼は北宋の内丹に関する名著『悟

真篇』に注釈を施し、後世の人々の理解に大いに

貢献した。これらの人々の注釈や解説、著述によ

って運気法に関する資料はさらに通俗的で理解し

やすいものとなった。さらに口に馴染む歌訣、あ

るいは活き活きとした運気図54や描写を備えた図

譜が掲載された書物によって、運気法は当時の社

会において幅広く普及していった。さらに清代の

小説・戯曲・音楽・詩歌・鼓詞といった通俗文学

の中には、内丹を練って仙人になるといった内容

を主題とするものが多く見られ、当時においては

一般的な題材となっていたことが窺われる。こう

した傾向もまた社会における運気法の普及と発展
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内容や要点などをまとめた語句）を授けられた63。

乾隆39年（1774）、王倫という者が白蓮教の名

で蜂起した。彼は山東省の 東の諸地で拳棒を教

えつつ白蓮教で人々を勧誘し、気を練りながらそ

の効能を宣伝した。「気を練れば半月物を食べな

くても死なない。その方法は十日間食事をしない

ことを以て小功とし、八十一日間食事をしないこ

とを以て大功とする。」王倫が出かけるごとに弟

子数十人がこれに従って気を練り、これらは文弟

子と呼ばれた。一方、拳棒を学ぶ者は武弟子と呼

ばれた。その勢力は頗る盛んであり、これに従わ

ない者はいなかった64。

嘉慶18年（1813）、河北滄州の秘密宗教会派は

民衆を集めるために「功夫を得れば、頭部の骨縫

合が開き、天に上る道を得ることができる」と宣

伝して運気法を教えていた。このため、多くの農

民が入会した65。

当時、山東の布政使であった朱錫爵は直隷・山

東・河南の八卦震字教の宣教法について次のよう

載がある。

「甘鳳池は人並外れて武勇に優れていただけで

はなく、導引術にも秀でていた。同郷の譚氏の子

が発病し、医者が治療しても効果がなかった。鳳

池は静かな部屋を選んで窓も扉も閉め、夜になる

と譚氏の子と一緒に目を閉じて跌座したが、四十

九日で治癒させた。」59

このような例は少林寺において伝わる武術稽古

の中にある運気にもあった。『清稗類鈔』には次

のような記載がある。「少林（寺）の拳法には練

功術があり、気を筋肉に運行させれば脈絡が突起

し、筋は堅い索のようになり、肉は靭（しなやか

な）革のようになり、刀で撃っても負傷させるこ

とができなかった。」60

また、『鄭板橋筆記』には次のようにある。「湖

北の魏子兆は少林寺の僧に遇い、練気運神の秘訣

を授かった。魏がこれを数年間練習したところ、

全身が鉄のように堅くなった。気を運行すると、

気の至った部位は刀や斧でも傷つけることができ

なかった。」61

このように少林僧が拳法の練習と気の鍛練を併

せて行った理由は主に拳法の功力を得、また打撃

に対する抵抗力を高めるためであった。

このような運気の効果や反応の多くは今日なお

科学的に解釈することが難しいため、往々にして

神秘のベールに包まれているが、特にこの時代に

おいては伝習者が功法によって得られる効果を神

秘化して宣伝するということが一般的な現象とし

て存在していた。これについては次の史料から見

て取ることができる。

乾隆36年（1771）、河南省で宗教を提唱した首

領である張百録は拳法や棒術を教授する際に併せ

て運気法も伝授した。彼は初心者に「もし運気を行

えば、数日食事をしなくても生きていける」と言

っている62。河南省で宣教した孟二は張百録を師

とし、八卦拳を学ぶと同時に運気の口訣（運気の
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き付ける目的で、より積極的にその武術活動に運

気法を加える傾向があったのである。

離卦教首であった張景文は、その祖父や父親が

常に紅拳を稽古しており、彼自身も運気や拳棒が

得意であった67。彼は嘉慶８年（1803）から山東

の曹州府一帯において布教活動を行いながら離卦

の組織を拡大したが、この組織においては呪文を

唱え運気するだけではなく拳術や棒術も修行して

いた68。

嘉慶初年、山東冠県の任四等の人々は徳州にお

いて天理教を設立し、人々を組織して義和拳・棒

を学ばせ、併せて運気して呪文を唱えた69。

道光３年（1823）、山東省の離卦教の頭目であ

った張掄藻は拳棒術や運気法を修得しており、彼

の信奉者たちを文教と武教に分け、文教者には運

気をして呪文を唱えさせ、武教者には拳棒術を練

習させた70。

道光４年（1824）、山東省の荷沢県と直隷（今

の河北）の東明県一帯には離卦教の頭目李栄によ

って拳術と棒術が伝えられていた。当時の信徒た

ちは毎日座功運気（座って運気法の練習を行うこ

と）を義務づけられていた71。

また、注目すべきことは、当時の民間宗教団体

や秘密結社が運気法の力を宣伝に利用して農民た

ちを組織に加入させることを望んだだけでなく、

武術と運気法によってもたらされる神秘的な力に

よって支配階級を打ち倒したいと望むようになっ

ていた点である。当時、「この術を訓練すれば刀・

剣・銃弾でも傷つかない」72という言い回しが広

く民間に流行していた。信者たちは運気法を練習

すれば刀槍不入の不死身の体となり、いかなる悪

にも対抗し得ると確信させられ、実際に自信と戦

闘力を与えられたのである。これによって武術と

運気法を合わせた練習方法はさらに普及するよう

になっていった。

また、清代には民間武術家や各武術流派におい

に述べている。「この教は離卦教とほぼ同じもので、

教徒は毎日朝昼晩の三回太陽に向かって礼拝し、

両手で胸を抱え、目を閉じて跌座し、真霊等の八

字を八十一回念じつつ唱えます。この功法の名は

抱功と呼ばれており、その功が成れば災難が身に

及ぶのを免れることができると唱えています。」66

このような宣伝は運気法の力を利用して衣食の

充実を求め、疾病や生死等の問題を解決すること

を望んだ農民たちにとって非常に魅力的であった。

自ら貧窮して苦難に喘ぐ多くの農民たちの心を引

きつけ、彼らが積極的に運気に励む動機となった

のである（図14・15）。

このような側面から、運気法が武術訓練に取り

入れられるという傾向は武術家のみならず民間の

宗教団体や秘密結社にも広く見られるようになっ

た。これらの組織はより広範に多様な支持者を惹
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いる77。

清代前期の人で河南省氾水県の萇乃周（1724‐

1783）が著した『萇氏武技書』には拳理や拳法

及び諸武器の技術的な説明に加えて「行気論」「養

気論」「錬気訣」等が記されており、武術を学ぶ

に当たっては特に「神と気を合わせ、気と身を合

わせる」78ことが重要であると述べられている。

一方、腹式呼吸法を使って大きな力を出す方法

もあり、武式太極拳の重要な伝承者である李経綸

（1832‐1892）は太極拳を訓練する際に「呼吸を

滞らせず、全身の気が通るようにする。吸気を合・

蓄（深呼吸して気を腹に至らせることによって力

を蓄えること）とし、呼気を開・発（呼気を行っ

た後、自然に気が深く沈むのに合わせて力を発す

ること）と為す」79と述べている。

つまり、中国武術において「気」とは人体のエ

ネルギーあるいは腹式呼吸を利用して自分の能力

を最大限に発揮することを意味している。このた

め、「気」を練る方法は各流派の訓練において重

要な位置を占めているのである。

当時、武術と運気を兼習するに当たって主に二

種類の方法があったことが史料からわかる。一つ

は、拳法を練習する際、意識によって気を導き、

気によって体を動かし、呼吸と動作を密接に組み

合わせて行うという方法である。動作の形式から

言えば、それは今日の運気法における「動功」の

ようなものであるが、動功との根本的な違いは、

それらの動作に終始一貫して格闘としての意味が

含まれていたことである。以気催力（気を以て力

を催す）し、攻防進退を行うことによって各種の

招法（打撃法）が表現されていたのである。清代

前期に生じた太極拳、形意拳及び八卦拳はこの種

の拳法に属する。これらの「動と静を兼ねて修

練し、内側と外側を共に練る」という拳術は当時

の武術と運気法を結合させたものの典型であった。

その比類なき優れた鍛練価値は後世ますます多く

ても武術と運気を兼備した練習法が重要視される

ようになった。

例えば、『虞初支志』の「許文宗伝」には次の

ような記載がある。「許文宗は晋（山西省の略称）

の人と言う人もあるが、その出身は明らかでな

く、おそらく何者かを避けて暮らすためにその出

身地を隠したものであろう。許は各種の武術に優

れていたため、初めて寧州（江西の修水）を訪れ

た際、当地の人々は進んで彼と交誼を結んだ。（中

略）彼は常に『武術の修練は主として気を練るこ

とであり、気を練れば人並み以上の力を持つこと

ができ、力があれば精神も強くなって何者も畏れ

ず、精神力があれば武術に精通することができる』

と言っていた。」73

また、当時の少林寺に伝わる「内功図」74が現

存するが、これは気功を含めた導引養生の書であ

り（図16）、少林寺でこれらを「内功」と呼んで

いたことは、その訓練方法及び作用が武術の攻防

技術である「外功」とは異なり、かつ両者が表裏

を成すと考えられていたことを表している75。

清の乾隆年間（1736‐1796）に王宗岳が著し

た『太極拳論』においても「気沈丹田（気を臍下『丹

田』に集めること）」76が稽古に必要であると明確

に指摘されている。さらに清代に広く伝わった『六

合拳譜』の序文には「六合」のうち一つはすなわ

ち「気と力を合わせること」であると説明されて

図16． 少林寺の内功　『内功図説』より
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命力を与えた。このため、武術と運気法の兼習は、

民間の武術家によって非常に重視されると同時に

武術の発展に対して非常に重要な影響を与えたと

言うことができるのである。

　３．武術門派の多様化

明代には民間武術に様々な拳法・武器の流派が

生まれ、互いに雄を競い合いながら著しい発展を

遂げた。清代に入ると、このような展開は社会的

背景の変化に応じて拍車が掛かり、多くの武術家

が積み重ねた努力と磨き抜かれた思索によって

次々と新たな流派が生まれては次第に分派を重ね、

数多の異なる流儀が創出されるに至った。しかし、

民間武術はあくまで下層社会における文化として

展開したため、文献史料に記録された武術の流派

名、及びその具体的内容に関する記述は極めて少

ないと言わざるを得ない。

現在知られている清初以来の武術著作としては

『内家拳法』『六合拳譜』『太極拳譜』『拳経拳法備

要』『陳氏拳械譜』『萇氏武技全書』『少林衣鉢図譜』

などが存在するが、これらの作品に取り上げられ

た内家拳法・六合拳・太極拳・少林拳法・萇氏武

技の他にも実際には当時の民間武術として譚腿・

劈掛拳・翻子拳・八極拳・戳脚・燕青・太祖拳・

通臂拳・秘踪拳・功力拳・螳螂拳・洪拳・華拳・

査拳・花拳・地堂拳・三皇炮捶・南拳等があり、

中国武術における主要な流派として現在まで伝え

られている。また、故宮博物院明清 案部に所蔵

の「軍機処録副奏摺」「 批奏摺」及び野史等に

も大紅拳・八卦拳・六 拳・陰陽拳・義和拳・梅

花拳・神拳・太子拳・二狼拳・金竜照拳・五祖拳

といった当時の流派が記されているが、仮にこれ

らをすべて合わせても清代の武術流派を網羅し尽

くしたとは到底言い難い。

清末の徐珂の『清稗類鈔』には清代の民間武術

の人々から重視されるようになり、徐々に中国武

術の流派の中でも重要な位置を占めるようになっ

たのである。

もう一つの方法は、武術の訓練と気の訓練を分

けて別々に行うものである。前述の秘密宗教団体

における練習のように拳や棒を学び、同時に「坐

功運気」するといったものがこちらの類に属する。

当時の著名な武術家の多くはこの方法によって稽

古していた。

『清稗類鈔・技勇類』の記載によれば、康煕年

間の人である許子遜は武勇に秀でていただけでな

く黙座して運気することにも優れていた80。

また、『清史稿』の「江之桐傳」には次のよう

な記載がある。「乾嘉時代の武術家江之桐は武藝

を訓練していたが、それらは徒手に加えて刀・矛

などの武器術であり、すべてが実用的であった。

（中略）彼は読書しながらも武術を稽古している。

疲れた時には腕を真直ぐに挙げ、その手を左右に

開いたり閉じたりしながら気を練り、これを終え

ると黙座（座禅）して精神を集中し、昼夜を分か

たずに行っていた。」81

このように武術と運気を分けて訓練する場合に

おける「運気」では、多く「静功」（座禅・断食・

周天など）の形式が用いられた。この種の方法の

利点は大脳皮質の高度な神経中枢的機能を効果的

に調整できる点にあり、人体における興奮と抑制

を転換させる能力を高められることにあった。同

時に「運気」を専ら行うことによって、生命エネ

ルギーを体内において蓄積・運行させ、ある一定

の条件の下において常人を超えた力を発生させて、

拳法の功力（練功によって得られた力）を大きく

高めることができた。それ故、この方法も当時多

くの武術家に採用されていた。

清代における武術と運気法の兼習は武術の内容

を豊富にしただけでなく、格闘技と健康増進の両

面において武術の作用を高め、武術にさらなる生
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ることができる。以下、これらの武術がどのよう

な形で発展していったかについて詳述する。

　３．１　内家拳法

清初に内家拳法という流派が存在した。康煕８

年（1669）、黄宗羲の著した『王征南墓誌銘』に

は内家拳法について次のように記されている。

「少林（寺）は拳勇を以て天下にその名を知ら

れているが、その武術は人を搏つことを主として

おり、人はまたその隙に乗じることができる。い

わゆる内家というのは静を以て動を制すること

であり、攻撃してくる相手の手に応じてたちま

ち倒してしまう。故に少林と区別して内家とい

う。内家は宋の張三峯から起こった。張三峯は武

當（湖北省の武當山）の丹士（丹薬を作る道教の

信者）である。宋徽宗（1269‐1278）に招かれ

たが、道路が塞がれたため行くことができなかっ

た。夜、夢で玄帝（北斗七星が神格化された道教

の神）から拳法を授かり、夜明けに百余の賊を一

人で撃殺した。百年後、三峯の技は陝西に伝えら

れ、伝人の中では王宗が最も有名であった。温州

の陳州同は王宗に師事し、その教えを故郷に伝え

たので、この技は温州に伝承した。嘉靖年間（1522

‐1566）には張松溪が最も著名な伝承者となった。

松溪には三、四名の門下生があったが、四明（浙

江の寧波）の葉継美（字は近泉）が最も優れてい

たので四明にもこの拳法が流伝した。四明で近泉

の教えを得た者は、呉崑山、周雲泉、單思南、陳

貞石、孫継槎であり、皆それぞれ伝承を受け継ぐ

者がいた。崑山は李天目、徐岱岳に伝え、天目は

さらに余波仲、呉七郎、陳茂弘に伝えた。雲泉は

廬紹岐に伝えた。貞石は董扶輿、夏枝溪に伝えた。

継槎は紫玄明、姚石門、僧耳、僧尾に伝えた。そ

して、思南からこの拳法を伝授されたのが王征南

であった。」83

流派について次のような記述がある。

「宣統辛亥（1911）９月、ある人が民間拳師で

ある戴錦唐、李勤波、李如春の三人に民間で演武

される武術について尋ね、次のように記録した。

すなわち、少林拳・太祖拳・通臂拳・大紅拳・小

紅拳・二郎拳・路行拳・梅花拳・羅漢拳・地堂拳・

関西拳・万古拳・黄英手・三十看対手・打掌・譚

腿・頭進・六家勢・甘四勢・双実練・十八滾・短

打・燕青・飛架・三歩架・醉劉唐・双挿子・双戟・

三套子・大刀・単刀・少林単刀・少林双刀・春秋

刀・梅花双刀・小提刀・連環刀・連環双刀・八卦

刀・空手進刀・単刀花槍・単刀進槍・花槍大刀・

花槍（六合槍とも言う）・対槍・金槍・川少槍・

羅漢槍・刺膝槍・赤剣・虎頭剣・八卦剣・八卦七

星剣・少林棍・三節棍・棍進三節棍・空手進三節

棍・両拐進三節棍・行鈎・梅花虎頭鈎・ 鞭・峨

眉針であった。」82この三人の民間拳師が明らかに

した武術は全部で六十二を数えた。各流派の拳術

のみならず武器も挙げられており、一人稽古の名

称もあれば、対戦形式の演武の名称も含まれてい

る。

しかし、この『清稗類鈔』に記載された流派は

ただ三人の拳師から聴き取ったに過ぎず、清代の

民間武術の流派が無数に存在したことを考えれば、

これらも決して多いとは言えない。実際の武術流

派の数は清代に入ってから武術家も把握しきれな

いほどに増加しており、その流儀もまた千差万別

と言えるほどに多様化していたのである。

清代の武術諸流派は各門派の特徴がさらに明瞭

に分化して地域的特色も現われ、套路化と理論化

が進んでいた。各種拳術・武器の技術体系におい

ても整理と洗練が進み、それぞれの技術的特徴が

明確化されていった。当時の武術の発展過程に見

られる特徴は清初から各地で伝承されていた内家

拳法・太極拳・形意拳・萇氏武技・梅花拳・八卦

拳等が発展する様子を検討することにより推察す
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極拳論』の中で、以下のように述べている。

「太極は無極から生じ、あらゆる陰陽の変化の

元（母体）である。ひとたび動けば陰陽に分かれ

（様々な変化を生じ）、静止すれば陰陽が合して一

つになる。（中略）陰は陽を離れず、陽は陰を離

れず、陰陽が共に備わっていれば、それを懂勁（武

術の力をわきまえている状態）と言う。」85

すなわち、太極拳という名称は陰陽の変化を武

術的な運動の原理とし、陰陽の変化により生じる

様々な形を象徴する動作で攻防を行う拳法である

ことを表している。清末の太極拳家である李亦畬

（1832‐1892）の写本（廉譲堂本の太極拳譜）の「太

極拳釋名」には「この拳法は、一着一勢すべての

動作が太極より生ずる陰陽の変化を表わしている

ため、太極拳と名付けられた」86と記されている。

太極拳の創始者に関しては諸説あるが、主要な

ものは以下の二つである。

一つは、河南省温県陳家溝の始祖陳卜から始ま

るという説である。陳氏十六世の陳鑫の『陳氏太

極拳図説・自序』に「洪武７年（1374）、始祖（陳）

卜が耕読の余暇に陰陽開合の原理で全身を運動さ

せる方法を子孫に教え、以って消化飲食の方法と

した。その道理は太極に基づくので太極拳と名

付けた」87とあることが、陳家溝の始祖陳卜から

太極拳が始まったとする説の由来である。しかし、

この件に関連する記録が陳鑫以前の世代には見ら

れない点で疑いが残る。例えば、康煕50年（1711）

に建てられた陳卜の墓表（陳氏十世の陳庚が建て

た）には陳卜が太極拳を創始したことについて一

切言及されておらず、陳氏十六世である陳鑫の記

述はその妥当性に問題があると言わざるを得ない。

もう一つは、唐豪（1897‐1959）の考証によ

るもので、陳氏第九世陳王廷を太極拳の創始者と

する説である88。1930年代初頭、中央国術館の編

集科長であった唐豪は各派の太極拳伝承者の伝え

る拳法がいずれも河南省温県陳家溝に発するとい

この内家拳法は黄宗羲の子、黄百家が著した『内

家拳法』で紹介されている。黄百家が王征南（1617

‐1669）に師事して内家拳法を学んでいることか

ら、少なくとも清初には内家拳法が伝承されてい

たことがわかる。

また、この記載からは清初すでに人々がその技

法的な特徴から内家と外家の武術を区別していた

ことがわかる。その技法的な特徴とはすなわち、

外家が「主動出撃、先発制人（積極的に攻撃する、

先んずれば人を制す）」というものであり、これ

に対して内家は相手の動きを見て反撃する「以静

制動、後発制人（静を以て動を制する、相手の隙

に乗じて反撃し、敵を制する）」というものであ

った。いわば内家拳法は当時一つの武術技法を代

表する流派だったのである。

　３．２　太極拳

「太極拳」はもと「長拳」と言い、また「十三勢」

とも呼ばれた。「太極拳」の名は清代の武術家王

宗岳が著した『太極拳論』に由来すると言われて

いる。この「太極」という言葉は『易経』（「周易」

または単に「易」）が出典であり、『周易・繫辞上』

には「太極」について次のように記されている。

「（原文）易有太極、是生両儀、両儀生四象、四

象生八卦。（訳文）易に太極あり、これ両儀を生

ず。両儀は四象を生じ、四象は八卦を生ず。」84こ

れは「世界のあらゆる事象は太極から生じる。太

極は陰と陽の二つの力、すなわち両儀を生み、陰

と陽二つの力の相互作用の下で宇宙のすべての事

象が生起する」という意味である。この短い文章

には古代中国の宇宙観、哲学観が凝集されている。

「太極」とはすなわち、あらゆる事象とその変化

を生じさせる根源であると考えられていた。そし

て、王宗岳は拳法の様々な変化を説明するために

「太極」の名を拳法に冠したのである。彼は自著『太
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して楽しんでいたこと、それを弟子及び子孫たち

に伝授していたことを示すものである。

陳王廷が何に基づいて太極拳を編み出したのか

については唐豪の『太極拳の発展及びその源流』

で考証されている。陳王廷は『紀效新書』巻十四「拳

経捷要篇」に記されている三十二勢のうち二十九

勢を陳氏の最も古い長拳一百零八勢に取り入れて

おり、また十三勢を選んで頭套十三勢に取り入れ

ている。さらに、彼の著した「拳経総歌」と「長

拳譜」も「拳経捷要篇」の理論と拳法歌訣を下敷

きとして作成されたものであることが唐豪によっ

て明らかにされている91。

陳王廷は明末清初の諸流派が林立した時代に太

極拳を創出したが、その際に多くの套子（形）や

稽古法を編み出したと考えられ、これは『陳氏拳

械譜』（二巻）92に詳しい。『陳氏拳械譜』は清の

初期から陳氏一族に受け継がれた太極拳の形とそ

の稽古法を記録した譜である。現在発見されてい

る『陳氏拳械譜』には、両儀堂本、文修堂本、三

省堂本及び陳子明によって編集された本の四種類

があり、いずれも清から民国にかけての民間写本

である。この四種類の譜の記録が異なるところが

あるので、その内容を次のように合わせて取り上

げ、この譜から最も古い太極拳の体系を窺い知る

ことができる。

『陳氏拳械譜』の第一巻の内容は「頭套十三勢

拳歌、三套拳、四套、五套拳歌、二套砲捶十五紅

十五砲走拳、太極拳、二套錘、太極拳（前の太極

拳と比べると多少違い）、頭套錘拳架、短打、散手、

亦是短打（文修堂本）、小四套（またの名を紅拳）、

打手歌、拳勢総歌（一百單八勢とも言う）、五 手、

六 手、三十六滾跌、拳経総歌、桓侯張翼徳四槍、

拾三槍、単刀歌」となっている。第二巻は「擠手

練法、擠手成法、金剛十八拿法、単刀名称、双刀

名称と歌、双剣名称、双簡名称、四槍対扎法、八

槍名称、八槍対扎法、十三槍名称、二十四槍名称、

う事実に注目し、1930年から1931年にかけて陳

家溝の実地調査と考証を行った。彼は陳氏家譜・

族譜・墓碑及び『陳氏世伝太極拳術』といった文

献を調べ、陳王廷が後に太極拳となる拳法を創始

したという歴史を明らかにした。唐豪の説が依拠

する事実はおおよそ次の通りである。

『陳氏家譜』の12頁、陳氏九世陳王廷の傍注

には「王庭（族譜と墓碑には王廷とある）、また

の名を奏庭。明朝末期の武庠生（県武学の生員）、

清朝初期の文庠生（県儒学の生員）で、山東にあ

りて武術名手として千余人の群匪を掃蕩す。陳氏

の拳、刀、槍を創始した人也。天生の豪傑にして

戦いにおいて度々大功を立てた大刀あるを考う可

し」89とある。家譜の九代目以前には拳法に関す

る記録が存在しない一方で、陳王廷以後、拳技に

よって有名な者には傍注に「拳手」「拳師」「拳手

可師」「拳最好」などの字句が見られる。この事

実は、陳氏九世の陳王廷が太極拳を創始し、その

後、陳氏一族にそれが受け継がれたことを裏付け

ていると言えるだろう。

また、『温県志』によれば、陳王廷は崇禎14

年（1641）には温県で郷兵守備の職に就いており、

後に明朝が滅亡すると故郷に戻って隠居したとい

う。これは陳王廷がその晩年、故郷である陳家溝

で後進に武術を教えることが可能であったことを

示している。

さらに、『陳氏世伝太極拳術』には陳王廷の散

文詩が遺っており、その一首の前半には「嘆、当

年（昔）は堅を披して鋭を執り、群氛（群匪）を

掃蕩し、幾次か顛険して思賜を蒙るが、枉げて徒

然す。今に至るは、年老いて喘ぎを残し、只、黄

庭（黄庭経、道教の書）一巻を随身して伴うのみ。

悶える時来れば造拳し、忙しき時来れば田を耕し、

余閑を趁うて些か弟子・子孫を教え、龍となり虎

となる方便に任ず（下略）」90とある。これは晩年

の陳王廷が造拳すなわち拳法を編むことを娯楽と
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的・健康的価値を明らかにするものであり、その

内容は後世の太極拳の発展と伝播に大きな影響を

及ぼしている。

　３．３　八極拳

八極拳は河北省の孟村鎮を中心に発展した中国

北方で著名な拳法の一つである。八極拳の起源に

ついても太極拳と同様に様々な説があり、創始者

については明確な史料が存在せず、清朝前期に河

北省滄県孟村鎮を中心とした伝承が開始されたこ

とのみ確認できる。『滄県志』巻八『人物志』に

は次のような記載がある。

「呉鐘、北方八極門拳術の初祖。字は弘声。孟

村鎮の天方教（イスラム教）の人（中略）。八歳

の時すでに聡明で知られ、また少年にして人並み

以上の腕力があったので読書を止めて武術を学ぶ

ようになった。彼は昼夜をおかず、また寒暑を

分かたず武術に励んだ。ある夜、庭で剣術を稽

古していたところ、突然、端正で威厳ある容貌に

黄色の冠をつけた道士（道教を修めた人）が現れ

た。名を尋ねたが答えず、武術について語り合う

とこれまで聞いたこともないような話を聞かされ

た。さらに、その演武を見るにいずれもかつて見

たことがない技ばかりである。このため、ついに

師事して道士の八極の術を学んだ。十年が過ぎて

道士は呉に言った。『汝はすでに吾が術を悉く得た。

此処を去ろうと思う。』呉は道士を拝し、泣訴し

て『十年間、師に授けられたものは極めて多かっ

たのですが、ただ師のご姓名をまだ存じ上げない

ことが遺憾です』と言った。すると、道士は『お

よそ “癩” という字を知る者はみな吾が徒弟であ

る』と言って去った。その行方は杳然として知る

者はなかった。

さらに二年が過ぎ、一人の男が呉を訪れ、武術

について語ると男が癩の弟子とわかった。男もま

二十四槍歌訣、二十四槍練法、旋風棍名称、盤羅

棒訣語、盤羅棒練法、大戦朴鎌歌訣、春秋刀訣語

（偃月刀とも言う）」である93。この内容からわか

るように、陳氏一族に伝わる武術の体系には太極

拳の套子が大きな割合を占め、主たる部分を構成

していたのである。

陳家溝の村は典型的な封建的農業社会を営んで

いた。このため、村人の保守性には特別に強いも

のがあり、彼らは先祖代々伝わる太極拳法以外を

学ぼうとしなかった。『陳氏家譜』によれば、陳

王廷から五代を経て第十四世の陳長興（1771‐

1853）と陳有本の時代に至ると、極めて複雑な「一

百單八勢長拳」及び動作が大同小異な「太極拳」

の第二、三、四、五套拳法（形）を稽古する者が

少なくなり、代わりに「頭套十三勢拳」と「砲捶」

及び「双推手」（太極拳の実戦練習法）が伝承の

中心となった。近代における太極拳の分派は陳家

溝に代々伝わる「頭套十三勢拳」と「砲捶」の基

礎の上に発展したものである（図17）。

太極拳の発生と発展に伴い、拳理もまた発展し

ていった。その内容は陳王廷の「拳経総歌」、王

宗岳の「太極拳論」「太極拳釈名」「打手歌」及び「十

三勢行功歌訣」から知ることができる。これらの

著述の多くは中国古代哲学における太極・陰陽・

五行・八卦及び動静・気などの理論を基礎として

太極拳の理法と技法を詳述し、太極拳の持つ護身

図17． �陳氏太極拳　『太極拳研究』�
（周元龍製図）より
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　３．４　形意拳

形意拳は原名を六合拳と言い、明代末期から清

代にかけて誕生した武術の一大流派である。『六

合拳譜』の「序」に創始者及びその発展過程につ

いて次のような記述がある。

「拳法には各々流派があり、誰が始めたのかは

判然としない。ただ、この六合拳は山西の姫龍鳳

先生から伝えられたことがわかっている。姫龍鳳

先生は明朝末期の人で槍術に精通し、神技と言わ

れていた。先生は『乱世においては槍を執って身

を守ることができるが、治世において武器もない

時に不測の事態に見舞われたら如何に対処すべき

か？』と言って槍の技を拳法に置き換えた。武技

はどんなものでもその道理は一本で、ただその形

だけが万殊（千差万別）である。この拳法を六合

拳と名付けた理由は前後各六勢から成り立ってい

るからである。一本の道理とは何か、それは心の

霊感である。万殊とは何か、それは様々な変化で

ある。六合とは、心と意志の一致、気と力の一致、

筋と骨の一致、手と足の一致、肘と膝の一致、肩

と股関節の一致、これがすなわち六合である。ま

た、この拳法は前後各六勢と言われるが、一勢が

変化すれば十二勢となり、十二勢は一勢（根本的

な構え）に帰する。」95

姫龍鳳（1602‐1680）は山西の蒲州（現在の

永済県）の人で、名は際可と言い、龍鳳（龍峰と

も言う）は字である。『姫氏族譜』（乾隆年間の写

本）によれば、彼は姫氏の九代目であり、豊かな

家庭に生まれ、幼いから文武を学んだ。武術に優

れて勇気があり、特に槍術を得意としていた。

『六合拳譜』の内容は双手・拳経総論・解法必用・

手足妙用・錦嚢・短手・十九問答・六合十代要序（三

節、五行、四梢、身法、手法、歩法、上法、截法、

三性調養法、内勁）・総打・十二上法・虎撲鷹捉・

易筋経貫気訣等の二十二項目からなる。その「総打」

た姓名を秘し、『自分は “癖”字です』と言うのみで、

呉に『八極秘訣』一巻を贈り、また大槍（長柄槍術）

の奥義を伝授した。後に、癖は呉を誘って南遊し、

杭州のある寺へと至った。寺の住職は少林派拳術

の達人であったが、呉と試合したところ、幾度も

呉に敗れてしまった。住職は畏れ服し、呉に錦標

（勝者を表す絹の織物）を贈った。

呉は浙北の地を経て燕京（現在の北京）ヘと赴き、�

恂勤郡王の允 （康煕帝の第十一子）と試合をした。

殳（棒）の先端に粉を塗って立ち会い、王の眉に

粉をつけたが、王は少しも気がつかなかった。王

は呉が幻術を用いたと疑い、（不正ができないよう）

練り粉を殳の先に塗って再試合を行った。しかし、

またも王が気づかぬうちに眉に練り粉がつけられ

たので、王は初めて呉の優れた武術を認め、上座

を勧めて師事するようになった。当時、彼は北京

で『神槍呉鐘』の名で呼ばれた。その後、母が年

老いて病気がちになったのを機に故郷へ戻り、郷

土の人々に武術を教えるようになると、呉に教え

を受けようとする人が数百里の遠方からもやって

きた。今に至るまでにおよそ七代伝承され、その

徒弟で術を成したる者は百四十五人に及んだ。」94

この『滄県志』の記述によれば、恂勤郡王の允

と武術を競い合ったという内容から呉が清初の

人であり、すなわち八極の武術は少なくとも清の

初期にはすでに伝承していたと考えることができ

る。また、一説に、呉鐘の拳術は河南省焦作の張

岳山が伝えたものであると言う。この説は『中国

武術大辞典』456‐457頁に見ることができる。

八極拳は清朝末期までに七世にわたって伝えられ、

大成したものは百四十余人に及ぶが、その伝承は

系譜に記録されている。阿片戦争以前には八極拳

は主として河北省滄県孟村鎮を中心に流行してい

た。近代中国に至り八極拳の伝承は徐々に河北省

の滄県から東北地区、西北地区、さらに全国各地

へと拡がっていったのである。
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め尽くした。また、四川の梁道からは棍術を学ん

だ。後に洛陽の人である閻聖道の示唆を受け、大

いに益するところがあったと言う。その後も四方

を訪れては見聞を広め、ついに大成した。萇乃周

が著わした『萇氏武技書』は拳理や拳法、諸武具

について述べるに留まらず「中気論」「過気論」「行

気論」「点気論」「養気論」といった気功に関する

内容も盛り込まれている。そして、武術を学ぶ者

は必ず「形を練って外を合わせ（動作を訓練する

ことで肉体を整え）、気を練って内に実する（気

を練ることによって内臓を充実させる）」（図19）

べきであるとし、拳及び武具を学ぶに当たっては

「神と気を合わせ、気と身を合わせる」96ことが重

要であると述べている。

萇乃周は地元で直系親族を始めとして子弟を幅

広く集め、拳棒や詩文等の教授を行った。実子で

ある萇克倹、萇克俊はもちろん、彼の教えを受け

た学生である柴如桂、高六庚、李発文、姚老九、

張玉琳、王国祥等は武術家として非常に高い境地

に到達していた。中でも柴如桂、高六庚、李発文

の後には雍正11年（1733）河南府の李氏等によ

る題記（当時の習慣で記入された代々の写本所有

者の署名）がある。このことから、六合拳の理論

及び技術体系は遅くとも雍正年間（1723‐1736）

にはすでに整っていたことがわかる。六合拳は

「形意拳」「心意拳」「心意六合拳」とも呼ばれるが、

現在は「形意拳」という呼称が一般的である（図

18）。

創始者である姫龍鳳は形意拳を鄭氏に伝え、鄭

は李姓の弟子と曹継武（1662‐1722頃）に伝えた。

曹継武は山西祁県の戴龍邦（1713‐1802頃）、河

南洛陽の馬学礼（1715‐1790頃）に伝え、二人

はそれぞれの弟子に伝承した。各地の伝承者はそ

の内容を絶え間なく充実させ、変化させていった

ために、清代後期になると各々に異なる風格が醸

成され、山西派、河南派、河北派の諸派に分化し

たのである。

　３．５　萇氏武技

萇氏武技は清代の萇乃周（1728‐1783）によ

って伝えられた。萇乃周は字を洛臣または純誠と

言い、河南省汜水県（現在の河南滎陽市）萇村の

人である。清の乾隆時代に明経となり、また『周

易講義』を著した。萇氏は幼い頃から武術を嗜み、

当時、虎牢関の張八という武術家が拳・槍・剣の

諸技に優れていると知ると、直接に教えは受けな

かったが、密かにその技を探して学び、ついに究

図18． 形意拳
孫禄堂の『形意拳学』より

図19． 萇氏武技　劉義明の『萇氏武技書』より
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特に武芸に優れ、その武芸によって遠近に名を知

られていた。

高延琳は高六庚に萇氏拳法を学び、その精髄を

得ていた。また、母親を大切にし、真心を以て良

く尽くしたので、その名が世に知られた。

李根圖は小王村の住人。萇乃周について武術を

学び、その真髄を得て拳法や棒法に精通していた。

陳天巻は汜水県の庵上の人である。彼は萇氏か

ら「中気論」を学んで習得し、拳法や棒法にも優

れた。彼は息子の振萬及び孫の玉書にも萇氏拳法

を受け継がせた97。

　３．６　梅花拳、八卦拳、南拳各派など

梅花拳は清代初期から伝承されていた流派であ

る。当時、民間の組織活動を取り締まった公文書

の中には梅花拳の名が度々見られる。例えば、嘉

慶18年（1813）、直隷総督であった那彦成の上奏

文『拿獲唐胡子由』に附された『唐胡子供単』（供

述書）の中に次のような記述がある。

「唐胡子こと唐恒楽は滑県朱兆村の人、六十二

歳、薬を売って生業とし、宗教には入っていない

が、梅花拳を身につけている。同じ村の斉大壮の

徒弟であった。斉大壮は『かつて康煕年間に滑県

の人で楊丙という人物がいた。彼は武探花（武科

挙の殿試の第三位）で京営都司をしていたことが

あり、この拳法を身につけていた。自分は楊丙か

ら学んだ者である』と言っていた。斉大壮は乾隆

51年（1786）に亡くなっている。馮克善は自分（唐

胡子）の弟子であり、拳棒を心得ている。」98

この供述からは梅花拳の大まかな系譜を次のよ

うに描き出すことができる。

康煕年間の楊丙は、その身分と職務から少なく

とも梅花拳の重要な伝承者であると考えることが

できる。あるいは梅花拳の創始者（第一代目）と

考えることもできるだろう。楊丙を創始者と仮定

は特に優れており、柴如桂の拳法と高六庚の槍法

は当時「無敵」と称されていた。当時の河南省巡

撫（清の地方行政官）であった徐攀桂は自らの詩

の中で萇乃周を「万門桃李竟如神（門下生が天下

に満ち、皆の技が他の追随を許さぬほど優れてい

る）」と称賛している。萇氏の武術を身につけた

生徒たちがさらに汜水県の各自の地元で普及させ

たので、清代中期から河南省汜水県及びその周辺

地域は萇氏武技の伝播地となっていた。これにつ

いては『汜水県志』に次のような記載を見ること

ができる。

萇克倹は父の萇乃周から「中気論」（気功）を

学んで習得した。また、人並み優れた武術の腕を

持ち、弟と一緒に父に従って廣武で捻軍（北方の

農民一揆）を打ち破ったことがある。彼はまた弟

と共に萇氏武技を伝え、その教えを受けた学生の

数は非常に多かった。

柴如桂は字を庭芳と言い、汜水県の西十里舗に

住んでいた。拳棒に優れ、特に「二十一門槍法」

が得意で、その名は四方に知られていた。18世紀

末、白蓮教の首領であった張朝漢が一万余の農民

兵を率いて翟家集を占拠していた。河南省巡撫の

馬公は彼を招聘し、「練兵官」として兵士を訓練

させた。彼は三ヵ月にわたって兵士に劈山棒法（棒

術流派の一つ）を教え、兵士たちをその棒法に熟

達させた。その後、武陟県の知事であった林嵐が

これらの兵士を率いて白蓮教の農民反乱軍を討伐

したが、一度も負けることがなく、ついにこの農

民反乱軍を打ち破った。その後、柴如桂は江南河

務総督であった呉敬に招聘された。徐州を占拠し

た農民反乱軍が城門を開けて官軍を誘っていたが、

官軍側は伏兵を恐れて誰も城内に攻め入ることが

できずにいた。柴如桂は長い槍を持って城内に突

入した。官軍は彼に続いて突入し、ついに反乱軍

を打ち破った。

王国祥は胡固村の人で、萇乃周の弟子であり、
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には五祖拳・白鶴拳・青龍拳・梅花樁等、浙江省

には洪拳・黒虎拳・金剛拳と四大金剛拳等、江西

省の虎拳と四川省の余拳もまた南拳の範疇に属し、

広東省には洪・劉・蔡・李・莫の五大名家に加え

て虎鶴双形拳・侠家拳・白眉拳・詠春拳・南枝拳・

儒拳等もまた流行していた。

上述の梅花拳・八卦拳・南拳各派の他にも、清

代には山東だけで梅花拳教・義和拳教・大紅拳教・

二狼拳教・五祖拳教といった民間組織の発達に伴

って拡大した武術諸流派が多数存在する。これら

の民間組織は当時の民間における武術の伝播に大

きな役割を果たしたと言うことができるであろう。

以上のように、清代の武術流派の形成には大ま

かに言って三つの形態がある。第一は、特定の宗族、

一族、村鎮あるいは寺院などを中心に展開した流

派であり、陳氏太極拳・八極拳・萇氏武技・少林

寺武術といった諸流派がこれに該当する。第二は、

民間宗教や秘密結社の発達に伴って各地に伝播し

た流派であり、これには梅花拳・八卦拳・南拳な

ど非常に多くの流派が存在する。第三は、各地に

おける武術家の伝承によって発展した流派であり、

内家拳法・形意拳などがこれに相当する。清代中

期以降、武術流派の細分化は清代前期と比較して

も急激に加速していた。その結果、套路の数と種

類が当の武術家ですら把握できないほど豊富にな

り、武術の内容はますます複雑化・多様化してい

ったのである。

　４．民間武術家の活動

清代前期及び中期には民間武術の目覚ましい発

展を反映し、極めて優れた技術の持ち主が少なか

らず存在した。それらの中には文武兼備の学者や

一芸に秀でた者、あるいは諸技に優れた拳師等が

共に含まれていた。彼らの研鑽と交流、及び伝承

によって民間武術の普及と発展はさらに促進され

した場合、彼が梅花拳を伝えた斉大壮は第二代目、

斉の弟子である唐恒楽は第三代目ということにな

る。唐は六十二歳で捕縛された際に斉大壮が師で

あると供述したが、実際に師事したのはおそらく

乾隆中期（1760‐1770年代）頃であったと考え

られる。また、唐が梅花拳を伝えた馮克善は第四

代目であるが、彼は同時に民間宗教組織における

有力な頭目の一人であった。当時すでに梅花拳を

学ぶ者は河南省滑県だけに留まらず、民間組織の

勃興に伴って山東臨清、徳州、直隷等の各地に拡

がっていた。梅花拳の一門は清朝中期から拡大の

一途を辿っていたのである。

八卦拳の発展過程も梅花拳の場合と非常によく

似ている。乾隆39年（1774）、河南総督管巡撫事

の何 は奏上文の中で、乾隆36年（1771）に民

衆が八卦拳を学んでいる件を取り上げている99。

嘉慶年間頃から民衆が八卦教に入門しては八卦拳

を学ぶ例は後を絶たず、清朝中期以降、八卦拳は

次第に一大流派を形成していった。

中国南方の代表的な流派である南拳もまた梅花

拳、八卦拳と同様の発展をしたと言うことができ

る。明の鄭若曾が著した『江南経略』巻八上「兵

器総論」には南拳に関する記述があり、注釈して

南拳の風格を「風に似、蔽うに似、進むに似、退

くに似、あわせて四路ある」100と述べている。明

代における民間武術（勢・路・套等）の発展は盛

んであったが、拳法の流派があまり多くではなか

ったので、当時の南拳もまだ初期的な段階にあっ

たと言うことができるだろう。しかし、清代に入

ると反清を唱える秘密結社組織である天地会（仲

間内では洪門と称した）が南方各省で急速に発展

し、南拳もこれに伴って急速に伝播した。清朝前

期、南拳にはすでに流派の別が生じている。例えば、

湖南省の南拳には巫・洪・薛・岳の四大家、湖北

省には洪・魚・孫・孔・字の五大家、広西省には

周家拳・屠龍拳・小策打等の拳種があり、福建省
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った顔元が商水の大侠である李木天を訪ねた時の

ことである。月下で酔いに興じた李木天は上着を

脱いで諸家の拳法数路を演武した。これを見た顔

元は相好を崩して「このような技術の持ち主なの

であれば、一つお手合わせ願いたい」と言い、竹

を折って刀とすると腕比べをした。数合にも満た

ないうちに、顔元は李木天の腕に命中させた。木

天は驚いて「技がここまで高い境地に至っている

とは」と言い、拝礼して敬意を表した上、末長く

親交を結んだと言う103。このことからも顔元の武

技が非常に優れていたことがわかる。

当時は理学が流行しており、儒者は皆、古代の

経文章句の解釈にこだわり、理性について空談し

ていた。顔元は宋元以来の儒者が静を重んじる態

度を批判し、主動（動的な運動）の思想を唱えて

次のように述べた。「吾は嘗て次のように言った

ことがある。すなわち、一身（一人）動けば則ち

一身強たり、一家（一族）動けば則ち一家強たり、

一国動けば則ち一国強たり、天下動けば則ち天下

強たる。」104 顔元六十二歳の頃、肥郷県の郝文燦

の求めに応じて漳南書院主教となった。書院で

は「文事」「経史」「芸能」の他、特に「武備」を

設けて孫呉諸子の兵法、攻守、営陣、陸水諸戦法、

並びに射御、技撃等を伝授した。また、書院には

射の訓練のために「馬歩射圃」（騎射と歩射のた

めの練習場）が設けられていた。顔元は自ら学生

の挙石（重量上げ）、超距（走り幅跳び）、撃拳（拳

法の稽古）を監督した105。このように、書院にお

ける学習内容には彼の六芸重視と主動の観念が十

分に反映されていた。

蠡県の李 は二十歳の頃に顔元について礼を習

い、琴、騎射を学んだ。李 は師である顔元と合

わせて「顔李学派」と呼ばれる。李 の著した『学

射録』二巻は清朝初期の射に関する重要な専門著

作である。彼が『学射録』の中で射法について述

べた「身は端に体は正に、力は穏やかに、弓を拈

た。以下の数例から、彼らが武術文化の発展に対

して様々な貢献を果たした様子を見て取ることが

できる。

清初の顔元（1635‐1704）は思想家、教育家

であり、かつ武藝においても高い造詣を有した学

者である。養父の朱九祚は明末に河北蠡県の兵道

稟事官として戦功を立てたことがあった。顔元は

八歳の時から呉洞雲について儒学を学んだが、呉

は武を尚び、騎・射・剣・戟に通じていた。この

ため、彼は幼い頃から武術とは不可分の関係を結

ぶことになるのである。また、顔元は十四歳の頃、

冦氏（北魏の道士冦謙之）の丹法に関する書を見

て運気術を学ぶようになった。崇禎末、天下が大

いに乱れると、顔元は弱冠にして郷人と射を訓練

して賊を抑え、利刃、大弓、長箭を手挟み、野生

馬にまたがって疾走した。同輩には敵となる者と

てなかった。二十二歳の頃、七家の兵書を見て目

を輝かせ、ついに兵法を学ぶようになった。戦守

の機宜を究め、夜を徹して寝ずに味わい、また技

撃をも学んだ。後には書、射及び歌舞を学び、拳

法を演じて止まなかった。晩年はますます射を好

み、常々弟子を連れて的に向かい、鋭い視線で標

的を見定め、審固にして虚に発することがなかっ

た101。

顔元はかつて易州五公山に隠居し、槍法・刀法・

拳法に優れた王余佑に学んだ。学問において六芸

を重んじ、槍法に精通した陸桴亭とは手紙で学問

を論じあった。また、彼の友人の多くが武林の高

手であった。康熙21年（1682）、顔元の友人や弟

子が一堂に集まったことがあった。この時、一同

の中でも抜群に武勇の優れた彭子涼と拳師の冉懐

璞による双刀、彭子涼の単刀の演武、石のような

拳に虎のような力を持つ魏秀昇と二人の子供によ

る技撃の実演があった。宴会が終わると夜空に星

が出るまで皆で揃って歩射を行ったという102。

康熙30年（1691）８月、すでに五十七歳であ
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なく左右・中心・前後に皆到達しなければならず、

ただ一方面だけを考慮していてはならない。」「拳

もまた博（広く学ぶこと）に始まり、約（引き締

めること）に帰する。」108

『王征南墓誌銘』によれば、王来咸は射術もま

た得意としており、七矢を的に当てて臨山把総に

任命された。後に銭粛楽に従って浙東で反清の兵

を挙げたが失敗に終わり、その後は隠居して農作

業をしながら貧しい生活に安んじた。黄宗羲は彼

と交友があり、二人で天童寺（浙江省寧波市天童

山付近）を訪れたことがある。山焰という僧侶は

四、五人掛かりでもその手を押さえることができ

ないほどの大力であったが、王来咸がわずかに近

づくと突然の激しい痛みを訴えたと言う。

黄宗羲の息子である黄百家は王来咸に武術を学

び、その内容を『内家拳法』一巻にまとめている。

これは内家拳法を研究する上で最も重要な文献資

料である。

褚士宝、字は復生、上海の人で明末清初の民間

武術家である。幼い頃から力があることが自慢で

技撃を好んだ。成長した後は四方に遊学して畢昆

陽、武君卿と友誼を結び、槍術に精通した。彼の

槍法は「四平槍」と言い、横に薙ぎ払う槍は飛ぶ

ように至り、旋転させれば風を生じるかのようで、

数百人を寄せつけなかった。明朝が滅んで福王が

南渡した際、兵部員外郎であった何剛の推薦によ

り伏波営游撃の官位を授かるが、着任する前に南

都が陥落してしまったために故郷に帰って老年を

迎えた。

褚士宝の同邑に張擎という者がいた。虎のよう

な怪力と固い胸板の持ち主で、百鈞を持ち上げる

ほどの力があり、村で横行していたので、皆は褚

に懲らしめてほしいと望んでいた。ある時、褚士

宝と酒を飲んだところ、張は自らの剛勇を自慢し

ていたが、やがて興が乗ると腕まくりをして拳法

を演じ始めた。褚はおもむろに張の胸を箸先で小

るには法を得て、従容と箭を架し、弓を前方に推

し出し、弦を後方に走らせれば、弓満ち式成る」

や「神を的において射ち、矢を心において当てる。

精神を集中させ、気を集斂させ、内に運気し、外

に力を用い、前の手は固く握り、後ろの手は矢を

放ち、打ち放った後は緩やかに弓を収める。」106と

いった言葉は弓の要点を精妙に言い表したものと

して人々に高く評価されている。

明末清初の人物である王来咸（1617‐1669）

は 県（今の浙江省 県）の出身で字を征南と言

い、同郷の單思南から内家拳法を学んだ。内家拳

法の伝承における重要人物である。

王来咸は動作が敏捷であったが、自らの武術を

誇るようなところがなく、止むを得ない場合を除

いて手を出すことはなかった。彼は人を撃つ場合、

必ず相手の穴（経穴、鍼灸治療に用いる人体の特

定箇所、ツボ）を狙った。彼が死穴、暈穴、唖穴

を撃ち分ける様子はあたかも銅製の人形に描いた

経絡図を打つかのように正確であった。彼を愚弄

した悪質な年少者は撃たれて尿が数日間止まった

が、謝罪したところ元通りに回復したと言う107。

王来咸の弟子である黄百家の『内家拳法』によ

ると、その拳法には打ち技・経穴攻撃技・三十五

の手法・十八の歩法などが含まれる。また、すべ

ての技法が「六路」と「十段錦」という形（套路）

に取り入れられ、稽古用の「拳訣」が付されていた。

王来咸は相手の「穴道」を攻撃することに長じて

いたが、斫法（斫とは「斧で切る」の意味。掌を

用いて切るように打撃を行う技）も得意としてい

た。当時の一般的な拳法には滾斫・柳葉斫・十字

斫・雷斫があったが、王来咸は独特の「盤斫」を

以て上述の四種類の斫を制することができたと言

う。さらに、彼は自らの経験によって武術訓練の

要点を次のようにまとめている。「拳法の要点は

多くの技を覚えることでなく、ただ熟練すること

にのみある。」「拳法は綿花を撚る槌のように満遍
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き刺す形）と『叉』（二人の槍が互いに交差して

払う状態）と言う。『二』を以て人を取り、『叉』

を以て人を拒む。自分が叉（払う）の場合は、相

手は必ず二（刺突してくる）であり、自分が二の

場合は相手が必ず叉である。交戦では双方の槍が

叉と二によって循環する。二本の槍の先端は指が

絡み付くように交わり、わずかの間に多くの攻防

があるが、絶対相手の槍に絡み付かれないように

しなければならない。もし、自分の槍が相手に絡

み付けられたら仆れることになる。それ故、槍法

の格言に『たとえ千金といえども一声（槍と槍が

ぶつかる音）の響きは買い難い（原文：千金難買

一声響）』と言うのである。」

ここでは槍法が非常に高度に概括されている。

「二を以て人を取る」とは真っ直ぐに刺突するこ

とを主体とする攻撃方法であり一般に「戳法」と

呼ばれる。「叉を以て人を拒む」とは防御の代表

的招法のことで、すなわち「革法」のことである。

潘は最後に次のように言う。「手（槍法のレベ

ル）が同じであれば目（目線）を争い、目が同じ

であれば気（気勢）を争う。人間の気勢は対戦の

時間によって変わっていくので、これによって勝

敗が分かれる。したがって、その術は「至静」（静

かに対応する）と為す。」110

これは槍術の運用について最終的に総括する内

容であり、すべての技法は「気」の運用の下に用

いられるべきであるということである。つまり、

二人で槍を戦わせる場合、単に技術あるいは体力

があれば充分というわけではなく、沈着冷静な判

断力や強靱な意志、精神力が必要とされることを

意味している。これら内的要素が最終的な勝敗を

左右するということを述べたものである。

清代の著名な武術家には上述の他にも馮行貞、

甘鳳池、曹竹斎、江之桐等がいる。彼らは過去の

武術文化を継承すると共に新たな創意工夫を加え

て発展させた。当時、武術家による技法の研究は

突くと「座って話しましょう」と言った。張は座

ったまま黙り込んでしまった。次の日、張が亭橋

で死んだとの知らせが伝わると、褚が神功を発揮

して急所を箸で撃ったのだろうと誰もが考えた。

褚士宝は武術を軽々しく伝授しなかったので、

その技を受け継いだのは王聖蕃と池天栄のただ二

人だけであった。池はさらにこの技を浙江提督の

喬照に伝えた。彼の槍譜二種類と治傷葯酒方が世

に伝えられている109。

潘佩言は安徽省歙県の出身で乾隆・嘉慶期前後

の人である。槍法で有名であり、潘五先生と呼ば

れていた。彼は槍法について次のように述べてい

る。「槍の長さは九尺（288cm）に対し、杆はそ

の太さが周囲四五寸（12.8〜16cm）に過ぎない。

しかしながら、槍を手にしたら全身の動きは悉く

杆に委ねられる。故に必ず槍の杆を小腹に貼りつ

け、小腹が槍の動きを司るようにする。後ろの手

は必ず錞（槍柄の末端に被せた金属）に置き、虎

口の部分で押えつけるようにする。前の手は必ず

真っ直ぐ伸ばし、槍の勢（動き）を最大限に発揮

させる。前の手の掌根（掌の小指側の付け根）と

後ろの手の虎口（親指と人指し指の股）を用いて

捻るように槍を回し、指を軽く握って槍の方向を

導く。足は左を虚、右を実にして状況に応じて進

退を行う。槍尖（槍先）、前手尖（前の手の指先）、

前足尖（前の足先）、肩尖（半身となった時に前

を向く肩先）、鼻尖（鼻先）という五尖を協調させ、

基本的に一直線にする。五尺の身体をわずか数寸

の杆で遮ることによって守り、遮閉周匝（槍を左

右に回し払う）すれば敵の武器はわが身を犯すこ

とができない。」この言葉の内には真に鮮明に実

戦における槍の極意が言い表されている。

また、潘佩言が残した槍に関する記述の中で最

も精彩を放っているのは、次に挙げる槍の応用方

法に関する記述である。「その用に戳（刺突）と

打があり、その法を『二』（二本の槍が互いに突
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また、当時の拳術や武器の諸流派の発展に影響

され、各流派の技法に関する記述は高度に専門化

していった。他派の理論に対して独自性を持つ体

系が各門派ごとに構築されていき、こうした理論

体系は各拳械門派の技術がそれぞれ伝承され、発

展してゆく基礎となった。

『内家拳法』一巻は清の黄百家（1643‐不詳）

の撰。黄百家は字を主一、号を不失と言い、黄宗

羲の季子で国子監の学生であった。かつて王征南

から内家拳法を学び、後に明が滅亡した後は反清

の主張を曲げ、心を落ち着かせ志を抑えて読書に

励んでいたが、その間も王征南とは連絡を続けて

いた。彼らの語りあう内容には武藝の内容が含ま

れており、王征南は彼に拳法の要点を繰り返し丁

寧に伝えている。王征南が死去して七年後、彼は

往時を偲んで王の教えをまとめ、追悼の意を表わ

すために『内家拳法』一巻を上梓した。その内容

は「応敵打法若干」「穴法若干」「所禁犯病法若干」

「練手法三十五」「練歩法十八」の他、「六路」と「十

段錦」の歌訣及び解説、王征南が独自に編み出し

た盤斫法と拳術を学ぶ際の要点からなる。『内家

拳法』によれば、王征南は自らの技をただ黄百家

だけに伝承したとのことで、黄百家以降、この拳

法は世の中に伝承されなかった。このため、本書

は現在目にすることができる内家拳法に関する唯

一の著作である。清代の『昭代叢書・別集』に収

録されている。

『学射録』は清初の李 （1659‐1733）撰。李

は字を剛主、恕谷を号とし、河北省蠡県の出身

である。若い頃から顔元を師として礼・数・射・禦・

楽・兵法などを学び、経世致用の実学を提唱した。

李 の学説は師の顔元と合わせて「顔李学派」と

称された。

『学射録』は上下二巻、雍正８年（1730）に刊

行されている。上巻は「射法」篇で様々な射の要

訣を分析・解釈している。下巻は「射経」篇で『礼

飛躍的に進歩したが、それは拳術と槍術において

最も顕著に見ることができた。彼らはまた武術と

「練気（気の鍛練）」との結合を重視し、武術には

調血脈、養寿命（血脈を調え、寿命を養う）と除

暴御辱（暴虐を除き、侮りを免れる）111 の功能が

ある点を強調した。また、彼らは武術を伝承する

過程で生じる武術の教育的作用にも注目し、武術

は精神・意思・品徳・作風（身の処し方、礼儀）

の教育と不可分なものであるとした。こうして武

術の学習者は武術を身につける過程を通じて様々

な面から教育を受けることになったのである。

当時、多くの武術門派が乱立する中で武術家た

ちは各流派の体系を整頓すべく努めていた。しか

し、封建的で保守的な小農の経済形態や伝統的な

門派観念の影響があり、伝承の上では単伝（師匠

から主として一人の生徒に伝授する）あるいは一

族内での相伝という形態が一般的で、このような

伝承形態が故に失伝してしまう内容も少なくなか

った。一方、清代を通して各地で絶えず生じた秘

密結社、民間宗教及び農民一揆は武術の伝承や交

流に大きな影響を与え、これらによって各武術流

派が次第に多くの人に伝えられるようになってい

った。清代中期以降において武術流派の大幅な拡

大と発展がなされたのは、こうした社会背景の影

響を受けた当時の武術家たちの活躍が原動力にな

っていると言うことができる。

第三節　代表的な武術著作

清代、民間において武術に関する著作が増加し、

新しい展開が見られた。主な特徴として、単なる

武術技法に対する研究に留まらず古代の哲学理論

を用いて拳理・拳法に対する解釈が試みられてい

る点と、いわゆる「練気」に関する内容が併せて

論じられ、武術練習における「練気」の重要性と

積極的役割とが説明されていることが挙げられる。
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我有換腿叉歩翻身 肋、他有転歩翻身提刀撩腕。

我有閃身跨歩横刀 膝、他有転歩撤刀 頂。我有

伏身抱刀進歩刺喉、他有側身退歩翻手避刀持刺。

（訳文）余は足を前に進めて相手の肋骨を刺し、

相手も同時に進んで余を刺す。余は足を横に移動

して両足を交叉させ、体を回して刀で横殴りに払

い、相手はすぐ脚を横に運び、体を回して刀を下

から上に斜めに振り上げ腕を斬る。余は素早く避

けて大股に進み、横から相手の膝を狙って斬りつ

ければ、相手は避けて脚を横から運んで頭上に刀

を振り下ろす。余は身を屈めて刀を抱き、進歩し

て相手の喉を刺すと、相手は体を横にして後退し、

手を翻して攻撃を払ってから真っ直ぐに刺す。」

また、「単刀要法」には次のようにある。「（原文）

身如風中之柳、手如織綿之梭。眼快手脚裏外 、

擒手拈閃 。進歩発刀難度、進身総用両三着。実

虚連環難破、進身須看勢、有空再発刀。掃腿須換

歩、劈頂不相饒。発刀不容定勢、換勢須防発刀。（下

略）（訳文）身体は風の中の柳の如く、手は錦を

織る梭の如し。目は快速に（反応し）、手脚は前

後内外に動き、相手が我が手を捕らえ、あるいは

我が刀に粘り着けば、すぐ避けて斬り返す。歩を

進めつつ刀を用いて攻撃すれば応ずるのは難しく、

身を進めつつ二つ三つの切り技を連続させるべし。

虚実と連環の法を用いる相手は破り難く、身を進

めるには須く相手の隙を看るべきで、隙あらば逸

早く刀を斬り下ろす。脚を薙ぎ掃うには須く歩を

換えるべきで、相手の頭を撃つ時は情け容赦なく

行う。刀を発するに定勢はなく、勢（姿勢）を換

えるのは須く敵の発する刀を防ぐためでなければ

ならない（以下略）。」112

本譜は宮廷内の人の武術訓練を目的に実戦で対

応すべき姿勢と用いる刀法の要点を歌訣の形で取

り上げているため、通俗的で覚えやすく、また口

にしやすいという特徴を有しており、清代の武術

の実態を研究する上で重要な文献であると言うこ

記』の射義や『孟子』『周礼』の経文など清朝以

前の精妙な射箭理論の解説がなされ、また弓矢の

材料の選び方及び製作方法などが説明されている。

『顔李叢書』に収録され、また『畿輔叢書』『叢書

集成初編本』にも収録されている。

『単刀譜』は北京故宮博物院図書館に所蔵され

ている。本書の序文の記載によると、康熙44年

（1705）、何端柱という武藝に優れた者が殿試を

経て御前侍衛の職を賜り、順承郡の王錫保、暢春

園参将の李三友と共に演武を行った。また、晋陽

の人で于五、字を麒麟という人物は諸武器の扱い

に熟練しており、門下に五人の弟子がいた。王錫

保はこの六人のことを聞き知り、天子に奏請して

首都に召し寄せた。雍正３年（1725）、皇帝は内

衛太監に命じて、この六人と王錫保、何端柱、李

三友により内衛技勇を設立させた。また、本書中

には「三韓于武著男麒麟編次」の題があり、本書

が于五によって編集されたことがわかる（図20）。

本書は刀法・槍法・使手使腿法（拳法）に分か

れるが、主として刀法について述べたものであり、

「 刀十二路」「無門開門進手連刀法」「 頂口訣

歌」「欲腿口訣歌」「劈面口訣歌」「如意金刀二十

四勢」及び「単刀要法」等からなる。本書の特徴

の一つは刀法・歩法・進招（技法の応用）の手順

をはっきりと述べていることである。

例えば、「 刀十二路」の第八路には次のよう

にある。

「（原文）我有進歩発刀刺肋、他有進歩発反刺。

図20．單刀譜　『体育文史』1994年４期より
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やかに敵の身体の後方に進めること、その際に相

手の足の内側に歩を進めるか外側に進めるかには

拘泥しないこと。練習方法については、まず各勢

の自然な姿に応じて、外形をまとめるように努め、

その後に熟練を求めるようにする。筋肉、関節か

ら余計な力を抜くことができるようになれば拳法

の奥深い部分を会得することができる。また、打

法については、彼（相手）が動かなければ我も動か

ず、彼が動かんとした時は我はそれに先んじて動

く。両者が立ち合い、互いに撃ち合う場合は内に

精神を充実させながらも外見は安逸な様子を示す。

巻六では槍法、猿猴棒、双剣法について述べら

れている。また、本書には「中気論」「養気論」「練

気訣」など気に関する内容が多く、作者が武術の

技法と併せて健身強体の功法を重視していたこと

がわかる。巻五の二十四拳譜には詳しい図解が附

されている114。

『萇氏武技書』の原本はこれまで見つかってい

ないが、2009年には萇氏武技の第八代目の継承

人といわれる劉義明が著した『萇氏武技全書』が

山西科学出版社から刊行されている。徐震の整理

した『萇氏武技書』に含まれない内容もあり、ま

た、文字や挿絵などにも異同が見られる。三集か

らなり、第一、第二集はさらに巻が分かれている。

すなわち、第一集「中気論」は「総論篇」「陰陽篇」

「運気篇」「用功篇」の四巻に分かれ、第二集「武

備択要」は「入門篇」「技撃篇」「拳譜篇」からな

る。第三集「古拳械圖譜密籍」には「二十四字拳

譜」「大羅漢拳譜」「青龍出海拳譜」「炮拳譜」「猿

猴二十四棒圖譜」「呂祖剣法」「双剣対槍図譜」「猿

猴対棒圖譜」「三十六槍譜」「猿猴拳図譜」が含ま

れている。

『太極拳譜』は清代の武術著作である。著者は

王宗岳と記されている。王宗岳は乾隆年間に活躍

した山西出身の武術家である。晩年は河南省の洛

陽、開封一帯で書館を開いて学問を教えたと言う。

とができる。

『六合拳譜』は民間写本である。当時の慣習に

従い、その題記には代々の写本所有者の姓名等

が記入されており、雍正11年（1733）河南府李

佚名（李という姓のみで名が不明）等の字句の他、

雍正13年（1735）正月新安王自誠、乾隆19年（1754）

７月汝洲王琛琳、乾隆44年（1779）汝洲馬定振

といった署名が残されている。

唐豪は1930年冬から1931年初春にかけて、陳

家溝の陳氏新架拳家である陳子明（不詳〜1951）

と共に陳家溝へと赴き、太極拳に関する実地調査

を行った。その際、偶然『六合拳譜』を見つけた

が、村人が保守的であったため目次の記録のみを

許された。その後、この拳譜は戦火で失われた113。

この本の目次は次の通りである。１．双手、２．

拳経総序、３．解放必用、４．手足妙用、５．錦嚢、

６．短手、７．問答、８．六合十大用序、９．総打、

10．十二上法、11．虎撲鷹捉、12．易筋経貫気訣、

13．心意拳論、14．法式、15．筋法論、16．起落論、

17．七十二拿法、18．総論、19．穴門、20．生

死擒拿手、21．擒手、22．不宜打処。

『萇氏武技書』は清の萇乃周（1728‐1783）撰。

原本は発見されていない。1932年に徐震が手に

入れた旧本は培養中気論と武備参考の二つの部分

に分かれ、あわせて百三十一篇から成り立ってい

た。徐震の整理によって全六巻、七十四篇に編集

された。巻一から巻五はいずれも拳法と拳理につ

いて述べたものだが、その多くは陰陽に基づいて

論じられている。萇乃周による拳論の概要は以下

の如し。

拳技は養気を主とし、気を腹に蔵するように努

め、精神を一にすれば、気力が形成されることに

なる。敵に対する応用については虚実を相伴うよ

うにすることが望ましい。功の運用については、

両膊は柔にして活（円滑）であるのが良く、力を

用いるのは良くない。人を倒す際は必ず前足を速
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を反映した記述である。『陰符槍譜・叙』の末尾

に「乾隆歳次乙卯」とあることから、本書の成立

は乾隆60年（1795）であると考えられる。

本書は主として槍の要訣について述べたもので、

まず槍術の高下・左右・剛柔・虚実・進退・動静・

粘随諸理を陰陽によって明らかにし、次に「上平

勢（七則）」「中平勢（十三則）」「下平勢（十一則）」

といった三つの槍法を中心に解説し、さらに穿袖・

挑手・穿指・搭外・搭裏など十七種類の槍法に言

及している。

原書は「太極拳経」と綴じ合わせられて『陰符

槍譜太極拳経合鈔本』一冊として存在していたが、

唐豪（1897‐1959）は1930年代に北京廠肆でこ

の本を見つけると「太極拳経」とは分割して『王

宗岳陰符槍譜』と名付けた。1936年に上海の中

国武術学会より出版された。

『拳経・拳法備要』二巻は張孔昭の撰、曹煥鬥

の注とあるが、その内容から曹煥鬥が張孔昭より

教授された技法を集大成したものと見なされてい

る。曹煥鬥は巻首の『拳経』において張孔昭の述

懐を次のように記している。「張鳴鶚は生涯頗る

武藝を好み、大金を携えて天下を巡り、遍く名家

を訪れ、下盤の技（下肢による蹴り技）に善たる

ものを慕ってはその下盤の技を学び、上架の技（上

肢の打ち技や関節技など）の美しいものを羨んで

は上架の技を学んだ。このように様々な技術を兼

ねて習い、時間を掛けて熟練し、ついに独自に一

家を成すに至った。」また、張孔昭は張鳴鶚の伝

えた『拳経』について次のように述べている。「（張

鳴鶚の技術は）いわゆる善の善たるものと言うべ

きであり、ここに編修して一帖とし、後学の参考

とする。」さらに、本書に付随する動作の図解に

は「少林寺の玄機和尚から授かったもの」とする

記述があり、張鳴鶚の拳法は明末の少林僧である

玄機和尚から伝授された技法と考えることができ

る。一方、曹煥鬥自身は乾隆49年（1784）の『拳

拳法と槍法に精通しており、彼の著した『太極拳

譜』は太極拳に関する理論経典の中で最も古く、

かつ最も高く評価されているものである。咸豊２

年（1852）、武禹襄の兄である武澄清が進士試験

に合格して河南省舞陽県知事となった際、舞陽県

の塩店でこの拳譜を見つけ、以後、世に知られる

ようになった。

徐哲東の考証によれば、王宗岳の「太極拳譜」

には次の五つの内容が含まれている。すなわち、

「太極拳論」「十三勢」「十三勢行功歌訣」「打手要

言」「打手歌」である。しかし唐豪は清末の太極

拳家である李亦畬（1832‐1892）の『太極拳譜』

（廉譲堂本）に基づいて考証した結果、「打手要言」

は王宗岳の作品ではなく武禹襄の著述であり、「太

極拳論」「太極拳釋名（上述の「十三勢」を含む）」

「打手歌」が王宗岳の著した「太極拳譜」の原文

であると指摘している。また、「十三勢行功歌訣」

の作者についてはさらなる考証が必要である。

『陰符槍譜』は山右（山西の別称）の王先生に

よる著とされているが、王先生なる人物の名は記

されていない。唐豪の考証によれば、この王先生

とは山西の王宗岳のことである。王宗岳は乾隆年

間に活躍した武術家であり、本書は王宗岳による

著作であると考えられる。

『陰符槍譜・叙』では「陰符」について次のよ

うに説明している。「槍法は剛と柔によって変化

するが、最終的に陰という結果を得たのであり、

これはまさに『陰符槍』と言うべきものである。」

また、王宗岳について次の記述がある。「山右の

王先生は少年時代から経書や史書に加え、黄帝・

老子の書及び兵学の書を学び、また武術に精通し、

特に槍術の奥技を身につけた。彼は槍術の様々な

変化を深く観察し、その歩法の運用の節を熟知し

ており、その技は簡潔でよく練られ、綿密に検討

されており、自ら一家を成した。」115これは王宗岳

が槍術に関して優れた技量の持ち主であったこと
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容が套路中心に変化していったことを如実に表し

ている。しかし、民間の武術家によって刊行され

た武術伝書の数は清代における武術諸流派の圧倒

的な興隆に比して極めて少ないと言わざるを得な

い。中国の長期にわたる「重文卑武」の風潮、及

び清朝による禁武政策の影響は見逃せず、中国武

術が下層階級において発展したことも、その原因

と考えることができる。

第四節　少林武術の発展

清の入関後、清朝の専制統治と異民族に対する

圧迫によって少林武術の発展も一定の制限を受け

ることになった。このため、明代に見られたよう

な公の武術の練習や演武は行われなくなり、秘密

裏の訓練へと変化していった。『少林寺志』にあ

る一件の公文書には河東総督の王士俊が奏上して

「河南の少林寺は年久しく修理を行っておりませ

ん。（この度）観察して（必要経費の）見積りを

立てたので、修築を行い、合わせて壁画などの装

飾を施して閲覧に供したいと提案いたします」と

述べたことが記されている。雍正帝はこれを閲読

した後、次のように判断を下した。「少林寺の二

十五ある僧侶の住居（（原文：少林門頭二十五房）

は寺から離れた場所に散在し、いずれも寺の中に

は無い。以前から直隷の房頭僧人（訳注：寺の中

に住まず、寺の外の僧房に住む僧侶のこと）の多

くは戒律を守らず、むやみに揉め事を起こし、仏

教徒の恥さらしなっている。今、少林寺を建て直

すならば、これらの僧侶が寺の外に住むことがで

きないようにしなければ、検査取り締り（原文：

稽査管束）が困難になるであろう。」116ここに見ら

れる「稽査管束」といった文字は、清王朝が少林

寺に対して厳格な反乱防止措置をとっていたこと

を反映している。

このような事情にも関わらず、少林寺における

経』の序で「今、退隠して家に帰り、（中略）『拳

経』を詳らかに解釈し、併せて各式の図を載せる

ことによって、その虚を以て実を待つという技法

を一目瞭然にし、練習のために便宜を計る」と述

べている。したがって『拳法備要』一巻はすべて

曹煥鬥の作であると考えて良いであろう。以上の

ことから本書は張鳴鶚、張孔昭、曹煥鬥の三代を

経て完成されたものであり（図21）、少林武術の

絶えざる伝承と研究の実績を示すものであると言

うことができる。

本書の内容はすべて「手搏」（素手で戦う技）

の訓練に関するもので、身法・手法・眼法・拳

法・肘法・呼吸法及び攻防原則について述べられ

ている。付記されている歌訣、動作の図解はきわ

めて簡明であり、また動静や内外の兼習を求める

作者の考え方が随所に反映されている。本書の原

作は写本であり、王某が所蔵した光緒26年（1900）

の写本を元に、1936年に上海蟫隠廬から刊行さ

れた。

以上に上げた著作の他にも、紀鑑の『貫蝨心

伝』、『征南射法』一巻、『陳氏拳械譜』二巻、『長

拳図譜』一巻、昇霄道人の『少林衣鉢圖譜』四巻

といった著作はいずれも当時の武術に関する作品

である。それらに記されている技法、練習法、拳

理、練気及び套路等の内容は、清代の民間武術に

おいて理論的な整理と洗練が進み、また武術の内

図21． 拳経拳法備要　『拳経拳法備要』より
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殿の前で技比べをさせた。演武した少林僧の動作

は噂に違わず熊経鳥伸のように敏捷であったと麟

慶は述壊している（図22）122。

清代においては少林僧もまた導引による気の鍛

練を重視していた（第二節「民間武術の発展変化」

の２．武術と「運気」を合わせた練習方法の成立

の項を参照）。咸豊４年（1854）、王祖源は陝西

省に兄と共に住んでいたが、当時、最も有名であ

った力士である臨潼の周斌と知り合い、何かと彼

に教えを乞うようになった。ある時、王祖源は彼

と共に河南省嵩山少林寺へ出かけたが、寺で三ヶ

月あまり過ごした後、少林寺に伝わる『内功図』

と槍棒譜を持ち帰ったと言う123。少林寺の『内功�

図』は導引養生の書であり、この本の内容は少林

寺で作られたものではないが、少林僧たちが長年

にわたって収集した資料を編集したものであった
124。その内容のうち「十二段錦」「分行外功訣」「内

功図」「五臓病因」は乾隆年間の人である徐鳴峰

の編集した『寿世伝真』（気功に関する修練方法）

にあり、「神仏の起居法」は五代（907‐960）の

頃の人である楊凝式の伝えた方法である。また、

「易筋経十二図」は道光年間に来章氏が編集した

『易筋経』から転載されたもので、「防病延年法」

は雍正年間の人である顔偉の編集した『仙人延年

武術の修練が中止されることはなかった。彼らは

武術の修練を隠蔽すると共に、一般社会との関係

をより緊密なものとした。乾隆４年（1739）、河

南巡撫の雅尓図が次のように奏上している。

「大河（黄河）より南の地域では、山の民はも

とより人々は身を守るために刀等の武器を携帯し

ており、年若く精悍です。例えば、少林寺の僧は

拳棒を学ぶという名目で無頼の徒を集め、邪教を

広める輩は専らこれらの人々を扇動して仲間に迎

えています。」117

また、徐珂の『清稗類鈔』には次のような記事

がある。乾隆年間に江寧の人厳用晦は河南省登封

県を通過した際に少林僧と出会い、拳法について

論じた118。河北省河間の戚という農家の子弟は幼

い頃に身体が弱かったので一心に武術を学び、乾

隆年間には少林寺に赴き、数年にわたって武術を

学んだ119。さらに、『那文毅奏議』によれば、嘉

慶年間、離卦教徒張洛焦は「金鐘罩」を学んでお

り、頻繁に少林寺と往来していたという120。

清代の褚人獲が『堅弧余集』で「少林寺僧」に

ついて「武藝のことを語る人は誰でもそれが少林

寺から出たものだと言う」121と語っている。この

ように、当時民間では少林寺の僧侶から武術を学

んでいた者が少なくなかったのである。

道光８年（1828）３月25日、河南の開・帰・陳・

許の道員の麟慶が巡撫に代わって嵩山を祀った際、

少林寺に宿泊した。この時、少林寺で「少林校拳」

を見た麟慶は『鴻雪因縁図記』にその様子を記し

ている。

彼が当初、拳法について尋ねた際、清朝政府が

武藝を禁止していたため、少林寺の僧侶は真相を

語るのを躊躇して知らぬ振りをしていた。しかし、

麟慶が少林寺には古来から武装の伝統があり、寺

の規律の遵守と名山の保護が武装の目的であるの

は周知のこと故、嘘をつく必要はないと述べると、

ようやく住職は安堵して、健壮な僧侶を集めて仏

図22． 少林校拳　『鴻雪因縁図記』より
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ゴル語で「布克」（buke）と言ったが、民間にお

いては俗称として「摔跤（摔角）」「 跤（ 交）」

「撩跤」「 交」などの用語が使用されていた。

清の呉振 の『養吉齋叢録』によれば、当時の

相撲の形式には二種類があり、その内容は次の通

りである。

「一つは、相撲であり、モンゴルが最も重視し

ている。『布克』と呼ばれ、国語（満洲語）では『布庫』

と言い、すなわち「撩跤」のことである。帽子を

脱ぎ、服を捲りあげ、一対一で競い合う。相手を

地面に倒すことによって勝負が決まる。もう一つ

は、「厄魯特」（elute）と呼ばれるもので、袒裼（肌

脱ぎ）して相撲するが、相手を倒しただけでは決

着しない。必ず相手の首を押さえ、肩を地面につ

けることで初めて勝敗が決するものである。」125

二種類目の「厄魯特」は単に相手を地面に転倒

させるだけではなく、首を押さえ、肩を地面につ

けることで勝敗が決する点で、現在行われている

レスリングのグレコ・ローマンスタイルに似てい

る。『清朝文献通考』には「厄魯特」の由来及び

その競技方法について、次のような記載がある。

「『厄魯』（厄魯特）は新附（新たに清朝に従属

した民族）がもたらした新たな相撲法で、異民族

である旧部の習俗であった。対戦者はどちらも上

半身裸となり、腿を剥き出しにした短いズボンを

履き、 （外掛け投げ・内掛け投げ）、捩（ひね

投げ）、 （蹴り落とし）などの方法で相手を倒す。

劣勢になると直ちに地面に伏せ、その後、身を翻

して跳ね起きる。（中略）相手の首を押さえ、肩

を地面につけることができれば勝者となる。」126

清朝の初期にはすでに満洲族の親王とモンゴル

の使者が相撲の試合を行った事例がある。清の皇

族である昭 の『嘯亭雑録』には次の記録がある。

「順治年間、喀尓喀の使者がやってきて、近臣の

者たちと角抵（力比べ）をしたが、誰も勝つことが

できなかった。これを聞いた先恵順王は列王に願い

法』のものである。これらの功法には按摩・呼吸・

周天・瞑想・導引等が含まれている。少林寺でこ

れらを「内功」と呼んでいた事実は、その訓練方

法及び作用が武術の攻防技能である「外功」とは

異なり、かつ両者が表裏を成していたことを表し

ている。また、少林寺の武僧の間で『内功図』が

伝承されていたことは、当時、彼らが武術訓練に

欠かせない内容の一つとして「練気」を認識して

いたことを表している。

また、『拳経・拳法備要』『少林衣鉢圖譜』によ

れば、清朝前期に少林寺の僧侶たちが練習してい

たのは主として手搏（徒手の格闘技）に用いるた

めの拳勢であり、套路に関する記載は多くない。

また少林寺の白衣殿の壁画の中にも、清の少林寺

僧侶の対戦の様子が描かれている（図23）。この

ことから、当時の少林僧が明以来の武術に実用を

求める伝統を保持していたことがわかる。

第五節　盛んな相撲活動

　１．清における相撲活動と善撲営の設立

相撲は当時最も盛んに行われた体育活動の一つ

である。満州族の言葉で「布庫」（buku）、モン

図23． 少林寺の拳法　『中国体育文化五千年』より
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訓練させる制度であった。『欽定大清会典』（光緒

朝）には「善撲営」について次のように記されて

いる。

「善撲営は総統大臣の管理下にあり、都統前鋒

統領、護軍統領、副都統が勇士を選抜し、訓練を

監督させ、さらに宮廷の出演依頼に応じて勇士を

選んで奉仕させた。その制は三部に分かれており、

一つは名を『善撲』と言う。二人で互いに競い倒

すことを以て戯とし、相手を投げ倒した者を優と

して定員二百名を設けた。二つめは名を『勇射』

と言い、弓を引く力の大きい者を優として定員五

十名を設けた。三つめは名を『騙馬』と言い、騎

馬で矯捷な者を優とし、駱駝に乗る者も同様で定

員五十名を設けた。すべての勇士が要求に則って

充分に鍛錬し、精鋭となるように求められていた。

教習（コーチ）併せて二十四名、すなわち善撲教

習十六名、勇射の教習二名、委署教習（委任代理

のコーチ）二名、騙馬教習二名、委署教習二名を

設け、それぞれ訓練を監督させた。冬の初め、皇

帝が瀛台に臨んだ時、それぞれの技芸を上覧に供

し、その技芸の程度によって受賞した。抜群に優

れた者には銀十両あるいは五両を賜り、劣る者に

も三両を与えたとのことである。また、皇帝が武

進士を試験する際と車駕出巡の際には付き従って

出て、身分を偽って護衛の者たちにまぎれて入朝

し、使者と戦ってこれを倒してしまった。世祖は大

いに喜び、存分に褒美をとらせた。当時、先恵順

王はまだ二十歳になったばかりであった。」127�

清宮廷の侍衛班には、十五名の射（歩射）に優

れた侍衛、騎射の得意な侍衛、射鵠（空を飛ぶ鵠

を射ることのできる）侍衛、強い弓を引くことの

できる侍衛がいた他、相撲に善たる侍衛がおり、

各部門ごとに管理されていた。いずれも三旗に属

していたが、定員はなかった128。

清の宮廷では旧正月と節句の際に往々にして相

撲の演武が行われた。その際、十余歳の健童を選

抜し、徒手で互いを搏たせて勝敗を競わせた。勝

敗は一方が地面に倒れることにより決着した。康

熙帝が親政を企てた際、こうした少年を用いて当

時権勢を振るっていた大臣の鰲拝を取り押さえさ

せたことがあった。梁章鉅の『帰田鎖記』巻五『鰲

拝』に次のような記載がある。「鰲拝は過去の労

績を恃みとして専横な振る舞いが多く、憚るとこ

ろがなかった。御上はその奸について早くから知

り尽くしており、宮廷で年少の内監（小内監）を

選んで布庫を習って遊ぶようにと言いつけておい

た。鰲拝はまったく気にしていなかったが、ある

日入朝すると、これら布庫を習っていた者たちに

あっと言う間に捕らえられてしまった。」129

『嘯亭雑録』に「乾隆皇帝は最もその伎を好んだ。

中でも最も有名な者は大五格、海秀で、皇帝もそ

の名を覚えているほどであった。士卒の中に勇気

と誠実さに素質のある者がいると、抜擢して高官

（大員）に至らしめた」130とあるように、清朝の支

配階級は相撲の技を得意とする者を非常に重視し

ていた。北京故宮博物院に所蔵されている木版画

の相撲の絵（図24）からは清代の相撲活動の様

子を窺い知ることができる。

清代には「善撲営」の制があった。これは八旗

の勇士の中でも優れた者を選んで相撲等の技術を 図24． 清代の相撲　『体育文史』1994年４期より
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で健士を訓練する。（中略）健児（相撲選手）が皆、

袖と裾の短い短衣を着て宴会で雄を競い合い、 ・

・拗・拉・矜・ ・ ・ ・ ・踞・蹋・ 等

の様々な技法を用いて相手を投げ倒す。また、相

手の技の隙に乗じ、油断が生じるのを伺って奇襲

攻撃を掛ける。敵に勝利したら酒を賜り、健児は

跪いてそれを飲む。」134

清の得碩亭は『京都竹枝詞』で善撲営の相撲人

を描写して次のように記している。

「（原文）布靴寛袖夜方帰、善撲営中各各肥、燕

頷虎頭当自笑、但能相搏不能飛。（訳文）布靴寛袖、

夜の方に帰る（善撲選手が布靴を履き、幅広い袖

の衣服を着て夜になると帰ってくる）、善撲営中

各各肥たり（善撲営の者は皆太って体格がよい）、

燕頷虎頭当りて自ら笑い（燕頷虎頭の立派な容貌

で自ら笑い）、但し能く相搏するも飛ぶこと能わ

ず（但し相撲をなし得るだけで飛ぶことはできな

い）。」135

清朝末期、善撲営が解散すると彼らは各地に離

散したが、彼らが一般社会の相撲人（「私跤」と

呼ばれた）と交わったことで相撲の発展は大いに

促進された。

　２．モンゴル族の相撲

清代のモンゴル諸部では相撲を最も重視したた

め、多くの名手が生まれた。清の太宗皇太極（ホ

ンタイジ）はモンゴル族の力士に勇士の称号を贈

ったことがある。蔣良騏の『東華録』には次のよ

うな記載がある。

「天聡６年（1632）元日、門都に「阿尓薩蘭士

謝図布庫（獅子のように勇敢な力士）」、社尓麻に

「詹布庫（巨大な象のように力のある力士）」、特

木徳赫に「巴尓巴図魯布庫（虎のように猛々しい

力士）」の称号を与えた。三人はいずれもモンゴ

ル人で、人並み優れた力を持ち、角抵を得意とし

警護した。さらに蒙古藩部を饗応する際にも技を

献じて楽しませた。」131

『養吉齋叢録』の記載によると、宮廷での相撲

に出演する際はあらかじめ善撲営から相撲選手の

名簿を奉ることになっており、その後、入場して

二人ずつ組み合い技を比べた132。善撲営の者たち

は、時には命令によって外部の藩（異民族）の角

抵手と優劣を競うことがあり、その勝者は表彰さ

れ茶を賜った133。

北京故宮博物院に所蔵されている清代の『塞宴

四事図』には当時の相撲選手が二人ずつ真剣に力

を比べ合う緊迫した場面が描かれている（図25）。

当時、善撲営の相撲選手は京城の人々の間で俗

に「撲戸」と呼ばれ、頭（一）、二、三、四等に

分かれていた。第四等は候補の意味であり、三等

撲戸に任命される可能性のある者で「搭辛密」（満

洲語）と呼ばれた。彼らは等級に応じて給料を支

給されていた。

彼らが日頃行っていた訓練に「拉対档子」（二

人ずつ取り組んで競い合う）と呼ばれるものがあ

った。これは相手（档子）を敵に見立てて行う意

味である。『清朝文献通考』には彼らの訓練方法

について次のように記されている。

「相撲はモンゴルが最も重視しているもので、

宴席では必ず披露された。我が国においてはこれ

図2５． 清代の相撲　『中国古代のスポーツ』より
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間武術が軍隊武術に与えた影響の大きさを窺い知

ることができる。

また、この時期は民間宗教と秘密結社の活動が

盛んで、これらの組織では拳棒の練習と気の鍛練

が共に行われた。これらのことは明代から発展を

始めた民間武術の伝播と発展を促進する役割を果

たしただけでなく、武術家が導引行気を併せて行

うようになる契機ともなり、民間武術の内容はさ

らに豊富なものとなった。

この時期の民間武術は門派の形成とその体系化、

理論化、套路化がより一層進んだことに加え、道

教が大衆化したことによって気の鍛練を兼ね備え

ることが重視されるようになり、拳術や武器の鍛

練と気功を併せて行うことが一般化した。こうし

た変化は中国の民間武術が多彩な鍛練形式を有し、

健康増進、護身防御、演武娯楽等の作用と功能を

備えた民族体育・スポーツに発展、昇華したこと

を示していると言うことができる。

また、清朝が騎射、相撲等の北方民族の伝統体

育活動を重視し、特に相撲が非常に盛んに行われ

た点は注目に値する。軍中に「善撲営」が設けら

れ、民間にも高い技術を持った相撲選手が存在し

た。相撲活動は聖節御宴の表演項目であっただけ

でなく、民間でも試合や演武が盛んに行われ、そ

の人気は廃れることがなかったのである。

註：
１　徐珂：『清稗類鈔』，第６冊，「旗人以習射為娯」，
中華書局，1986年復刻版，p.2956。

２　本文の度量衡の換算は，『中国歴代度量衡換
算表』によるものである（『中国歴史大辞典』，
上海辞書出版社，2000年，pp.3458-3462）。

３　趙尓巽等：『清史稿』，巻139，「兵志・訓練」，
中華書局，1986年復刻版，pp.4119-4120。

４　清の呉宮桂（あるいは袁宮桂）：『 百金方』
（乾隆年間刊本）。周緯：『中国兵器史稿』，第
八十五図版，「清代鉄兵」より，生活・読書・

ていた。」136彼らには豹皮の長襖（長いかわごろも）、

虎皮の長襖、虎皮の襖（かわごろも）、各一枚が

贈られ、以後、下賜された名前で呼ばずに元の名

前で呼ぶものは有罪とされた。

清代には歴代の皇帝が木蘭（河北の承徳）を巡

幸すると、蒙古の諸台吉（長官）及び四十八部盟

の長は慣例に従って狩猟の後、謹んで宴会を開き、

武術の練習をして互いに楽しんだと言う。いわゆ

る「塞宴四事」の一つが「布庫」であった。この

時、相撲選手は徒手による搏撃、あるいは力較べ

を行った。相撲は隙を伺っては相手の弱点を攻め

るもので、専ら匹夫の勇に頼るばかりのものでは

ない。勝者には酒と羊の肉がふんだんに振る舞わ

れ、その場で立ったまま好きなだけ飲みかつ食べ

ていた137。

モンゴル族の季節の祭祀と宗教活動の中で相撲

は欠くことのできない行事であった。『清稗類鈔』

には次のように記されている。

「モンゴル人はかつて毎年四月になるとオボ（鄂

博）を祭った。儀式が終わると壮年の子弟が互い

に相撲し、あるいは馬を馳せて勝負を競った。相

撲というのは東西に分かれた二人が躍り出て素手

で互いに対抗し、搏打しあう。手が交わされ、足

は躍り上がり、その様子は牛や虎のようであった

が、勝者は敗者が立ち上がるのを助け、笑顔で慰

める。官長は高座に座って戦いを監督し、十戦連

勝した者を上とし、以下五等にまで分けられ、等

級によって褒美が与えられた。」

おわりに

清代前期は明代の後を受けて民間武術の発展が

新しい段階を迎えた時期である。

満洲民族は弓矢によって天下を定めたため、騎

射を最も重視していた。八旗は騎射を本務とし、

併せて長槍・ ・長刀・大刀などを訓練した。

一方、緑営における訓練内容は非常に雑多で、民
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華書局，1986年復刻版，p.3172。商衍 ：『清
代科挙考試述録』，生活・読書・新知三聯書店，
1983年復刻版，pp.195-196。

20　清・高宗：『清朝文献通考』（第１冊），巻53「選
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１．はじめに
武道・スポーツ科学研究所報に10年間にわた

り継続して掲載してきた障害者武道に関連する調

査研究報告は、今年度で一旦区切りをつけられ

る。2003〜2005年度は、海外での事例を対象に

調査研究を実施した。2006〜2007年度は、障害

者武道事例が少ない中で、障害者に武道を普及す

るためには事例を収集して公開する必要性がある

ことを明らかにし、また、その手法としてインタ

ーネットを活用した事例共有化方法について、動

画共有サイトが日本語化される時期をまたいで実

験を行い、一定の成果を得た。2008〜2011年度は、

高次脳機能障害者による武道稽古事例（2008）、

視覚障害者による空手道指導と稽古事例（2009）、

脳卒中患者による棒・杖などを使った稽古事例

（2010）、知的障害者への空手道指導事例（2011）

に関する調査研究を継続してきた。

2012年度は、「2012 Global workshop in Japan 

─中学校武道必修化を契機としたインクルーシブ

教育の実現に向けて─ 」と題したワークショッ

プを開催した。そこでの成果を報告する。

このワークショップは、これまでの調査・研究

をベースとしながら、2012年度から武道必修化

が定められた新しい中学校学習指導要領に基づく

授業が始まったことを受けて、国際武道大学と国

士舘大学武道徳育研究所の共催、文部科学省他の

後援で2012年８月に開催されたものである。

サマランカ声明（ユネスコ 1994年）以降、障

害ある中学生がいわゆる普通の中学校へ入学する

環境も国内で整備されてきた。中学校における武

道必修化に伴い、各武道の専門家による「指導の

手引き」も準備された一方で、今後、武道授業の

中に障害をもつ中学生が参加することになる状況

への対応は十分ではない。

少しの工夫で、障害を持った生徒が取り残され

ず、障害を持っていない生徒が放置もされない指

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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導は可能だと、これまでの障害者へ武道を広める

活動経験から考えた。そこで、障害者が参加し、

健常者も楽しく学ぶ手法について、現場に立つ指

導者の方々を中心に一緒に考えていくワークショ

ップとして企画したものである。

２．�ルレオ工科大学と国際武道大学の�
共同研究

2011年度に国際武道大学とルレオ工科大学（ス

ウェーデン）の間に研究協定が締結された。

ルレオ工科大学では、ポントス・ジョハンソン

による障害者への武道指導活動を契機として、理

学療法士を目指している学生達に武道稽古を体験

させて、どのようにリハビリテーションに取り

入れることができるかを考えさせる実習授業を

1990年代から取り入れている。

武道稽古を用いた脳卒中患者のリハビリテーシ

ョンについて、客観的な効果測定と参加者に対す

るインタビュー調査を内容とする研究がスタート

したが、今回のワークショップで、その結果を報

告することはできなかった。詳細な報告は日本武

道学会第46回大会で行う予定である。

アニカ・ナスルンドの調査によれば、武道によ

る障害者のリハビリテーション効果に関する先行

研究は、わずかに中国武術と太極拳を利用したリ

ハビリテーションに関するものしかなかった。

今後の研究を科学的に進めるために、今回の研

究は、単一被験者実験計画法（SSED）を用いた

パイロットスタディとなる。

パラリンピック水泳競技で活躍したポントス・

ジョハンソンが、武道をトレーニングに取り入れ

たのは、既存のリハビリテーションを退屈だと感

じ、そのリハビリテーションから逃避することが

理由であった。今回の調査では、調査対象者に対

する客観的な効果測定とともに、インタビューに

よる主観的側面への調査も重視される。

ポントス・ジョハンソンの場合、武道をトレー

ニングに取り入れることで飛躍的に身体能力を向

上することができ、医療機関の利用が少なくなる

形で公共財政の支出を抑制し、また社会参加・就

業の契機となっている。心・技・体の調和を考え

る武道の考え方をリハビリテーションに取り入れ

る重要性をポントス・ジョハンソンはワークショ

ップで指摘した。

３．�東京都立青鳥特別支援学校での活動に�
関するセッション

３－１　柔道授業の環境
東京都立青鳥特別支援学校では知的障害がある

高等部の生徒に対して体育授業で柔道を行ってい

る。セッションには東京都立青鳥特別支援学校か

らは角杉昌幸教諭・生徒・保護者の方々が参加し、

説明、実際の授業の様子を実演、インタビューが

行われた。

東京都立青鳥特別支援学校では、1959年から保

健体育授業を始め、柔道部も創設された。1969

年からは怪我防止の観点から保健体育の単元とし

て柔道を実施し始め、1977年からは単元終了時

に行う「柔道納め」も始めている。

既に40年を超えて柔道授業を行っており、卒

業生達が寄付していった柔道着など、貸し出し用

の柔道着は十分あるが、多くの生徒達が柔道着を

購入している。柔道畳もあり、それを体育館に敷

いて授業を行っている。

高等部単独校であり（2010年から）、生徒達は

高校に入学後に柔道を始める。表１の通り、約２

ヶ月の間、全学年の生徒達が体育授業で柔道に取

り組む。職業自立類型（Ｄ類型）クラスで週３時

間、その他のクラスでは週２時間の授業、年間で

20〜30時間の時間が確保されている。
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３－２�授業内容
柔道授業のねらいは、以下の３点に設定されて

いる。

１　 技能の体得、日常生活の安全性を身につける。
２　 相手を尊重し、礼儀正しい態度・姿勢を身につける。
３　 柔道衣の着脱を通して、日常の基本的生活態度を

身につける。

そして、具体的指導内容としては、以下の３点

が設定されている。

 １　基礎体力の向上
　 　個別の補強種目を設定して行う。たとえば生活技

能類型（Ａ類型）では、写真１のようなマットを丸

めたものを使用し、押す・引く・転がす・倒すなど、
手の使用を促している。

２　礼法の習得
　 　正座・安座・立位・礼・黙想をさせている。特に

授業の最初に、切り替えの大切さや授業にしっかり
取り組むことを確認している。

３　技術の習得
　 　受身（後方・横・前回り）、崩し、体さばき、大外刈り・

体落とし・固め技

２ヶ月間を越える柔道単元の最後に、全校行事

として「柔道納め」実施する。保護者も参観しそ

れぞれのレベルに合わせた発表の機会になってい

る。団体戦の優勝チームが最後に教員チームと対

戦するなど全校で盛り上がる。最後に高等部３年

表１　体育授業年間計画

写真１　マット倒し用具 写真２　�技術指導時に畳の上に置いて使用する指示
プレート
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生の代表が後輩に向けて「１、２年生の時は止め

たかったけど、がんばってやったら今日は勝てま

した。みんなもがんばってください」といった挨

拶をする。

３－３　安全への配慮
安全への配慮は以下の３点を中心に配慮している。

１　個別の対応（医療的配慮）
２　 技の限定（寝技、右で組ませ、体落とし・大外刈

を右掛けで投げる）。この限定で投げる方向もわか
るので、投げられたときに頭部を打たないように２
人の教員が動いて補助している。

３　 経時処理（たとえば、右足→左足の順に指示され
た動作を、順を追ってすること）や同時処理（た
とえば、反転しながら腰を落とすなど、同時に複
数の動作をすること）が難しい生徒も多く、習得
と実践を考慮し、教員との組み手を基本とする。
生徒同士が行う場合には補助教員を配置。

指導に当たる教員は生徒の状況に合わせて、生

徒３名に教員２名のクラスから、生徒16名に教

員２名というクラスまで様々である。現在指導に

当たっている教員に柔道を専門種目としている教

員はいない。同校に赴任してから黒帯をとる教員

もおり、教員自身も楽しんで積極的に授業に取り

組んでいる。教員側の積極性が、生徒によい影響

を与えているという角杉教諭のコメントがあった。

セッションでは、「柔道が専門種目である教員

がいないことについて保護者は不安に思わなかっ

たか」という質問が、参加した保護者に対して質

問された。

保護者からは「特に不安はなかった」というコ

メントがあり、角杉教諭からは「柔道事故に関す

る報道もあり、入学したばかりの１年生の保護者

の中には何時間か柔道授業の見学をなさる方もい

るが、２、３年生の保護者はおおよそ理解し信頼

していただいているようだ」というコメントがあ

った。

授業中の様子を映したビデオの中で、教員から

生徒に「強い力で相手を投げる」という指導があ

ったことも話題にされた。その部分のテキストだ

表２　類型ごとの指導内容
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けを抜き出すと危険性を感ずるが、力を入れられ

ない生徒達が多い中で、それまでの指導を踏まえ

ての指導であることが回答された。

３－４　柔道教育の有効性と成果
柔道教育は、柔道着を着て、裸足になって、礼

法を守り、畳の上で転がる、転がすという日常生

活の中にない要素が含まれており、生徒にとって

は刺激がある。そして日常と違う場の緊張を感じ

たり、教員と組み合って間近で指導され、また友

人と対峙することで、コミュニケーション、対人

意識の習得、理解力向上という効果が期待できる。

類型１ごとの効果は表３の通り。

また、具体的有効性と成果に関して以下の指摘

があった。

・ 多動傾向の生徒が礼法や受け身などの集団行動を通し
て、協調行動ができるようになってきた。

・ ダウン症で、力を継続して出すことが難しい生徒が、
受け身・組み手の実践で筋力がついてきている。

・ 相手と組み合うことや気遣いが苦手な自閉傾向の生徒
が、組み手をしたり、投げた後で添え手をしたりする
場面が見られるようになってきた。

・ 生徒が柔道に親しむ中で、礼法や周囲との協調、日本
の伝統文化を自然に学ぶことができている。

３－５　健常者教育への応用
徳安秀正講師（東京有明医療大学）から、東京

都立青鳥特別支援学校での指導方法を、健常者へ

の指導に応用した事例が報告された。中学校での

柔道授業で実施した結果、特に中学１年生ができ

なかった後方受け身、横受け身、前方回転受け身

がすぐにできるようになった。また、モンゴルか

ら研修に来た小学生（身長180cm 体重120kg）に

対して青鳥特別支援校の指導法を用いて受け身指

導を行った結果、１−２時間で前方回転受け身が

できるようになった事例が紹介された。

４．�東京都立白鷺特別支援学校での活動に�
関するセッション

４－１　剣道部の環境
 東京都立白鷺特別支援学校には剣道部がある。

セッションには、剣道部の顧問をなさっている間

部賀容子教諭をお招きした。

東京都立白鷺特別支援学校は中学部と高等部の

併設校で、知的障害がある生徒が330人ほど在籍

している。剣道部員数は、ここ数年４−５名で推

移してきたが、2012年度は中学部１名、高等部

８名の合計９名が在籍している。毎年行われるク

ラブ紹介の時には面打ちを体験させ、興味を持っ

てもらえるがなかなか入部に至らず、全校生徒数

からすると剣道部員数は少ない。過去には身辺介

助が必要な重いダウン症の生徒も所属していたが、

2012年度は軽度な生徒で構成されている。

生徒が求めるものと部活動の方向性を合わせる

ために入部動機調査行っている。そこには、礼儀

を身につけたい、大きな声が出せるようになりた

い、剣道に興味があったから、道着にあこがれて、

小さい頃やっていたので再びやってみたくなった、

などの記載があり、各自の入部動機が把握されて

いる。

2012年度は、高等部の３名（女子１、男子２）

の部員が活動の中心となっている。彼らは剣道に

関する向上心も高く、前年に１級を取得している。

指導の効果（長期の繰り返し）

A
類
型

・�柔道衣へ着替えることで、授業への切り替え、見通しが持ちやすい。
・�畳という環境が、気持ちを落ち着かせる、意欲につながる効果。
・�教員を投げることでの「楽しさ」「喜び」を感じられる。
・組み手を通してのコミュニケーション力向上。

B
類
型

・正座、黙想、礼法等を通して、礼儀を意識できる。
・柔道の体の動きを楽しむことができる。
・組み手による技術の向上が見られる。
・集団を意識させやすい。

C
類
型

・危険な行為への注意力が育成される。
・�相手を受け入れる姿勢、思いやりの気持ちが育てやすい。
・力と力を出し合う経験ができる。
・対人指導なので個別の対応、配慮ができる。

D
類
型

・�相手を受け入れる姿勢、思いやりの気持ちが育てやすい。
・安全面への配慮ができる。
・身につけた礼法を日常の生活に生かせる。
・技の掛け合いを通して考える行為を育成する。

表３　類型ごとの効果
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指導者は同校教員４名で、いずれも有段者である。

過去には剣道が専門ではない教員が顧問をした時

期もあった。また、同校剣道部には貸し出し用の防

具も竹刀も揃っており、用具面では充実している。

４－２　剣道部活動の内容
前述の入部調査に表れた入部目的とすり合わせ

ながら、現在は部活動で目指していることは以下

の通り。

礼　儀→ 卒業後社会人としてやっていける基礎的な力
の養成。敬語、姿勢、態度、年長者に対する
態度など。

技　術→ 剣道の技術の向上。必ずしも剣道級位・段位
取得ではなく、本人の力や成長度、目指して
いることなどを考慮しながら少しずつ養って
いく。

精神面→ 自分の気持ちの処理の仕方を学ぶ機会とす
る。また、技術の向上とともに自己肯定感を
高めることも目指す。剣道を行う上で、勝敗
や得意・不得意などを意識する場面がでてくる。
そこで他者比較をすることは大切だが、その
比較を処理しきれず精神的に不安定になって
しまうこともある。それを繰り返していく中で、
教員や保護者のサポートを時には受けながら、
自己処理能力の向上に役立てる。

具体的な練習内容は、実習や欠席などで、部員

数の関係や、面をつけられる生徒の有無、初心者

の割合、指導者の人数（体制）などにより稽古内

容はその都度変わるが、概ね以下の通り。

１　 部長（生徒）を中心に、生徒のみで体操・素振り
　　 自主性を大事にし、部長を中心に生徒達のチーム

ワークを引き出す。
２　 基礎練習（足さばき、素振りのチェックなど）
３　 面をつけての練習（基礎練習からかかり稽古、地

稽古、部内試合まで）

４－３　指導上の工夫
４－３－１　ことば声がけ

指導場面では、なるべく専門用語を使わず（必

要な用語は使用する）、わかりやすく、短く、端

的にまとめて話す。話し方も、ゆっくり、丁寧に

行う。生徒の顔や反応を意識しながら話しをする

のは当然であるが、わからない顔やいい反応では

なかったら、わかっていないと判断し、より噛み

砕いた表現で話をする。擬音語での指導も、とら

え方が個人により様々なので、あまり使用しない

ようにしている。たとえば「バンっと打ち込みな

さい」というような指示の仕方はせず「力強く」

などの指示をする。

運動機能・体力は一人一人違い、到達目標も異

なってくる。また、剣道では、右手、右足が前、

すり足をしなければいけないなど、決まりが多す

ぎて混乱してしまう生徒も多い。不器用さを受容

することが大切となる。

粘り強く少しずつステップアップしていく過程

における生徒達の達成感が重要となる。生徒に対

して「ああいいよ」「大丈夫だ」と前向きな言葉

かけをして安心させ、できたときには一緒になっ

て喜ぶことが特に重要となる。大きな声で、本人

にわかるように具体的に褒めることによって、生

徒のやる気を促している。生徒のできる範囲の中

で、できるところを伸ばすとことに重点を置いて

指導する。

個人の実態や、目指しているところ、入部動機

がどこにあるか、剣道をもって何を学びたいのか

というのは一人一人違う。目標設定の仕方は、一

人一人に合わせて考え、稽古内容を少しずつ変え

て、言葉かけのタイミングも変化させている。

叱るときは、対象生徒の状況を考えて判断して

いる。また、叱られる状況を見ている他の生徒の

学びの機会であることも意識している。

４－３－２　ひもを結ぶ

知的障害者にとってハードルが高いことの一つ

に「結ぶ」という動作がある。柔道であれば帯、

剣道の場合はさらに袴とか垂ひもを結ばなければ
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ならない。特に剣道の場合は、前だけでなく、後

ろでの結びあり、そこがネックになる。

間部教諭は、時間がかかっても待つことにして

いる。「剣道をやってきた者としては、早く面を

つけて、早く先輩のところに行けという指導を受

けてきましたが、それは要求しないことを徹底し

ています」。面下のつけ方も含め、面がしっかり

付けられないと納得して稽古に入れない生徒もい

る。丁寧な作業の時間を確保し、防具を自分でし

っかり着けられるようにすることは安全管理にも

なり、また本人の自信獲得、気持ちの転換にもな

る。何回面が外れても自分でやり直させる。根気

よくやってきた結果、生徒達は自分できちんと面

をつけられるようになっている。

４－３－３　ビデオを使った振り返り

自分の姿を客観的に見ることが自分の状況の理

解を促進する。そこで、稽古や試合を撮ったビデ

オを見る時間を設けている。客観的には「できて

いない」ことも、生徒本人は「できている」と思

い込むというズレが生じることが多い。また、「で

きている」と思っていても、「なんだかうまくい

かない」という気持ちを抱えていることも多くあ

る。その「うまくいかない」という気持ちが「う

まくなりたい」という気持ちに変化する契機をつ

くる。

スロー再生などを使用して、解説をしていく。

何度も繰り返し見せて指導する。ここでも本人が

やる気を失わないように、前向きな言葉がけを行

うように注意する。

４－４　周辺者による情報の共有
日頃の授業で生徒に接している担任と部活顧問

とが情報共有することが重要となる。生徒の障害

特性や、どのような時にどうなるのかなどの配慮

事項などを共有する。生活指導上の課題も共有し、

剣道部での指導で可能なことは積極的に盛り込ん

でいく。進路についても重要な情報となる。この

点は生徒にとって大きな不安材料となっており、

どのような言葉かけ、指導をしていけばよいのか

の指針になる。

また、保護者との信頼関係も当然必要となる。

東京都立白鷺特別支援学校の剣道部では人数が少

ないということもあり、保護者と連絡を取り、家

庭での様子など様々な話をしてもらえる環境作り

も心掛けている。部活顧問として担任の先生とは

違うスタンスで話を聞くことができ、担任も把握

していない情報も得ることができることもある。

特に、剣道が生徒にとってどのように作用してい

るのかを聞くことができ、指導にも生かしている。

４－５　その他の成果
部活動という他学年の生徒ともにする活動の中

で、生徒同士の縦・横のつながりを学ぶ。また、

上級生を見本として意識することが増えれば、上

級生、下級生ともに行動に反映する。また、外部

での試合や稽古参加は、刺激ある社会参加機会を

もたらす。

特に、それぞれの自信回復、創出は大きい。重

度のダウン症で、道着を着るにも支援が必要な生

徒が、保護者と一緒に剣道具店の前を通りかかっ

た時に「竹刀を買ってくれ」と望んだ。これまで

親に物の購入を望んだことが無いその生徒のその

ような行動に、保護者は感動したそうだ。彼は卒

業時に渡した剣道部の写真アルバムを施設に持っ

て行き、自慢することもあるという。

５．�富山県立富山総合支援学校の事例に�
関するセッション

５－１　空手指導の概要
富山県立富山総合支援学校では空手道指導を導

入している２。同校の太田熊野教諭をお招きして
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セッションが開催された。

太田教諭は、同校の運動会における応援合戦の

指導担当になったことを契機に、教諭自身の専門

である空手道の動きを生徒達が実施する応援動作

に取り入れ始めた。現在では授業でも空手道も取

り入れている。

空手道の指導するメリットは、生徒達に道着を

購入させることなく体育着で実施できること、組

み合わないので男女共修が可能であること、肢体

不自由児でも知的障害児でもできることにある。

５－２　�大きな動きから小さな動きができる
ようになる指導

セッションでは、まず空手道の動きを指導始め

て２回目の授業の様子をビデオで見た。生徒達が

体を揺らしながら突きの練習をしている部分であ

った。ただ、太田教諭は授業での空手道の稽古は

授業の一部、15分程度だけで、授業全体を使っ

ての稽古はしない。長時間の練習は集中力が持た

ないからである。空手道の練習を15分ほどしたら、

そこで止め、その後はバスケットボールの授業に

なる。１週間の授業の中から合計80分ほど練習

させるだけで生徒達は運動会で空手道の動作を使

った三三七拍子ができるようになる。

知的障害や身体障害がある生徒達だけでなく、

初心者に空手の正拳突きにおける腕の回旋を教え

るのは通常時間がかかる。そこで太田教諭は、以

下の３段階を踏ませる指導をした。

１　 左右の腕を交互に回旋させる練習をしなが

ら（写真３の①）

２　 徐々に身体を左右に揺らすように振らせ

（写真３の②）

３　 拳が上を向いている側の肘を曲げて引きの

状態を作らせる

15分程度の練習を５回程度実施するだけで自

然に正拳突きの形ができる（写真３の③）。最終

的には、三三七拍子の七拍子目に上段蹴りをさせ

姿勢を反転させ、三三七拍子を続けるという集団

演武を成功させている。

セッションでは参加者全員でこの指導を受け、

空手道経験が無くても短時間で腕を旋回させる突

き動作ができるようになることを体験した。この

ことを通じて、太田教諭の指導法が障害者専用の

指導法ではなく、初心者にも適用できる指導法で

あることを体験した。

５－３　ライ症候群生徒への指導
太田教諭はＭ君（ライ症候群による片麻痺 車

椅子利用 知的障害）への空手指導を６年ほどし

ている。最初は稽古時間が20分ぐらいしか持た

なかったが、週２回ほどの稽古をつづけながら現

在では90分間の稽古ができるようになった。

６年前（小学生）と現在のＭ君を比べると、ま

ず身体運動面では、ほぼ動かなかった左側の動き

が加わり、車椅子の背もたれが無くても身体を支

持できるようになった（写真２参照）。

この形を作るために太田教諭は、あえて車椅子

のベルトをはずして股のところに円柱のパッドを

つけて前に体がずれないようにした。また、少し

体を前に押すことで、逆に自分自身で体を後ろに

写真３　突き動作指導法

　� ③　　　　　　 　　　　　←②　��　　　 ←①→�　��　　　　　②→　　　　　　　　　　 ③　　
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戻そうとする反発を利用して姿勢保持をさせるた

めに、体を背もたれに心持ち前かがみになるよう

に車椅子背面にパッド入れた。

以前から稼働領域が大きかった右腕が円を描く

掛け受けもできるようにもなった。準備体操で体

を旋回させる運動を継続させ、身体全体の大きな

動きから腕の運動へとつなげたかたちだ。ただし、

この「掛け受け」動作ができるようになるまでに

４年かかっている。その後「掛け受け」の後に腕

を引いて突きを出す動作に２年かかった。現在は、

突きが掛け受けの時のまま掌が開いたままになる

のを握らせる練習中である。

５－４　呼吸法を使った指導
太田教諭は呼吸法の指導を初期から意識的に行

っている。「ゆっくり吐く」と「速く吐く」の２

種類の指示を使う。

Ｍ君の身体がこわばって力が入っている時は身

体を柔軟性にするために「ゆっくり吐いて」と指

導をする。例えば、腕を引いたときに肩が同時に

上がるようであれば、肩が上がっていることをＭ

君に認識させ、「ゆっくり吐いて」という指示で

ゆっくり深く排気させる。排気するにしたがって

肩が下がる。この過程で、力が抜けることを体感

させる。

また逆に、Ｍ君の身体に力を入れて動きを止め

させたいときには「速く吐いて」と指導する。例

えば、突きで出した腕が安定しない時は、「速く

吐く」という指示によって腕に力を入れて動きを

止められるようになる。

５－５　わずかな変化で６年間継続するコツ
Ｍ君は大きな変化を遂げたが、見方を変えて健

常児・者における６年間の成長と比較すると、Ｍ

君の変化は小さい。セッションでは「この程度のゆ

っくりした変化なのに６年間も続けられたのはど

うしてか」について議論された。

太田教諭は継続の秘訣として「Ｍ君に叱らない」

という方針をあげた。もちろん、生徒側にもよい

という意味もあるが、太田教諭は、指導者側のス

トレスを無くすために叱らないという理由を挙げ

ている。叱ると生徒がパニックを起こして違う行

動に出るなど、生徒だけでなく指導者のストレス

にもなるということだ。生徒がパニックになれば、

指導者側は余計に「なぜできないのか」と焦りが

出てストレスになる。できなければ「はい、じゃ

あ次ね」と手法を変える。目先を変えて本人と指

導者自身のやる気を引き出す。できたら褒める。

褒めたことは必ず繰り返しやるので、それをまた

大いに褒めあげる。それは生徒だけでなく、褒め

ている指導者自身のモチベーションアップにもつ

ながる。

現在は、Ｍ君を全く叱らないわけではない。Ｍ

君に空手道指導を始めたときから３年間は、叱ら

ない方針を維持したが、太田教諭がＭ君のクラス

担任となり、日常からＭ君と接するようになり、

叱るタイミングを計ることができるようになった

ことを契機に、真面目に稽古に取り組まなかった

時には叱りことを始めている。

６．まとめ
ワークショップで提示された情報を、障害者特

写真４　M君 6年間の変化
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有の指導法のヒントとして読むこともできれば、

健常者にも応用できる情報として読むことができ

る。このことは、障害者武道が中学校武道必修化

を契機としたインクルーシブ教育実現の入口にな

ることを象徴している。

インクルーシブ教育とは、単に学ぶ場の統合で

はない。もちろん専門教育に純化するための分離

でもない。そのバランス点は、生徒の状況などに

応じて常に変化し続ける。そのことが共有化され

たワークショップであった。

同じ名称の障害に分類されても、症状は個別に

異なる。自ずと個別事例によって練習手法も効果

も異なる。もちろん今回の報告に記述されたこと

も、当該障害がある者すべてに妥当する指導法で

はない。また、すべてが健常者に応用すべきわけ

でもない。稽古に関する主観的・客観的状況、そ

して指導・練習手法の工夫について記述したこと

が、多様に応用され、新たな事例を生み、「みん

なの武道 それぞれの武道」を編み出し、障害の

有無に関わらず、稽古の場が共有されることに資

すると考える。

武道においては、稽古後に指導者も生徒に「あ

りがとうございました」と言う。指導者も生徒に

学ぶのだ。様々な状況に対応して一緒に学び合う

ことが「生きる力」を生み出し、インクルーシブ

教員を実現させると考える。

2012�Global�workshop�in�Japan

　中学校武道必修化を契機としたインクルーシブ

教育の実現に向けて

共催：国際武道大学／国士舘大学武道徳育研究所

後援： スウェーデン大使館／文部科学省／世田谷

区教育委員会／財団法人日本武道館／日本

武道学会／一般社団法人障害者武道協会

開催日時： 平成24年８月21日（火）13：00〜17：00

場所： 国士舘大学世田谷校舎34号館「アトリウム」

コーディネーター：

　松井完太郎（国際武道大学 教授）

コメンテーター：

　鬼澤佳弘（文部科学省大臣 官房付）

　浜岡繁人（島根県江津市立江津中学 校長）

　アニカ・ナスルンド

 （ルレオ工科大学 健康科学部講師）

　角杉昌幸（東京都立青鳥特別支援学校 教諭）

　太田熊野（富山県立総合支援学校 教諭）

　間部賀容子（東京都立白鷺特別支援学校）

　ポントス・ジョハンソン

 （ABCD Budokai SWEDEN）

 （文責　松井完太郎）

注
１　 A 類型＝基礎技能類型、Ｂ類型＝生活技能類型、

Ｃ類型＝職業技能類型、Ｄ類型＝職業自立類型
２　 詳細は2011年度のプロジェクト研究（「障害者

による武道事例の調査研究−富山県における
空手道指導事例について−」　武道・スポーツ
科学研究所年報第17号）を参照。
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Ⅰ　はじめに
武道競技者の体力特性を明らかにした研究報告

は、いくつか見られる。しかし、そのほとんどが

男子を対象とした研究であり、女子に関す研究は

少ない。

剣道競技においては、比較的、体力要素より技

術的要素の重みが強いため、柔道などに比べると

体力に関するする研究報告は少ない。これまで男

子剣道競技者の体力特性については、少なからず

明らかにされているものの、女子においては、い

まだ明らかにされているとはいえない。男子剣道

競技者を対象とした研究では、剣道競技者の形態

や筋力において、左右差が見られることが明らか

にされている２）。これは剣道競技者の多くの場合、

中段の構え（右手右足前の構え）から、打突動作

を行うため、左右非対称な運動を行う。このよう

な剣道の運動特性による修練の結果、左右差が見

られると考えられる。その点においては、女子に

おいても同様のことが考えられるが、確認されて

いない。

また、これまでの研究では単関節による筋力や

筋パワーの測定が多く見られる。スポーツ競技場

面では、複数の関節が同時に関与してパワーを発

揮していることから、多関節が関与する筋パワー

の検討も重要であると考えられる。

そこで、本研究では、女子剣道競技者を対象と

しての筋パワーを中心とした体力特性を明らかに

し、基礎資料を得ることを目的とした。

Ⅱ　方法
１．対象者

対象者は、国際武道大学女子剣道部員38名（年

齢19.4±1.0歳、段位2.9±0.4段、経験年数11.7±2.5

年）であった。

国際武道大学女子剣道部は、各種大会での優勝

を目指して、数年前から午後の練習に加えて、基

本練習を中心とした朝練習を行っている。そして、

89大学が参加した平成23年度関東女子剣道優勝

大会において初優勝した。このような毎日の練習

により剣道に必要な技術に加えて、体力要素も養

われているものと考えられる。

２．測定項目

剣道競技では、有酸素性作業能力よりも無酸素

性作業能力、特に筋パワーが重要であると考えら

れることから、筋パワーを中心として測定項目を

選択した。また、剣道競技者においては、左右差

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

大学女子剣道競技者の体力特性
―筋パワーを中心として―

プロジェクトの分類　　　　　　　　　　　　一般公募
研究期間　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年４月～2013年３月
プロジェクト代表者氏名・所属部署・職名　　井上　哲朗
� （スポーツトレーナー学科・准教授）
共同研究者（所属）　　　　　　　　　　　　　岩切　公治　　矢﨑　利加　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫻井　健一　　井下　佳織　
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た。左右差の検討には、対応のあるｔ検定を用い

た。５段階評価表は、平均値（Ｍ）および標準偏

差（SD）から作成を行った。

Ⅲ　結果と考察
表１に形態及び身体組成の結果を示した。すべ

ての周径囲において、左右差が認められた。左右

差については、これまで報告された２）男子の測

定結果と同様であった。

剣道は中段の構えの場合、右手右足前の構えか

ら打突動作を行う。その結果、上肢では、右腕の

運動範囲が大きくなり、運動量も多くなる。一方、

下肢では、右足は打突のために大腿を振り上げ、

左脚は打突のために踏み切る。そして打突と同時

に踏み込み、その後、打突後の体勢を立て直すた

めに右脚を伸展させる。このような剣道の打突動

作を繰り返した結果、上肢では右腕の周径囲のほ

うが大きくなり、下肢では、大腿で右足が、下腿

で左足の周径囲のほうが大きくなると考えられる。

本研究の結果、女子においても男子同様の結果が

得られた。

表１　形態及び身体組成の測定結果
測定項目 単位 人数 平均値 標準偏差
身長 cm 38 160.43 5.37
体重 kg 38 59.12 7.22
体脂肪率 % 38 28.12 4.24

上腕囲 * 右 cm 38 28.67 2.66
左 cm 38 27.13 2.40

前腕囲 * 右 cm 38 24.86 1.47
左 cm 38 24.21 1.43

大腿囲 * 右 cm 38 56.49 3.86
左 cm 38 55.41 4.08

下腿囲 * 右 cm 38 36.28 2.76
左 cm 38 37.13 2.53

*：左右差が認められた項目

表２（絶対値）、表３（体重値）に筋パワーの

測定結果を示した。絶対値、体重値ともに脚伸展

パワーにおいて右脚優位の左右差が認められた。

が認められることから、形態及び筋パワーにおい

て左右ともに測定を行った。

１）形態及び身体組成

身長、体重、前腕囲（左右）、上腕囲（左右）、

大腿囲（左右）、下腿囲（左右）、体脂肪率（％

Fat）を測定した。

体脂肪率に関しては、パナソニック社製体組成

バランス計（EW-FA71）を使用して測定を行った。

２）腕伸展パワー

腕伸展パワー測定装置（竹井機器工業社製チェ

ストフォース）を用いて、両腕、および左右片腕

の腕伸展パワーを測定した。腕伸展開始時の位置

は、ウエイトトレーニングで行うベンチプレス同

様に、腕と胸のラインが一直線上になる位置とし

た。測定条件は、高速（120cm/s）、中速（80cm/s）、

低速（40cm/s）の３種とした。測定は、高速お

よび中速の両腕は５回以上、低速の両腕および各

速度の片腕は３回以上とし、その中で最も高い値

を測定値とした。

３）脚伸展パワー

脚伸展パワー測定装置（竹井機器工業社製キッ

クフォース）を用いて、両脚、および左右片脚の

脚伸展パワーを測定した。脚伸展開始時の膝関節

角度は、約90度とした。測定条件は、高速（120cm/

s）、中速（80cm/s）、低速（40cm/s）の３種とした。

測定は、高速および中速の両脚は５回以上、低速

の両脚および各速度の片脚は３回以上とし、その

中で最も高い値を測定値とした。

４）自転車ペダリングパワー

コンビ社製パワーマックスＶⅡを用いて、体重

の7.5%kp の負荷を用いて測定を行った。測定は、

５秒間の全力ペダリングを２回行った。そして、

最高値を記録とした。なお、測定間には５分以上

の休息を挟んだ。

５）分析方法

得られた測定値は、平均値と標準偏差を求め
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これは、打突のために踏み込み、そして打突後の

体勢を立て直すために右脚を伸展させて体勢を立

て直すという剣道の打突動作の繰り返しによる結

果、右脚の伸展パワーが発達したものであると考

えられる。男子を対象として脚伸展パワーを測定

した報告においても左右差が認められている。し

表２　パワーの測定結果（絶対値）
測定項目 単位 人数 平均値 標準偏差

両脚 Ｗ 37 813.32 132.44
中速 * 右 Ｗ 37 492.11 59.37

左 Ｗ 37 448.22 56.73
両脚 Ｗ 37 895.81 155.14

脚伸展パワー 高速 * 右 Ｗ 37 531.08 84.51
左 Ｗ 37 479.32 77.43
両脚 Ｗ 37 476.46 95.67

低速 * 右 Ｗ 37 297.43 48.08
左 Ｗ 37 272.24 44.17
両脚 Ｗ 38 220.71 39.98

中速 右 Ｗ 38 123.55 29.74
左 Ｗ 38 122.92 28.87
両脚 Ｗ 38 235.63 45.13

腕伸展パワー 高速 右 Ｗ 38 133.08 35.84
左 Ｗ 38 130.66 37.60
両脚 Ｗ 38 148.89 27.13

低速 右 Ｗ 38 79.79 15.62
左 Ｗ 38 80.00 15.54

自転車ペダリングパワー Ｗ 37 463.49 80.42
　*：左右差が認められた項目

表３　パワーの測定結果（体重値）
測定項目 単位 人数 平均値 標準偏差

両脚 W/kg 37 13.79 2.07
中速 * 右 W/kg 37 8.36 1.01

左 W/kg 37 7.61 0.95
両脚 W/kg 37 15.18 2.26

脚伸展パワー 高速 * 右 W/kg 37 9.03 1.41
左 W/kg 37 8.14 1.28
両脚 W/kg 37 8.08 1.57

低速 * 右 W/kg 37 5.05 0.81
左 W/kg 37 4.63 0.79
両脚 W/kg 38 3.75 0.64

中速 右 W/kg 38 2.11 0.51
左 W/kg 38 2.09 0.45
両脚 W/kg 38 4.00 0.70

腕伸展パワー 高速 右 W/kg 38 2.25 0.56
左 W/kg 38 2.21 0.58
両脚 W/kg 38 2.53 0.43

低速 右 W/kg 38 1.36 0.26
左 W/kg 38 1.36 0.25

自転車ペダリングパワー W/kg 37 7.81 0.91
　*：左右差が認められた項目
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かし、男子に関しては高速になるほど左右差が顕

著１）で、速度が遅くなるほど左右差がみられな

くなるという特徴がみられた。この点については、

男女で競技中に発揮する速度に差がある可能性も

考えられ、今後、さらに検討する必要がある。

一方、上肢周径囲においては左右差が認められ

たのにもかかわらず、腕伸展パワーにおいては左

右差が認められなかった。これは、剣道の打突動

作においては、伸展筋群だけではなく、右腕の屈

曲筋群も関与していることが考えられる。男子を

対象として上肢の単関節の等速性筋力を測定した

研究では、肘関節伸展筋力では左側優位、肘関節

屈曲筋力では右側優位の左右差が認められてい

る２）。このことから、上肢の右周径囲の大きさは、

屈曲筋群の肥大による影響も示唆される。

自転車ペダリングパワーに関しては、体育学

部女子学生145名の測定を行った報告によると３）、

全体平均値は、絶対値505.6±96.2W、体重値8.9

±0.9W/kg であった。本研究結果は、それよりも

低い値であった。

剣道においては、競技特性から単発的な筋パワ

ーは必要であると考えられるが、自転車ペダリン

グパワーのように短時間で繰り返し筋収縮を行い

発揮される筋パワーは、あまり必要で無いと考え

られる。

表４（絶対値）、表５（体重値）に平均値と標

準偏差から求めた５段階評価表を作成した。５段

階評価表の作成には、平均値（Ｍ）と標準偏差（SD）

から、M－1.5SD 未満を「劣る」、M－1.5SD 以

上M－0.5SD 未満を「やや劣る」、M－0.5SD 以

上M＋0.5SD 未満を「ふつう」、M＋0.5SD 以上

M＋1.5SD 未満を「やや優れる」、M＋1.5SD 以

表４　筋パワーの５段階評価表（絶対値）
測定項目 劣る やや劣る ふつう やや優れる 優れる

高速
両 W ～662 663～817 818～972 973～1127 1128～
右 W ～403 404～487 488～572 573～� 656 657～
左 W ～362 363～439 440～517 518～� 594 595～

中速
両 W ～613 614～746 747～878 879～1010 1011～

脚伸展パワー 右 W ～402 403～461 462～520 521～� 580 581～
左 W ～362 363～418 419～475 476～� 532 533～

低速
両 W ～331 332～427 428～523 524～� 618 619～
右 W ～224 225～272 273～320 321～� 368 369～
左 W ～204 205～249 250～293 294～� 337 338～

高速
両 W ～166 167～212 213～257 258～� 302 303～
右 W ～�78 79～114 115～150 151～� 185 186～
左 W ～�73 74～110 111～148 149～� 186 187～

中速
両 W ～159 160～199 200～239 240～� 279 280～

腕伸展パワー 右 W ～�77 78～107 108～137 138～� 167 168～
左 W ～�78 79～107 108～136 137～� 165 166～

低速
両 W ～107 108～134 135～161 162～� 188 189～
右 W ～�55 56～� 70 71～� 86 87～� 102 103～
左 W ～�55 56～� 71 72～� 86 87～� 102 103～

自転車
ペダリングパワー

パワー W ～341 342～422 423～502 503～� 583 584～
回転数 rpm ～109 110～121 122～133 134～� 144 145～
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上を「優れる」とした。この表を用いれば、女子

剣道競技者の筋パワーを簡単に評価できると考え

られる。

文献
１）井上哲朗ほか：剣道競技者の等速性脚伸展パ
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２）井上哲朗ほか：剣道競技者の上肢、下肢、体
幹の等速性筋力；競技力および左右差との関
連から．武道学研究27-1、27-34、1994．

３）井上哲朗ほか：スポーツ選手の上肢、下肢パ
ワーの標準値の作成．武道・スポーツ科学研
究所年報１、121-125、1995．

表５　筋パワーの５段階評価表（体重値）
測定項目 劣る やや劣る ふつう やや優れる 優れる

高速
両 W/kg ～11.78 11.79～14.04 14.05～16.30 16.31～18.56 18.57～
右 W/kg ～� 6.91 6.92～� 8.31 8.32～� 9.72 9.73～11.13 11.14～
左 W/kg ～� 6.21 6.22～� 7.49 7.50～� 8.78 8.79～10.06 10.07～

中速
両 W/kg ～10.69 10.70～12.75 12.76～14.82 14.83～16.88 16.89～

脚伸展パワー 右 W/kg ～� 6.84 6.85～� 7.85 7.86～� 8.86 8.87～� 9.87 9.88～
左 W/kg ～� 6.18 6.19～� 7.13 7.14～� 8.08 8.09～� 9.02 9.03～

低速
両 W/kg ～� 5.72 5.73～� 7.29 7.30～� 8.85 8.86～10.42 10.43～
右 W/kg ～� 3.82 3.83～� 4.64 4.65～� 5.45 5.46～� 6.27 6.28～
左 W/kg ～� 3.43 3.44～� 4.22 4.23～� 5.01 5.02～� 5.81 5.82～

高速
両 W/kg ～� 2.94 2.95～� 3.64 3.65～� 4.35 4.36～� 5.05 5.06～
右 W/kg ～� 1.40 1.41～� 1.96 1.97～� 2.53 2.54～� 3.09 3.10～
左 W/kg ～� 1.33 1.34～� 1.91 1.92～� 2.49 2.50～� 3.07 3.08～

中速
両 W/kg ～� 2.79 2.80～� 3.43 3.44～� 4.06 4.07～� 4.70 4.71～

腕伸展パワー 右 W/kg ～� 1.33 1.34～� 1.84 1.85～� 2.35 2.36～� 2.86 2.87～
左 W/kg ～� 1.40 1.41～� 1.85 1.86～� 2.30 2.31～� 2.75 2.76～

低速
両 W/kg ～� 1.87 1.88～� 2.31 2.32～� 2.74 2.75～� 3.17 3.18～
右 W/kg ～� 0.96 0.97～� 1.22 1.23～� 1.48 1.49～� 1.74 1.75～
左 W/kg ～� 0.98 0.99～� 1.23 1.24～� 1.47 1.48～� 1.72 1.73～

自転車
ペダリングパワー

パワー W/kg ～� 6.44 6.45～� 7.35 7.36～� 8.25 8.26～� 9.16 9.17～
回転数 rpm ～� �109 110～�� 121 122～� �133 134～�� 144 145～
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研
究
代
表
者　

魚
住
孝
至

　
　
　

�

共
同
研
究
者　

立
木
幸
敏
、
吉
田
鞆
男
１
、
仙
土
克
博
１
、
長
南
信
之
１
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
保
木
輝
雄
２
、
朴
周
鳳
３
、
中
嶋
哲
也
３
、
宮
本
光
輝
４

�

１
古
流
剣
術
研
究
会
、
２
埼
玉
大
学
、
３
早
稲
田
大
学
、
４
国
際
武
道
大
学
大
学
院

二
〇
一
二
年
度
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
概
要

本
年
度
は
、
昨
年
度
で
終
了
し
た
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
の
研
究
成
果
を
形

あ
る
も
の
に
仕
上
げ
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
同
じ
テ
ー
マ
で
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
組
ん
だ
。

本
研
究
の
目
的
は
、
江
戸
時
代
の
武
道
文
化
の
形
成
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た

し
た
新
陰
流
と
一
刀
流
剣
術
を
中
心
に
、
流
派
剣
術
の
元
来
の
形
の
仕
様
と
そ
の

思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
日
本
の
武
道
文
化
の
成
立
基
盤
を
解
明

す
る
こ
と
で
あ
る
。

新
陰
流
と
一
刀
流
剣
術
の
文
献
を
基
に
し
た
術
技
の
研
究
は
、
吉
田
氏
を
中
心

に
、
毎
月
吉
田
道
場
で
行
わ
れ
た
。
特
に
今
年
度
は
、
新
陰
流
の
基
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
る
陰
流
の
「
猿え
ん

飛ぴ

」（「
燕
飛
」）
の
刀
法
に
つ
い
て
、
改
め
て
四
つ
の
古

文
献
の
研
究
に
基
づ
き
、
元
来
の
形
を
推
定
・
復
元
す
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
た
。

実
は
「
燕
飛
」
に
つ
い
て
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
最
初
の
二
〇
〇
三
年
の

報
告
書
で
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
は
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
武

術
の
交
流
と
展
開
」
を
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
始
め
た
の
で
、
ま
ず
は
日
本
に
お
け

日
本
の
武
道
文
化
の
成
立
基
盤
―
新
陰
流
と
一
刀
流
剣
術
の
研
究
を
通
じ
て

る
武
術
（
後
に
武
道
と
呼
ば
れ
る
）
の
如
何
を
調
べ
る
こ
と
が
第
一
義
的
に
大
事

で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
十
六
世
紀
後
期
に
中
国
の
『
紀
效
新
書
』
に
も
模
刻

さ
れ
た
「
影
流
目
録
」
の
「
猿
飛
」
が
、
新
陰
流
で
は
「
燕
飛
」
と
し
て
、
そ
の

刀
法
が
今
日
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
研

究
報
告
書
で
は
、
現
在
に
刀
法
を
伝
え
る
尾
張
の
柳
生
新
陰
流
の
術
伝
の
最
古
の

伝
書
で
あ
る
『
新
陰
流
表
討う
ち

太
刀
目
録
』（
一
六
八
五
）
を
翻
刻
し
、
そ
の
叙
述

に
基
づ
い
て
、「
燕
飛
」
の
勢
法
の
復
元
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
（「
燕
飛
組
太
刀

試
論
」
本
年
報
第
九
号
所
載
）。

そ
の
後
、
我
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
柳
生
新
陰
流
が
江
戸
と
尾
張
に
分
か

れ
る
以
前
に
遡
っ
て
検
証
す
る
よ
う
に
研
究
を
深
め
、
新
陰
流
の
勢
法
「
三
学
」

（
第
十
号
）、「
九
箇
」（
第
十
二
号
）、「
天
狗
抄
・
極
意
・
八
箇
必
勝
」（
第
十
四
号
）

に
つ
い
て
は
、
尾
張
柳
生
系
の
『
討
太
刀
目
録
』
と
江
戸
柳
生
系
の
『
新
陰
流
兵

法
目
録
事
』
説
明
（
一
七
〇
四
）
の
叙
述
を
比
較
・
対
照
さ
せ
、
残
さ
れ
た
最
古

の
四
文
献
も
合
わ
せ
て
検
証
し
、
十
七
世
紀
中
葉
に
遡
る
元
来
の
刀
法
を
推
測
・

復
元
し
て
き
た
。
後
者
の
文
献
に
は
「
燕
飛
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
が
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
の
進
展
に
よ
り
判
明
し
た
江
戸
柳
生
系
の
古
い
三
資
料
を
合
わ
せ

て
、
よ
り
深
め
た
形
で
、
再
度
問
題
に
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究

成
果
が
、
本
年
度
の
「
陰
流
・
新
陰
流
勢
法
「
燕
飛
」
の
研
究
」
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ま
で
十
年
間
に
わ
た
り
毎
年
本
年
報
に
発
表
し
て
き
た
研
究
成
果
を

ま
と
め
て
書
籍
に
す
る
よ
う
に
、
魚
住
を
中
心
に
企
画
し
た
。
三
社
に
出
版
を
打

診
し
た
が
、
研
究
テ
ー
マ
通
り
に
新
陰
流
と
一
刀
流
の
研
究
を
合
わ
せ
た
企
画
で

は
、
大
部
と
な
り
出
版
費
が
高
額
と
な
る
の
で
、
テ
ー
マ
を
新
陰
流
に
絞
っ
て
、
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研
究
書
の
刊
行
を
目
指
す
こ
と
に
し
た
。
一
社
か
ら
出
版
の
内
諾
が
得
ら
れ
た
の

で
、
十
月
末
に
二
〇
一
三
年
度
の
科
研
費
の
研
究
成
果
公
開
促
進
費
に
申
請
・
応

募
し
た
。

以
上
の
他
、
今
年
度
は
、
新
陰
流
の
基
に
な
っ
た
陰
流
の
古
い
目
録
の
調
査
、

一
刀
流
で
江
戸
後
期
か
ら
の
伝
統
を
持
つ
甲
源
一
刀
流
の
調
査
、
そ
し
て
古
武
道

振
興
会
会
長
へ
の
訪
問
調
査
も
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
。

先
ず
一
六
世
紀
末
の
『
愛
洲
陰
之
流
目
録
』
が
東
京
国
立
博
物
館
に
蔵
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
、中
世
古
祥
道
著『
愛
洲
移
香
斎
久
忠
傳
考
』（
増
補
版
・
二
〇
〇
九
年
）

で
判
明
し
た
。
た
だ
こ
の
著
書
は
、
継
承
系
譜
に
つ
い
て
の
考
察
で
、
目
録
の
内

容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
東
京
国
立
博
物
館
に
「
特
別
熟
覧
」
を
申

請
し
て
許
可
を
得
、
九
月
に
魚
住
と
宮
本
が
調
査
を
し
た
。

こ
の
目
録
は
、
四
巻
一
括
の
も
の
で
、
陰
流
の
流
祖
・
愛
洲
移
香
斎
か
ら
四
代

目
と
な
る
「
湯
原
次
郎
兵
衛
尉
」
が
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
に
発
給
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
第
一
巻
は
、「
第
一　

猿
飛
」、「
第
二　

猿
廻
」が
文
章
で
の
説
明
、「
第

三　

山
陰
」
以
下
が
絵
目
録
で
、
十
一
本
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
二
本
の
説�

明
文
は
『
紀
效
新
書
』
に
模
刻
・
掲
載
さ
れ
た
「
影
流
之
目
録
」
と
文
章
も
ほ
ぼ

同
じ
で
、
こ
の
目
録
が
陰
流
の
古
い
目
録
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

ま
た
新
陰
流
流
祖
・
上
泉
信
綱
発
給
の
『
影
目
録
』
に
あ
る
八
本
の
勢
法
の
名
前

は
、
こ
の
目
録
に
見
ら
れ
、
形
式
か
ら
も
上
泉
が
明
ら
か
に
陰
流
の
目
録
を
基
に

作
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
こ
の
「
猿
飛
」
の
巻
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
実
は
陰
流
目

録
で
は
、
第
一
巻
で
「
初
重
」
の
も
の
で
あ
り
、「
中
段
」
に
は
第
二
巻
の
天
狗

の
絵
が
描
か
れ
た
十
二
本
の
目
録
が
あ
り
、さ
ら
に
第
三
巻
「
仕
相
之
太
刀
」
以
下
、

六
つ
の
構
え
や
戦
い
の
時
に
要
訣
を
示
し
た
も
の
、
第
四
巻
に
は
密
教
的
な
真
言

が
書
か
れ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
、
呪
術
的
な
要
素
を
多
分
に
持
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
陰
流
の
目
録
は
『
紀
效
新
書
』
に
模

刻
さ
れ
た
断
簡
し
か
分
か
ら
ず
、
し
か
も
模
刻
の
文
字
が
不
明
で
意
味
が
通
じ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
目
録
に
よ
っ
て
初
め
て
陰
流
の
全
体
像
が
窺
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
宮
本
・
魚
住
が
研
究
報
告｢

『
愛
洲
陰
之
流
目
録
』

（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
の
調
査
報
告
―
新
陰
流
と
の
関
係
及
び
『
紀
效
新
書
』

所
載
の
「
影
流
之
目
録
」
に
つ
い
て
の
新
知
見
―｣

と
し
て
ま
と
め
て
、『
国
際

武
道
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
十
八
号
（
九
五
～
一
〇
七
頁
・
二
〇
一
三
年
三
月
刊
）

に
掲
載
し
た
。

他
方
、
一
刀
流
剣
術
に
つ
い
て
は
、
江
戸
中
期
に
一
刀
流
溝
口
派
の
流
れ
で
成

立
し
、
農
民
層
に
広
く
普
及
し
た
甲
源
一
刀
流
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
三
月
に
魚

住
、
吉
田
、
大
保
木
、
立
木
の
四
人
で
、
秩
父
市
小お

が

の
鹿
野
町
の
本
部
道
場
の
逸
見

宗
家
を
訪
ね
た
。

宗
家
九
世
逸へ
ん

見み

知ち

ふ

じ
夫
治
氏
の
和
子
夫
人
と
十
世
義
清
氏
に
話
を
伺
い
、
江
戸
後

期
か
ら
の
耀よ
う

武ぶ

館か
ん

道
場
と
資
料
館
で
伝
来
資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
義
清
氏

に
よ
る
と
、
甲
源
一
刀
流
で
は
、
当
初
竹
刀
剣
術
は
せ
ず
、
近
郷
か
ら
多
く
の
門

人
が
集
ま
り
組
太
刀
を
稽
古
し
て
い
た
が
、
他
流
と
の
試
合
に
備
え
て
、
長
刀
や

鑓
な
ど
の
武
具
も
鍛
練
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
道
場
に
そ
れ
ら
の
武
具
も

置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
近
く
に
あ
る
逸
見
家
の
墓
地
で
、
甲
源
一
刀
流
を
開
創
し

た
逸
見
太
四
郎
義
年
以
下
の
代
々
、
並
び
に
一
刀
流
溝
口
派
を
伝
え
た
江
戸
浪
士

桜
井
五ご

亮す
け

長
政
の
墓
も
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
中
期
以
降
の
代
々
の
歴
史
の
重
み
が

実
感
さ
れ
た
。

ま
た
八
世
太
四
郎
氏
の
次
男
で
九
世
の
弟
で
共
に
流
儀
を
支
え
ら
れ
た
逸
見
光

治
氏
が
、
長
年
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
ら
れ
た
『
甲
斐
源
氏　

甲
源
一
刀
流
逸

見
家
』（
Ａ
４
版
二
四
六
頁
・
甲
源
一
刀
流
資
料
館
・
二
〇
〇
五
年
）、『
甲
斐
源
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氏　

甲
源
一
刀
流
逸
見
家　

続
編
』（
同
一
五
三
頁
・
同
・
二
〇
一
二
年
）
を
購

入
し
た
。
こ
の
二
書
に
、
平
安
末
の
逸
見
氏
の
発
祥
か
ら
江
戸
後
期
に
至
る
歴
史
、

甲
源
一
刀
流
の
歴
史
、
伝
書
四
点
が
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
甲
源
一
刀

流
伝
来
の
組
太
刀
は
二
十
本
で
あ
っ
て
、『
日
本
武
道
大
系
』
掲
載
さ
れ
た
「
師

範
免
許
」「
中
免
許
」「
代
師
範
免
許
」「
皆
伝
免
許
」
は
偽
作
で
あ
る
こ
と
も
明

言
さ
れ
て
い
る
。
甲
源
一
刀
流
研
究
の
最
新
の
最
重
要
資
料
で
あ
る
。

ま
た
秩
父
神
社
の
近
く
で
、
北
辰
一
刀
流
か
ら
近
代
剣
道
の
創
立
に
大
き
な
力

を
発
揮
し
た
高
野
佐
三
郎
の
明
信
館
道
場
を
、
池
田
克
生
秩
父
剣
連
会
長
の
案
内

で
見
る
こ
と
が
出
来
た
。
道
場
に
は
勝
海
舟
の
額
と
渋
澤
栄
一
の
書
が
掲
げ
ら
れ

て
い
た
。
特
に
渋
澤
は
、
こ
の
近
く
の
深
谷
の
出
身
で
あ
り
、
若
い
頃
北
辰
一
刀

流
を
修
業
し
て
、
そ
の
縁
で
一
橋
慶
喜
公
の
知
遇
を
得
て
、
幕
末
に
遣
欧
使
節
団

に
加
わ
り
、
以
後
の
活
躍
が
出
来
た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
明

治
時
代
の
剣
道
の
展
開
を
裏
か
ら
支
援
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。

ま
た
二
月
に
は
、
古
武
道
の
伝
承
の
実
態
に
つ
い
て
、
古
武
道
振
興
会
会
長
・

斎
藤
聡
氏
宅
を
魚
住
、
大
保
木
、
中
嶋
、
宮
本
の
四
人
で
訪
れ
、
話
を
伺
っ
た
。

斎
藤
氏
は
、
戦
前
か
ら
古
武
道
振
興
会
に
属
し
、
こ
こ
十
数
年
来
は
会
長
と
し

て
各
流
派
の
内
情
に
も
詳
し
い
方
で
あ
る
。
現
在
九
十
二
歳
の
高
齢
だ
が
、
刀
や

手
裏
剣
な
ど
の
実
物
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
の
伝
書
、
さ
ら
に
往
時
の
写
真
な
ど

を
見
せ
な
が
ら
、
古
武
道
で
は
常
に
実
戦
的
な
心
得
が
あ
り
、
伝
書
に
は
書
か
れ

な
く
と
も
隠
し
武
器
の
遣
い
方
の
心
得
が
あ
る
こ
と
、
戦
前
の
古
武
道
振
興
会
の

様
子
と
現
在
ま
で
の
変
遷
な
ど
を
、
諄
々
と
説
か
れ
た
。
特
に
中
嶋
氏
は
、
博
士

論
文
で
も
古
武
道
振
興
会
に
つ
い
て
論
じ
、
学
会
誌
に
も
論
文
を
書
い
て
い
る
の

で
、
戦
前
の
会
設
立
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
松
本
学
に
つ
い
て
や
、
戦
前
の
会
の

運
営
、
さ
ら
に
戦
後
の
武
道
禁
止
時
代
の
あ
り
様
と
そ
れ
か
ら
の
復
興
に
つ
い
て

尋
ね
、
斎
藤
氏
か
ら
有
益
な
話
し
が
多
く
あ
り
、
最
後
に
は
、
今
後
戦
後
の
展
開

に
つ
い
て
も
研
究
し
て
ほ
し
い
旨
の
話
が
あ
っ
た
。
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
は
新

陰
流
と
一
刀
流
剣
術
の
研
究
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
が
、
古
武
道
全
体
、
さ
ら

に
武
道
文
化
の
研
究
の
視
点
を
常
に
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め

て
確
認
し
た
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
は
、
今
年
度
は
大
変
有
意
義
な
調
査
も
出
来
、
研
究
も

大
い
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、
よ

り
進
展
さ
せ
て
書
籍
に
ま
と
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

�

（
文
責　

魚
住
孝
至
）
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陰
流
・
新
陰
流
勢
法
「
燕
飛
」
の
研
究

�

監
修
・
演
武　

吉　

田　

鞆　

男

�

翻
刻
・
演
武　

仙　

土　

克　

博

�

注
解
・
論
述　

魚　

住　

孝　

至

�

撮
影
・
編
集　

立　

木　

幸　

敏

は
じ
め
に

「
燕
飛
」
は
、
新
陰
流
に
お
い
て
、
基
に
な
っ
た
陰
流
の
太
刀
と
し
て
伝
え
ら
れ
、

稽
古
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

陰
流
の
流
祖
・
愛
洲
移
香
斎
（
一
四
五
一
～
一
五
三
八
）
か
ら
四
代
目
が
天
正

四
年（
一
五
七
六
）発
給
し
た『
愛
洲
陰
之
流
目
録
』で
は
、第
一
巻
に「
猿
飛
」、「
猿

廻
」
の
二
本
の
勢
法
が
簡
単
な
叙
述
が
あ
り
、
三
本
目
「
山
陰
」
以
下
は
絵
目
録

で
、
計
十
一
本
あ
る（
注
１
）。「
猿
飛
」
は
陰
流
の
表
太
刀
で
流
派
の
根
本
を
示
す
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
『
紀
效
新
書
』
に
は
、嘉
靖
四
十
年
（
一
五
六
一
）

に
倭
寇
を
討
伐
し
た
際
に
得
た
と
す
る
『
影
流
之
目
録
』
が
模
刻
さ
れ
て
掲
載
さ

れ
て
い
る
が
、「
猿
飛
」「
猿
廻
」
の
説
明
は
中
国
人
の
模
刻
で
不
明
な
字
も
あ
る

が
、
全
く
同
じ
内
容
と
見
ら
れ
、
第
三
山
陰
以
下
は
太
刀
を
持
つ
人
形
八
図
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
模
刻
に
は
年
記
と
発
給
者
が
な
く
、
絵
も
あ
ま
り
に
簡
単

な
も
の
で
あ
る
が
、
先
の
『
愛
洲
陰
之
流
目
録
』
が
流
派
伝
来
の
形
を
伝
え
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
愛
洲
移
香
斎
の
末
裔
は
平
沢
家
と
名
を
改
め
て
、

今
日
ま
で
秋
田
に
健
在
で
あ
る
が
、
陰
流
の
術
伝
は
、
江
戸
後
期
に
断
絶
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
勢
法
が
元
来
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
窺
う
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。

新
陰
流
の
流
祖
・
上
泉
信
綱
（
一
五
〇
八
？
～
一
五
七
三
）
は
、
陰
流
の
太
刀

を
移
香
斎
の
息
子
・
小
七
郎
か
ら
学
ん
で
い
る
。
小
七
郎
は
、
永
禄
七
年
（
一
五

六
四
）
に
常
陸
・
佐
竹
家
に
仕
官
す
る
が
、
そ
の
十
年
以
上
前
か
ら
関
東
に
来
て

い
た
と
見
ら
れ
、
上
泉
は
お
そ
ら
く
天
文
末
頃
（
一
五
五
〇
年
代
）
に
西
国
で
隆

盛
で
あ
っ
た
陰
流
の
太
刀
を
知
っ
た
と
思
わ
れ
る（
注
２
）。
上
泉
が
新
陰
流
を
創
始

し
た
の
が
い
つ
か
不
明
で
あ
る
が
、
陰
流
の
太
刀
に
決
定
的
な
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ

と
か
ら
、
新
陰
流
を
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
泉
は
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）

に
発
給
し
た
新
陰
流
の
『
影
目
録
』
は
四
巻
で
あ
る
が
、
第
一
巻
に
お
い
て
、「
予

は
諸
流
の
奥
源
を
究
め
、陰
流
に
お
い
て
別
に
奇
妙
を
抽
出
し
て
新
陰
流
を
号
す
」

と
述
べ
た
後
、「
燕
飛
」、「
猿
廻
」
の
二
本
を
説
明
、以
下
、「
山
陰
」、「
月
影
」、「
浦

波
」、「
浮
舟
」、「
獅
子
奮
迅
」、「
山
霞
」
の
六
本
を
絵
目
録
と
し
て
い
る
。
上
泉

は
「
猿
飛
」
に
代
え
て
「
燕
飛
」
と
表
記
し
、「
浦
波
」
と
「
浮
舟
」
の
順
は
入

れ
替
え
る
が
、
八
本
と
も
陰
流
の
目
録
と
同
じ
で
、
新
陰
流
成
立
の
基
と
な
っ
た

勢
法
と
し
て
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
本
目
の
「
浮
舟
」
は
太
刀
を
切
り
落
と

し
た
絵
で
、
次
の
「
獅
子
奮
迅
」
は
二
刀
で
あ
る
の
で
、
六
本
目
ま
で
で
区
切
り

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

上
泉
の
弟
子
・
疋
田
豊
五
郎
が
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
に
発
給
し
た
目
録
で
は
、

「
猿
飛
」、「
猿
廻
」、「
山
陰
」、「
月
影
」、「
浮
舟
」、「
浦
波
」
の
絵
目
録
六
本
で
あ
る
。

「
浮
舟
」
と
「
浦
波
」
は
順
序
が
入
れ
替
わ
る
が
、
絵
は
、『
影
目
録
』
の
「
浦
波
」、

「
浮
舟
」
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
上
泉
の
晩
年
の
弟
子
・
柳
生
宗
厳
は
、「
燕
飛
」
に
つ
い
て

は
目
録
に
載
せ
て
お
ら
ず
、
何
ら
言
及
し
て
も
い
な
い
。
新
陰
流
を
整
備
す
る
こ

と
に
集
中
し
た
宗
厳
に
と
っ
て
、
基
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
他
流
で
あ
る
「
燕
飛
」

は
目
録
に
載
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
、
少
な
く
と
も
孫
の
柳
生

十
兵
衛
の
『
月
之
抄
』
に
は
「
燕
飛
」
が
表
の
太
刀
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
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そ
の
目
録
に
は
「
三
学
」
の
前
に
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
。「
燕
飛
」
の
太
刀
が
、

刀
法
を
学
習
す
る
上
で
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、

宗
厳
が
最
も
腐
心
し
た
こ
と
は
、
流
祖
・
上
泉
の
新
陰
流
を
そ
っ
く
り
模
倣
的
に

伝
承
す
る
よ
り
も
、
上
泉
の
意
思
・
思
想
に
宗
厳
自
身
の
考
え
方
及
び
工
夫
を
加

味
し
た
独
自
の
体
系
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
我
々
は
考
え

て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
柳
生
家
に
お
け
る
新
陰
流
―
―
文
字
通
り
柳
生

新
陰
流
―
―
の
原
点
と
な
る
べ
き
姿
勢
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
解

釈
さ
れ
る
。
宗
厳
の
そ
の
よ
う
な
姿
勢
か
ら
、
五
男
の
柳
生
宗
矩
（
江
戸
柳
生
家

初
代
）
の
『
兵
法
家
伝
書
』
や
、
孫
の
兵
庫
助
（
尾
張
柳
生
家
初
代
）
の
『
始
終

不
捨
書
』
や
『
新
陰
流
口
伝
書
』
に
も
、「
燕
飛
」
の
記
載
は
な
い
。
け
れ
ど
も

柳
生
系
統
で
も
「
燕
飛
」
の
術
伝
が
あ
り
、
稽
古
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

江
戸
柳
生
家
二
代
・
十
兵
衛
三
厳
の
『
月
の
抄
』（
一
六
三
九
）
に
は
目
録
だ

け
だ
が
、「
猿
飛
」、「
猿
廻
」、「
月
影
」、「
山
陰
」、「
浦
波
」、「
浮
舟
」、「
切せ
つ

甲こ
う

」、

「
刀と
う

棒ぼ
う

」
の
八
本
を
載
せ
て
い
る
。「
切
甲
」、「
刀
棒
」
の
所
作
を
、
勢
法
の
数
と

し
て
数
え
、
江
戸
柳
生
家
に
お
い
て
は
「
燕
飛
」
の
太
刀
を
八
本
と
し
て
伝
承
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。（
後
述
の
ご
と
く
、尾
張
柳
生
家
で
は
「
浦
波
」
か
ら
「
浮
舟
」

の
段
に
、「
切
甲
」
及
び
「
刀
棒
」
の
所
作
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を

独
立
し
た
太
刀
数
と
し
て
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
。）

対
し
て
尾
張
柳
生
家
二
代
・
利
方
の
『
新
陰
流
表
討
太
刀
目
録
』（
一
六
八
五
）

（
以
下
、『
討
太
刀
目
録
』と
略
称
）に
は
、『
影
目
録
』と
同
じ「
燕
飛
」、「
猿
廻
」、「
山

陰
」、「
月
影
」、「
浦
波
」、「
浮
舟
」
の
六
本
の
仕
様
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
仕

様
は
、
兵
庫
助
の
伝
来
で
、
上
泉
の
孫
に
な
る
上
泉
孫
四
郎
の
確
認
も
受
け
た
と

奥
書
に
書
い
て
い
る
。

江
戸
系
の
仕
様
は
、
宗
矩
に
学
び
『
見
解
之
書
』
を
受
け
た
鍋
島
元
茂
の
孫
・

大
蔵
元
敦
が
『
見
解
註
解
』（
一
六
九
五
頃
成
立
）
の
中
に
「
猿
飛
」
と
し
て
、

分
け
ず
に
一
連
り
で
勢
法
の
仕
様
が
書
か
れ
て
い
る
。

江
戸
系
の
八
本
に
分
け
た
仕
様
は
、
四
代
宗
在
の
弟
子
・
佐
野
嘉
内
の
『
柳
生

流
新
秘
抄
』（
一
七
一
六
）（
以
下
、『
新
秘
抄
』
と
略
称
）
に
見
ら
れ
る
。
ま
た

初
め
て
の
公
開
と
な
る
が
、
そ
の
百
年
後
、
江
戸
柳
生
九
代
・
俊
豊
が
『
燕
飛
聞

書
』（
一
八
一
四
）
に
江
戸
系
八
本
の
仕
様
を
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
と
同
時
代
に
、
尾
張
系
で
は
六
代
・
厳
春
の
弟
子
・
長
岡
房
成
が
、『
刀

録
・
勢
法
編
』（
一
八
二
九
）
に
、『
討
太
刀
目
録
』
の
記
述
に
基
づ
い
た
「
燕

飛
」
六
本
の
仕
様
の
解
説
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
今
日
に
つ
な
が
る
尾
張
柳
生

家
の
伝
承
の
基
盤
と
な
る
の
で
あ
る
。
江
戸
柳
生
の
術
伝
は
、
明
治
に
断
絶
し
て

い
る
。

以
上
の
歴
史
を
概
観
し
た
だ
け
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
。

陰
流
の
「
猿
飛
」
に
つ
い
て
は
絵
目
録
の
み
で
、仕
様
の
解
明
は
不
可
能
で
あ
る
。

上
泉
が
新
陰
流
に
取
り
入
れ
た
「
燕
飛
」
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
す
が
、
そ
も

そ
も
表
記
も
本
数
も
一
定
せ
ず
、
勢
法
の
名
称
の
順
も
一
部
入
れ
替
わ
る
こ
と
が

あ
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
ら
か
ら
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

陰
流
で
は
「
猿
飛
」
の
表
記
で
あ
っ
た
が
、
陰
流
の
十
一
本
を
上
泉
は
八
本
に

し
て
取
り
入
れ
た
の
で
、
そ
の
違
い
を
示
す
た
め
「
燕
飛
」
の
表
記
に
換
え
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
疋
田
と
初
期
の
江
戸
柳
生
系
が
「
猿
飛
」
の
表
記
を
す
る
の
は
、

「
猿
廻
」
と
題
し
た
元
来
の
名
残
り
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
上
泉
の
表
記
を

尊
重
し
て
「
燕
飛
」
の
表
記
と
す
る
。

上
泉
の
目
録
は
八
本
だ
が
、六
本
「
浮
舟
」
ま
で
で
太
刀
遣
い
で
区
切
り
が
あ
り
、

疋
田
の
目
録
は
六
本
で
、最
後
の
二
本
は
順
が
入
れ
替
わ
る
が
、絵
は
全
く
同
じ
で
、

術
技
は
同
じ
と
見
ら
れ
る
。
尾
張
柳
生
は
六
本
で
、
上
泉
の
「
影
目
録
」
と
同
じ

だ
が
、江
戸
柳
生
は
八
本
で
、「
月
影
」
と
「
山
陰
」
の
順
が
入
れ
替
わ
り
、「
切
甲
」
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「
刀
棒
」が
追
加
し
た
形
で
あ
る
。け
れ
ど
も『
見
解
註
解
』が「
猿
飛
」と
し
て
、個
々

に
区
切
ら
ず
一
連
り
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
続
け
遣
い
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
『
討
太
刀
目
録
』
と
、『
新
秘
抄
』・『
燕
飛
聞
書
』
の
説
明
を
比
較
す
る
と
、

技
は
二
十
節
に
分
け
ら
れ
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
の

叙
述
か
ら
も
続
け
遣
い
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
ど
こ
で
区
切
る
か
で
六
本
と

八
本
の
違
い
が
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る（
注
３
）。「
切
甲
」
も
「
刀

棒
」
も
、
新
陰
流
の
一
般
的
な
技
法
の
呼
び
名
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面

で
そ
の
技
法
が
出
て
来
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
名
を
勢
法
名
に
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
燕
飛
」
は
、
本
数
も
名
称
が
一
部
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

元
来
は
同
じ
勢
法
だ
っ
た
と
見
当
を
つ
け
て
研
究
す
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
で
は
、

最
も
古
い
仕
様
を
示
す
『
討
太
刀
目
録
』
の
六
本
の
名
称
と
区
分
に
従
っ
て
考
察

す
る
こ
と
に
す
る
。

で
は
、「
燕
飛
」
の
元
来
の
刀
法
の
仕
様
の
解
明
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る

の
か
。

『
討
太
刀
目
録
』
は
、
尾
張
の
柳
生
兵
庫
助
の
伝
来
で
、
上
泉
の
孫
に
よ
る
確

認
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
兵
庫
助
に
遡
り
、
か
つ
上
泉
系
の
伝
承
も
窺
わ
せ
る
刀

法
を
伝
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
対
し
て
『
見
解
註
解
』
が
、
柳
生
宗
矩
に
遡
る

刀
法
を
窺
わ
せ
、
か
つ
『
新
秘
抄
』
と
『
燕
飛
聞
書
』
が
ほ
ぼ
同
じ
刀
法
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
江
戸
柳
生
家
で
は
宗
矩
に
遡
る
刀
法
が
あ
ま
り
変
る
こ
と
な
く
伝
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
今
日
、
術
技
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
、
尾
張
柳
生

家
系
統
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
術
伝
を
基
盤
と
し
て
、『
討
太
刀
目
録
』
と
江
戸

系
の
三
書
の
叙
述
を
詳
し
く
比
較
・
対
照
し
な
が
ら
解
釈
し
て
、
ほ
ぼ
共
通
の
刀

法
の
解
明
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、
尾
張
と
江
戸
に
分
か
れ
る
以
前
の
宗
厳
に
遡
る

刀
法
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
刀
法
が
、
上
泉
と
疋
田
の
絵
目
録
と
も
合
致
す

る
と
す
れ
ば
、
上
泉
に
ま
で
遡
る
刀
法
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
元
来
の
「
燕
飛
」
の
刀
法
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、流
祖
・
上
泉
は
、

何
を
見
出
し
、
何
を
伝
え
る
た
め
に
、
新
陰
流
の
中
に
「
燕
飛
」
の
勢
法
を
残
し

た
の
か
。「
燕
飛
」
と
新
陰
流
の
他
の
勢
法
と
の
相
違
と
関
係
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
か
。「
燕
飛
」
の
元
来
の
勢
法
を
解
明
し
た
上
で
、
そ
れ
を
貫
く

思
想
を
追
求
す
れ
ば
、
陰
流
か
ら
新
陰
流
へ
と
飛
躍
す
る
内
容
に
つ
い
て
、
確
か

な
見
通
し
が
得
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
燕
飛
」
を
め
ぐ
っ
て
解
明
す
べ
き
課
題
は
、
以
下
の
五
点
で
あ
る
。

⑴�　

陰
流
に
は
遡
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
上
泉
が
取
り
入
れ
た
「
燕
飛
」

の
元
来
の
刀
法
の
解
明
を
目
指
す
。

⑵�　
「
燕
飛
」
の
仕
様
を
書
く
江
戸
系
と
尾
張
系
の
伝
書
の
叙
述
を
比
較
・
対

照
さ
せ
、
元
の
刀
法
を
推
定
・
復
元
す
る
。

⑶�　
「
燕
飛
」
の
刀
法
の
構
成
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
貫
く
思
想
を

考
え
る
。

⑷�　
「
燕
飛
」
が
、「
三
学
」
な
ど
新
陰
流
の
勢
法
と
ど
の
よ
う
に
相
違
し
、
か

つ
関
係
し
て
い
る
の
か
を
解
明
す
る
。

⑸　

�

陰
流
か
ら
新
陰
流
へ
の
立
場
・
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
得
る
。

（
流
儀
の
刀
法
の
「
人
間
学
的
」
意
味
）

も
ち
ろ
ん
、
⑴
と
⑵
の
解
明
が
根
本
と
な
り
、
⑶
以
下
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
展

望
が
開
か
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
⑴
、
⑵
の
解
明
に
集
中
し
て
論
じ

る
こ
と
に
す
る
。

Ⅰ
．
研
究
資
料

以
上
、「
燕
飛
」
に
関
す
る
資
料
を
ま
と
め
れ
ば
、
表
１
の
ご
と
く
で
あ
る
。
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表
１
．
研
究
資
料

１
．
湯
原
次
郎
兵
衛　
『
愛
洲
陰
之
流
目
録
』
四
巻�

天
正
四
年
（
一
五
七
六
）

２
．
上
泉
信
綱　
　
　
『
影
目
録
』（『
新
陰
流
目
録
』）四
巻

�

永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）

３
．
疋
田
豊
五
郎　
　
『
疋
田
流
目
録
』�

慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）

４
．
柳
生
十
兵
衛　
　
『
月
の
抄
』�

寛
永
十
九
年
（
一
六
三
九
）

５
．
柳
生
利
方　
　
　
『
新
陰
流
討
太
刀
目
録
』�

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）

６
．
大
蔵
元
敦　
　
　
『
見
解
註
解
』�

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
頃

７
．
佐
野
嘉
内　
　
　
『
柳
生
流
新
秘
抄
』�

正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）

８
．
柳
生
俊
豊　
　
　
『
燕
飛
聞
書
』�

文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）

９
．
長
岡
房
成　
　
　
『
刀

録
・
勢
法
編
』�

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）

参
考
資
料

10
．
柳
生
厳
長　
　
　
『
新
陰
流
正
伝
』　�
　
（
講
談
社
・
一
九
五
七
）

11
．
神
戸
武
保
編　
　
『
柳
生
の
芸
能
』�

（
私
家
版
・
一
九
六
〇
年
代
成
立
）

12
．
渡
辺
忠
敏　
　
　
『
新
陰
流
兵
法
太
刀
伝
』

�

（
新
陰
流
兵
法
転
会
・
一
九
六
九
）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

諸
文
献
の
解
説

１
．「
愛
洲
陰
之
流
目
録
」
は
、
愛
洲
移
香
斎
か
ら
四
代
目
が
天
正
四
年
（
一

五
七
六
）
に
発
給
し
た
四
巻
。
第
一
巻
に
、「
猿
飛
」、「
猿
廻
」、「
山
陰
」、「
月

陰
」、「
浮
舟
」、「
浦
波
」、「
獅
子
奮
迅
」、「
山
霞
」、「
陰
剣
」、「
晴
眼
」、「
五
月
雨
」

の
計
十
一
本
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
猿
飛
」は
表
太
刀
で
あ
っ
た
。「
獅
子
奮
迅
」、

「
晴
眼
」、「
五
月
雨
」
は
二
刀
で
あ
る
。
第
二
巻
は
天
狗
が
人
と
立
ち
合
う
絵
図
で
、

太
刀
の
他
、
長
刀
、
素
鑓
、
十
文
字
鑓
、
二
刀
を
遣
う
十
二
本
の
勢
法
、
第
三
巻

は
「
仕
相
之
太
刀
」
な
ど
実
戦
的
な
口
伝
、
第
四
巻
は
真
言
な
ど
呪
術
的
な
色
彩

が
強
い
。
宮
本
光
輝
・
魚
住
孝
至
「『
愛
洲
陰
之
流
目
録
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

調
査
報
告
書
」（『
国
際
武
道
大
学
研
究
紀
要
』
第
28
号
）
の
翻
刻
・
解
説
参
照
。

２
．「
影
目
録
」
は
、�

上
泉
信
綱
が
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
に
発
給
し
た
新

陰
流
目
録
。
元
来
「
新
影
流
」
と
書
い
た
字
を
「
新
陰
流
」
と
訂
正
し
て
い
る
の

で
、
柳
生
家
で
は
「
影
目
録
」
と
通
称
し
て
い
る
。
尾
張
柳
生
家
蔵
。
10
．
柳
生

厳
長『
正
伝
新
陰
流
』に
写
真
入
り
で
翻
刻
・
紹
介
。
厳
長
氏
は
こ
の
書
で
、「
燕
飛
」

は
六
本
目
ま
で
と
し
、「
獅
子
奮
迅
」、「
山
霞
」
を
「
燕
飛
の
外
の
極
意
の
太
刀
」

と
し
、
解
説
せ
ず
に
絵
図
を
載
せ
る
に
止
め
て
い
る
。

３
．『
疋
田
流
目
録
』。
上
泉
の
弟
子
・
疋
田
豊
五
郎
が
慶
長
十
年
に
発
給
し
た

目
録
。
疋
田
の
弟
子
で
細
川
藩
の
新
陰
流
兵
法
師
範
に
な
っ
た
上
田
左
右
之
助
景

用
の
六
代
後
で
同
藩
の
兵
法
師
範
と
な
っ
た
林
伴
之
丞
の
末
裔
に
伝
わ
っ
た
伝
書
。

赤
羽
根
龍
夫
・
大
介
『
新
陰
流
（
疋
田
伝
）
の
研
究
』（
神
奈
川
歯
科
大
学
・
基

礎
科
学
論
集
・
教
養
課
程
紀
要
25
・
二
〇
〇
七
）
に
写
真
・
解
説
掲
載
。

４
．『
月
の
抄
』
は
、
江
戸
柳
生
二
代
・
十
兵
衛
三
厳
の
寛
永
十
九
年
（
一
六

三
九
）
の
著
。
新
陰
流
の
勢
法
に
つ
い
て
は
仕
様
と
流
派
の
口
伝
を
書
く
が
、「
猿

飛
」に
つ
い
て
は
八
本
の
目
録
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
今
村
嘉
雄『
史

料
新
陰
流
』
下
巻
（
新
人
物
往
来
社
・
一
九
九
八
）
に
翻
刻
。

５
．『
新
陰
流
討
太
刀
目
録
』
は
、　

尾
張
柳
生
家
二
代
・
利
方
（
如
流
斎
）
著
。

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
、
当
時
六
十
六
歳
に
な
る
利
方
が
、
弟
・
連
也
厳
包

に
代
わ
っ
て
尾
張
徳
川
家
兵
法
師
範
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
息
子
・
厳
延
（
当
時

二
十
二
歳
）
の
た
め
に
、
父
・
兵
庫
助
伝
来
の
新
陰
流
の
勢
法
の
一
本
ず
つ
の
仕

様
を
打
太
刀
側
か
ら
書
い
た
も
の
。
特
に
「
燕
飛
」
に
つ
い
て
は
、
上
泉
の
孫
の

上
泉
孫
四
郎
の
伝
で
確
認
し
た
と
奥
書
に
記
す
。
尾
張
柳
生
家
系
の
術
の
仕
様
を

書
い
た
最
古
の
も
の
で
、
術
伝
の
根
本
と
し
て
大
事
に
さ
れ
た
。
原
典
は
、
祝の
り
と詞

宣せ
ん
み
ょ
う
が
き

命
書
で
、
変
態
仮
名
で
全
て
漢
字
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
通
常
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の
平
仮
名
に
直
し
て
翻
刻
す
る
。
原
文
は
巻
末
に
掲
載
。
柳
生
家
蔵
本
（
享
保
十

一
年
〔
一
七
二
六
〕
本
多
與
兵
衛
藤
原
信
彦
書
写
）
を
神
戸
金
七
氏
が
昭
和
二
八

年
（
一
九
五
三
）
に
書
写
し
た
も
の
を
吉
田
重
成
氏
が
同
三
一
年
（
一
九
五
六
）

に
書
写
。
詳
し
い
解
説
と
原
文
翻
刻
は
、「
柳
生
茂
左
衛
門
利
方
著
『
新
陰
流
表

討
太
刀
目
録
』」「「
燕
飛
」
の
巻
」（
本
年
報
第
九
号
・
二
〇
〇
三
）
参
照
。

６
．『
見
解
註
解
』
は
、
柳
生
宗
矩
の
弟
子
で
『
見
解
之
巻
』
を
授
与
さ
れ
た

小
城
藩
主
鍋
島
元
茂
の
孫
・
大
蔵
元
敦
が
伝
来
の
目
録
を
註
解
・
説
明
し
た
も
の
。

本
書
に
奥
書
は
な
い
が
、
納
め
た
箱
に
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
年
記
が
あ
る

の
で
、こ
の
頃
迄
に
成
立
と
見
ら
れ
る
。「
猿
飛
」に
つ
い
て
は
、勢
法
に
分
け
ず
に
、

一
連
の
も
の
と
し
て
仕
様
を
書
い
て
い
る
。
戦
前
の
武
道
専
門
学
校
が
武
芸
伝
書

を
調
査
・
収
集
し
た
際
、
鍋
島
家
蔵
の
書
と
し
て
『
鈴
鹿
家
武
芸
伝
書
』
に
掲
載
、

『
日
本
武
道
大
系
』
第
一
巻
（
同
朋
社
・
一
九
八
四
）
に
翻
刻
。

７
．『
柳
生
流
新
秘
抄
』
は
、　

江
戸
柳
生
第
四
代
宗
在
の
弟
子
・
佐
野
嘉
内
が
、

正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
江
戸
柳
生
家
の
術
技
を
伝
え
た
も
の
。
最
初
に
勢
法

の
名
称
の
由
来
も
書
い
て
い
る
が
、
伝
承
と
い
う
よ
り
、
術
技
か
ら
す
る
本
人
の

解
釈
と
見
ら
れ
る
。
叙
述
の
内
、
技
の
仕
様
を
書
い
た
部
分
の
み
に
限
っ
て
抜
き

書
き
す
る
こ
と
に
す
る
。
吉
丸
一
昌
編『
武
道
叢
書
』（
一
九
一
五
・
名
著
出
版
会
・

一
九
八
二
復
刻
）
に
翻
刻
掲
載
。

８
．『
新
陰
流
中
伝
燕
飛
聞
書
』
は
、
江
戸
柳
生
九
代
・
飛
弾
守
俊
豊
が
文
化

十
一
年（
一
八
一
四
）に
著
し
た
と
奥
書
に
あ
る
。「
燕
飛
」、「
廿
七
箇
条
」、「
極
意
」

に
関
し
て
の
叙
述
が
あ
る
。
同
じ
形
態
で
同
じ
筆
跡
で
『
新
陰
流
参
学
』
と
す
る

写
本
に
は
、「
三
学
」、「
九
箇
」
の
仕
様
も
書
い
て
お
り
、
二
冊
一
体
で
新
陰
流

の
勢
法
す
べ
て
を
伝
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
新
秘
抄
』
と
は
成
立
年
代
が
百

年
近
く
も
後
に
な
る
が
、
江
戸
系
統
の
「
燕
飛
」
の
詳
し
い
伝
承
で
あ
る
。
技
の

仕
様
を
書
い
た
部
分
を
抜
き
書
き
す
る
。
底
本
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に

福
田
信
成
が
書
写
し
た
も
の
で
、
吉
田
重
成
氏
が
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
頃

に
古
書
店
か
ら
入
手
し
た
も
の
（
吉
田
家
蔵
）。
翻
刻
は
初
め
て
で
あ
る
。

９
．『
刀

録
・
勢
法
編
』。
尾
張
柳
生
六
代
・
厳
春
の
弟
子
・
長
岡
房
成
は
、

一
九
世
紀
前
後
に
尾
張
柳
生
家
の
当
主
が
二
代
続
け
て
若
く
し
て
亡
く
な
り
後
見

を
務
め
た
の
で
、
新
陰
流
の
宗
厳
以
来
の
古
伝
書
を
集
め
、
特
に
『
討
太
刀
目
録
』

を
逐
一
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
陰
流
の
古
伝
の
刀
法
を
解
明
し
伝
え
よ
う

と
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
尾
張
系
統
に
は
今
日
に
古
伝
書
に
基
づ
く
刀
法
が

伝
え
ら
れ
た
と
し
て
、
尾
張
柳
生
を
中
興
し
た
と
言
わ
れ
る
。

参
考
資
料
と
し
て
、
現
代
の
尾
張
系
の
術
技
伝
承
を
書
い
た
も
の
を
掲
げ
る
。

10
．『
正
伝
新
陰
流
』。
尾
張
柳
生
十
二
代
・
厳
長
氏
が
尾
張
柳
生
家
伝
来
の
伝

書
を
紹
介
、
解
説
す
る
。
２
．『
影
目
録
』
を
写
真
入
り
で
紹
介
す
る
が
、
勢
法

の
刀
法
に
つ
い
て
の
記
述
は
簡
単
で
あ
る
。

11
．『
柳
生
の
芸
能
』。
尾
張
柳
生
十
一
代
・
厳
周
氏
、
厳
長
氏
の
弟
子
・
神
戸

金
七
氏
が
、『
討
太
刀
目
録
』
な
ど
伝
来
の
書
を
翻
刻
し
つ
つ
、
新
陰
流
の
刀
法

を
解
説
し
た
も
の
。
原
本
は
ガ
リ
版
刷
り
の
私
家
版
だ
が
、
赤
羽
根
龍
夫
編
（
春

風
館
文
庫
・
二
〇
〇
九
）
に
印
刷
。

12
．『
新
陰
流
兵
法
太
刀
伝
』。
厳
長
氏
の
弟
子
・
渡
辺
忠
敏
氏
が
、
師
の
教
え

に
基
づ
い
て
新
陰
流
勢
法
の
仕
様
を
書
い
た
も
の
。

Ⅱ
．
研
究
方
法
に
つ
い
て

本
稿
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
尾
張
系
と
江
戸
系
の
伝
書
か
ら
、
両
系
に
分
か
れ

る
以
前
の
柳
生
家
の
、
さ
ら
に
流
祖
・
上
泉
に
遡
る
元
来
の
刀
法
の
探
求
を
目

指
す
。
仕
様
を
書
い
た
最
古
の
文
献
で
あ
る
尾
張
系
の
５
．『
討
太
刀
目
録
』
と
、

江
戸
系
の
６
．『
見
解
註
解
』、
７
．『
新
秘
抄
』、
８
．『
燕
飛
聞
書
』
の
叙
述
を
、�



武道・スポーツ科学研究所年報・第18号・平成24年度

（9）130

一
文
ご
と
に
打
太
刀
・
仕
太
刀
の
技
の
別
も
示
し
、
か
つ
技
の
一
節
ご
と
に
分
け

て
、
そ
の
文
頭
に
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
と
記
号
を
付
し
、
細
か
く
分
節
し
て
、
比
較
・
対

照
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
ら
の
伝
書
は
実
際
に
稽
古
す
る
者
の
た
め
に
、
技
を
吟
味
・
確
認
す
る
た

め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
勢
法
は
、
打
太
刀
・
仕
太
刀
の
微
妙
な
関

わ
り
合
い
が
あ
り
、
そ
れ
を
十
分
に
表
現
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
く
、
表
現
さ

れ
な
い
部
分
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
尾
張
系
で
今
日
に
伝
承
さ
れ
た
術
技
を
、
そ

の
伝
承
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
『
討
太
刀
目
録
』
の
叙
述
で
検
証
す

る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
、江
戸
系
の『
見
解
註
解
』、『
新
秘
抄
』、『
燕

飛
聞
書
』
の
相
当
す
る
部
分
の
叙
述
を
合
わ
せ
て
元
来
の
勢
法
の
仕
様
を
探
求
す

る
こ
と
に
す
る
。
但
し
、『
見
解
註
解
』
は
、
佐
賀
鍋
島
系
の
も
の
で
、
宗
矩
の

弟
子
の
系
統
と
は
言
え
、
江
戸
柳
生
家
と
は
稽
古
の
仕
方
が
多
少
異
な
る
と
こ
ろ

が
見
ら
れ
、
本
来
は
別
に
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
古
い
文
献
で
個
々
の
術

技
の
要
素
は
一
致
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
掲
載
す
る
。『
新
秘
抄
』
と
『
燕
飛

聞
書
』
は
、
百
年
の
隔
て
が
あ
る
が
、
技
と
し
て
は
よ
く
適
合
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。こ
う
し
て
術
伝
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、『
討
太
刀
目
録
』と『
見
解
註
解
』、『
新

秘
抄
』、『
燕
飛
聞
書
』
の
説
明
と
を
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
相
互
に
補
い
合
い
、
別

の
角
度
か
ら
の
表
現
に
よ
っ
て
、
勢
法
の
仕
様
を
よ
り
確
か
な
仕
方
で
知
る
こ
と

が
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
術
と
し
て

の
整
合
性
か
ら
、
合
理
的
に
次
の
形
を
推
論
す
る
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
四
つ

の
文
献
で
異
な
る
部
分
や
合
わ
せ
て
も
よ
く
分
か
ら
ず
不
明
の
部
分
も
幾
つ
か
存

在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
注
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
四
つ
の
文
献
で
明
ら
か
に
異
な

っ
た
技
を
叙
述
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
別
の
仕
様
と
し
て
示
す
こ
と

に
す
る
。

「
燕
飛
」
の
勢
法
全
て
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
Ａ
～
Ｔ
ま
で
の
二
十
節
に
分

け
ら
れ
る
。『
見
解
註
解
』
に
は
区
分
が
な
く
、
か
つ
Ｏ
～
Ｑ
が
抜
け
て
い
る
と

見
ら
れ
る
。
そ
の
他
三
文
献
は
、
勢
法
名
も
区
分
も
異
な
っ
て
い
る
。
予
め
表
に

示
せ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

『
討
太
刀
目
録
』

　
　

�

燕
飛
Ａ
～
Ｅ
、
猿
回
Ｆ
～
Ｇ
、
山
陰
Ｈ
～
Ｉ
、
月
影
Ｊ
～
Ｍ
、
浦
波
Ｎ
～

Ｑ
、
浮
舟
Ｒ
～
Ｔ

『
新
秘
抄
』

　
　

�

猿
飛
Ａ
・
Ｃ
、
燕
回
Ｄ
～
Ｆ
、
月
影
Ｉ
、
山
陰
Ｇ
、
浦
波
Ｈ
～
Ｌ
、
浮
舟

Ｍ
、
切
甲
Ｎ
～
Ｑ
、
刀
棒
Ｒ
～
Ｔ　

『
燕
飛
聞
書
』

　
　

�

燕
飛
Ａ
～
Ｃ
、
猿
廻
Ｄ
～
Ｆ
、
月
影
Ｉ
、
山
陰
Ｇ
、
浦
波
Ｈ
～
Ｉ
、
浮
舟

Ｊ
～
Ｎ
、
切
甲
Ｏ
～
Ｑ
、
刀
棒
Ｒ
～
Ｔ

さ
ら
に
上
泉
の
『
影
目
録
』
に
「
山
陰
」
か
ら
「
浮
舟
」
の
四
本
の
絵
が
あ
り

弟
子
の
疋
田
発
給
の
目
録
に
は
「
猿
飛
」
か
ら
「
浮
舟
」
ま
で
六
本
の
絵
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
絵
図
が
ど
の
場
面
を
描
い
た
も
の
か
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
た
だ
尾
張

系
の
区
分
と
は
異
な
る
こ
と
が
あ
る
点
に
注
意
し
て
、
技
の
相
当
す
る
場
面
の
記

号
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
絵
目
録
は
、
一
つ
の
場
面
の
み
を
切
り
取
っ
て
描
い
て

い
る
が
、
元
来
の
技
を
示
し
た
も
の
で
、
今
日
の
伝
承
術
技
を
検
証
す
る
手
掛
か

り
と
な
る
。
例
え
ば
「
浦
波
」
の
絵
で
は
、
仕
太
刀
は
振
り
被
っ
て
い
る
が
、
こ

の
時
打
太
刀
を
中
か
ら
相
手
を
し
っ
か
り
と
見
て
い
る
。
今
日
の
演
武
で
よ
く
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
た
だ
太
刀
を
被
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
太
刀
を
上
に
揚
げ

て
太
刀
を
回
す
瞬
間
に
こ
の
よ
う
に
被
る
形
に
な
っ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。

実
は
こ
の
研
究
は
、
戦
前
か
ら
尾
張
の
柳
生
道
場
で
厳
長
氏
や
神
戸
金
七
氏
ら



（10）

研究所プロジェクト研究　日本の武道文化の成立基盤―新陰流と一刀流剣術の研究を通じて

129

に
学
ん
だ
吉
田
重
成
氏
が
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
、
清
野
武

治
氏
ら
と
と
も
に
『
討
太
刀
目
録
』
と
『
新
秘
抄
』
と
『
燕
飛
聞
書
』
を
合
わ
せ

て
研
究
し
、
稽
古
し
て
い
た
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
尾
張
柳
生
の
伝

承
と
、
研
究
を
受
け
継
ぎ
進
め
て
い
る
鞆
男
氏
が
、
仙
土
克
博
氏
ら
と
と
も
に
、

伝
承
の
術
技
を
踏
ま
え
な
が
ら
『
見
解
註
解
』
も
合
わ
せ
、
各
文
献
を
注
釈
し
な

が
ら
、
よ
り
厳
密
に
細
か
く
分
節
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
た
も
の

で
あ
る
。
解
明
し
た
も
の
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
実
際
に
術
技
の
形
で
演
武
し

た
も
の
を
撮
影
し
て
、
分
解
写
真
に
し
て
掲
載
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
文
献

の
叙
述
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
に
す
る
。

分
解
写
真
に
対
応
さ
せ
る
文
献
は
、ス
ペ
ー
ス
の
関
係
が
あ
る
の
で
、『
見
解
註
解
』

は
除
き
、
ま
た
要
領
の
叙
述
も
省
い
て
簡
略
に
し
た
所
が
あ
る
。

注（
１
）�

以
下
の
諸
文
献
の
よ
り
詳
し
い
内
容
、
出
典
な
ど
は
、
後
述
す
る
「
諸
文
献
の

解
説
」
参
照
。

（
２
）�

拙
稿
「
上
泉
武
蔵
守
信
綱
研
究
覚
書
」（
本
年
報
第
十
七
号
・
二
〇
一
二
）
参
照

（
３
）�

加
藤
純
一「
新
陰
流「
燕
飛
」の「
か
た
」に
つ
い
て
の
研
究
」（
渡
邊
一
郎
編『
武

道
文
化
の
研
究
』
所
収
・
一
九
九
五
）
は
、
技
の
仕
様
に
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、

勢
法
の
名
称
の
比
較
か
ら
、
同
様
に
同
一
で
続
け
遣
い
の
区
切
り
の
付
け
方
に

よ
る
相
違
だ
と
論
じ
て
い
る
。

　「
燕
飛
」
翻
刻　

凡
例

1　

�『
討
太
刀
目
録
』
の
原
文
は
、
祝
詞
宣
命
書
き
の
変
態
仮
名
で
書
か
れ
て

い
る
が
、
翻
刻
し
て
書
き
下
し
、
句
読
点
、
振
り
仮
名
を
施
し
た
。
そ
の

他
の
文
章
に
も
、
適
宜
、
句
読
点
、
振
り
仮
名
を
施
し
た
。

2　

�

術
技
を
叙
述
す
る
部
分
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
作
が
打
太
刀
で
あ
る
か
仕

太
刀
で
あ
る
か
を
明
示
す
る
た
め
、
打
太
刀
の
も
の
に
は（
打
）、
仕
太
刀
の

も
の
に
は（
打
）を
、
そ
の
所
作
の
叙
述
の
文
頭
に
入
れ
た
。

3　

�

注
解
は
、
原
文
の
当
該
箇
所
を
引
用
し
、
そ
れ
の
意
味
を
示
し
た
が
、
術

技
に
関
す
る
表
現
箇
所
に
は
、
そ
れ
が
意
味
す
る
仕
様
の
解
説
も
入
れ
た
。

4　

�

叙
述
さ
れ
て
い
る
術
技
の
推
定
・
復
元
し
た
演
武
の
分
解
写
真
の
相
当
す

る
部
分
に
、『
討
太
刀
目
録
』、『
新
秘
抄
』、『
燕
飛
聞
書
』
の
叙
述
を
対

照
さ
せ
て
掲
載
す
る
こ
と
に
す
る
。

5　

�『
見
解
註
解
』
の
叙
述
は
、
勢
法
に
分
け
て
い
な
い
の
で
、
尾
張
系
の
六

本
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
で
割
っ
て
示
し
た
が
、
本
稿
の
最
後
に
元
来
の
形

で
掲
載
す
る
こ
と
に
す
る
。

写
真
撮
影
要
領

1　

�「
燕
飛
」
の
勢
法
は
、
長
い
木
剣
を
使
っ
て
稽
古
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
、
写
真
で
も
判
別
し
や
す
い
よ
う
に
、
新
陰
流
の
稽
古
で
使
う
朱

塗
り
の
袋
撓
を
用
い
た
。

2　

�「
燕
飛
」
の
太
刀
筋
を
正
確
に
示
す
た
め
、
吉
田
鞆
男
氏
が
仕
太
刀
と
な

り
、
打
太
刀
は
弟
子
の
仙
土
克
博
氏
が
つ
と
め
た
。
写
真
で
は
左
が
打
太

刀
、
右
が
仕
太
刀
で
あ
る
。

3　
�「

燕
飛
」
の
組
太
刀
は
続
け
遣
い
で
あ
る
の
で
、『
討
太
刀
目
録
』
の
表
現

に
ほ
ぼ
対
応
す
る
所
で
区
切
っ
た
。

4　

�
演
武
の
分
解
写
真
に
対
応
す
る
『
討
太
刀
目
録
』・『
新
秘
抄
』・『
燕
飛
聞

書
』
の
文
章
を
、
段
を
違
え
て
入
れ
た
。
本
文
に
掲
載
し
た
文
章
の
一
部

を
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。
誤
記
と
見
ら
れ
る
も
の
も
訂
正
し
た
。
注
解

と
解
釈
を
合
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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Ⅰ
．「
燕
飛
」
Ａ
～
Ｅ

一
、『
新
陰
流
表
討
太
刀
目
録
』「
燕
飛
」

�

燕
飛
…
…
Ａ〈
打
〉構
え
、
中
段（
１
）な
り
。〈
打
〉魔
の
太
刀（
２
）を
仕
懸
る
。〈
仕
〉
使
、
三

つ
拍
子（
３
）
に
外
す
。
Ｂ〈
打
〉
味
方（
４
）、
雷ら
い

刀と
う（
５
）
に
被か
ぶ

り
左
の
足
を
踏
み
込
む
。�

〈
仕
〉使
［
味
］（６
）方
の
二
の
腕（
７
）に
付
け
る
。
Ｃ〈
打
〉使
の
臂
よ
り
柄つ
か

中な
か

を
掛
け
て
、

引
き
払
は
ら
い

截き

り
に
切
る（
８
）。〈
仕
〉使
、打
ち
捨
て
に
相
懸
り（
９
）、其
ま
ま
真
向
を
打
つ
。

Ｄ〈
打
〉味
方
、
刀と
う

捧ぼ
う（

10
）に
て
請
け
合
せ
取
る（
11
）。〈
仕
〉使
、
引
き
切
り
て
霞か
す

む（
12
）。�

Ｅ〈
打
〉味
方
、
手
の
内
引
き
き
ら
れ
引
取
り
、
右
肩
に
横
雷
刀（
13
）を
片
手
太
刀
に

成
し
構
う
。
使
の
左
の
肩
頭
を
掛
け
手
高
に
切
る（
14
）。〈
仕
〉使
、
則
ち
截
り
合
す
。

注（
１
）�

中
段
：
打
太
刀
が
順
の
城
郭
勢
。
左
手
を
右
前
に
し
て
太
刀
を
斜
め
横
に
構
え

る
中
段
。

（
２
）�

魔
の
太
刀
：
太
刀
を
縦
に
回
転
さ
せ
、
振
り
込
ん
で
い
く
太
刀
。

（
３
）�

三
つ
拍
子
：
一
で
前
に
出
し
た
右
足
を
引
き
、
二
で
左
足
を
す
べ
り
出
し
、
三

で
太
刀
を
被
せ
る
、
と
い
う
三
動
作
を
一
拍
子
で
行
な
う
。

（
４
）�

味
方
：
打
太
刀
の
こ
と
。

（
５
）�

雷
刀
：
一ひ
と
え
み

重
身
で
左
頭
の
上
に
被
る
上
段
の
構
え
（
今
の
雷
刀
は
、
身
が
真
向

か
う
で
真
直
ぐ
上
段
に
な
っ
て
い
る
）。
上
段
か
ら
太
刀
が
ど
こ
へ
落
ち
る
か

分
か
ら
な
い
所
か
ら
「
雷
刀
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。

（
６
）�

底
本
は
「
使
方
」
で
あ
る
が
、
重
成
氏
は
「
味
方
カ
」
と
書
き
込
む
。
仕
太
刀

の
二
の
腕
に
付
け
る
こ
と
は
、
術
技
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は

「
味
方
」
と
訂
正
す
る
。

（
７
）�

二
の
腕
：
肱
か
ら
肩
ま
で
の
間
。

（
８
）�

柄
中
よ
り
掛
け
て
引
き
払
い
截
り
に
切
る
：
片
手
で
仕
太
刀
の
柄
中
を
打
と
う

と
す
る
時
は
、
腕
を
払
う
つ
も
り
で
打
っ
て
い
か
な
い
と
切
れ
な
い
の
で
、
深

め
に
打
つ
。

（
９
）�

打
ち
捨
て
に
相
懸
る
：
切
り
放
し
に
し
て
、
両
者
同
時
に
踏
み
出
し
て
打
つ
。

（
10
）�

刀
捧
：
片
手
で
嶺
を
受
け
て
、
太
刀
を
両
手
で
捧
げ
る
よ
う
に
持
つ
形
。
こ
こ

で
は
、
仕
太
刀
が
真
向
こ
う
を
打
っ
て
く
る
の
を
、
嶺
を
左
手
で
支
え
、
相
手

の
太
刀
を
す
く
い
上
げ
る
よ
う
に
し
て
受
け
つ
つ
攻
め
る
。

（
11
）�

刀
棒
に
て
請
け
合
せ
取
る
：
仕
太
刀
の
太
刀
を
左
手
で
握
る
よ
う
に
し
て
抑
え

る
。

（
12
）�

霞
む
：
手
を
捩
じ
り
刃
を
上
に
す
る
。「
霞
」は
当
時
広
く
使
わ
れ
て
い
た
用
語
。

（
13
）�

横
雷
刀
：
雷
刀
の
状
態
か
ら
右
か
左
へ
横
に
構
え
た
構
え
。
こ
こ
で
は
右
肩
に

撥
草
（
八
相
）
に
構
え
る
。

（
14
）�

手
高
に
切
る
：
相
手
の
太
刀
よ
り
高
い
位
置
で
大
き
く
切
る
。

二
、『
見
解
註
解
』

両
方
よ
り
右
の
足
を
指
出
し
、
太
刀
を
く
ら
べ
、
Ａ〈
打
〉打
太
刀
よ
り
仕
方
の
太

刀
に
ま
く
り
か
く
る（
１
）。〈
仕
〉仕
方
、
太
刀
を
上
に
少
し
上
げ
、
右
の
足
を
う
く
る
。

Ｂ〈
打
〉打
太
刀
、
太
刀
を
我
右
の
肩
に
上
る
や
う
に
し
て
、
左
の
足
を
込
む
。
Ｃ〈
仕
〉

仕
方
、
打
太
刀
の
左
の
肱
を
勝
。
両
方
、
右
の
足
を
引
き
打
を
ろ
す
。〈
仕
〉仕
方
、

右
の
足
を
込
み
、
打
太
刀
の
頭
を
切
る
。
Ｄ〈
打
〉打
太
刀
、
刀
棒
に
て
う
け
、
仕
方

の
太
刀
を
左
の
手
に
て
取
る（
２
）。〈
仕
〉仕
方
、
打
太
刀
の
手
を
も
し
き
、
右
の
方
へ

角
み
か
け
て
、
飛
し
さ
り
、
Ｅ
手
を
ね
ち
、
太
刀
先
を
敵
の
順
に
構
る（
３
）。〈
打
〉打

太
刀
の
右
に
同
じ
。
両
方
よ
り
、
右
の
足
を
入
れ
打
合
せ
、
両
方
よ
り
右
の
足
を

引
き
構
ゆ
。
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注（
１
）�

打
太
刀
よ
り
仕
方
の
太
刀
に
ま
く
り
か
く
る
：
打
太
刀
か
ら
仕
太
刀
へ
太
刀
を

巻
く
よ
う
に
し
て
打
込
む
。

（
２
）�
打
太
刀
、
刀
棒
に
て
う
け
、
仕
方
の
太
刀
を
左
の
手
に
て
取
る
：
打
太
刀
が
刀

棒
（
前
注（
10
）参
照
）
で
受
け
、
仕
太
刀
の
太
刀
を
取
る
と
こ
ろ
は
、�『
討
太

刀
目
録
』
と
全
く
同
じ
。

（
３
）�

手
を
ね
ち
、
太
刀
先
を
敵
の
順
に
構
る
：
仕
太
刀
は
手
を
ね
じ
っ
て
打
ち
を
か

わ
し
、
順
に
構
る
は
打
太
刀
の
手
元
に
打
ち
込
む
こ
と
を
表
現
す
る
ら
し
い
。

三
、『
柳
生
流
新
秘
抄
』「
猿
飛
」・「
燕
廻
」

猿
飛
…
…
Ａ〈
仕
〉清せ
い

眼が
ん（
１
）に
構
る
。
太
刀
さ
き
三
寸
へ
つ
く
る
と
否
や
、〈
打
〉相
手
、

太
刀
を
巻
て
拳こ
ぶ
しへ

打
ち
こ
む（
２
）を
、〈
仕
〉拳
を
抜
き
は
づ
す（
３
）な
り
。（
Ｂ
な
し
）

（
４
）Ｃ〈
打
〉追
取
直
し
て
打
込
ん
と
す
る（
４
）を
、〈
仕
〉直
に
降
す
太
刀
に
取
直
す
腕
を

切
て
落
す
な
り（
５
）。
相
手
の
巻
き
か
く
る
太
刀
は
、
柳
の
枝
の
な
び
け
る
が
如

し（
６
）。
Ｂ
是
を
便た
よ
りに

し
て
場
を
越
し（
８
）、
太
刀
に
乗
り
か
け
て
よ
り
は（
９
）、
毛

頭
も
透す
き
ま間

な
く
乗
か
け
乗の
り

詰つ
め

て
、
石
火
の
如
く
打
つ
な
り
。
斯か

く
云
へ
ば
と
て
、

業
を
急
ぐ
に
非
ず
、
遅
速
と
も
敵
の
働
き
を
の
つ
と
り
、
刃
の
上
に
身
を
置
く

が
如
く
、
少
し
も
止
る
心
な
く
、
懸
引
に
乗
る
な
り
。
…
…

燕
廻
…
…
猿
飛
よ
り
燕
廻
へ
移
つ
て
、
Ｄ〈
仕
〉真
向
へ
切
る
を
、〈
打
〉相
手
、
太
刀
を

横
に
さ
ゝ
げ
て
、
鎬し
の
ぎに

弓ゆ
ん
で手

を
添
へ
て（
10
）十
文
字
に
取と
り

搦か
ら

む（
11
）を
、〈
仕
〉一
拍
子

に
筋
違
へ
て
、
い
き
を
ひ
を
闕か

き（
12
）、
弓
手
に
あ
ま
し
て
、
太
刀
を
霞
む（
13
）な

り
。
Ｅ
相
手
、
太
刀
を
追
取
な
を
し
、
弓
手
の
脇わ
き

坪つ
ぼ

へ
打
込
む（
14
）を
、
霞か
す
みを
返

し
て
請う

け
流
し
て
、
二に
せ
い星

を
勝
な
り（
15
）。
…
…

注（
１
）�

清
眼
：
中
段
の
こ
と
（
拳
が
ほ
ぼ
胸
の
高
さ
程
の
や
や
高
め
の
位
）。

（
２
）�

巻
て
拳
へ
打
ち
こ
む
：
太
刀
を
後
ろ
か
ら
上
へ
回
し
て
、
仕
太
刀
の
拳
目
掛
け

て
打
ち
込
む
。

（
３
）�

拳
を
抜
き
は
づ
す
：
相
手
が
拳
を
狙
っ
て
打
ち
込
ん
で
く
る
の
を
、
上
へ
抜
上

げ
て
外
す
。

（
４
）�（
Ｂ
な
し
）：
打
太
刀
が
上
段
に
構
え
て
か
ら
足
を
踏
み
込
ん
で
打
ち
込
む
の
を
、

仕
太
刀
が
か
わ
し
て
打
太
刀
の
二
の
腕
に
付
け
る
と
い
う
Ｂ
の
表
現
は
抜
け
て

い
る
が
、
実
は
Ｃ
の
表
現
の
次
に
、（
２
）、（
３
）
の
や
り
方
を
よ
り
詳
し
く

説
き
直
す
中
で
、（
５
）
以
下
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
５
）�

追
取
直
し
て
打
ち
込
む
：
打
太
刀
が
外
さ
れ
た
の
を
、
取
直
し
て
打
ち
込
む
が
、

次
に
「
直
に
降
す
太
刀
」
と
あ
る
の
で
、
上
段
に
取
り
直
し
て
か
ら
打
ち
込
む
。

（
６
）�

直
に
降
す
太
刀
に
取
直
す
腕
を
切
て
落
す
な
り
：
打
太
刀
が
上
段
か
ら
打
ち
下

ろ
す
腕
を
、
仕
太
刀
が
切
っ
て
落
と
す
。

（
７
）�

相
手
の
巻
き
か
く
る
太
刀
は
、
柳
の
枝
の
な
び
け
る
が
如
し
：
（
２
）
の
巻
て

の
仕
様
を
説
明
し
な
お
す
。

（
８
）�

是
を
便
に
し
て
場
を
越
し
：
（
３
）
の
抜
き
は
づ
す
こ
と
。

（
９
）�

太
刀
に
乗
り
か
け
て
よ
り
は
…
…
：
仕
太
刀
が
打
太
刀
の
打
ち
を
抜
き
は
づ

し
て
か
ら
、
上
太
刀
に
な
っ
て
そ
の
ま
ま
隙
な
く
詰
め
、
石
火
の
ご
と
く
素
早

く
打
つ
こ
と
を
言
う
。
こ
の
場
面
は
実
質
的
に
Ｂ
の
叙
述
で
あ
る
。

（
10
）�
太
刀
を
横
に
さ
ゝ
げ
て
、
鎬
に
弓
手
を
添
え
て
：
打
太
刀
は
太
刀
を
頭
上
に
横

に
し
、
太
刀
の
鎬
に
左
手
を
添
え
る
よ
う
に
形
。
刀
棒
の
形

（
11
）�

十
文
字
に
取
搦
む
：
仕
太
刀
の
太
刀
を
十
文
字
に
な
る
よ
う
に
垂
直
に
受
け
て
、

そ
の
太
刀
を
左
手
で
押
え
る
。

（
12
）�

一
拍
子
に
筋
違
へ
て
、
い
き
を
い
を
闕
き
：
打
太
刀
が
刀
棒
に
入
身
懸
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り
に
来
る
時
、
仕
太
刀
は
自
分
の
左
へ
少
し
開
き
（
打
太
刀
の
右
へ
筋

を
変
え
）、
打
太
刀
の
刀
棒
を
打
っ
て
、
入
身
懸
り
の
勢
い
を
挫
く
。

（
13
）�
弓
手
に
あ
ま
し
て
、
太
刀
を
霞
む
：
打
太
刀
が
仕
太
刀
の
太
刀
を
ミ
ネ

越
し
に
左
手
で
握
り
込
む
時
、
仕
太
刀
は
刃
を
上
向
き
に
返
す
（
太
刀

を
霞
む
）。
そ
の
時
仕
太
刀
は
打
太
刀
の
左
手
が
あ
っ
た
辺
り
に
太
刀
を

残
し
置
く
（
あ
ま
す
は
残
す
）。

（
14
）�

弓
手
の
脇
坪
へ
打
込
む
：
打
太
刀
は
相
手
の
左
の
脇
か
ら
下
（
鎧
外
れ
）
へ
打

ち
込
む
。

（
15
）�

二
星
を
勝
：
相
手
の
両
手
元
に
打
ち
込
む
。

四
、『
燕
飛
聞
書
』「
燕
飛
」・「
猿
廻
」

燕
飛
…
…
Ａ〈
仕
〉遣つ
か
い
て手（

１
）、
上
段
に
て
向
ふ
構
え
せ
い
が
ん（
２
）な
り
。〈
打
〉相
手
、
相

構
に
て（
３
）、〈
仕
〉遣
手
よ
り
切
先
三
寸
へ
付
る
や
い
な
や（
４
）、〈
打
〉相
手
よ
り
巻
か

け
る
所
を
、〈
仕
〉遣
手
、
太
刀
を
上
へ
は
づ
し
て（
５
）右
の
肩
へ
取
り
上
げ
、
右
の

足
も
一
足
引
。
Ｂ〈
打
〉相
手
は
其
時
、左
の
足
を
一
足
踏
み
出
し
、左
の
肘
を
出
し
、

太
刀
を
取
り
上
げ（
６
）、
切
ら
ん
と
す
る
所
へ
、〈
仕
〉遣
手
、
右
の
足
を
一
あ
し
踏

み
出
、
其
所
を
切
先
三
寸
に
て
切
る
也
。
Ｃ〈
打
〉切
付
け
ら
れ
て
、
相
手
左
の
手

は
切
ら
れ
た
る
道
理
な
れ
ば
、〈
打
〉右
の
片
手
に
て
真
中
通
り
に
、
左
の
足
一
足

引
な
が
ら
切
る
を
、〈
仕
〉遣
手
よ
り
彼
肘
へ
切
付
た
る
太
刀
を
、
直
に
左
右
の
足

共
に
引
取
り
な
が
ら
、
相
手
よ
り
切
掛
か
る
通
り
に
打
ち
懸
る
太
刀
は
、
互
に

真
中
に
打
合
な
り
。

猿
廻
…
…
右
、
燕
飛
に
て
互
い
に
打
合
ふ
た
る
太
刀
を
、〈
仕
〉
遣
手
、
な
を
す

に
中
段
の
向
構
に
直
さ
ん
と
す
る
や
い
な
や
、
間
も
透
も
な
く
、
Ｄ〈
打
〉
相
手

も
相
構
、
直
に
巻
掛
け
な
が
ら
、
十と
う
ぼ
う方
（
刀
棒
）
に
取
出（
７
）、
真
直
に
飛
出
、

遣
手
の
身
通
り
へ
、
突
出
と
す
る
心
持
也
。〈
仕
〉
其
所
を
、
遣
手
よ
り
先
を
取

り
、
相
手
の
中な
か
ず
み墨
へ
上
よ
り
打
か
く
る
。〈
打
〉思
に
相
手
よ
り
入
出
る
、
能
く
す

ゆ
る
よ
う
、
十と
う
ぼ
う棒
（
刀
棒
）
に
取
り
て
受
合
せ
た
る
也
。
右
、
請
合
て
、
遣

手
の
太
刀
握
り
こ
き
落
し
て
、
遣
手
の
身
通
り
へ
切
出
ん
と
す
る
心
持
也
。�

〈
仕
〉其
所
を
遣
手
よ
り
先
を
取
り
て
、
右
、
握
り
た
る
手
を
ね
じ
り
き
る
な
り
。�

〈
仕
〉相
手
の
左
に
角
を
か
け
て
左
の
足
を
先
へ
立
、
ひ
と
え
身
に
て
構
る
也
。
其

形
、
霞
の
太
刀
と
成
る
。
身
構
は
少
し
沈
心
也
。
Ｅ
こ
の
太
刀
、
相
手
の
た

め
に
う
る
さ
き
ゆ
へ
、〈
打
〉其
太
刀
中
を
横
に
打
拂
う
な
り
。
其
打
拂
う
所
を
、�

〈
仕
〉遣
手
よ
り
巻
き
返
し
、
相
手
の
右
の
拳
へ
打
つ
な
り
。

注（
１
）
遣
手
：
仕
太
刀
の
こ
と
。

（
２
）�

せ
い
が
ん
：
正
眼
で
中
段

（
３
）�

相
手
、
相
構
：
打
太
刀
も
、
同
じ
構
え
の
意
味
で
の
意
で
、
こ
こ
で
は
向
う
せ

い
が
ん
。

（
４
）�

遣
手
よ
り
切
先
三
寸
へ
付
る
や
い
な
や
：�

仕
太
刀
か
ら
太
刀
の
切
先
三
寸
を

付
け
合
わ
せ
た
間
合
い
と
な
る
や
否
や
。

（
５
）�

太
刀
を
上
へ
は
づ
し
て
：
打
太
刀
の
打
ち
を
外
し
て
太
刀
の
上
へ
乗
り
か
け
て

（
６
）�

左
の
肘
を
出
し
太
刀
を
取
り
上
げ
：
打
太
刀
が
左
の
肘
を
張
っ
て
太
刀
を
振
り

上
げ
る

（
７
）�
相
構
、
直
に
巻
掛
け
な
が
ら
、
十
方
に
取
出
、
真
直
に
飛
出
：
打
太
刀
も
仕
太

刀
と
同
じ
く
中
段
に
す
る
が
、
素
早
く
巻
く
よ
う
に
し
て
刃
を
上
に
し
て
刀
棒

に
取
る
。「
十
方
」
は
「
刀
棒
」
と
同
じ
。
二
行
下
の
「
十
棒
」
も
「
刀
棒
」

の
こ
と
。
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Ⅰ
．
尾
張
系
「
燕
飛
」
の
技
は
、
Ａ
～
Ｅ
ま
で
の
五
節
に
分
か
れ
る
。
江
戸
系

で
は
、
Ｄ
～
Ｅ
を
「
猿
回
」
と
す
る
が
、
両
文
献
と
も
「
燕
飛
」
に
続
く
こ
と
は

明
示
さ
れ
る
の
で
、
一
続
き
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

双
方
が
中
段
の
構
え
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
、
Ａ
打
太
刀
が
巻
く
よ
う
に
上
段
に

振
り
上
げ
て
か
ら
、
両
拳
（
柄
中
）
を
打
ち
込
む
の
を
、
仕
太
刀
は
自
分
の
右
後

ろ
に
右
足
を
少
し
引
き
な
が
ら
、
太
刀
を
引
き
上
げ
、
打
太
刀
の
太
刀
筋
を
抜
け

越
し
て
、
両
拳
を
打
ち
切
る
。

こ
の
部
分
、『
燕
飛
聞
書
』
は
、
仕
太
刀
よ
り
切
先
三
寸
に
付
け
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
る
の
で
、
刀
の
峰
を
滑
ら
せ
て
間
合
い
を
作
っ
て
か
ら
、
打
ち
込
ん
で
い

る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
Ｂ
と
し
て
、
打
太
刀
は
上
段
か
ら
足
を
踏
み
込
ん
で
打
ち
込
む
の
を
、
仕

太
刀
は
、
そ
の
二
の
腕
に
付
け
て
中
央
に
戻
す
。
第
３
段
Ｃ
は
、
打
太
刀
が
仕
太

刀
の
柄
中
を
引
き
払
い
切
り
に
す
る
と
こ
ろ
を
、
仕
太
刀
は
合
わ
せ
て
打
ち
込
む
。

第
４
段
Ｄ
、
打
太
刀
は
振
り
込
ん
だ
太
刀
の
流
れ
で
、
そ
の
ま
ま
下
か
ら
刀
棒

に
取
る
と
こ
ろ
を
、
仕
太
刀
は
真
っ
向
に
打
ち
込
む
。
打
太
刀
が
刀
棒
に
取
っ
た

左
手
で
受
け
た
仕
太
刀
の
太
刀
を
握
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
仕
太
刀
は
角
度
を

変
え
て
太
刀
を
引
き
取
り
、
上
段
で
刃
を
上
に
し
て
一
重
身
と
な
っ
て
構
え
直
す
。

第
５
段
Ｅ
は
、
打
太
刀
が
横
の
上
段
か
ら
片
手
打
ち
す
る
と
こ
ろ
を
、
仕
太
刀
は

か
わ
し
て
、
打
太
刀
の
両
手
元
を
切
り
こ
む
。
そ
し
て
両
者
は
一
旦
、
別
れ
る
。

三
つ
の
文
献
の
表
現
は
先
の
間
合
い
の
違
い
を
除
け
ば
、
ま
こ
と
に
よ
く
照
合
し

て
い
る
。
一
致
し
た
技
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。『
燕
飛
聞
書
』の
表
現
が
、そ
の
時
々

の
身
の
構
え
の
叙
述
も
相
手
と
の
や
り
取
り
の
関
わ
り
も
詳
し
く
書
い
て
い
る
。

参
考
に
疋
田
の
「
猿
飛
」
の
絵
は
、
Ａ
の
打
太
刀
が
太
刀
を
巻
い
て
打
込
む
場

面
と
考
え
ら
れ
る
。「
猿
廻
」は
、Ｄ
の
打
太
刀
が
刀
棒
に
取
っ
た
場
面
で
あ
る（
疋

田
系
も
江
戸
系
と
同
じ
く
Ｄ
か
ら
を
「
猿
廻
」
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）。

写真１　疋田『疋田流目録』「猿飛」写真２　疋田『疋田流目録』「猿廻」
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Ⅱ
．「
猿
回
」
Ｆ
～
Ｇ

一
、『
討
太
刀
目
録
』「
猿
回
」

猿
回
…
…〈
仕
〉使
、
少
し
も
じ
る（
１
）様
に
し
て
、
車
の
構
え（
２
）に
直
す
。
Ｆ〈
打
〉味
方
、

同
前
に
直
し
、
左
肩
を
截
る（
３
）。〈
仕
〉使
、
相
懸
る
と
こ
ろ
を
、
Ｇ〈
打
〉右
の
足
を

踏
み
出
し
又
切
る
。〈
仕
〉使
、
抜
き
越
し（
４
）、〈
打
〉味
方
の
右
の
肱ひ
じ

へ
勝
つ
。
引
取

り
右
の
肩
に
払
の
構
え（
５
）に
直
す
。

注（
１
）�

も
じ
る
：
「
も
じ
る
」
は
一
般
的
に
は
両
手
が
交
叉
す
る
太
刀
遣
い
。

（
２
）�

車
の
構
え
：
脇
構
え
。
太
刀
を
後
ろ
に
下
げ
、
身
を
一
重
に
す
る
構
え
。「
一

刀
両
段
」
の
仕
太
刀
の
最
初
の
構
え
。

（
３
）�

味
方
、
同
前
に
直
し
、
左
肩
を
截
る
：
打
太
刀
も
車
の
構
え
に
し
て
か
ら
、
仕

太
刀
の
左
肩
め
が
け
て
打
ち
か
か
る
。

（
４
）�

抜
き
越
し
、
味
方
の
右
の
肱
へ
勝
つ
：
仕
太
刀
は
、
打
太
刀
が
打
っ
て
く
る
太

刀
を
越
し
て
抜
き
、
そ
の
右
の
手
元
へ
打
ち
込
む
。

（
５
）�

払
の
構
え
：
撥
草
（
八
相
）
と
同
じ
構
え
。
薙
な
ぐ
よ
う
に
遣
う
太
刀
。

二
、『
見
解
註
解
』

Ｆ
両
方
と
も
に
一
刀
両
段
の
仕
方
の
如
し
。
両
方
と
も
に
右
の
足
を
入
れ
ず
し

て
打
合
せ
、
Ｇ
両
方
右
の
足
を
入
れ
、〈
仕
〉仕
方
、
打
太
刀
の
右
の
手
の
は
づ
れ
を

勝（
１
）。

注（
１
）�

両
方
右
の
足
を
入
れ
、〈
仕
〉仕
方
、
打
太
刀
の
右
の
手
の
は
づ
れ
を
勝
：
打
太

刀
は
上
段
に
取
っ
て
か
ら
、
右
足
を
踏
み
出
し
打
ち
下
ろ
す
と
こ
ろ
を
、
仕
太

刀
は
抜
き
こ
し
て
、
手
元
を
打
つ
。

三
、『
柳
生
流
新
秘
抄
』「
月
影
」・「
山
陰
」

月
影
…
…
下
段
。
相
車
に
か
ま
へ（
１
）、
Ｆ〈
打
〉
相
手
よ
り
向む
こ
う
す
ね臑

を
見
こ
ん
で
打
込�

む（
２
）拳
の
う
ご
き
に
、〈
仕
〉太
刀
を
連
か
け
て
打
こ
め
ば（
３
）、
還か
え
つて
敵
の
向
腕
を

勝
な
り
。

山
蔭
…
…
下
段
。
相
車
に
構
へ
て
、
Ｇ〈
打
〉相
手
よ
り
肩
さ
き
を
横
に
き
る
と
き
、�

〈
仕
〉足
を
前
後
に
踏
み
か
ゆ
れ
ば（
４
）、
肩
は
自
ら
に
外
れ（
５
）、
敵
の
後
ろ
へ
向
か

つ
て
、
腕
を
か
ら
ん
で
勝（
６
）な
り
。〈
仕
〉敵
を
右
手
へ
あ
ま
し
、
後
ろ
へ
め
ぐ
れ

ば（
７
）、
前
後
表
裏（
８
）に
成
る
な
り
。

注（
１
）�

相
車
の
か
ま
へ
：
打
太
刀
・
仕
太
刀
と
も
、
太
刀
を
後
ろ
に
車
に
構
え
る
。

（
２
）�

相
手
よ
り
向
臑
を
見
こ
ん
で
打
込
む
：
打
太
刀
か
ら
太
刀
を
廻
し
て
仕
太
刀

の
出
す
臑
を
切
る
落
す
よ
う
に
打
ち
込
む

（
３
）�

太
刀
を
連
か
け
て
打
こ
め
ば
：
仕
太
刀
も
打
太
刀
の
打
ち
に
合
わ
せ
て
太
刀
を

後
ろ
か
ら
廻
し
て
上
か
ら
打
込
む
と
。

（
４
）�
足
を
前
後
に
踏
み
か
ゆ
れ
ば
：
仕
太
刀
は
足
を
前
後
に
踏
み
か
え
て
体
を
か
わ

す
。

（
５
）�

肩
は
自
ら
に
外
れ
：
打
太
刀
が
肩
先
を
切
っ
て
き
た
太
刀
は
、
体
の
転
換
に
よ

り
自
然
と
外
れ
て
。



（18）

研究所プロジェクト研究　日本の武道文化の成立基盤―新陰流と一刀流剣術の研究を通じて

121

（
６
）�

敵
の
後
ろ
へ
向
か
つ
て
、
腕
を
か
ら
ん
で
勝
：
打
太
刀
の
向
こ
う
へ
踏
み
込
ん

で
、
両
腕
を
切
り
込
む
。

（
７
）�
敵
を
右
手
へ
あ
ま
し
、
後
ろ
へ
め
ぐ
れ
ば
：
打
太
刀
の
打
ち
を
右
へ
外
し
て
、

後
ろ
へ
踏
み
込
む
の
だ
か
ら
。

（
８
）�

前
後
表
裏
：
前
後
は
足
の
前
後
と
入
れ
替
え
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
相

車
の
構
え
か
ら
、打
太
刀
が
左
肩
先
に
切
り
込
む
時
、仕
太
刀
は
前
足（
左

足
）
を
自
分
の
左
後
方
へ
引
き
、代
わ
っ
て
後
足
（
右
足
）
を
踏
み
出
す
。

こ
の
間
に
仕
太
刀
の
身
体
は
、
打
太
刀
の
太
刀
筋
の
後
側
（
裏
側
）
へ

抜
け
る
こ
と
に
な
る
。
表
裏
は
、
敵
の
太
刀
筋
の
表
側
と
裏
側
の
こ
と
。

四
、『
燕
飛
聞
書
』「
月
陰
」・「
山
陰
」

月
陰
…
…
右
、
猿
廻
に
て
、
太
刀
を
互
い
に
引
取
た
る
所
、
互
い
に
車
の
構
と
な

る
。
Ｆ〈
打
〉相
手
よ
り
一
足
ふ
み
出
、
遣
手
の
左
り
の
肩
を
か
け
て
切
ら
ん
と
す

る
所
を
、〈
仕
〉遣
手
よ
り
先
を
取
り
、
相
手
の
拳
に
か
け
打
出
也
。〈
打
〉相
手
は
遣

手
の
先
太
刀
に
刎は
ね

ら
れ
て（
１
）、
一
足
踏
出
る
事
も
、
左
の
肩
を
切
る
事
も
な
ら

ず
、
漸
く
打
合
た
る
太
刀
、
互
に
中
に
て
打
合
也
。

山
陰
…
…
右
、
月
陰
の
太
刀
を
、
互
い
に
引
取
と
相
車
に
構
、〈
仕
〉遣
手
よ
り
は
拳

を
見
せ
か
く
る（
２
）也
。
Ｇ〈
打
〉時
に
相
手
よ
り
は
其
拳
を
見
か
け
、
跡あ
と

の
足
を
踏

出
、
身
を
立
替
、
其
拳
を
切
る
所
を
、〈
仕
〉拳
は
前
へ
は
づ
し
、
身
・
足
を
立
替

て
、
相
手
の
拳
を
打（
３
）也
。

右
、
飛
違
打
と
云
心
な
り
。
尤も
っ
とも

所
作
に
飛
違
て
も
よ
し
、
又
飛
違
ず
と
も
よ
し
、

心
次
第
な
り（
４
）。
何
連
に
も
は
づ
す
拳
と
、
入
替
る
身
足
と
一
度
に
遣
う
所
作

な
り（
５
）。

注（
１
）�

相
手
は
遣
手
の
先
太
刀
に
刎は
ね

ら
れ
て
：
打
太
刀
は
仕
太
刀
が
先
を
取
っ
て
打
ち

込
む
太
刀
に
鎬
の
部
分
で
弾
か
れ
て
。

（
２
）�

遣
手
よ
り
は
拳
を
見
せ
か
く
る
：
仕
太
刀
は
わ
ざ
と
拳
を
出
し
て
打
た
せ
る
よ

う
に
誘
う
。

（
３
）�

拳
は
前
へ
は
づ
し
、
身
・
足
を
立
替
て
、
相
手
の
拳
を
打
：
仕
太
刀
は
拳
を
前

に
出
し
て
外
し
、
足
を
前
後
に
踏
み
か
え
て
体
を
転
換
さ
せ
て
、
打
太
刀
の
拳

を
打
つ
。

（
４
）�

所
作
に
飛
違
て
も
よ
し
、
又
飛
違
ず
と
も
よ
し
、
心
次
第
な
り
：
所
作
と
し
て
、

飛
び
違
え
る
か
否
か
は
ど
ち
ら
で
も
よ
く
、
状
況
次
第
で
あ
る
。

（
５
）�

何
連
に
も
は
づ
す
拳
と
、
入
替
る
身
足
と
一
度
に
遣
う
所
作
な
り
：
飛
び
違
え

る
か
否
か
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
拳
を
外
す
と
の
、
足
を
踏
み
か
え
身
を
入

れ
替
え
る
の
同
時
に
行
う
動
作
で
あ
る
。

Ⅱ
．「
猿
回
」（
尾
張
系
）
は
、
両
者
が
車
の
脇
構
え
か
ら
、
Ｆ
打
太
刀
が
相
手

の
肩
口
を
切
り
こ
む
が
、
仕
太
刀
は
、
上
体
を
回
し
て
か
わ
し
、
太
刀
を
振
り
込

む
よ
う
に
し
て
、
打
太
刀
の
手
元
に
打
ち
込
む
。
Ｇ
打
太
刀
は
、
太
刀
を
引
い
て

上
段
に
取
り
直
し
て
か
ら
、
足
を
踏
み
込
み
な
が
ら
打
ち
込
む
。
そ
こ
を
、
仕
太

刀
は
抜
き
越
し
、
打
太
刀
の
右
の
肱
を
打
つ
。
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Ⅲ
．「
山
陰
」
Ｈ
～
Ｉ

一
、『
討
太
刀
目
録
』「
山
陰
」

山
陰
…
…
Ｈ〈
仕
〉使
、
中
下
段
の
間
に
も
じ
り
、
味
方
の
膝
の
通
り
に
付
け
る（
１
）。

Ｉ〈
打

〉［
味
方
］
太
刀
の
中
よ
り
使
の
膝
を
拂
い
切
る（
２
）。〈
仕
〉使
、
引
き
越
し

て
味
方
の
両
腕
を
勝
つ（
３
）。

注（
１
）�

使
、
中
下
段
の
間
に
も
じ
り
、
味
方
の
膝
の
通
り
に
付
け
る
：
仕
太
刀
は
太
刀

を
中
段
と
下
段
の
間
に
あ
る
よ
う
に
前
に
出
し
て
、
打
太
刀
の
膝
の
出
て
く
る

高
さ
に
太
刀
を
付
け
る
。

（
２
）�

太
刀
の
中
よ
り
使
の
膝
を
拂
い
切
る
：
打
太
刀
は
仕
太
刀
の
太
刀
も
ろ
と
も
に

仕
太
刀
の
膝
を
払
い
切
り
に
打
ち
込
む
。

（
３
）�

使
、
引
き
越
し
て
味
方
の
両
腕
を
勝
つ
：
仕
太
刀
は
大
き
く
廻
刀
し
て
、
打
太

刀
の
両
腕
を
切
り
込
む
よ
う
に
遣
う
。

二
、『
見
解
註
解
』

Ｈ
右
の
方
へ
角
み
か
け
て
飛
し
さ
り
、手
を
ね
ぢ
て
構
ゆ
。
打
太
刀
も
同
じ
。〈
打
〉

打
太
刀
よ
り
、
右
の
足
を
込
み
、
仕
方
の
肩
を
払
、
Ｉ〈
仕
〉仕
方
、
右
の
足
を
入
れ
、

打
太
刀
の
こ
ぶ
し
を
勝
。

三
、『
柳
生
流
新
秘
書
』「
浦
波
」

浦
波
…
…
Ｈ
山
陰
の
太
刀
を
、〈
打
〉相
手
、
追
取
な
を
し
て
、
Ｉ
弓
手
の
脇
坪
へ
打

119
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こ
む
と
き
、〈仕
〉太
刀
を
霞
み
て
う
け
流
し
、車
に
返
し
て
二
星
を
直
に
勝
な
り（
２
）。

注（
１
）�
弓
手
の
脇
坪
へ
打
こ
む
：
仕
太
刀
の
左
の
脇
へ
上
か
ら
打
込
む

（
２
）�

太
刀
を
霞
み
て
う
け
流
し
、
車
に
返
し
て
二
星
を
直
に
勝
な
り
：
仕
太

刀
は
太
刀
を
大
き
く
上
に
上
げ
て
相
手
の
太
刀
を
請
け
流
し
て
か
ら
、

横
か
ら
打
太
刀
の
両
手
元
を
直
ち
に
打
つ
。

四
、『
燕
飛
聞
書
』「
浦
波
」

右
、
山
陰
に
て
、
Ｈ〈
仕
〉遣
手
、
勝
た
る
太
刀
・
身
・
足
共
に
直
に
引
取
、
左
の

足
を
先
へ
立
替
る
時
に
、〈
打
〉相
手
も
太
刀
を
取
上
げ
、
右
の
足
を
引
取
ば
、〈
仕
〉遣

手
、
腕
を
も
じ
り
、
少
し
身
を
脇
構
に
て
、
太
刀
霞
の
太
刀
と
な
る
時
、
Ｉ〈
打
〉相

手
も
右
の
足
を
踏
込
み
、
其
太
刀
中
を
横
に
打
倒
也
。〈
仕
〉遣
手
、
そ
の
も
じ
り
た

る
手
を
巻
返
し
、
身
足
共
に
立
替
て
、
相
手
の
右
の
手
首
を
打
也
。

Ⅲ
．
尾
張
系
「
山
陰
」
は
、
Ｈ
．
仕
太
刀
が
下
か
ら
も
じ
っ
て
構
え
て
い
る
の

に
対
し
て
、
打
太
刀
は
払
の
構
え
に
直
し
て
上
か
ら
打
ち
込
む
。
そ
れ
に
対
し
て
、

Ｉ
．
仕
太
刀
は
す
っ
と
太
刀
を
引
き
、
巻
く
よ
う
に
上
段
に
と
っ
て
上
か
ら
打
太

刀
の
両
腕
の
手
元
を
切
る
。

上
泉
の
目
録
の
「
山
陰
」
の
絵
は
、
打
太
刀
が
上
段
に
取
り
上
げ
て
い
る
手
元

を
仕
太
刀
が
打
ち
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
、
実
は
次
の
「
月
影
」
の
Ｋ
に
属
す
る

絵
の
よ
う
で
あ
る
（『
正
伝
新
陰
流
』
の
説
明
参
照
）。
疋
田
の
「
山
陰
」
の
絵
も

同
様
で
、
次
の
「
月
影
」
に
掲
載
す
る
。

　

Ⅳ
．「
月
影
」
Ｊ
～
Ｍ

一
、『
討
太
刀
目
録
』「
月
影
」

月
影
…
…
Ｊ〈
仕
〉使
、
引
き
合
せ
下
り
も
じ
る
。〈
打
〉［
味
方
］
魔ま
の
た
ち

太
刀
を
仕
懸
く（
１
）。

Ｋ〈
仕
〉使
、
高
く
頭
の
上
に
切
先
を
右
に
し（
２
）、
横よ
こ

雷ら
い

刀と
う

に
構
う（
３
）。〈
打
〉味
方
、

折せ
つ

甲こ
う（
４
）に
構
え
、左
の
足
を
踏
み
出
す
。
折
甲
の
両
手
の
間
よ
り
見
る
。
Ｌ〈
仕
〉使
、

味
方
の
両
拳
を
上
よ
り
チ
ヤ
ン
チ
ヤ
ン
と
截
る（
５
）。〈
打
〉
則
ち
引
き
切
る
様

に
止
む
。
中
段
に
位
を
直
す（
６
）。〈
仕
〉使
も
同
じ
構
え
成
し
。
Ｍ〈
打
〉味
方
、
雷
刀

に
被
り
踏
み
込
む
。
使
の
二
の
腕
を
切
る（
７
）。

注（
１
）�

魔
の
太
刀
を
仕
懸
く
：
打
太
刀
は
太
刀
を
片
手
で
縦
に
回
転
さ
せ
な
が
ら
、
打

ち
込
む
。

（
２
）�

使
、
高
く
頭
の
上
に
切
先
を
右
に
し
：
仕
太
刀
は
打
ち
込
ま
れ
た
太
刀
を
か
わ

し
な
が
ら
、
太
刀
を
頭
の
上
で
切
先
を
右
に
す
る
。

（
３
）�

横
雷
刀
に
構
う
：
撥
草
（
八
相
）
の
構
え
る
。

（
４
）�

折
甲
：
頭
の
上
で
も
じ
る
こ
と
。
折
甲
の
間
よ
り
相
手
を
見
る
。（
上
泉
の
燕

飛
目
録
「
山
陰
」
の
絵
参
照
）。

（
５
）�

使
、
味
方
の
両
拳
を
チ
ヤ
ン
チ
ヤ
ン
と
截
る
：
稽
古
で
は
相
手
の
太
刀
を
チ
ャ

ン
チ
ャ
ン
と
二
度
打
ち
す
る
。
厳
密
に
は
相
手
の
両
拳
を
打
つ
の
で
あ
る
が
、

稽
古
で
は
太
刀
を
二
つ
打
つ
。

（
６
）�
引
き
切
る
様
に
止
む
。
中
段
に
位
を
直
す
：
相
手
に
切
先
を
付
け
る
よ
う
に
し

て
中
段
に
な
っ
て
一
区
切
り
を
付
け
る
。
互
い
に
逆
の
城
郭
勢
に
な
る
。

（
７
）�

使
の
二
の
腕
を
切
る
：
「
一
の
腕
」（
拳
か
ら
肘
の
間
）
の
こ
と
か
。
術
理
的

に
相
手
の
「
二
の
腕
」
は
切
れ
な
い
。
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二
、『
見
解
註
解
』

両
方
と
も
左
の
方
え
角
み
か
け
て
飛
し
さ
り
、
両
方
の
構
え
、
半
開
半
向
の
如

し
。
Ｊ〈
打
〉打
太
刀
、
右
の
足
を
込
み
、
仕
方
の
太
刀
先
に
ま
く
り
か
く
る
。〈
仕
〉仕

方
、
太
刀
を
さ
し
上
げ
、
右
の
足
を
う
く
る
。
Ｋ〈
打
〉打
太
刀
、
左
の
足
を
込
み
、

せ
つ
甲
に
て
入
る
。
Ｌ〈
仕
〉仕
方
、
打
太
刀
の
両
こ
ぶ
し
を
二
つ
勝
、
Ｍ
右
の
足
を

引
、
打
太
刀
も
左
の
足
を
引
き
、
両
方
太
刀
を
く
ら
ぶ
る
。

�三
、『
柳
生
流
新
秘
抄
』「
浦
波
」（
続
き
）、「
浮
舟
」

浦
波
（
続
き
）…
…
Ｊ〈
打
〉太
刀
下
よ
り
巻
か
へ
し
て
、
拳
へ
打
ち
こ
む
と
き
、
Ｋ〈
仕
〉

跡
へ
引
き
は
づ
し
て
、
Ｌ〈
打
〉又
太
刀
を
横
に
捧
ぐ
る
と
き（
１
）、〈
仕
〉二
星
を
な
ら

べ
て
切
て
落
す
な
り（
２
）。

浮
舟
…
…
Ｍ〈
打
〉相
手
、
浦
波
の
太
刀
を
追
取
な
を
し
、
左
足
を
踏
み
こ
ん
で
取
直

す
左
腕
を
切
る
な
り
。

注（
１
）�

又
太
刀
を
横
に
捧
ぐ
る
と
き
：
打
太
刀
が
太
刀
を
横
に
構
え
る
時
。

（
２
）�

二
星
を
な
ら
べ
て
切
て
落
す
な
り
：
仕
太
刀
は
打
太
刀
の
両
腕
を
一
緒
に
切
り

落
と
す
。

四
、『
燕
飛
聞
書
』「
浮
舟
」

浮
舟
…
…
右
、
浦
の
浪
に
て
、
遣
手
よ
り
相
手
の
手
首
を
打
ば
、〈
打
〉其そ
の

儘ま
ま

、
身
足

共
に
少
し
引
く
時
に
、
Ｊ〈
仕
〉遣
手
の
中
段
の
太
刀
う
る
さ
き
ゆ
え
に
、〈
打
〉相
手

よ
り
ま
き
か
け
な
が
ら
、
打
払
、
Ｋ〈
仕
〉遣
手
、
右
の
足
を
後
へ
引
、
太
刀
を
取

り
上
げ
、
上
へ
は
ず
す
所
へ
、〈
打
〉相
手
よ
り
直
に
、
切
甲
に
と
り
て
、
入
出
ん

と
す
る
心
持
也
。

Ｌ
其
所
を
、〈
仕
〉遣
手
、
先
を
取
り
て
相
手
よ
り
入
出
と
す
る
所
へ
左
右
の
足

を
踏
入
て
、
上
よ
り
先
々
と
打
ち
か
け
る
故
に
、〈
打
〉相
手
入
事
不
能
。
漸
く
頭

の
上
に
て
其
太
刀
を
請
け
る
也
。
右
、〈
打
〉請
け
た
る
ゆ
へ
に
、〈
仕
〉其
拳
を
丁
々

と
二
た
つ
ち
打
也
。
此
心
持
に
て
切
組
に
し
、
柄
の
外
一
つ
内
一
つ
打
也
。

Ｍ〈
打
〉相
手
打
た
れ
て
、
左
の
足
を
後
へ
一
足
引
、
頭
の
上
太
刀
を
取
直
し
、

遣
手
の
拳
を
見
出
打
ち
か
く
る
也
。
其
時
、〈
仕
〉遣
手
も
左
の
足
を
一
足
引
き
、

相
手
の
打
懸
る
太
刀
に
先
を
と
り
、
乗
り
か
ゝ
る
也
。

Ⅳ
．
尾
張
系
「
月
影
」
は
、
Ｊ
．
打
太
刀
が
回
し
て
振
り
込
ん
で
く
る
と
こ
ろ

を
、
仕
太
刀
は
下
か
ら
も
じ
る
よ
う
に
し
て
抜
き
越
し
、
Ｋ
．
上
に
大
き
く
振
り

上
げ
、
そ
の
ま
ま
横
の
上
段
か
ら
打
つ
と
こ
ろ
を
、
打
太
刀
は
切
甲
（
頭
の
上
で

も
じ
る
）
で
受
け
よ
う
と
す
る
。
Ｌ
．
仕
太
刀
は
、
そ
の
太
刀
を
上
か
ら
チ
ャ
ン

チ
ャ
ン
と
二
度
切
る
（
口
伝
、
相
手
の
太
刀
を
動
か
な
く
さ
せ
る
）。
両
者
は
一

旦
引
き
別
れ
、
打
太
刀
が
中
段
に
直
す
と
こ
ろ
を
、
仕
太
刀
も
同
じ
く
中
段
に
構

え
直
す
。
Ｍ
．
打
太
刀
は
上
段
に
振
り
上
げ
、
踏
み
込
み
な
が
ら
打
ち
込
む
と
こ

ろ
を
、
仕
太
刀
は
切
り
留
め
る
。

前
項
で
論
じ
た
如
く
、
上
泉
と
疋
田
の
目
録
の
「
山
陰
」
の
絵
は
、、
打
太
刀

が
上
段
に
取
る
直
前
に
仕
太
刀
が
取
り
上
げ
打
ち
込
ま
ん
と
す
る
場
面
で
、「
月
影
」

の
Ｋ
に
属
す
場
面
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
項
に
合
わ
せ
て
掲
載
す
る
。

上
泉
の
「
月
影
」
の
絵
は
、
打
太
刀
の
手
元
へ
仕
太
刀
が
切
り
込
ん
で
い
る
の

で
、「
月
影
」
の
Ｍ
の
場
面
で
あ
る
。
疋
田
の
「
月
影
」
は
、
横
上
段
に
取
り
上

げ
た
打
太
刀
の
柄
中
で
仕
太
刀
が
打
ち
込
ん
で
い
る
の
で
、「
月
影
」
の
Ｋ
③
の

よ
う
で
あ
る
。
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Ⅴ
．「
浦
波
」
Ｎ
～
Ｑ

一
、『
討
太
刀
目
録
』「
浦
波
」

浦
波
…
…
Ｎ〈
打
〉味
方
、
引
き
払
い
截
る
。〈
仕
〉使
、
味
方
の
肩
臂
よ
り
右
の
拳
を
掛

け
ヒ
ツ
シ
と
截
ら
す（
１
）。
Ｏ〈
仕
〉両
膝
を
え
ま
し（
２
）、
足
を
立
て
替
え
、
下
り
も

じ
る
を
、〈
打
〉魔
太
刀
を
仕
懸
る（
３
）。〈
仕
〉使
、
如
何
に
も
高
く
、
右
方
頭
に
太
刀

を
揚
げ
る（
４
）。〈
打
〉味
方
、
折
甲
に
左
の
肩
頭
に
か
ぶ
り
、
左
足
を
踏
み
出
す（
５
）。�

〈
仕
〉使
、
チ
ン
ト
打
っ
て
右
足
を
角
へ
引
き
開
く（
６
）。〈
打
〉味
方
、
払
い
截
り
、
使
、

高
く
霞
む（
７
）。

注（
１
）�

味
方
の
肩
臂
よ
り
右
拳
を
ヒ
ツ
シ
と
截
ら
す
：
打
太
刀
の
肩
か
ら
肘
、
右
拳
に

か
け
て
切
り
込
む
。

（
２
）�

両
膝
を
え
ま
し
：
両
膝
を
緩
め
て
腰
を
お
と
す
こ
と
。

（
３
）�

下
が
り
も
じ
る
を
魔
太
刀
を
仕
懸
る
：
実
際
に
は
打
太
刀
が
太
刀
を
回
転
さ
せ

打
ち
込
ん
で
く
る
と
こ
ろ
を
、
仕
太
刀
が
下
が
り
も
じ
る
。

（
４
）�

如
何
に
も
高
く
右
方
頭
に
太
刀
を
揚
げ
る
：
左
隅
を
取
っ
て
、
高
く
太
刀
を
頭

の
右
横
に
上
げ
る
。

（
５
）�

味
方
、
切
甲
に
左
の
肩
頭
に
か
ぶ
り
、
左
足
を
踏
み
出
す
：
打
太
刀
は
頭
の
上

で
太
刀
を
も
じ
り
、
相
手
の
太
刀
を
受
け
な
が
ら
、
左
足
を
踏
み
出
し
つ
つ
打

ち
に
い
く
。

（
６
）�
チ
ン
ト
打
っ
て
右
足
を
角
へ
引
き
開
く
：
打
太
刀
の
太
刀
を
す
り
上
げ
る
よ
う

に
打
ち
な
が
ら
、
右
足
で
右
隅
へ
体
を
開
く
。

（
７
）�

使
、
高
く
霞
む
：
仕
太
刀
は
か
わ
し
な
が
ら
、
太
刀
の
刃
を
上
に
し
て
高
い
霞

の
構
え
と
な
る
。

写真５　疋田『疋田流目録』「山陰」写真３　上泉『影目録』「山陰」

写真６　疋田『疋田流目録』「月影」写真４　上泉『影目録』「月影」
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二
、『
見
解
註
解
』

Ｎ〈
打
〉打
太
刀
、左
の
足
を
込
み
、太
刀
を
我
右
の
肩
へ
か
く
る
よ
う
に
し
て
入
る
。

〈
仕
〉仕
方
、
右
の
足
を
込
み
、
打
太
刀
の
手
を
押
え
、
右
の
足
を
引
ざ
ま
に
、
切
落

す
。〈
打
〉
打
太
刀
も
左
の
足
を
引
く（
１
）。

注（
１
）
以
下
、
一
手
Ｏ
～
Ｑ
が
抜
け
る
か
。

三
、『
柳
生
流
新
秘
抄
』「
浮
舟
」（
続
き
）、「
折
甲
」

浮
舟
（
続
き
）…
…
Ｎ〈
打
〉切
ら
れ
て
引
打
ち
に
拳
を
横
に
払
ふ
を
、〈
仕
〉向
ふ
足
よ

り
送
り
か
け
、
す
か
さ
ず
乗
り
か
け
、
追
詰
て
二
星
を
勝
て
、
Ｏ〈
仕
〉太
刀
を
引ひ
き

霞か
す

む
と
き
、〈
打
〉相
手
、
太
刀
を
車
に
返
し
て
、
真
向
へ
打
ち
こ
む
を
、〈
仕
〉鎬
を

以
て
右
手
の
方
へ
打
ち
は
ら
ふ
な
り
。

切
甲
…
…
Ｐ〈
打
〉相
手
、
太
刀
を
巻
き
か
け
て
、
逆さ
か

手て

に
被か
つ

ぎ
こ
む
と
き
、
Ｑ〈
仕
〉右

手
へ
ひ
ら
き
直
つ
て
、
一
拍
子
に
八
寸
を
横
に
切
る
な
り
。〈
仕
〉も
し
打
損
じ
て

真
向
へ
打
ち
こ
ま
ば
、〈
仕
〉ま
た
弓
手
の
方
へ
開
き
、
左
の
如
く
勝
べ
し
。

＊
『
新
秘
抄
』
の
み
、浮
舟
の
途
中
（
使
、發
草
へ
取
り
上
げ
る
～
打
、折
甲
間
）

　四
、『
燕
飛
聞
書
』「
浮
舟
」（
続
き
）、「
切
甲
」

浮
舟
（
続
き
）…
…
Ｎ
時
に
、〈
打
〉相
手
、
左
り
の
足
、
一
足
踏
出
し
、
太
刀
を
と

り
上
げ
切
ん
と
す
る
所
へ
、
左
肘
替
る
ゆ
へ（
１
）、
又
其
肘
を
、〈
仕
〉遣
手
よ
り
左

右
た
が
ひ
足
に
て
、
切
か
く
る
也
。

〈
打
〉相
手
、
切
ら
れ
て
、
又
取
り
直
し
、
左
の
足
よ
り
拳
を
打
た
ん
と
す
る
時
に
、

〈
仕
〉遣
手
は
相
手
の
打
出
す
太
刀
の
先
を
と
り
、乗
打
に
相
手
の
拳
を
打
な
り
。（
懸

る
乗
か
け
打
事
は
、
善
待
に
て
覚
え
至
る
也
。）

切
甲
…
…
Ｏ
右
、
浮
舟
に
て
、〈
打
〉相
手
乗
詰
ら
れ
打
れ
て
、
身
足
共
に
後
へ
少
し

く
つ
ろ
が
ん
と
す
る
時
に（
２
）、〈
仕
〉遣
手
、
身
足
を
立
替
え
、
太
刀
を
ば
残
す
所

へ
、
Ｐ〈
打
〉相
手
よ
り
巻
掛
、
残
す
太
刀
を
打
払
い
、
折
甲
に
取
り
て
入
出
と
す

る（
３
）心
持
な
り
。

Ｑ
右
、〈
打
〉相
手
よ
り
打
払
う
所
を
、〈
仕
〉遣
手
請
け
流
し
に
、
相
手
の
左
へ
移

り
、
其
首
を
打
也
。

切
組
に
て
は
、
首
を
打
所
を
、
切
甲
に
取
り
た
る
ま
で
に
て（
４
）、
入
出
事
あ

た
ら
ず
、
柄
の
内
を
打
た
せ
て
置
也
。

注（
１
）�

左
肘
替
る
ゆ
へ
：
打
太
刀
は
太
刀
を
取
り
上
げ
る
際
に
、
左
肘
が
開
く
故
、
そ

の
肘
を
狙
わ
れ
る
。

（
２
）�

身
足
共
に
後
へ
少
し
く
つ
ろ
が
ん
と
す
る
時
に
：
打
太
刀
が
詰
め
ら
れ
る
の
で
、

身
足
と
も
に
後
ろ
へ
引
い
て
間
を
取
ろ
う
と
す
る
時
に
。

（
３
）�

相
手
よ
り
巻
掛
、
残
す
太
刀
を
打
払
い
、
折
甲
に
取
り
て
入
出
と
す
る
：
打
太

刀
は
太
刀
を
巻
い
て
、
仕
太
刀
が
前
に
出
し
て
い
る
太
刀
を
打
ち
払
っ
て
、
折

甲
に
し
て
手
は
頭
上
に
太
刀
は
下
に
し
て
間
に
入
ら
ん
と
す
る
。

（
４
）�

切
組
に
て
は
、
首
を
打
所
を
、
切
甲
に
取
り
た
る
ま
で
に
て
：
実
戦
で
は
打
太

刀
の
首
を
打
つ
と
こ
ろ
だ
が
、
稽
古
の
切
組
で
は
、
切
甲
に
取
る
打
太
刀
の
柄

の
内
を
打
つ
。

Ⅴ
．
尾
張
系
「
浦
波
」
は
、
Ｎ
．
打
太
刀
が
再
び
巻
き
か
け
て
上
か
ら
打
ち
込

む
と
こ
ろ
を
、
仕
太
刀
は
上
に
抜
き
、
Ｏ
．
打
太
刀
が
下
よ
り
も
じ
っ
て
魔
の
太
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刀
を
仕
掛
け
る
。
Ｐ
．
仕
太
刀
は
、
上
段
よ
り
相
手
の
太
刀
を
打
ち
、
右
足
を
隅

に
引
く
。
Ｑ
．
打
太
刀
が
払
い
切
る
と
こ
ろ
を
、
仕
太
刀
は
霞
に
抜
き
越
す
。

上
泉
の
「
浦
波
」
の
絵
と
疋
田
の
「
浮
舟
」
の
絵
は
、
打
太
刀
が
切
甲
に
取
る

と
こ
ろ
を
、
仕
太
刀
が
打
ち
込
ん
で
い
る
の
で
、「
浦
波
」
Ｐ
⑤
の
場
面
で
あ
る
。

Ⅵ
．「
浮
舟
」
Ｒ
～
Ｔ

一
、『
討
太
刀
目
録
』「
浮
舟
」

浮
舟
…
…
Ｒ〈
打
〉味
方
、
左
身
に
て
刀
捧
に
取
る（
１
）。
Ｓ〈
仕
〉使
、
刀
捧
の
中
取
り
の

先
の
手
を
打
っ
て
、
右
の
手
首
に
移
り（
２
）、
Ｔ〈
打
〉味
方
の
拳
の
下
よ
り
、〈
仕
〉使
、

揚
げ
る
様
に
も
じ
り（
３
）、
魔
の
太
刀
に
て
ク
ワ
ツ
シ
勝
ち
終
る（
４
）。

注（
１
）�

味
方
、
左
身
に
て
刀
棒
に
取
る
：
打
太
刀
は
左
が
前
に
出
て
一
重
身
で
左
手
を

嶺
に
受
け
な
が
ら
、
右
足
を
出
し
つ
つ
、
相
手
の
間
合
い
に
攻
め
こ
む
。

（
２
）�

使
、
刀
棒
の
中
取
り
の
先
の
手
を
打
つ
て
右
の
手
首
に
移
り
：
仕
太
刀
は
、
打

太
刀
の
刀
棒
の
中
取
り
の
左
の
手
を
切
っ
て
右
手
を
切
る
（
稽
古
で
は
中
取
り

の
間
を
二
度
打
つ
）。

（
３
）�

味
方
拳
の
下
よ
り
、
使
、
揚
げ
る
様
に
も
じ
り
：
打
太
刀
が
太
刀
を
下
に
下
し

た
太
刀
を
、
仕
太
刀
が
下
か
ら
す
く
い
上
げ
る
よ
う
に
し
て
も
じ
る
。

（
４
）�

魔
の
太
刀
に
て
ク
ワ
ツ
シ
勝
ち
終
わ
る
：
仕
太
刀
は
回
転
さ
せ
、
上
か
ら
片
膝

つ
い
て
打
ち
留
め
る
（
折
敷
打
ち
）。

二
、『
見
解
註
解
』

Ｒ〈
打
〉打
太
刀
、
刀
棒
に
て
入
、
Ｓ〈
仕
〉仕
方
、
右
の
足
を
込
み
、
上
よ
り
打
つ
。〈
打
〉

打
太
刀
、
う
け
て
よ
り
、
左
の
足
を
引
、
Ｔ〈
仕
〉仕
方
、
付
こ
み
、
足
引
さ
ま
に
打

太
刀
の
太
刀
を
ま
く
り
落
し
ざ
ま
に
く
わ
つ
す
。〈
打
〉打
太
刀
も
其そ
の

儘ま
ま

下
に
居
る
べ

し
。
但
、
正
面
に
よ
り
仕し
と
め留

の
足
は
替
る
べ
き
な
り
。

三
、『
柳
生
流
新
秘
抄
』「
刀
棒
」

Ｒ〈
打
〉相
手
、
太
刀
を
横
に
さ
ゝ
げ
、
鎬
に
弓
手
を
添
へ
て
抱
え
込
ん
と
す
る（
１
）。

〈
仕
〉其
弓
手
を
押
し
か
け
て
、直
ぐ
に
切
れ
ば
、互
の
太
刀
、十
文
字
に
合
ふ
な
り（
２
）。�

Ｓ〈
打
〉相
手
の
弓
手
を
柄
へ
取
直
す
と
き
、〈
仕
〉拳
へ
詰
め
か
け
て
十
文
字
に
押
ゆ
る

と
き
、Ｔ〈
打
〉相
手
、引
打
ち
に
巻
返
し
て
打
込
む
を
、〈
仕
〉太
刀
を
霞
て
う
け
流
し（
３
）、�

二
星
を
十
文
字
に
勝
な
り（
４
）。

写真７　上泉『影目録』「浦波」

写真８　疋田『疋田流目録』「浮舟」
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注（
１
）�

相
手
、
太
刀
を
横
に
さ
ゝ
げ
、
鎬
に
弓
手
を
添
へ
て
抱
え
込
ん
と
す
る
：
打
太

刀
は
、
太
刀
を
頭
上
横
に
し
て
、
太
刀
の
鎬
に
左
手
を
添
え
て
、
刀
棒
の
形
と

な
る
。

（
２
）�

其
弓
手
を
押
し
か
け
て
、直
ぐ
に
切
れ
ば
、互
の
太
刀
、十
文
字
に
合
ふ
な
り
：

打
太
刀
の
刀
棒
を
上
か
ら
真
っ
直
ぐ
に
打
て
は
、
両
者
の
太
刀
は
十
文
字
に
合

う
。

（
３
）�

太
刀
を
霞
て
う
け
流
し
：
仕
太
刀
は
太
刀
を
刃
を
上
に
上
げ
て
か
わ
し
、
打
太

刀
の
打
ち
を
受
け
流
す
。

（
４
）�

二
星
を
十
文
字
に
勝
な
り
：
受
け
流
し
て
上
げ
た
太
刀
を
そ
の
ま
ま
打
ち
下
ろ

し
、
打
太
刀
の
拳
を
上
か
ら
打
つ
。

四
、『
燕
飛
聞
書
』「
刀
棒
」

Ｒ
右
、〈
打
〉相
手
よ
り
切
甲
に
て
受
け
止
め
た
る
故
に
、〈
仕
〉遣
手
、ま
た
打
ち
直
し
、

太
刀
を
取
り
上
げ
、
身
足
共
に
、
引
取
所
へ
、〈
打
〉相
手
は
左
の
足
を
一
足
に
引
き
、

我
が
太
刀
を
中
段
の
向
構
に
直
し
、
そ
の
ま
ま
刀
棒
に
取
て
入
出
ん
と
す
る
所
を
、

Ｓ〈
仕
〉遣
手
よ
り
先
を
取
り
て
、相
手
の
身
通
り
へ
、上
よ
り
打
出
也
。
其
所
を
、〈
打
〉

相
手
、
刀
棒
に
取
て
請
合
す
也
。
此
所
、
切
組
に
て
は
、
刀
棒
に
取
た
る
手
の
外

を
打
す
る
様
に
仕
掛
る
也
。

Ｔ
右
、〈
仕
〉遣
手
よ
り
打
掛
た
る
時
、〈
打
〉相
手
、
引
に
随
い
、〈
仕
〉遣
手
、
右
の
足

を
小
足
に
入
け
て
、
左
の
足
を
入
、
其
後
へ
太
刀
を
も
じ
り
、
左
右
の
足
を
引
く
。

〈
仕
〉身
足
を
立
か
へ
て
、
霞
の
太
刀
に
構
へ
、〈
打
〉相
手
も
遣
手
と
一
度
に
左
の
足
よ

り
、
引
き
、
上
段
の
せ
い
が
ん
に
て
、
巻
掛
る
時
に
、〈
仕
〉遣
手
も
巻
掛
け
、
交
ま
じ
り

流

し
て
、
遣
手
、
上
太
刀
に
成
る
様
、
大
巻
に
巻
掛
け
、
納
る
也
。
此
時
、
至
而
静

に
あ
う
様
に
納
る
よ
し
。

Ⅵ
．「
浮
舟
」　

Ｒ
．
打
太
刀
が
刀
棒
に
取
る
と
こ
ろ
を
、
Ｓ
．
仕
太
刀
は
刀
棒

に
構
え
る
と
こ
ろ
を
左
右
の
拳
を
二
度
打
ち
（
実
際
の
稽
古
で
は
、
中
取
り
の
手

を
二
度
打
ち
）、Ｔ
．仕
太
刀
が
下
よ
り
太
刀
を
も
じ
り
、打
太
刀
が
そ
れ
を
押
え
る
。

打
太
刀
が
魔
の
太
刀
を
仕
掛
け
、
仕
太
刀
が
そ
の
太
刀
に
勝
ち
、
両
者
そ
の
ま
ま

し
ゃ
が
み
込
み
、
終
了
す
る
。

上
泉
の
「
浮
舟
」
の
絵
と
疋
田
の
「
浦
波
」
の
絵
は
同
じ
で
、
両
者
折
敷
い
て

打
太
刀
の
太
刀
が
打
ち
落
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
Ｔ
⑨
の
最
後
で
あ
る
。

上
泉
の
絵
目
録
で
は
、
打
太
刀
の
太
刀
が
少
し
前
で
下
に
落
と
さ
れ
て
い
る
の

で
、
今
の
演
武
で
は
打
太
刀
が
実
際
太
刀
を
投
げ
て
い
る
の
が
よ
く
見
ら
れ
る
が
、

十
一
代
・
柳
生
厳
周
氏
が
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
撮
っ
た
「
浮
舟
」
の
演
武

（
名
古
屋
東
照
宮
奉
納
演
武
・
打
太
刀
柳
生
忠
三
）
の
写
真
で
は
、
太
刀
は
放
さ
ず
、

写真９　上泉『影目録』「浮舟」

写真10　柳生厳周・柳生忠三演武「浮舟」



武道・スポーツ科学研究所年報・第18号・平成24年度

（29）110



（30）

研究所プロジェクト研究　日本の武道文化の成立基盤―新陰流と一刀流剣術の研究を通じて

109

片
手
打
ち
の
ま
ま
、
切
り
下
げ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。（
写
真
５
参
照
）。
実
際
に

は
、
目
通
り
よ
り
少
し
高
い
位
置
で
、「
十
字
勝
ち
」
さ
れ
た
ま
ま
、
地
面
ま
で

切
り
下
ろ
し
た
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
奥
書
〕

一
、『
討
太
刀
目
録
』

右
、
燕
飛
は
、「
初
・
破
・
急
」（
１
）、
三
段
の
習
こ
れ
有
る
也
。
惣す
べ

て
打
太
刀

よ
り
仕
懸
く
る
法
也
。
声
も
三
度
或
は
五
度
な
る
も
の
也
。
打
太
刀
よ
り
懸
る
也
。

「
初
」
は
、
身
は
勿
論
、
心
・
意
共
に
鎮し
ず
かに

て
、「
破
」
は
、
心
・
意
共
に
浮う
き

立た
ち

、

體た
い

を
も
ま
す
し
て
、
心
・
意
を
「
急
」
に
す
る
事
、
肝
要
也
。

是
は
上
泉
孫
四
郎（
２
）方
、
如
雲
斎（
３
）の
前
に
て
伝
授
也
。
如
雲
斎
の
挨
拶
訓お
し

へ

給
は
る
べ
し
。
よ
く
習
ひ
覚
ゆ
べ
し
と
申
す
由
。

注（
１
）�

初
・
破
・
急
：
序
・
破
・
急
の
こ
と
。
序
は
、
ゆ
る
り
と
し
た
遣
い
出
し
で
、
破
は
、

序
の
調
子
か
ら
動
作
を
速
め
出
し
、
急
は
、
破
の
調
子
を
よ
り
速
め
、
一
連
の

仕
儀
の
中
で
最
も
急
な
る
調
子
。

（
２
）�

上
泉
孫
四
郎
：
新
陰
流
流
祖
・
上
泉
信
綱
の
孫
。尾
張
徳
川
家
に
刀
術
で
仕
え
た
。

（
３
）�

如
雲
斎
：
柳
生
兵
庫
助（
一
五
七
九
～
一
六
五
〇
）。宗
厳
の
孫
で
、元
和
元
年（
一

六
一
五
）
尾
張
徳
川
家
、
義
直
の
兵
法
師
範
と
な
る
。

二
、『
見
解
註
解
』　　
〔
奥
書
〕
の
文
章
は
な
い
。

　

三
、『
柳
生
流
新
秘
抄
』

猿
飛
の
太
刀
数
、
八
箇
に
し
て
八
名
あ
り
と
云
え
ど
も
、
総
名
を
猿
飛
と
名
づ

け（
１
）、
始
よ
り
終
ま
で
猿
飛
の
初
手
の
心
持
に
て
つ
か
ひ
、
急
々
に
勝
な
り（
２
）。

当
流
は
「
皮
肉
を
き
つ
て
骨
を
す
か
さ
ず
」
と
云
ひ
て
、深
く
勝
つ
こ
と
を
制
し（
３
）、

「
二
星
の
勝
」
と
云
ひ
て
、
左
右
の
拳
を
二
度
に
勝
つ
こ
と
を
専
に
訓
ふ
る
な
り
。

　
注（

１
）�

八
箇
に
し
て
八
名
あ
り
と
云
え
ど
も
、
総
名
を
猿
飛
と
名
づ
け
：
「
猿
飛
」
か

ら
「
刀
棒
」
ま
で
八
勢
法
と
分
け
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
猿
飛
」

と
名
づ
け
て
い
る
こ
と
。

（
２
）�

始
よ
り
終
ま
で
猿
飛
の
初
手
の
心
持
に
て
つ
か
ひ
、
急
々
に
勝
な
り
：
最
初
か

ら
最
後
ま
で
「
猿
飛
」
の
最
初
の
心
持
で
、「
急
々
」
に
勝
つ
。

（
３
）�「
皮
肉
を
き
つ
て
骨
を
す
か
さ
ず
」
と
云
ひ
て
、深
く
勝
つ
こ
と
を
制
し
：
「
表

面
の
皮
肉
を
切
っ
て
、
骨
は
す
き
ま
を
こ
し
ら
え
て
切
ら
な
い
」
と
言
っ
て
、

深
く
切
り
込
ん
で
動
き
が
止
ま
る
こ
と
を
禁
じ
る
。

四
、『
燕
飛
聞
書
』

右
、
八
本
の
太
刀
数
、
遣
ひ
方
、
三
息
ば
か
り
と
云
、
先
の
先
を
取
り
、
わ
ず

か
の
透す
き

も
な
く
遣
う
こ
と
、
肝
要
也
。
自
然
早
き
所
の
業
を
し
ら
す
べ
し
。
扨さ
て

又

打
た
ん
と
し
て
、
打
直
す
事
の
稽
古
、
足
に
て
学
ぶ
な
り
。「
三
学
」、「
九
箇
」（
１
）、

何い
づ
れ

連
の
太
刀
に
て
も
、初
太
刀
打
損
じ
た
る
時
は
、重
々
打
こ
と
、右
の
切
組
に
て
、

初
め
太
刀
に
て
打
あ
ふ
せ
ず
、相
手
よ
り
打
返
る
時
、又
先
々
、先
々
と
打
返
る
事
、

幾
重
も
此
心
得
也
。
少
し
も
こ
だ
わ
り
な
き
味
ひ
、
よ
く
身み

繕つ
く
ろひ

等
、
く
せ
付
け

て
は
業
出
来
が
た
し
。「
三
学
」
稽
古
の
時
よ
り
て
は
心
得
る
也
。
右
、都す
べ

て
「
燕
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飛
」
に
か
ぎ
ら
ず
、
何
連
の
太
刀
に
て
も
、
小
足
を
遣
ふ
て
場
を
〇
つ
〇
け
、
右

の
足
を
遣
わ
ん
と
思
へ
ば
、
左
の
小
足
を
遣
ひ
、
左
の
あ
し
を
遣
わ
ん
と
思
へ
ば
、

右
の
足
を
使
う
事
、
肝
要
也
。
兎と
か
く角
此か

く
な
づ
み
て
ね
ば
る
事
な
か
れ
。
懸
る
場

合
の
見
つ
も
り
、
進
退
共
、
小
足
遣
ひ
、
初
心
よ
り
心
置
べ
し
。

三
文
献
と
も
、「
燕
飛
」
が
続
け
遣
い
で
、
一
本
ず
つ
打
ち
止
め
ず
、
す
ら
す

ら
と
行
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

結
び
に
か
え
て

「
燕
飛
」
の
顕
著
な
特
色
は
、
六
本
（
ま
た
は
八
本
）
の
勢
法
を
続
け
遣
い
に

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
続
け
遣
い
は
、
お
そ
ら
く
上
泉
以
降
の
こ

と
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。「
燕
飛
」
全
体
を
通
し
て
、「
懸
待
表
裏
」（
１
）
の
こ
と
、

「
身
の
矩か
ね

」（
２
）

の
こ
と
、「
中な
か

墨ず
み

」（
３
）

の
こ
と
、「
間
積
り
」（
４
）

の
こ
と
、「
五
箇
の

身
」（
５
）

の
こ
と
な
ど
、新
陰
流
の
み
な
ら
ず
、い
ず
れ
の
流
儀
に
お
い
て
も
最
も
基

本
的
で
最
も
重
要
な
刀
法
の
要
素
が
、
全
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
過
言

で
は
な
い
。

他
に
も
う
一
つ
の
特
色
と
し
て
、
息
づ
か
い
の
こ
と
が
あ
る
。
呼
吸
法
と
も
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
江
戸
伝
で
は
、『
燕
飛
聞
書
』
奥
書
に
あ
っ
た
よ
う
に
、「
燕
飛
」

全
体
を
「
三
息
ば
か
り
」
で
遣
う
と
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
尾
張
伝
の
現
行
の
仕

様
で
は
、
息
継
ぎ
は
五
回
で
あ
る
。
尾
張
伝
の
「
燕
飛
」
の
太
刀
数
は
六
本
で
あ

る
。
大
略
し
て
言
え
ば
、
六
本
の
太
刀
の
区
切
り
の
部
分
で
、「
ハ
ー
ァ
」
と
呼

気
を
発
す
る
。
本
来
は
海
女
の
磯
笛
の
ご
と
く
、
声
で
は
な
く
、
呼
気
が
声
の
よ

う
に
響
く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
行
で
は
意
識
的
に
強

い
発
声
を
行
っ
て
い
る
。
尾
張
伝
の
「
燕
飛
」
は
、
昔
は
一
本
ず
つ
分
け
て
遣
わ

れ
て
い
た
こ
と
の
名
残
り
の
よ
う
に
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

注（
１
）�

懸
待
表
裏
：
「
懸
中
待
、
待
中
懸
」
で
、
懸
る
中
に
も
待
つ
心
得
が
有
り
、
待

の
中
に
も
懸
の
勢
い
を
有
す
る
こ
と
。
表
裏
と
は
、敵
の
太
刀
筋
の
前
面
（
表
）

に
居
て
も
、
敵
が
打
つ
時
、
足
を
働
か
せ
て
太
刀
筋
を
外
し
て
、
そ
の
裏
側
に

抜
け
る
こ
と
。
転
変
の
こ
と
。

（
２
）�

身
の
矩
：
太
刀
を
持
つ
身
そ
れ
自
身
が
截
合
の
場
に
お
け
る
太
刀
筋
の
規
準
に

な
る
。
そ
の
た
め
太
刀
・
身
手
足
の
動
き
の
調
和
と
姿
勢
を
教
え
る
表
現
。

（
３
）�

中
墨
：
敵
と
我
身
の
相
対
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
だ
が
、
単
純
に
言
え
ば
敵
の

動
き
の
芯
に
我
が
太
刀
を
打
ち
込
む
こ
と
。

（
４
）�

間
積
り
：
敵
と
我
と
の
間
の
距
離
。
特
に
相
手
の
太
刀
筋
と
我
身
の
距
離
の
見

測
り
。

（
５
）�

五
箇
の
身
：
①
身
を
一
重
に
な
す
べ
き
事
、②
敵
の
拳
を
我
肩
に
く
ら
ぶ
べ
き
事
、

③
我
拳
を
楯
に
つ
く
べ
き
事
、
④
左
の
肱
を
延
ば
す
べ
き
事
、
⑤
さ
き
の
膝
に

身
を
も
た
せ
、
あ
と
の
膝
を
の
ば
す
べ
き
事
（
柳
生
宗
矩
『
進
履
橋
』）。
こ
れ

ら
の
身
・
手
・
足
の
教
え
は
、
初
学
よ
り
奥
伝
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
学
習
す

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

「
猿
飛
」
と
「
燕
飛
」

愛
洲
陰
流
で
は
「
猿
飛
」、上
泉
は
「
燕
飛
」
と
記
し
て
い
る
。「
猿
」
と
「
燕
」

と
の
文
字
表
記
に
は
、
あ
ま
り
大
き
な
意
識
差
は
な
く
、「
エ
ン
ピ
」
と
読
め
る

も
の
な
ら
ば
、
大
方
よ
し
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
我
々
は
思
っ
て

い
る
。
因
み
に
、
上
泉
の
直
弟
子
・
疋
田
及
び
丸
目
は
「
猿
飛
」
と
表
記
し
て
い

る
（「
疋
田
流
目
録
」、
丸
目
「
タ
イ
シ
ャ
流
目
録
」
下
川
潮
著
「
剣
道
の
発
達
」
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掲
載
）。
続
け
遣
い
に
し
て
い
る
「
燕
飛
」
の
勢
法
は
、
六
本
に
区
切
り
、
又
は

八
本
に
区
切
ら
れ
、
勢
法
の
名
称
も
一
部
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
見
ら
れ

る
。
今
回
引
用
し
た
『
討
太
刀
目
録
』、『
新
秘
抄
』
及
び
『
燕
飛
聞
書
』
を
比
較

す
る
と
、
か
な
り
不
統
一
で
あ
る
。
文
字
の
違
い
や
、
太
刀
名
の
異
同
は
あ
ま
り

気
に
掛
け
ず
に
、
要
は
実
際
に
稽
古
す
る
太
刀
筋
の
組
合
せ
の
順
に
差
違
が
な
け

れ
ば
、
す
べ
て
〝
よ
し
〟
と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
限
ら
れ
た
資
料
の
中
か
ら
上
泉
が
「
猿
飛
」
か
ら
「
燕
飛
」
へ
と
意

識
的
に
書
き
換
え
た
と
見
る
と
、
そ
の
理
由
を
敢
え
て
許
さ
れ
る
範
囲
で
推
測
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
。

上
泉
は
「
陰
流
よ
り
別
に
奇
妙
を
抽
出
し
、
新
陰
流
と
号
す
」
と
述
べ
て
い
る

（「
影
目
録
」）。
し
か
し
、『
愛
洲
陰
之
流
目
録
』
を
見
て
も
、
絵
目
録
形
式
に
た
め
、

そ
の
勢
法
が
い
か
な
る
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、そ
の
目
録
の
「
猿
飛
」

の
巻
の
記
述
に
は
、
興
味
を
覚
え
る
一
言
が
あ
る
。
そ
の
記
述
部
分
を
左
記
に
引

用
す
る
。

第
一　
　

猿
飛

此
手
ハ
、
敵
ヨ
ケ
レ
バ
切
太
刀
也
。
…
…
中
略
…
…
。
太
刀
ヲ
ツ
カ
イ
テ
懸
ル

心
、
少
モ
動
顚
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
以
伝
大
事
可
切
納
ム
（
伝
え
る
と
こ
ろ
の
大
事
を

以
っ
て
、
切
り
納
む
べ
し
）。
イ
カ
ニ
モ
ツ
ヨ
ク
切
テ
懸
テ
、
後
ヘ
サ
ル
ベ
シ
」

第
二　
　

猿
廻

此
ノ
手
モ4

、
敵
切
出
ス
時
、
我
太
刀
ヲ
敵
ノ
太
刀
ニ
切
結
テ
、
太
刀
ヲ
ハ
ツ
ス

時
、
切
也
。
初
ノ
如
ク
心
得
ベ
シ
」

「
第
三　

山
陰
」
以
下
は
絵
目
録
の
み
で
あ
る
の
で
、「
猿
飛
」
に
お
け
る
説
明

的
記
述
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
が
、
我
々
が
興
味
を
覚
え
る
の
は
、「
第
一　

猿
飛
」

の
段
に
、「
少
し
も
動
顚
す
る
こ
と
な
く
」
伝
え
る
と
こ
ろ
の
大
事
（
の
所
作
・

太
刀
筋
）
を
以
っ
て
、
強
く
切
り
懸
る
こ
と
」
と
解
釈
で
き
る
一
文
が
あ
る
こ
と
、

ま
た
「
第
二　

猿
廻
」
の
段
が
「
此
ノ
手
モ
」
と
始
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
以

上
の
極
め
て
簡
単
な
文
章
か
ら
、
片
言
切
句
を
抜
き
、
針
小
棒
大
に
拡
大
解
釈
す

る
つ
も
り
は
な
い
が
、
右
の
「
猿
飛
」、「
猿
廻
」
の
二
段
の
記
述
か
ら
、
一
種
の

根
本
原
理
的
な
刀
法
及
び
所
作
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
の

根
本
原
理
的
な
刀
法
を
、
文
献
で
は
、「
伝
え
る
と
こ
ろ
の
大
事
」
と
表
現
さ
れ

て
い
る
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
そ
の
刀
法
を
以
っ
て
敵
に
切
懸
る
際
に
、「
少
し
も

動
顛（
動
転
）す
る
こ
と
な
く
」と
い
う
意
味
合
い
の
一
文
が
あ
る
の
も
興
味
深
い
。

こ
こ
で
謂
う
「
動
顛
す
る
こ
と
な
く
」
は
、「
敵
の
構
え
や
動
き
に
惑
わ
さ
れ
ず
」

と
い
う
程
度
の
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
が
、
か
な
り
常
習
的
な
表
現
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
同
様
の
表
現
は
「
疋
田
流
目
録
」
に
も
見
ら
れ
る
。「
た
と
え
将
に

い
か
に
構
え
来
る
と
雖
も
、
動
轉
す
べ
か
ら
ず
。
彼
の
一
剣
を
以
て
勝
負
を
決
す

…
…
」（
紅
葉
観
念
の
巻
。
但
し
、
こ
れ
は
慶
長
十
年
発
給
文
書
を
寛
政
十
年
に

「
写
添
置
」
い
た
も
の
な
の
で
、「
動
轉
」
は
元
は
「
動
顛
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
）。「
紅
葉
観
念
の
巻
」
を
見
る
限
り
、
こ
こ
で
い
う
「
彼
の
一
剣
」
は
あ
る

具
体
的
な
太
刀
筋
を
指
し
た
表
現
で
は
な
い
よ
う
だ
。
恐
ら
く
、陰
流
で
い
う「
伝

大
事
」に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
伝
え
の
大
事
」も
ま
た「
彼
の
一
剣
」

も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
儀
の
全
篇
を
貫
く
根
幹
の
太
刀
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
各
々

の
流
儀
の
体
系
を
成
す
教
え
の
太
刀
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
陰
流
の
「
猿
飛
」
は
恐
ら
く
一
本
ず
つ
個
別
の
仕
様
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
猿
飛
」
全
篇
を
貫
く
大
事
は
一

本
ず
つ
に
込
め
ら
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

一
方
、
上
泉
の
「
燕
飛
」
は
、
柳
生
家
系
譜
の
仕
様
（
続
け
遣
い
）
か
ら
推
し

て
続
け
遣
い
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
疋
田
や
丸
目
の
仕
様
が
如
何
な
る

も
の
で
あ
っ
た
が
わ
か
れ
ば
、
よ
り
一
層
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
続
け
遣
い
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、
転
変
す
る
中
に
あ
っ
て
、
常
に
相
手
の
動
き
の
芯
に
切
り
付
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け
る
こ
と
の
大
事
が
視
覚
的
に
拡
大
さ
れ
、
理
解
し
や
す
く
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、

上
泉
の
陰
流
の
中
に
見
出
し
た
大
事
を
強
調
し
た
形
で
具
体
的
表
現
で
き
る
。

上
泉
が
陰
流
の
中
に
見
出
し
た
「
奇
妙
」
と
は
、
敵
の
太
刀
（
筋
）
に
応
じ
て

転
変
し
、
確
実
に
敵
の
動
き
の
芯
へ
切
り
付
け
る
こ
と
と
、
そ
の
際
に
「
動
顛
」

す
る
こ
と
な
く
打
込
む
人
間
の
姿
な
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
我
々
は
考
え

て
い
る
。

一
、『
討
太
刀
目
録
』
原
文
翻
刻

燕
飛
…
…
構
中
段
也　

魔
太
刀
遠
仕
懸
留　

使
、
三
都
拍
子
仁ニ
ハ
ズ
ス

外
巣　

味
方
雷
刀

仁
被カ
ブ
リ裏

左
農
足
遠
踏
込　

使
［
味
］
方
、
能
二
ノ
腕
丹ニ
ッ
ケ
ル

付
類　

使
之
臂ヒ
ジ

與
理
柄

中
遠ヲ

掛
而
引
払
截
仁
切
留　

使
、
打
捨
仁
相
懸　

其
侭
真
向
遠ヲ

打
味
方
刀
捧
仁

而
請
合
世
取
留　

使
引
切
而
霞カ
ス
ム武　

味
方
手
ノ
内
引
截キ

良ラ

連レ　

引
取
右
肩
仁ニ

横

雷
刀
遠ヲ

片
手
太
刀
仁ニ
ナ
シ成

構カ
マ
ユ由　

使
之
左
之
肩
頭
遠ヲ

掛
手テ
ダ
カ
ニ高

切
留　

使
則
截
合

猿
回
…
…
使
少
茂モ

ジ

ル
知
類
様
丹
而
車
構
仁ニ

直
巣ス　

味
方
同
前
仁
眞ナ
オ
シ絲

左
肩
遠ヲ

截キ
ル　

使

相
懸
處
遠ヲ

右
之
足
遠
踏
出
又
切
留　

使
抜
越
味
方
濃
右
之
肱
江
勝　
［
味
方
カ
］

引
取
右
之
肩
仁
農
拂
構
仁ニ
ナ
オ
ス

直
巣

山
陰
…
…
使
中
下
段
農ノ

間
仁ニ

最モ

ジ

リ
司
里
味
方
農
膝
通
仁ニ

付
留ル　
［
味
方
］
太
刀
之
中

與ヨ

里リ

使
農ノ

膝
遠ヲ

拂
切
留ル　

使
引
越
而
味
方
農
両
腕
遠
勝
息

月
影
…
…
使
引
合
世
下
里リ

モ

ジ

ル

茂
知
留
［
味
方
］
魔
太
刀
遠ヲ

仕
懸
久　

使
高
頭
之
上
仁

切
先
遠ヲ

右
仁
絲シ　

横
雷
刀
仁
構　

味
方
折
甲
仁
構
左
之
足
遠ヲ

踏
出
絲　

折
甲
農ノ

両
手
之
間
與ヨ

里リ

見
留　

使
味
方
濃
両
拳
遠
上
與ヨ

里リ

知チ

ャ

ン
也
無
〳
〵
登ト

截
類ル　

則
ス
ナ
ワ
チ

引

切
様ヨ
ウ

仁ニ

止ト
ム　

中
段
仁ニ

位
遠ヲ

直
巣ス　

使
茂モ

同
構ニ

成ル　

味
方
雷
刀
仁ニ

被カ
ブ
リ裏

踏
込　

使

二
之
腕
遠ヲ

切
類ル

浦
波
…
…
味
方
引
拂
截ル　

使
味
方
之
肩
臂
與ヨ

裏リ

右
拳
遠ヲ

掛
費ヒ

津ツ

絲シ

登ト

截キ

ラ

ス
類
息　

両�

膝
遠ヲ

惠エ

マ

シ
末
止　

足
遠
立
替
下
最モ

ジ

ル
司
流
遠　

魔
太
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飛
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両
方
よ
り
右
の
足
を
指
出
し
、
太
刀
を
く
ら
べ
、
Ａ
打
太
刀
よ
り
仕

方
の
太
刀
に
ま
く
り
か
く
る
。
仕
方
、太
刀
を
上
に
少
し
上
げ
、右
の
足
を
う
く
る
。

Ｂ
打
太
刀
、
太
刀
を
我
右
の
肩
に
上
る
や
う
に
し
て
、
左
の
足
を
込
む
。
Ｃ
仕
方
、

打
太
刀
の
左
の
肱
を
勝
、両
方
右
の
足
を
引
き
打
を
ろ
す
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仕
方
、右
の
足
を
込
み
、

打
太
刀
の
頭
を
切
る
。
Ｄ
打
太
刀
、
刀
棒
に
て
う
け
、
仕
方
の
太
刀
を
左
の
手
に

て
取
る
。
仕
方
、
打
太
刀
の
手
を
も
し
き
、
右
の
方
へ
角
み
か
け
て
、
飛
し
さ
り
、

Ｅ
手
を
ね
ち
、
太
刀
先
を
敵
の
順
に
構
る
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打
太
刀
の
右
に
同
じ
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両
方
よ
り
、
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を
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き
構
ゆ
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両
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一
刀

両
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の
仕
方
の
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両
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ず
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て
打
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Ｇ
両
方
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の
足
を
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れ
、
仕
方
、
打
太
刀
の
右
の
手
の
は
づ
れ
を
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Ｈ
右
の
方
へ
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み
か

け
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飛
し
さ
り
、
手
を
ね
ぢ
て
構
ゆ
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打
太
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同
じ
。
打
太
刀
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、
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を
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み
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仕
方
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払
、
Ｉ
仕
方
、
右
の
足
を
入
れ
、
打
太
刀
の
こ
ぶ
し
を
勝
。
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両
方
と
も
左
の
方
え
角
み
か
け
て
飛
し
さ
り
、
両
方
の
構
え
、
半
開
半
向
の
如
し
。

Ｊ
打
太
刀
、
右
の
足
を
込
み
、
仕
方
の
太
刀
先
に
ま
く
り
か
く
る
。
仕
方
、
太

刀
を
さ
し
上
げ
、
右
の
足
を
う
く
る
。
Ｋ
打
太
刀
、
左
の
足
を
込
み
、
せ
つ
甲
に

て
入
る
。
Ｌ
仕
方
、
打
太
刀
の
両
こ
ぶ
し
を
二
つ
勝
、
右
の
足
を
引
、
打
太
刀
も

左
の
足
を
引
き
、
両
方
太
刀
を
く
ら
ぶ
る
。
Ｍ
打
太
刀
、
左
の
足
を
込
み
、
太
刀

を
、
我
右
の
肩
へ
か
く
る
よ
う
に
し
て
入
る
。
Ｎ
仕
方
、
右
の
足
を
込
み
、
打
太

刀
の
手
を
押
え
、
右
の
足
を
引
ざ
ま
に
、
切
落
す
。
打
太
刀
も
左
の
足
を
引
く
。

Ｒ
打
太
刀
、
刀
棒
に
て
入
、
Ｓ
仕
方
、
右
の
足
を
込
み
、
上
よ
り
打
つ
。
打
太
刀
、

う
け
て
よ
り
、
左
の
足
を
引
、
Ｔ
仕
方
、
付
こ
み
、
足
引
さ
ま
に
打
太
刀
の
太
刀

を
ま
く
り
落
し
ざ
ま
に
ぐ
わ
つ
す
。
打
太
刀
も
其
儘
下
に
居
る
べ
し
。
但
、
正
面

に
よ
り
仕
留
の
足
は
替
る
べ
き
な
り
。
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Ⅱ．国際武道大学研究倫理規程

（目的）

第 １ 条　国際武道大学（以下「本学」という。）で行われる学術研究活動において、研究対象に対する

倫理的配慮、及び研究の信頼性と公平性を確保することを目的とし、研究を遂行する上で求められる

研究者の行動・態度における倫理基準をここに定める。

（委員会）

第 ２ 条　本学に研究倫理委員会（以下、「委員会」という。）を設ける。

２　委員会に関する規則は、別に定める。

（研究に対する基本姿勢）

第 ３ 条　研究者は、良心と信念に従い、自らの責任をもって研究成果の客観性を厳守しなければならない。

２　研究者は、生命及び個人の尊厳を重んじ、基本的人権を遵守しなければならない。

３　研究者は、国際的に認められた規範、規約及び条約等、国内の法令、告示等及び本学の諸規定を遵

守しなければならない。

（定義）

第 ４ 条　本規程が定める「研究者」とは、本学に所属する教職員のみならず、本学において研究活動に

従事する者を含み、学生であっても、研究に関わる場合は「研究者」に準ずるものとする。

２　「研究」には、計画の立案、計画の実施、成果の発表及び評価にいたる全ての過程における行為、

決定及びそれに付随する事項を含むものとする。

３　「発表」とは、学内外を問わず、自己の研究に関わる成果を公表する全ての行為を含むものとする。

（研究者の態度）

第 ５ 条　研究者は、自己の専門的研究がおよぶ範囲を自覚し、他分野の専門研究を尊重するとともに、

自己研鑽に努めなければならない。

２　研究者は、他の国、地域、組織等の研究活動における文化、慣習、規律の理解に努めなければならない。

３　研究者は、共同研究者に対し、お互いの学問的立場を尊重しなければならず、研究協力者、研究支

援者に対しては誠意をもって接しなければならない。

４　研究者は、学生を含む全ての者が不利益を蒙らないよう十分な配慮をしなければならない。

（研究のための資料、情報及びデータ等の収集）

第 ６ 条　研究者は、科学的かつ一般的に妥当な方法、手段で研究のための資料、情報及びデータ等を収

集しなければならない。

２　研究者が、研究のために資料、情報及びデータ等を収集する場合は、その目的に適う必要な範囲に

おいて収集するよう努めなければならない。

（インフォームドコンセント）

第 ７ 条　研究者が、人の行動、環境、心身等に関する個人の情報及びデータ等の提供を受けて研究を行

う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等について分かりやすく説明し、提供者の明確かつ自
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発的な同意を得なければならない。

２　組織、団体等から、当該組織、団体等に関する資料、情報、データ等の提供を受ける場合も前項に

準じるものとする。

（個人情報の保護）

第 ８ 条　研究者は、個人情報保護法、及びプライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した試

料、情報及びデータ等で、個人を特定できるものは、これを他に洩らしてはならない。

（情報及びデータ等の利用及び管理）

第 ９ 条　研究者は、研究のために収集、又は生成した資料、情報及びデータ等の減失、漏洩及び改ざん

等を防ぐために適切な措置を講じなければならない。

２　研究者は、研究のために収集、又は生成した資料、情報及びデータ等を適切な期間保存しなければ

ならない。ただし、法令・規程等に保存期間の定めのある場合はそれに遵うものとする。

（機器、薬品及び材料等の安全管理）

第１０条　研究者が、研究実験において研究装置・機器及び薬品・材料等を用いるときは、関係取り扱い

規程・要領等を遵守し、その安全管理に努めなければならない。

２　研究者は、研究の過程で生じた残渣物、使用済みの薬品・材料の処理については、関係取り扱い規

程・要領等を遵守しなければならない。

（研究成果発表の基準）

第１１条　研究者は、研究の成果を広く社会に還元するため、公表に努めなければならない。ただし、産

業財産権等の取得及びその他合理的理由のため公表に制約のある場合は、その合理的期間内において

公表しないものとすることができる。

２　研究成果は、学問的誠実性と論理的忠実性によって導かれた、新たな知見、発見であることに鑑み、

研究者は、他者の成果を自己の成果として発表してはならない。

３　研究者は、研究成果の発表に際しては、先行研究を精査し尊重するとともに、他者の知的財産を侵

害してはならない。

４　研究成果発表における不正な行為は社会的信頼を喪失する行為であることを研究者は自覚し、次に

掲げる不正な行為は絶対にこれをしてはならない。

⑴　捏造（存在しないデータの作成）

⑵　改ざん（データの変造、偽造）

⑶　盗用（他人のデータや研究成果等を適切な引用なしで使用）

５　研究成果における不適切な引用、引用の不備、誇大な表現、都合のよい誤解をさせる表現等は、不

正行為とみなされる恐れがあり、研究者は、適切な引用、誤解のない完全な引用、そして真摯な表現

をしなければならない。

（オーサーシップの基準）

第１２条　研究者は、研究活動に実質的な関与をし、研究内容に責任を有し、研究成果の創意性に十分な

貢献をしたと認められる場合に、適切なオーサーシップを認められる。

（研究費の取り扱い基準）
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第１３条　研究者は、研究費の源泉が、学生納付金、国及び地方公共団体等からの補助金、財団等からの

補助金、寄付金、本学から支給される研究費及び研究助成金によって賄われることを常に留意し、研

究費の適正な使用に努め、その負託に応えなければならない。

２　研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費のみに使用しなければならない。

３　研究者は、研究費の使用に当たっては、関連する法令、通知、通達、本学の諸規定、当該研究費の

使用規定等を遵守しなければならない。

４　研究者は、証憑書類等を適切に管理し、実績報告においては、研究遂行の真実を明瞭に記載しなけ

ればならない。

（他者の業績評価）

第１４条　研究者が、レフリー、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて、他者の研究業績の評価に関わる

ときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準、審査要綱等に従い、自己の信念に基づき

評価しなければならない。

２　研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用してはならない。当該業績に関する

秘密は、これを保持しなければならない。

（事務）

第１５条　この規程に関する事務は、研究支援センター事務室が行う。

附　則

この規程は、公告の日から施行し、平成19年４月１日から適用する。

附　則（平成20年５月23日）

この規程は、公告の日から施行し、平成20年４月１日から適用する。

附　則（平成22年５月21日）

この規程は、公告の日から施行し、平成22年４月１日から適用する。
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国際武道大学「ヒトを対象とする研究」倫理規則

（趣旨）

第１条　この規則は、国際武道大学研究倫理規程に定めるもののほか、ヒトを直接の対象とし、個人か

らその人の行動、環境、心身等に関する情報・データ等を収集、及び採取して行われる研究（以下「ヒ

トを対象とする研究」という。）を遂行する上で求められる研究者の行動、態度の倫理的規準及び研

究計画の審査に関する事項を定めるものである。

（研究の基本）

第 ２ 条　ヒトを対象とする研究を行う者は、生命及び個人の尊厳を重んじ、科学的及び社会的に妥当な

方法で、当該研究を遂行しなければならない。

２　ヒト並びにヒト由来の試料・データを対象とする薬学的、医学的及び食物栄養学的研究においては、

ヘルシンキ宣言の趣旨に沿って行うものとする。

３　研究者が、個人の情報・データ等の収集及び採取を行う場合、安心かつ安全な方法で行い、提供者

の心身的、精神的負担、及び苦痛を最小限にするよう努めなければならない。

（適用範囲）

第 ３ 条　この指針は、本学の研究者、又は指導下にある学生等あるいは本学の研究者と共同する外部機

関の研究者等が行う人間を対象としたすべての研究に適用される。

（定義）

第 ４ 条　この規則において、個人から収集及び採取するヒトの行動、おかれている環境、心身等に関す

る情報及びデータ（以下「個人の情報及びデータ等」という。）とは、個人の思想、行動、おかれて

いる環境、身体等に係る情報・データ及びヒト由来の試料（血液、体液、組織、細胞、遺伝子、排泄

物等）をいう。

２　「被験対象者」とは、研究のため個人の情報・データ等を提供する者をいう。

（インフォームド・コンセント）

第 ５ 条　研究者が、個人の情報・データ等を収集及び採取するときは、予め被験対象者の同意を得るこ

とを原則とする。

２　被験対象者の同意には、個人の情報・データ等の取り扱い、及び発表の方法等に関わる事項を含む

ものとする。

３　研究者は、提供者から当該個人の情報・データ等の開示を求められたときは、これを開示しなけれ

ばならない。

４　被験対象者から侵襲的に資料を採取する場合や不特定多数が容易に個人を特定できる形式で研究成

果を公表する場合は、被験対象者への説明及び同意は文書で行うものとし、研究者は、それを適切な

期間保管しなければならない。また、それに該当しない場合においても、研究者は説明の内容及び受

けた同意に関する記録を作成し、適切な期間保管しなければならない。

５　被験対象者が１６歳未満、又は身体的あるいは精神的に同意を得られない場合には保護者若しくは
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それに準ずる者の同意を得るものとする。

（侵襲を与える研究）

第 ６ 条　研究者は、被験対象者に侵襲を与える研究においては、関係法規を遵守し、医師の協力を必要

とするものについては、医師の指導・協力の下に行わなければならない。

（アンケート調査研究）

第 ７ 条　研究者は、アンケート調査研究を行うに際しては、指導下にある学生等が行う場合を含め、研

究目的、研究者名を明記するものとする。

（授業等における収集・採取）

第 ８ 条　教員を含む研究者が、授業、演習、実習等、教育実施の過程において、研究のために受講生か

ら個人の情報・データ等の提供を求めるときは、第５条に従い、事前に受講生の同意を得ることを原

則とする。

２　教員を含む研究者が、個人の情報・データ等の提供の有無、及びその内容により、受講生の成績評

価において影響を与えてはならない。

（謝礼の提供）

第 ９ 条　研究者が被験対象者に対し、謝礼として金品を提供する場合、その金品は社会通念上、妥当な

範囲で定めるものとし、その受け払いについて適切な管理をしなければならない。

（研究計画等の審査）

第１０条　本学において、ヒトを対象とする研究を行う研究者が、研究の倫理性に関する審査を希望する

場合、当該研究者責任者（若しくはその代理者）からの事前の申請に基づき、研究計画等の審査を行

うものとする。

２　審査の手続等に関する事項は、別に定める。

（事務）

第１１条　この規則に関する事務は、研究支援センター事務室が行う。

附　則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

附　則（平成20年５月23日）

この規則は、公告の日から施行し、平成20年４月１日から適用する。

附　則（平成22年５月21日）

この規則は、公告の日から施行し、平成22年４月１日から適用する。
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国際武道大学「動物を対象とする研究」倫理規則

（趣旨）

第１条　生物の生命活動を科学的に理解することは、人類の福祉、環境の保全と再生などの多くの課題

にとって極めて重要であり、動物実験は、その目的を遂行するために必要な、やむを得ない手段であ

る。健康的な心身機能の維持・増進のための手段を科学的に探求することを研究目的の一つとする国

際武道大学（以下、「本学」という。）においても、動物実験を遂行する必要性がある。だが、本学に

おいて動物実験を遂行する者は、動物愛護の観点に基づいて実験計画の立案し、それに沿って研究を

実行しなければならない。そこで、本規則では、法、規準、基本方針その他の動物実験等に関する法

令（告示を含む。）の規定を踏まえ、本学における動物実験を適正に行うために必要な倫理規則を定

めるものとする。

（定義）

第 ２ 条　この規則における用語の定義は以下の通りとする。

⑴�　「実験動物」とは、本学において実施される教育・研究活動で用いられるほ乳類、鳥類、は虫類

のことをいう。

⑵�　「動物実験等」とは、本学において実施される教育・研究活動の内、実験動物（生体）を用いて

行う全ての教育・研究活動のことをいう。

⑶�　「飼養保管施設」とは、本学で実施される動物実験等に用いる動物を飼養保管するために利用さ

れる全ての本学施設のことをいう。

⑷�　「実験室」とは、動物実験等で用いた実験動物の屠殺、試料の摘出、分析等を行うために利用さ

れる全ての本学施設のことをいう。

⑸�　「施設等」とは、本学に設置されている全ての飼養保管施設及び実験室のことをいう。

⑹�　「動物実験実施者」とは、本学に所属し、個別の動物実験に携わる者のことをいう。

⑺�　「動物実験責任者」とは、本学において教育・研究活動を職務とし個別の動物実験等の立案、実

施を統括する者のことをいう。

⑻�　「動物実験計画」とは、本学において動物実験を実施する前に、動物実験責任者が動物愛護の観

点に基づき立案する計画のことをいう。

⑼�　「管理者」とは、学長の下で、本学に設置された施設等及び本学で実施される動物実験等に用い

られる実験動物を管理する者のことをいう。

⑽�　「実験動物管理者」とは、管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者のことをいう。

⑾�　「飼養者」とは、管理者若しくは実験動物管理者の下で、本学で実施される個々の動物実験等に

用いる実験動物の飼養に携わる者のことをいう。

⑿�　「管理者等」とは、管理者、実験動物管理者、動物実験責任者、動物実験実施者、飼養者のことをいう。

⒀�　「指針等」とは、動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及び日本学術会議が策定する「動

物実験の適正な実施に向けたガイドライン」をいう。
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（学長の責務）

第 ３ 条　学長は、本学で実施される全ての動物実験等の実施に関して最終的な責任を負う。

２　学長は、施設等の適切な整備、保全を行い、管理者を任命するとともに、実験動物に関する知識及

び経験を有する者を実験動物管理者に充てるよう努めなければならない。

３　学長は、管理者及び実験動物管理者の協力を得て、動物実験実施者、飼養者等の関係者を教育する

とともに、関連法令並びに指針等の周知を図らなければならない。

４　学長は、動物実験責任者から提出される動物実験計画を科学的合理性かつ動物愛護に配慮した審査

を行う委員会若しくは部門を本学に設置しなければならない。

５　学長は、前項に定める委員会若しくは部門（以下、関連委員会若しくは部門）の答申に基づいて動

物実験等の実施に承認を与える、又は与えないことを行わなければならない。

６　学長は、動物実験等の終了後、履行結果を把握するとともに、関連委員会若しくは部門の助言を尊

重し、必要があれば動物実験責任者及び責任者に改善を指示しなければならない。

７　学長は、動物実験計画書、動物実験の履行結果及び関連委員会若しくは部門の議事録等を保存する

とともに、教育・研究活動の支障のない範囲内で、個人情報や研究情報の保護を図りつつ、動物実験

等の透明性の確保並びに成果の公表を図らなければならない。

（動物実験計画の立案）

第 ４ 条　動物実験責任者は、動物実験等の目的達成のために必要な限度において「動物の愛護及び管理

に関する法律」第４１条に配慮し、動物実験計画を立案しなければならない。

２　動物実験責任者は、別に定める審査の手続きに則り実験計画の審査を受け、学長の承認を得た後に

動物実験等を実施しなければならない。

３　動物実験責任者は、承認された範囲を超える実験計画の変更が必要な場合、再度学長の承認を得な

ければならない。

４　動物実験責任者は、実験終了後、動物実験等の履行結果を別に定める手続きに則り学長に報告しな

ければならない。

（実験操作）

第 ５ 条　動物実験管理者は、動物実験等に用いる試薬、薬剤、実験機材の保管を適切に行うとともに、

規制対象となる劇物等の保管については、当該法令や規準を遵守しなければならない。

２　動物実験責任者は、施設等を常に清潔な衛生状態に保ち、万一、実験動物が室内逸走しても捕獲し

やすいように、整理整頓に心掛けなければならない。

３　動物実験責任者は、実験操作に当たって、必要に応じて実験動物の長時間にわたる身体の固定、給

餌及び給水の制限、外科的処置、鎮痛処置、麻酔及び術後管理、人道的エンドポイント、安楽死処置

を実施、設定する際には指針等の関連事項を留意して行わなければならない。

４　動物実験責任者は、実験操作に当たって生じた実験動物の死体及び廃棄物の処理を適切に行うとと

もに、法令により規制対象となる廃棄物については関係法令等を遵守して廃棄するよう努めなければ

ならない。

（実験動物の選択並びに授受）
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第 ６ 条　動物実験責任者は、実験動物の導入、検疫及び順化、輸送を実施する際には、指針等の関連事

項を留意して行わなければならない。

（実験動物の飼養及び保管）

第 ７ 条　動物実験実施者及び飼養者は、施設等において、動物愛護に配慮しながら動物実験等のデータ

の科学的信頼性を高め、かつ自己の安全を確保するために、指針等の関連事項を留意して、実験動物

を適切に飼養・保管しなければならない。

（実験動物の健康管理）

第 ８ 条　実験動物管理者及び動物実験実施者は、実験動物は動物実験等の目的と無関係に傷害を負い、

又は疾病にかかることを予防するため、指針等の関連事項を留意して、必要な健康管理を行わなけれ

ばならない。

２　実験動物管理者及び動物実験実施者は、動物実験等の目的とは無関係に傷害を負い、又は疾病にか

かった場合には、動物実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な治療等を行わなければ

ならない。

（施設等）

第 ９ 条　管理者は、実験動物管理者の意見を尊重して、研究遂行上の要件、動物の生理、生態、習慣及

び衛生管理のための必要条件を調和させながら、指針等の関連事項を留意して、施設等を構築・運営

して行かなければならない。

（安全管理）

第１０条　学長は、施設等における安全衛生の確保に努めなければならない。

２　管理者等は、指針等の関連事項を留意して、以下の点について必要な措置を講じなければならない。

（１）　危険因子の把握と取扱い

（２）　実験動物による危害等の防止

（３）　実験動物の逸走時の対応

（４）　緊急時の対応

（５）　生活環境の保全

（教育訓練等の実施）

第１１条　学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて動物実験実施前に必要な教

育訓練が確保されるように努めなければならない。

（事務）

第１２条　この規則に関する事務は、研究支援センター事務室が行う。

附　則　この規則は、平成20年４月１日から施行する。

附　則（平成20年５月23日）

この規則は、公告の日から施行し、平成20年４月１日から適用する。

附　則（平成22年５月21日）

この規則は、公告の日から施行し、平成22年４月１日から適用する。
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１．趣 　 旨 在日外国人武道修業者を対象に、我が国の伝統文化

である武道の理論・技術はもとより、歴史などにつ

いてもより理解を深めるためのセミナーを開催し、

武道を通しての親善と伝統文化の国際的発展に寄与

する。

２．名 　 称 第25回　国際武道文化セミナー

３．主 　 催 （財）日本武道館

４．後 　 援 文部科学省、日本武道協議会

５．協 　 力 （学）国際武道大学

６．期 　 間 平成25年３月８日（金）～11日（月）

７．場 　 所 会場

国際武道大学

（千葉県勝浦市新官841）

会場・宿舎

日本武道館研修センター

（千葉県勝浦市沢倉582）

８．参 加 資 格 ⑴�在日中の18歳以上の外国人武道修業者で、日本

語もしくは英語が理解でき、原則として現代武道

の取得段位が初段以上の者。

⑵�原則として日本武道協議会加盟団体の推薦を受け

た者または企業・大学等の武道クラブに所属し、

所属長の推薦を受けた者。

９．参 加 人 員 108名

Ⅲ．研究所を活用した活動

第25回　国際武道文化セミナー
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第25回　国際武道文化セミナー日程表

3月
時間 ８日（金） ９日（土） 10日（日） 11日（月）

朝　　　　食8：00

30
移　動（センター→武大） 移　動（センター→武大） 休　　憩〈30分〉

9：00
専門委員発表

「武道の魅力と国際化」
窪田史郎（弓道）・
杭田　要（少林寺）
〈60分＋質疑応答15分〉

全体討論会
〈2時間30分・休憩含む〉

講義・演武及び体験会
古武道

竹生島流棒術～古流の技～
十八代宗家　松浦寛澄
〈講義30分＋演武・体験90分〉�

30

10：00
15

30
休　　憩〈15分〉

講　義
「空手道の国際化
～その現状と課題～」

栗原茂夫
〈70分＋質疑応答20分〉

11：00
アンケート記入

30
移　動（武大→センター） 閉講式

12：00
移　動（武大→センター）

昼�食�･�休�憩
〈90分〉

昼　　食

解　　散
30

昼　食・休　憩
〈60分〉13：00

受　　付

＊�講師の都合等で内容等を
変更することもあります。

30
45

記念撮影〈15分〉

体験武道②
専門委員・助手

〈70分〉

14：00

講師演武会
専門委員・助手

〈90分〉

15
30

40 開　講　式
15：00

休　　憩〈20分〉

15 講　　義�
「国際柔道事情

日本柔道とフランス柔道」
村上　清

〈70分＋質疑応答20分〉

体験武道③
専門委員・助手

〈70分〉

30
休　　憩〈15分〉

45 体験武道①
専門委員・助手

〈70分〉

16：00

30 25
休　　憩〈20分〉40 オリエンテーション

休　　憩〈20分〉
17：00

50
実技研修③

専門委員・助手
〈70分〉

実技研修①
専門委員・助手

〈70分〉

15
実技研修②
専門委員・助手

〈70分〉

30

18：00
休　　憩10

休　　憩30
休　　憩

“フェアウェル夕食会”

19：00

夕　　食30

20：00

自　由　研　修
30
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第25回　国際武道文化セミナー講義講師・専門委員・専門委員助手名簿

講義講師 村 上　　 清（公財）全日本柔道連盟　事務局長 講義「国際柔道事情　日本柔道とフランス柔
道」

栗 原　 茂 夫（公財）全日本空手道連盟　副会長 講義「空手道の国際化　～その現状を課題～」

松 浦　 寛 澄 竹生島流棒術　十八代宗家 講義・演武及び体験会
「古武道　竹生島流棒術　～古流の技～」

講義助手 松 浦　 利 英 竹生島流棒術
橋 口　 秀 雄 竹生島流棒術
村 上　 知 紀 竹生島流棒術
栗 山　　 晃 竹生島流棒術
迎　　 俊 明 竹生島流棒術

専門委員
「実技講師」 柔　　��道 中村　　勇（六段） （公財）全日本柔道連盟　国際委員会�副委員長、鹿屋体育大学講師

〃 石井　兼輔（七段） 国際武道大学　武道学科長　教授、千葉県柔道連盟強化委員

剣　�　�道 作道　正夫
（範士八段）

（一般財）全日本剣道連盟指導委員会委員、大阪府学校剣道
連盟�副会長、大阪体育大学教授

〃 井島　　章
（教士八段） 国際武道大学　別科専修課程別科長　体育学部武道学科教授

弓　　��道 窪田　史郎
（範士八段） （公財）全日本弓道連盟�評議員、東京都弓道連盟�副会長

相　　��撲 伊東　　良（四段） （公財）日本相撲連盟　日本体育大学相撲部コーチ

空　手　道 前田　利明
（教士七段）

（公財）全日本空手道連盟�理事、全日本空手道連盟・和道会�
副理事長

合　気　道 小林　幸光
（七段位）

（公財）合気会�合気道本部道場指導部師範、全日本合気道連
盟�常任理事

少林寺拳法 杭田　　要
（正範士七段）

（一般財）少林寺拳法連盟�東京渉外担当参事、本部考試員・
審判員・論文審判員

な ぎ な た 木村　恭子（教士） （公財）全日本なぎなた連盟　審議員、国際なぎなた連盟　常任理事

銃　剣　道 佐藤　　亨
（範士八段） （公社）全日本銃剣道連盟�競技力向上委員

専門委員
助　　手

柔　　 道 越野　忠則（六段） 国際武道大学　准教授、関東学生柔道連盟�理事

〃 矢﨑　利加
（女子五段） 国際武道大学　准教授、関東学生柔道連盟�理事

剣　　� 道 丸橋　利夫
（教士八段） 国際武道大学教授

〃 岩切　公治
（教士七段） 国際武道大学准教授

弓　　��道 坂本　武彦
（教士八段） 埼玉県弓道連盟�副会長、埼玉県立武道館�弓道主任講師

相　　��撲 橋本　拓実（三段） （公財）日本相撲連盟　日本体育大学相撲部
〃 浜町明太郎（三段） （公財）日本相撲連盟　日本体育大学相撲部

空　手　道 稲田　保久（三段） NPO法人日本空手松濤連盟、（公財）全日本空手道連盟強化
委員

合　気　道 金澤　　威
（七段位） （公財）合気会�合気道本部道場指導部師範

少林寺拳法 外山　雅一
（正範士七段） （一般財）少林寺拳法連盟本部一級指導員・世界連合指導員

な ぎ な た 太布　文子（錬士） 茨城県なぎなた連盟理事

銃　剣　道 小川　　功
（教士八段）

（公社）全日本銃剣道連盟競技力向上委員、千葉県銃剣道連
盟�事務局長
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第２５回　国際武道セミナー　参加者名簿　（List of Participants）

No NAME
（氏名）

Nationality
（国籍）

BUDO
（武道名）

GRADE
（段位）

SEX
（性別）

1 David�McFallデイビッド　マックフォール ア メ リ カ 柔 道 三 段 M

2 John�Hojloジョン　ホイロ ア メ リ カ kaju-kembo 4th M

3 Chien�Yen錢　彦 台 湾 剣 道
弓 道

初 段
初 段 M

4 Ronald�Finneロナルド　フィニー ア メ リ カ 弓 道 五 段 M

5 Narumol�Thammapruksaナルモン　タッマプルックサー タ イ 合 気 道 一 級 F

6 Rahel�Kaegi�Romeroラヘル　ケキ　ロメロ ス イ ス 空 手 道 二 段 F

7 Baptiste�Tavernierバティスト　タヴェルニエ フ ラ ン ス 銃 剣 道 三 段 M

8 David�Fulvioディヴィッド　フビオ ア メ リ カ 弓 道 合
気 道

三 段
二 段 M

9 Tae�Wan�Kim泰完金（ティ　ワン　キム） 韓 国 弓 道 初 段 M

10 Paul�Draperポール　ドラッパー イ ギ リ ス 空 手 道 二 段 M

11 Chris�Koprowskiクリス　コプロスキ ア メ リ カ 合 気 道 五 段 M

12 Heather�Elizabethヘザー　エリザベス ア メ リ カ 弓 道 初 段 F

13 Camilli�Alessandro神利　アレサンドロ イ タ リ ア 弓 道 五 段 M

14 Robert�Fujii�Dimechロバート　フジイ　ディメック イ ギ リ ス 弓 道 五 段 M

15 Volodymyr�Mygdalskyyウラディーミル　ミグダリスキー ウクライナ 少林寺拳法 大拳士
五 段 M

16 Danil�Migdalskyダニール�ミグダリスキー ウクライナ 少林寺拳法 正拳士
四 段 M

17 Oleksandr�Migdalskiオレクサンドル　ミグダリスキー ウクライナ 少林寺拳法 大拳士
五　段 M

18 Robert�Sedunaryロバート　セドナリー オーストラリア なぎなた
居 合 術

五 段
六 段 M

19 Roland�Thompsonローランド　トンプソン オーストラリア 剣 道
合 気 道

初 段
五 段 M

20 Rex�Romeroレックス･ロメロ フィリピン 合 気 道 三 段 M

21 Keith�Buxtonキース　バクストン イ ギ リ ス 弓 道 三 段 M

22 Landry�Guesdonランドリー･ゲドン フ ラ ン ス 空 手 道 三 段 M

23 Satoshi�Minagawaサトシ　ミナガワ（聡　皆川） 日 本 Shin�Kali
Jiujutsu 初 段 M

24 Yoko�Shirakawaヨウコ　シラカワ 日 本 Shin�Kali
Jiujutsu 三 段 F

25 Steven�Harwoodスティーブン　ハーウッド イ ギ リ ス
剣 道
空 手 道
合 気 道
居 合 道

三 段�
二 段��
二 段��
初 段

M

26 Dennis�Lortieデニス　ローティー ア メ リ カ 柔 道
合 気 道

初 段
四 段 M

27 Pierluigi�Zittiピエルルイージ　ジッチ イ タ リ ア 合 気 道 初 段 M

No NAME
（氏名）

Nationality
（国籍）

BUDO
（武道名）

GRADE
（段位）

SEX
（性別）

28 Darren�Cookダレン　クック イ ギ リ ス 合 気 道 二 段 M

29 Eldred（Skip）�Taylorエルドレード（スキップ）�ティラ ア メ リ カ
合 気 道
テコンド
琉球古武道
北流長拳

初� 段���������������������
初� 段��������������
初� 段��������������������
教師帯

M

30 Gun�Gunawanグン　グナワン インドネシア 少林寺拳法 四 段 M

31 Anton�Darmawanアントン　ダルマワン インドネシア 少林寺拳法 四 段 M

32 Jotaro�Tateyamaジョウタロウ　タテヤマ 日 本 少林寺拳法 五　段 M

33 Andrea�Kralikアンドレア　クラリク ハンガリー 弓 道 二 段 F

34 Sylvie�Bachシルウィー　バッハ フ ラ ン ス 柔 道 二 段 F

35 Michael�Corlissマイケル　コレス ア メ リ カ 神道夢想流杖道 四 段 M

36 Alex�Salvatoreアレックス　サルバトーレ ア メ リ カ 合 気 道 初 段 M

37 Yves�Chartonイヴ　シャルトン フ ラ ン ス
空 手 道
合 気 道
杖 道

三 段���������
初 段
三 段

M

38 Benjamin�Woodベンジャミン　ウッド ア メ リ カ Shin�Kali 五 級 M

39 Randy�Channellランディー　チャネル カ ナ ダ
剣 道
弓 道
なぎなた
二 刀 流

有 段
五 段
有 段
六段錬士

M

40 Jaco�Minnaarヤク　ミナール 南アフリカ共和国 空 手 道 五 段 M

41 James�Toltonジェームス　トルトン ア メ リ カ Kali� Jiujutsu M

42 Ying�Chen�Suイン　チャン　ス 台 湾 柔 道 初 段 F

43 Gary�Kooキャリー　クー ア メ リ カ 柔 道 初 段 M

44 Lin�Shengfen林　聖芬 台 湾 柔 道 初 段 F

45 Ryan�Baerライアン　ベアー ア メ リ カ 柔 道 初 段 M

46 Melissa�Hortonメリッサ　ホートン ア メ リ カ 柔 道 初 段 F

47 Ihor�Zoriyイゴル　ゾリー ウクライナ
剣 道
空 手
居 合 道

二 段
二 段
五 段

M

48 Thiago�Junqueiraチアゴ　ジュンケイラ ブ ラ ジ ル 剣 道 初 段 M

49 Itamar�Zadoffイタマル　ザドフ イスラエル 合 気 道
居 合 道

二 段��
三 段 M

50 David�Groffデイヴィッド　グラフ ア メ リ カ
剣 道
空 手 道
居 合 道
杖 道

初 段���������
二 段
五 段
四 段

M

51 Thierry�Comontティエリ　コモン フ ラ ン ス
剣 道
合 気 道
兵法二天一流剣術

四 段�
二 段 M

52 Michael�Ishimatsu-Primeマイケル　イシマツ　プライム イ ギ リ ス 剣 道 四 段 M

53 Ka�Loc�Leungカ　ロク　レオン（家樂梁）
中 国
（香港） 空 手 道 五 段 M

54 Wai�Kwong�Lau偉光劉
中 国
（香港） 空 手 道 初 段 M
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No NAME
（氏名）

Nationality
（国籍）

BUDO
（武道名）

GRADE
（段位）

SEX
（性別）

55 Jalil�Mohammedジアリル　モハメド ア メ リ カ 柔 道 M

56 Shyam�Maharjanシャム　マハルジャン ネ パ ー ル 柔 道 初 段 M

57 Kanocksak�Kanjanavasoontaraカノックサック　カンジャナバスーンタ タ イ 柔 道 初 段 M

58 Joshua�Wernerジョシュア　ワーナー ア メ リ カ 柔 道 M

59 Brent�Reganブレント　リーガン カ ナ ダ 空 手 道 五 段 M

60 Benjamin�Boasベンジャミン　ボアズ ア メ リ カ 合 気 道 初 段 M

61 bardボード　スクレィーン　ネスボー ノルウェー 柔 道 初 段 M

62 Robert�Rogersロバート　ロジャース ア メ リ カ Kali� Jiujutsu 初 段 M

63 Ian�Florescaイアン　フロレスカ ア メ リ カ Kali� Jiujutsu 三 段 M

64 Juan�Diego�Fonsecaホアン　ディエゴ　フォンセカ エクアドル 剣 道
弓 道

三 段���
二 段 M

65 Elena�Lysenko�Gusarovaエレーナ　リセンコ　ゲサロバ ロ シ ア F

66 Ekaterina�Buravtsenaエカテリーナ　ブラウトセーナ ロ シ ア 柔 道 初 段 F

67 Christopher�Wongクリストファー　ウォング カ ナ ダ 柔 道 初 段 M

68 Ahmad�Bazziアハマド　バッズィ レ バ ノ ン 少林寺拳法 初 段 M

69 Ben�Runnaclesベン　ラナクルズ イ ギ リ ス 空 手 道 二 級 M

70 Dirk�Rummelティアクメル ド イ ツ 柔 道
Bujinkan�Budo�Taijutsu

一 級
有段者 M

71 Markus�Ulliusマルクス　ウリウス ス イ ス 柔 道
沖縄古武道 二 段 M

72 Mark�Brechtマーク　ブレクト ド イ ツ B u j i n k a n
Budo�Taijutsu 有段者 M

73 Daniel�Kenneyダニエル　ケニー ア メ リ カ 空 手 道 4年Study M

74 Chris�Cocksクリス　コックス カ ナ ダ 居 合 道 二 段 M

75 Garyfalia�Babiガリファリア　バビー ギ リ シ ァ 空 手 道 三 段 F

76 Daniyar�Kussainovダニヤ　クサイノフ カザフスタン 柔 道 二 級 M

77 Francis�Angelesフランシス　アンヘレス フィリピン 合 気 道 四 段 M

78 Romeo�Ballaresロメオ　バラレス フィリピン 合 気 道 五 段 M

79 Scott�Bohartスコット　ボハート ア メ リ カ 合 気 道 四 段 M

80 John�Reyes�Garciaジョン　レイス　ガルシア ペ ル ー
少林寺拳法
Yaido.
DaitoRyu.
Aiki� Jiujutsu

四 段
二 段 M

81 Natalia�Timoshenkoナターリア　チモシェンコ ロ シ ア 少林寺拳法
空 手 道

二 段
三 段 F

No NAME
（氏名）

Nationality
（国籍）

BUDO
（武道名）

GRADE
（段位）

SEX
（性別）

82 Deden�Agungデデン　アグン インドネシア 少林寺拳法 正拳士四段 M

83 Andy�Fisherアンディ　フィッシャー イ ギ リ ス 剣 道 四 段 M

84 Dwayne�Lawlerドゥエクン　ローラー オーストラリア 空 手 道 二 段 M

85 Michael�Fokiマイケル・フォキ ア メ リ カ
柔 道
松涛館空手道
極真空手道

初 段
二 段
二 段

M

86 Anqi�Liアンキ　リ 中 国 剣 道 初 段 F

87 Gabriel�Weiszmanガブリエル　ウェイズマン ウルグアイ 合 気 道 四 段 M

88 Thomi�Leeトミー　リー ア メ リ カ 神道無想流 初 段 M

89 Jokinen,�Henri�Johannesヨキネン　ヘンリ　ヨハネス フィンランド 剣 道 二 段 M

90 van�Roji,�Ivoファン　ロイ　イヴォ オ ラ ン ダ 剣 道 初 段 M

91 Wilhite,�Axel�Emmett�Andrewウィルハイト　アクセル　エメット　アンドリュー ア メ リ カ 剣 道 初 段 M

92 Palenko�Angelinaパレンコ　アンゲリーナ ロ シ ア 剣 道 三 段 F

93 Rosamund（Rosie）�Slaterロザモンド　スレーター イ ギ リ ス 合 気 道 初 段 F

94 Blake�Bennettブレイク　ベネット ニュージーランド 剣 道 五 段 M

95 Sinikka�Kurosawaシニッカ　クロサワ フィンランド 剣 道 初 段 F

96 Peter�Williamsピーター　ウィリアムズ イ ギ リ ス 空 手 道 二 段 M

97 Katie�冨美�Roche ア メ リ カ なぎなた 三 段 F

98 Axel�Noormanアクセル　ノーマン ド イ ツ なぎなた 初 段 M

99 Maja�Soridovalマーヤ　ソリドーワル ド イ ツ 柔 道
空 手 道

二 段���
三 段 F

100 Rene�von�Rentzellルネ ド イ ツ
合 気 道
空 手 道
日本柔術

初 段���
二 級��
初 段

M

101 Keith�Bawdenキース　ボーデン オーストラリア 柔 道 二 段 M

102 Richard�Bakewellリチャード　ベークウェル ア メ リ カ 柔 道 初 段 M

103 Lance�Gatlingランス　ガトリング ア メ リ カ 柔 道
柔 術

二 段�
四 段 M

104 Jose�Luis�Ochoaホセ　ルイス　オチョア チ リ 柔 道 二 段 M

105 Martin�Szentesマルティン カ ナ ダ 柔 道 初 段 M

106 Yerkoイェルコ M

107 Zhuang�Yulinショウ　ユーリン ア メ リ カ なぎなた 二 段 M

108 Tomasz�Gaertnerトーマス ポーランド 合 気 道 初 段 M
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種目別参加人数（重複あり）
種　目 人数 計

柔 道 25

117

剣 道 21
弓 道 11
相 撲 0
空 手 道 21
合 気 道 23
少林寺拳法 10
な ぎ な た 5
銃 剣 道 1
古 武 道 6

30
そ の 他 24

 全日本各道連盟推薦者数
団　体　名 人数

全 日 本 柔 道 連 盟 4
全 日 本 剣 道 連 盟 0
全 日 本 弓 道 連 盟 1
日 本 相 撲 連 盟 0
全日本空手道連盟 1
合 気 会 1
少 林 寺 拳 法 連 盟 5
全日本なぎなた連盟 1
全日本銃剣道連盟 2

国・地域別参加人数
No 国・地域 人数 男 女
1 アメリカ 30 27 3
2 イギリス 10 9� 1�
3 イスラエル 1 1� 0�
4 イタリア 2 2� 0�
5 インドネシア 3 3� 0�
6 ウクライナ 4 4� 0�
7 ウルグアイ 1 1� 0�
8 エクアドル 1 1� 0�
9 オーストラリア 4 4� 0�
10 オランダ 1 1� 0�
11 カザフスタン 1 1� 0�
12 カナダ 5 5� 0�
13 ギリシャ 1 0� 1
14 スイス 2 1� 1�
15 タイ 2 1� 1�
16 チリ 1 1� 0�
17 ドイツ 5 4� 1�
18 ニュージーランド 2 2� 0�
19 ネパール 1 1� 0�
20 ノルウェー 1 1� 0�
21 ハンガリー 1 0� 1�
22 フィリピン 3 3� 0�
23 フィンランド 2 1� 1�
24 ブラジル 1 1� 0�
25 フランス 5 4� 1�
26 ペルー 1 1� 0�
27 ポーランド 1 1� 0�
28 レバノン 1 1� 0�
29 ロシア 4 0� 4�
30 韓国 1 1� 0�
31 台湾 2 1� 1�
32 中国 1 0� 1�
33 中国（香港） 2 2� 0�
34 南アフリカ共和国 1 1� 0�
35 日本 3 2� 1�
36 不明 1� 1� 0�

合計 108� 90� 18�





○ 研 究 所 情 報

１．IBU BUDO SERIES Vol. 2

　　Budo in the Global Era 紹介

２．2012年度客員研究員　研修成果報告書

　　 「有酸素運動の理論と実践を利用したトレーニング方法と 

　　その『からだつくり運動』への活用」 山田良徳
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研究所情報

１．“IBU BUDO SERIES Vol.2”‘Budo in the Global Era’紹介

『武道論集』第３集「グローバル時代の武道―比較文化論的考察と

ブローバル化に向けての課題」の英訳版です。伝統的な武道も、現在

急速にグローバル化しています。外国では武道人口が非常に増え、日

本とは違った形で武道が展開しつつあります。では、日本の武道の独

自性は何か、比較文化論的に捉えるとともに、現代武道の指導の現場

で直面している諸問題を考えてみる必要があります。

第一部は、東アジアの日本武道・中国武術・韓国武芸を比較文化的

に論じています。第１章は、日本武道の伝統的な基盤と近代化の過程、

戦後に国際化していく流れを、中国・朝鮮武術や近代スポーツとも比

較して論じます。第２章は、中国武術史の大家が中国武術と日本武道

との比較をしています。第３章は韓国人研究者が戦後に展開した韓国

武芸について論じます。

第二部は、現代武道の現場で生じている諸問題です。

第１章は、元世界チャンピオンで海外での指導経験豊富な柔道家が、

国際柔道連盟創立以降、最近までの展開と日本の対応を論じます。第

２章は、ドイツ人研究者が、少年期から綿密な教育指導法を工夫して

いるドイツ柔道の現状を紹介します。第３章は、ハンガリーで長年指

導する本学卒業の剣道家が、外国での剣道指導で直面する問題と解決

の一方策を論じます。第４章は、武道家でかつ武道研究者が、外国人

が武道を始める動機などを論じます。

付録では、15世紀以降の日本、東アジア、欧米の社会の動きの中で

武道・武術・スポーツがいかに展開したか、年表を付けました。英語

版で海外でも広く読まれることを願っています。
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武道・スポーツ科学研究所年報・第18号・平成24年度

２．2012年度　客員研究員　研修成果報告書

「国際武道大学 ならび 同大学附属武道 ･ スポーツ科学研究所で学んで」

　～平成24年度　客員研究員（長野県教職員長期研修派遣制度）としての研修を通して～

長野県長野市立更北中学校　教諭　山田良徳

国際武道大学には短期研修の形で数年前から自己研修で何度かお世話になっておりました。そんな折、

今回の「１年研修」を決意するきっかけとなった言葉をいただきました。

それは「研究や理論は日進月歩、常に新しい知識を身につけ、それらの情報交換や実践・実習によっ

て理論武装をし、身につけた上で経験を通していくことが真の教育者や研究者なのでは…」というもの

でした。

この言葉（考え方）をいただけたのは短期研修の％際に国際武道大学でお世話になった前河洋一教授

をはじめ高見教授、鈴木教授（現；山形大学）などといった各教授の先生方でありました。また、その

言葉が私を奮い立たせ、長野県には「長期研修制度があったなあ」と思い、県へ申請をしてみようと心

が動かされました。何とか無事申請が許可され、お世話になることが決まりました。

ここ国際武道大学は、「最新の理論と技術の習得」といったことについて最先端をいく大学であり、

素晴らしい研究機関でした。学ばせていただいた一コマを研修報告として掲載いたします。

　

１　テーマ
　「有酸素運動の理論と実践を利用したトレーニング方法とその『体つくり運動』への活用」

２　運動についての考え方  
（１）スポーツと心拍数

①運動強度

有酸素運動の運動強度は通常、心拍数で知ることができ、２つの方法がよく用いられる。

○最大心拍数による表現（MHR） ＝  心拍数が最大心拍数の何％ MHR であるか

運動強度（％ MHR）＝心拍数÷最大心拍数×100

○予備心拍数による表現（HRR） 

　安静時心拍数と最大心拍数の差（予備心拍数、Heart Rate Reserved）を用いる。

　安静時心 拍数を０％、最大心拍数を100％と設定して、運動の強度を次の式で数値化する。

運動強度（％ HRR）＝（心拍数－安静時心拍数）÷（最大心拍数－安静時心拍数）×100

②心拍数による有酸素運動と無酸素運動の区分

　 　運動強度が強い場合と弱い場合で、体内でエネルギーを得るメカニズムが異なり、血中乳酸濃度
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研究所情報

も異なる。一般的に心拍数110程度までの運動であれば、純粋有酸素運動の状態といわれ、血中の

乳酸の増加はみられない。心拍数が110〜150程度の範囲では、有酸素運動といわれ、血中の乳酸

値は増加するが、体内で乳酸を処理できる範囲なので、一定値で均衡する。

　 　心拍数が150を超えると、筋肉に必要なだけの酸素を供給できない無酸素運動の状態になり、処

理能力を超えた乳酸が増加してゆき、血液の pH も低下する。体肪を消費するには有酸素運動の状

態が効率がよく、持久力などの運動能力を向上させるためには無酸素運動の状態にもってゆく必要

があるので、目的に合わせた強度の運動をするには、心拍数の把握が有効である。

（２）運動強度の設定の仕方と測り方

　 　有酸素運動の運動強度の指標としては、「脈拍数（心拍数）」と「RPE（自覚的運動強度）」を用

いることが出来る。心拍数の場合、最大心拍数は体力のありなしに関わらず、 220－年齢  で求め

ることができ、その何％にあたる心拍数によるかで判定することができる。また、「RPE（自覚的

運動強度）」は自分自身で感じる有酸素運動の時に感じる、「きつさの度合い」を指標としている。

これらを参考に、効果的な「運動強度」を把握しておくことが大切である。

①脈拍数（心拍数）で運動強度を設定する方法と測定方法

　 RPE（自覚的運動強度）と心拍数との相対関係 ；主観的運動強度 Ratings of perceived exertion（RPE）

 　有酸素運動に適した RPE（自覚的運動強度）は心拍数では110〜150が有効だといわれている。こ

れは 下の表１にある表示11「楽に感じる」〜15「きつい」と感じる、35〜65％の強さと考えられる。

なお、有酸素ベースが体の中に出来ると当然 RPE（自覚的運動強度）も変化 ･ 向上してくる。

②有酸素運動の運動強度の指標

 　有酸素運動の運動強度の指標としては、「脈拍数（心拍数）」と「RPE（自覚的運動強度）」が用い

られています。心拍数の場合、最大心拍数は体力のありなしに関わらず、（220－年齢）で求めるこ

とができ、その何％にあたる心拍数であるかで判定できます。　また、「RPE（自覚的運動強度）」は

自身で感じる有酸素運動時に感じる、｢ きつさの度合い ｣（あるいは楽さの度合い）を指標としる。

表１　自覚運動強度（RPE）の目安



159

武道・スポーツ科学研究所年報・第18号・平成24年度

３　主観的運動強度 【RPE】Ratings of perceived exertion の実践 測定者（Yamada）

○持久系指標 （心拍数）検査 ＊ （脈拍数と RPE は測定値）

平成24年11月13日（火）天候；晴れ　気温；約20℃　11：00AM-12：00　測定者（Yamada）

回 目 安
速　度 脈拍数（心拍数） R P E

自覚的運動強度400m の Time 分速／時速 運動直後 1分後
1 安静時 68 68
2 W10 4分00秒 100m/6.0km 99 72 11
3 W9 3分36秒 111m/6.7km 108 78 12
4 W8 3分12秒 125m/7.5km 138 105 13
5 J7 2分48秒 143m/8.6km 150 90 14
6 J6 2分24秒 167m/10km 150 84 15
7 R5 2分00秒 200m/12km 180 138 17
8 R4 1分36秒 250m/15km 180 144 18
9 R3 1分12秒 33m3/20km 210 144 20

心拍数の変動グラフ　＊（結果のグラフ化）

Ｗ = ウォーク
Ｊ = jog
Ｒ＝ランニング

【自己分析】

５回目と６回目におけ

る jog ７と jog ６の１分

後の脈拍数が減少した

ところはウォークによ

って体が運動になれた

ため下がったのではな

いかと考えられる。

自覚運動強度（RPE）の目安
　【生徒に利用する場合】

中学校では多くの場合200m トラックを校庭

に設けているので【持久系指標（心拍数）検査】

の 400m の Time を単純に２で割ったタイム換

算値で行うと処理が簡単で分かり易い。

また、【主観的運動強度（RPE）】については

学習カードに実践を含めるとよい。
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４　有酸素運動の効果（自分の体を使って実験をしてみた）
体重および安静時脈拍数（心拍数）の変動

目的；いつの間にか増えた体重 ･ 体脂肪は有酸素運動でどのような変化が起こるかの実証

体重と心拍数の変動
運動内容  日付 体重 ㎏ 脈拍（回）体脂肪率
W 30 5.05 63.5 68 26
W 30 5.15 63 67 26
W 30 5.25 63.5 68 25.5
Sj 30 6.05 62.5 66 24
Sj 30 6.15 62 64 23.5
Sj 30 6.25 61.5 64 23
Sj 30 7.05 61.5 63 22
J  3 0 7.15 60 63 21
J  3 0 7.25 58 64 19
Sj 30 8.05 56.5 63 18.5
W 30 8.15 57 63 17.5
Sj 30 8.25 57.5 63 18
W 30 9.05 57.5 62 17
W 30 9.15 57.5 63 17
W 30 9.25 57 63 16.5
W 30 10.05 57 62 16.5
W 30 10.15 57 61 16.5
W 30 10.25 57 61 16.5
散 歩 11.05 57 61 16.5
散 歩 11.15 56.5 60 16
散 歩 11.25 57 61 16.5

前河先生の「筋トレなどの動きも入れた方が効果が上がるのでは…」という助言により６月下旬
から軽い筋トレもどき（懸垂10回や腹筋30回程度および腕立て伏せ30回程度）を取り入れてみた。
当初（７月上中旬）はさほどの効果は見られ（感じられ）なかったが、７月下旬頃より確実に効果
が現れてきた。60㎏を下回ったときには驚きと嬉しさに加えて、体重計にのる喜びが生まれた。ま
た、食事もその頃から一段と美味しく感じられるようになった。不思議なことに体脂肪率も効果的
に値が下がってきており、27％前後あった体脂肪率が16〜17％迄下がった。これも有酸素運動の
効果だと考えられる。現在の体重は57.5㎏で体脂肪率も17％前後に落ちついている。体重変動はや
り始めて約２ヶ月頃あたりから効果が出始め、３ヶ月目以降はほぼ横ばい（安定した）状況となっ
た。しかし、体脂肪率が約1.5〜２ヶ月遅れで安定してきたことが判る。とはいえ、たった一人の
資料では何とも結論づけることが出来ないので、いずれ調査をしてみたいと考える。体つくり運動
にはおもしろい授業展開が出来るかもしれないと思う。

W 30＝30’歩行 Sj 30＝30’超スローjog
J  30＝30’ joging 散歩＝散歩10分程度

･ 脈拍測定＝起床時（5：25a.m.）
　  体重測定＝朝食後（8：00a.m.）
･ 運動内容＝起床後（5：35〜6：05）
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５　体つくり運動の授業プログラムの例（中学２年生用の展開案）
 　私が学んだことをベースに体つくり運動の展開案を考えたので掲載しておきます。なお、前述の項

目２３４については学習カードに添付するなりして基礎学習を行う。なお、保健分野の “体の理解”

や “健康に関する学習” との融合単元構成にすることが望ましいと思う。

（１）単元展開の目標： 自分の体や自己の生活や運動への関わりを顧みて運動の習慣化と生活習慣病

の予防策の必要性を感じ取りその実践法を探り出す。

（２）単元名：「30〜40年後の自分に向けたメソッドを考えよう！」

（３）単元計画の大筋

（運動プログラムの例）
10〜12分

W-up･ 準備運動
30〜40分

ポイントトレーニング
10〜12分

C-down･ 整理運動
ストレッチ

筋力トレーニング
有酸素運動（or サーキット・トレーニング）
　　　　　（＋サーキット・トレーニング） ストレッチ

（４）　積極的に生徒へ関わる教師の任務と評価

 　教師は入念に授業の準備をすることは当たり前であるが、その準備は過去に自らが学んだ理論が中

心になりがちである。理論が研究で進化 ･ 変化していることや医科学的学びの不足やその経験不足も

多い。それらの改善のためには、①どんなところで ､ どの理論の ､ どんな研究や実践がなされている

か把握した上で知識の蓄積をする。②研修や仲間などと情報交換を行う。③知識を獲得し、自身で検

証を行う等でより正しく生徒たちに提供できると感じる。

（１）生徒の体力の向上 ･ メソッドの内容 評価対象

（２）生徒の態度 ･ 意識の変容 評価対象

（３）教育課程全体への取り入れ方（位置づけ＆継続化） カリキュラム化

（４）資料の見極めと準備およびデータの活用 データ収集と処理
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６　その他　（授業づくりやトレーニング方法論などとして参考になったこと）

Ⅰ　マフェトン理論
マフェトン理論（マフェトンりろん）とは、フィリップ・マフェトンが提唱する、マラソンやト

ライアスロンなどの持久系スポーツの画期的トレーニング方法である。有酸素運動（ペース走）の

運動強度を明確に示したことが最大の業績といわれている。

１　エアロビック重視

マフェトン理論では、有酸素運動の比重を、無酸素運動よりも大きくとる。

時間ベースで　　・有酸素運動－85％〜90％以上

　　　　　　　　・無酸素運動－10％〜15％以下の比重を理想とする。

２　180公式

エアロビックトレーニングは、心拍数を基準とする。

心拍数が「170－年齢」〜「180－年齢」に収まるようにする（ただし自分の体力により上下加

減行う）。これを、『180公式』という。

ただし、エアロビックトレーニングにおいて、

　　　　①　最初の12分〜15分はアップとして、

　　　　②　徐々に目標心拍数まで上げていく。そして、

　　　　③　最後の12〜15分は、徐々に心拍数を落としていく。（→ダウンを兼ねる）

３　MAF テスト

MAF テストとは、180公式の心拍数にて、決められたコースのタイム計測を言う。距離としては、

1600m（１マイル）くらいで行う。

４　安静時心拍数

安静時心拍数をオーバートレーニングの目安として使う。

普段よりも５〜６以上安静時心拍数が高ければ、オーバートレーニングである。

５　食事

炭水化物：蛋白質：脂肪を40：30：30にする。

植物油などの不飽和脂肪を積極的にとり、加熱した油やマーガリンなどの摂取は極力避ける。

　　　　 参考文献；『マフェトン理論』で強くなる！革命的エアロビックトレーニング

--------------------------------------------------------------------------------------

Ⅱ　３分間歩行テストでの全身持久力のチェック
呼吸で最大どれだけ酸素を取り込むことができるかと、それをどれだけ効率良く全身の細胞に

効率的に血液で循環させることができるかということが、その人のスタミナやタフさ、健康度を

決める。

【３分間歩行のチェックとその距離】

体育館や校庭等の直線距離で最低10m 以上とれる場所で行います ｡（直線距離任意です）

直線歩行の往復により行いますので ､ 測定人数は ､ ラインを何コースとることができるかで決ま
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ります。（コース間の間隔は最低1.5m 以上必要）

中央のコースのみに１ｍ間隔の横ラインをマーキングし、５ｍ、10ｍのポイントに分かりやす

いように、「＋」などで区別します。 ※１回のみの計測

①被測定者同士でペアになります。（測定者がコース数をカバーできる人数いる場合は不要）
②あらかじめ、紙とペンを用意し、ペアの方が往復した回数を「正」マークで記録します。
③走ったり、競走しないように注意します。
④ ターンの方法は、マークに足が触れれば、回り込まず、プールでの水泳のような直線的リバ

ースターンでも良いことにします。（回り込むと目が回ることがあります）
⑤ タイムキーパーは、「スタート」、「１分経過」、「２分経過」、「30秒前」、「残り10秒のカウン

トダウン」のタイムコールをします。
⑥ ストップで、ペアの計測者は距離を計測します。（50cm で四捨五入し、ｍ単位で記録）

※ 精度を問うというよりは、あくまでも、全身持久力の目安、ウォーキングの動機づけとして行うと
いう意味で効果的である。また、安全に留意して行うことが重要である。

--------------------------------------------------------------------------------------

Ⅲ　トレーナーチームの定期勉強会（国際武道大学の特色）

トレーナーチームでは毎週２回の定期勉強会を行

っている。日々の授業や選手のリコンディショニン

グに支障のない時間帯を選び、火曜日の朝１時間

（８：00〜９：00）と水曜日の夜２時間（20：00〜

22：00）を充てている。内容はディスカッション講演、

活動報告、実技など多岐にわたっており、いずれも

トレーナーとして必要な知識や技能はもちろん、コ

ミュニケーション能力や相互理解なども狙った活動

となっている。

Ⅳ　ストックウォーキング（眞鍋芳明先生）

ＮＨＫの放映にて紹介されました。-- 略 --
＊他にも沢山ありましたがここでは私にとって参考になった事柄を主に掲載いたしました。

勉強会の風景１（座学）

＊学生トレーナーの自主制作のビデオの1コマ勉強会の風景２（実技実践）
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７　感謝の言葉
今回の研修に際して、研修派遣のことで事細かに相談にのっていただいたり、１年研修への派遣の

ために様々な形でご理解 ･ ご援助をいただいた嶋田勝校長の一方ならぬご尽力。加えて受け入れにつ

いて国際武道大学の学長である蒔田実先生や同大学附属の武道・スポーツ科学研究所所長の魚住孝至

先生。そして指導教官として研修を全面的にバックアップいただいた前河洋一先生ほかの方々に格別

なご配意をいただきました。その結果、長野県教育委員会から派遣の許可がおりました。これらは皆

様のおかげと、大変感謝いたしております。

研修中も国際武道大学では前述させていただいた先生方をはじめ柏崎克彦先生、小林啓三先生、林

伯原先生、谷口有子先生、安ヶ平浩先生、山本利春先生、井上哲朗先生、徳永文利先生、刈谷文彦先

生、中西純先生、眞鍋芳明先生、櫻井健一先生、立木幸敏先生、木村寿一先生、井下佳織先生、等々

（書ききれません。沢山の授業聴講や資料提供などありがたく頂きました。）といった各先生方や藤田

さん、渡辺さん、西当さん、バスの運転手さんなどいろいろな職員の皆様。そして学生たちほか沢山

の方々に優しくしていただきました。研修に来られたことはもちろん、そのお陰でで様々な方々とふ

れ合え、絆が出来たことについてにもただただ感謝であります。

一言で済ませるにはあまりに存外かと思いますが終わりに当たってはやはり「本当にありがとうご

ざいました。」しかありません。お世話になりました皆様からいただいた心づくしや思いを胸に秘め

てこれからも精一杯頑張って参ります。ありがとうございました。

 平成25年３月18日（月）　記
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